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質 問 者  （９番）宜保安孝議員（通告番号16）……………………………………（Ｐ182～193) 

質問事項  （１）学校体育館の空調設備について 

（２）本市における英語教育の現状と成果について 

（３）不登校児童・生徒対策について 

（４）漁業振興について 

（５）ふるさと納税について 

答 弁 者    市長、教育長、総務部長、企画部長、教育部長 



質 問 者  （14番）瀬長 宏議員（通告番号17）……………………………………（Ｐ193～203) 

質問事項  （１）立体駐車場整備について 

（２）ハラスメントに関するアンケート調査について 

（３）教職員の働き方改革について 

（４）我那覇後原について 

（５）側溝の蓋について 

答 弁 者    市長、総務部長、総務部参事監（企画部参事監兼務）、経済建設部長、教育部長 

 

質 問 者  （16番）伊敷光寿議員（通告番号18）……………………………………（Ｐ203～213) 

質問事項  （１）福祉行政について 

（２）道路行政について 

（３）公営住宅について 

（４）防災行政について 

（５）市職員の働く環境について 

（６）教職員の働く環境について 

答 弁 者    総務部長、都市計画部長、経済建設部長、消防長、教育部長 

 

質 問 者  （21番）宮城 恵議員（通告番号19）……………………………………（Ｐ213～223) 

質問事項  （１）シングルママ支援事業について 

（２）市民の安心・安全について 

（３）子どもの居場所事業について 

（４）豊見城市の防災力アップについて 

答 弁 者    市長、総務部長、こども未来部長、上下水道部長 

 

質 問 者  （３番）新垣繁人議員（通告番号20）……………………………………（Ｐ223～234) 

質問事項  （１）これまでの過去の一般質問について 

（２）教育行政について 

（３）組織改革について 

答 弁 者    市長、総務部長、企画部長、都市計画部長、経済建設部長、教育部長 
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令和７年第４回豊見城市議会定例会会期日程 

 

開 会 ９月８日 
会 期 19日間 

閉 会 ９月26日 

 

月 日 曜 会 議 別 開議時間 摘 要 

９月８日 月 本 会 議 午前10時 会議録署名議員の指名 

会期の決定 

議長諸般の報告 

市長の市政一般報告 

○ 議案の上程（即決案件） 

議案第41号 議案第42号 議案第43号 

議案第44号 議案第45号 議案第46号 

議案第47号 諮問第１号 

○ 議案の上程（委員会付託案件） 

議案第40号 議案第48号 議案第49号 

承認第７号 認定第１号 請願第２号 

陳情第３号 陳情第４号 

○ 議案の上程（報告案件） 

報告第９号 報告第10号 報告第11号 

９月９日 火 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月10日 水 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月11日 木 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月12日 金 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月13日 土 休 会   

９月14日 日 休 会   

９月15日 月 休 会  敬老の日 

９月16日 火 本 会 議 午前10時 会議録署名議員の指名 

一般質問 

９月17日 水 本 会 議 午前10時 会議録署名議員の指名 

一般質問 

９月18日 木 本 会 議 午前10時 会議録署名議員の指名 

一般質問 

９月19日 金 本 会 議 午前10時 会議録署名議員の指名 

一般質問 
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月 日 曜 会 議 別 開議時間 摘 要 

９月20日 土 休 会   

９月21日 日 休 会   

９月22日 月 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月23日 火 休 会  秋分の日 

９月24日 水 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月25日 木 委 員 会 午前10時 各委員会 

９月26日 金 本 会 議 午前10時 会議録署名議員の指名 

○ 議案の上程（委員会報告案件） 

○ 議案の上程（追加案件） 

閉 会 
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令和７年第４回豊見城市議会定例会 

 

 令和７年第４回豊見城市議会定例会は令和７年９月８日豊見城市議会議場に招集された。 

 

応招した議員 21人 

（１番）外 間   剛 議員  （13番）真栄里   保 議員 

（２番）宜 保 龍 平 議員  （14番）瀬 長   宏 議員 

（３番）新 垣 繁 人 議員  （15番）要   正 悟 議員 

（４番）長 嶺 吉 起 議員  （16番）伊 敷 光 寿 議員 

（５番）新 垣 龍 治 議員  （17番）大 田 善 裕 議員 

（７番）瀬 長 恒 雄 議員  （18番）楚 南 留 美 議員 

（８番）吉 濱 智 也 議員  （19番）大 田 正 樹 議員 

（９番）宜 保 安 孝 議員  （20番）赤 嶺 吉 信 議員 

（10番）川 満 玄 治 議員  （21番）宮 城   恵 議員 

（11番）新 垣 亜矢子 議員  （22番）仲 田 政 美 議員 

（12番）波 平 邦 孝 議員   

 

…………………………………◇…………………………………◇………………………………… 

 

応招しなかった議員 なし 
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令和７年第４回豊見城市議会定例会議案一覧及び審議結果 

番号 議 案 番 号 件 名 経 過 審議結果 

１ 議 案 第 4 0 号 
令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第２

号） 

総 財 

委 員 会 
原案可決 

２ 議 案 第 4 1 号 
令和７年度豊見城市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号） 
即 決 原案可決 

３ 議 案 第 4 2 号 
令和７年度豊見城市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号） 
即 決 原案可決 

４ 議 案 第 4 3 号 
令和７年度豊見城市公営墓地事業特別会計補

正予算（第１号） 
即 決 原案可決 

５ 議 案 第 4 4 号 
令和７年度豊見城市下水道事業会計補正予算

（第１号） 
即 決 原案可決 

６ 議 案 第 4 5 号 
豊見城市職員の育児休業等に関する条例等の

一部改正について 
即 決 原案可決 

７ 議 案 第 4 6 号 
豊見城市民体育館の設置及び管理に関する条

例の一部改正について 
即 決 原案可決 

８ 議 案 第 4 7 号 調停の申立て及び訴えの提起について 即 決 可 決 

９ 議 案 第 4 8 号 
令和６年度豊見城市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について 

経 建 

委 員 会 

原案可決

及び認定 

10 議 案 第 4 9 号 
令和６年度豊見城市下水道事業会計利益の処

分及び決算の認定について 

経 建 

委 員 会 

原案可決

及び認定 

11 議 案 第 5 0 号 工事請負契約の締結について 
総 財 

委 員 会 
可 決 

12 認 定 第 １ 号 
令和６年度豊見城市育英会特別会計歳入歳出

決算 

教 民 

委 員 会 
認 定 

13 認 定 第 ２ 号 令和６年度豊見城市一般会計歳入歳出決算 
予 算 決 算 

特別委員会 
継続審査 

14 認 定 第 ３ 号 
令和６年度豊見城市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算 

教 民 

委 員 会 
継続審査 

15 認 定 第 ４ 号 
令和６年度豊見城市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算 

教 民 

委 員 会 
継続審査 

16 認 定 第 ５ 号 
令和６年度豊見城市公営墓地事業特別会計歳

入歳出決算 

教 民 

委 員 会 
継続審査 

17 諮 問 第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 即 決 適 任 
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番号 議 案 番 号 件 名 経 過 審議結果 

18 承 認 第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて 
総 財 

委 員 会 
承 認 

19 報 告 第 ９ 号 専決処分の報告について 報 告 報 告 

20 報 告 第 1 0 号 専決処分の報告について 報 告 報 告 

21 報 告 第 1 1 号 
令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業報告

及び決算報告書について 
報 告 報 告 

22 報 告 第 1 2 号 
令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について 
報 告 報 告 

23 請 願 第 ２ 号 学校給食費無償化の実現を求める請願 
教 民 

委 員 会 
継続審査 

24 陳 情 第 ３ 号 
夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介

護の実現を求める陳情書 

教 民 

委 員 会 
継続審査 

25 陳 情 第 ４ 号 

令和２年12月24日付採択された陳情第７号

「日常生活用具給付等事業の排泄管理支援用

具の給付対象者を拡充するよう求める陳情」

の実施について（陳情） 

教 民 

委 員 会 
採 択 

26 
議 員 提 出 

議 案 第 ４ 号 

豊見城市議会の個人情報の保護に関する条例

の一部改正について 
即 決 原案可決 

27 決 議 案 第 ３ 号 
岡波島の帰属を巡る境界調停への適切な対応

に関する決議 
即 決 原案可決 

 

 





 

 

 

 

 

 
令和７年第４回 

 

  

豊見城市議会（定例会）会議録（第１号） 

令和７年９月８日（月） 
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令和７年第４回 

 
  

豊見城市議会（定例会）会議録（第１号） 

令和７年９月８日（月曜日）午前10時開会 

 

 

出席議員 21人 

（１番）外 間   剛 議員  （13番）真栄里   保 議員 

（２番）宜 保 龍 平 議員  （14番）瀬 長   宏 議員 

（３番）新 垣 繁 人 議員  （15番）要   正 悟 議員 

（４番）長 嶺 吉 起 議員  （16番）伊 敷 光 寿 議員 

（５番）新 垣 龍 治 議員  （17番）大 田 善 裕 議員 

（７番）瀬 長 恒 雄 議員  （18番）楚 南 留 美 議員 

（８番）吉 濱 智 也 議員  （19番）大 田 正 樹 議員 

（９番）宜 保 安 孝 議員  （20番）赤 嶺 吉 信 議員 

（10番）川 満 玄 治 議員  （21番）宮 城   恵 議員 

（11番）新 垣 亜矢子 議員  （22番）仲 田 政 美 議員 

（12番）波 平 邦 孝 議員   

 

欠席議員 なし 

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 

事務局長 比 嘉   豊  主 査 屋 良 章 太 

次 長 比 嘉   剛  主任主事 盛 島 愛 乃 

班 長 比屋根 由 香    
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地方自治法第121条による出席者 

市 長 徳 元 次 人  副 市 長 大 城   正 

教 育 長 赤 嶺 美奈子  総 務 部 長 内 原 英 洋 

企 画 部 長 翁 長 卓 司  市 民 部 長 森 山 真由美 

 
福祉健康部長兼 
社会福祉課長 

金 城 博 文  こども未来部長 上 地 五十八 

都市計画部長 嘉 川 聡 子  経済建設部長 城 間 保 光 

上下水道部長 大 城   堅  消 防 長 髙 良   寛 

教 育 部 長 赤 嶺 太 一  
 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

髙 良   忍 

総 務 課 長 上 原 元 樹  環 境 課 長 国 吉 有 貴 

教育総務課長 赤 嶺   渚  
 

生 涯 学 習 
振 興 課 長 

赤 嶺   健 

 

本日の会議に付した事件 

日程第１．  会議録署名議員の指名 

日程第２．  会期の決定 

日程第３．  議長諸般の報告 

日程第４．  市長の市政一般報告 

日程第５． 議案第41号 令和７年度豊見城市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第６． 議案第42号 令和７年度豊見城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第７． 議案第43号 令和７年度豊見城市公営墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第８． 議案第44号 令和７年度豊見城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第９． 議案第45号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について 

日程第10． 議案第46号 豊見城市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

日程第11． 議案第47号 調停の申立て及び訴えの提起について 

日程第12． 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第13． 報告第９号 専決処分の報告について 

日程第14． 報告第10号 専決処分の報告について 

日程第15． 報告第11号 令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告書につ

いて 

日程第16． 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第17． 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第18． 認定第１号 令和６年度豊見城市育英会特別会計歳入歳出決算 
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日程第19． 議案第48号 令和６年度豊見城市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

日程第20． 議案第49号 令和６年度豊見城市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 

日程第21． 請願第２号 学校給食費無償化の実現を求める請願 

 陳情第３号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳

情書 

 陳情第４号 令和２年12月24日付採択された陳情第７号「日常生活用具給付等

事業の排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳

情」の実施について（陳情） 

     以上３件一括上程 
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令和７年第４回豊見城市議会定例会議事日程（第１号） 

 

令和７年９月８日（月） 午前10時 開 会 

日程 

番号 
議 案 番 号 件        名 備  考 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３  議長諸般の報告  

４  市長の市政一般報告  

５ 議案第 4 1 号 令和７年度豊見城市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

即 決 

６ 議案第 4 2 号 令和７年度豊見城市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

〃 

７ 議案第 4 3 号 令和７年度豊見城市公営墓地事業特別会計補正予算（第

１号） 

〃 

８ 議案第 4 4 号 令和７年度豊見城市下水道事業会計補正予算（第１号） 〃 

９ 議案第 4 5 号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正に

ついて 

〃 

10 議案第 4 6 号 豊見城市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改

正について 

〃 

11 議案第 4 7 号 調停の申立て及び訴えの提起について 〃 

12 諮 問 第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 〃 

13 報 告 第 ９ 号 専決処分の報告について 報 告 

14 報告第 1 0 号 専決処分の報告について 〃 

15 報告第 1 1 号 令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報

告書について 

〃 

16 議案第 4 0 号 令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第２号） 
 

総 務 財 政 
委員会付託 

17 承 認 第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて 〃 

18 認 定 第 １ 号 令和６年度豊見城市育英会特別会計歳入歳出決算 
 

教 育 民 生 
委員会付託 

19 議案第 4 8 号 令和６年度豊見城市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について 

 
経 済 建 設 
委員会付託 
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日程 

番号 
議 案 番 号 件        名 備  考 

20 議案第 4 9 号 令和６年度豊見城市下水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

 
経 済 建 設 
委員会付託 

21 請 願 第 ２ 号 学校給食費無償化の実現を求める請願 
 

教 育 民 生 
委員会付託 

 陳 情 第 ３ 号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を

求める陳情書 

〃 

 陳 情 第 ４ 号 令和２年12月24日付採択された陳情第７号「日常生活用

具給付等事業の排泄管理支援用具の給付対象者を拡充す

るよう求める陳情」の実施について（陳情） 

〃 

     以上３件一括上程  
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 本会議の次第 

○ 議長 外間 剛 

 ただいまから令和７年第４回豊見城市議会

定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きま

す。 

開  会（10時00分） 

 議事日程の報告であります。本日の議事日

程は、あらかじめお手元に配付したとおりで

あります。 

────── ◇ 日程第１ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第１、会議録署名議員の指名でありま

す。 

 会議規則第88条の規定により、本日の会議

録署名議員に要正悟議員、伊敷光寿議員を指

名いたします。 

────── ◇ 日程第２ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第２、会期決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本

日から９月26日までの19日間といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の

会期は、本日から９月26日までの19日間と決

しました。 

────── ◇ 日程第３ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第３、議長諸般の報告であります。 

 あらかじめお手元に配付してあります報告

書をもって、前定例会より今回までの間にお

ける議長諸般の報告に代えさせていただきた

いと思います。 

 また、令和７年８月18日に開催されました

沖縄県市議会議長会第184回定期総会におい

て、私外間剛が議員在職４年以上の一般表彰

を受けましたので、この場をお借りして皆様

に御報告いたします。 

────── ◇ 日程第４ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第４、市長の市政一般報告であります。 

 市長の発言を許します。 

○ 市長 徳元次人 

 おはようございます。令和７年第４回豊見

城市議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位のご出席を賜り、誠にありがとうご

ざいます。本定例会もどうぞよろしくお願い

いたします。 

 市長の市政一般報告につきましては、お手

元に配付してございます報告書をもって、前

回の議会から今回までの間における報告に代

えさせていただきたいと思います。 

────── ◇ 日程第５ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第５、議案第41号 令和７年度豊見城

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第41号 令和７年度豊見城市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）についてご

説明いたします。 

 第１条第１項により、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ841万8,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億

4,873万3,000円といたします。 

 同条第２項により、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるものとします。 

 以上が議案第41号 令和７年度豊見城市国
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民健康保険特別会計補正予算（第１号）の主

な内容となっております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、市民

部長が説明をいたしますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 ただいま市長から提案のございました議案

第41号につきまして、詳細な説明をいたしま

す。 

 事項別明細書にて説明いたしますので、事

項別明細書３ページをお開きください。 

 歳入４款１項２目国庫補助金、子ども・子

育て支援事業費補助金758万3,000円の補正に

つきましては、子ども・子育て支援制度創設

に伴う改修及び市民への周知、広報に係る国

庫補助10分の10の補正となります。 

 次に、７款１項１目一般会計繰入金のうち、

５節職員給与費等繰入金83万5,000円の増額

については、定期人事異動に伴う人件費の増

減を含む補正の内容となっております。 

 続きまして、歳出４ページをご覧ください。

１款１項１目一般管理費13万3,000円の補正

のうち、２節給料、３節職員手当等、４節共

済費につきましては、定期人事異動に伴う人

件費の補正、10節需用費22万9,000円の増額

につきましては、標準準拠システム移行に伴

う帳票の作成に係る印刷製本費となります。 

 １款２項１目賦課徴収費のうち、10節需用

費97万3,000円、11節役務費16万2,000円、12

節委託料715万円の増額につきましては、先

ほど歳入でも説明いたしました子ども・子育

て支援金制度創設に伴うシステムの改修、市

民への広報、周知のためのチラシの作成及び

広報折込み手数料の補正となっております。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第41号 令和７年度豊見城市国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議案第41号 

令和７年度豊見城市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）については、委員会への付

託を省略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第41号 令和７年度豊見城市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）、これを原

案のとおり可決することに賛成の議員は賛成

ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押

してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第41号 令和７年度豊見城市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）は、賛成多
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数であります。よって、本案は原案可決と決

しました。 

────── ◇ 日程第６ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第６、議案第42号 令和７年度豊見城

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第42号 令和７年度豊見城市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）について

ご説明いたします。 

 第１条第１項により、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ371万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億

1,667万円といたします。 

 同条第２項により、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるものとします。 

 以上が議案第42号 令和７年度豊見城市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

主な内容となっております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、市民

部長が説明をいたしますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 ただいま市長から提案のございました議案

第42号について説明いたします。 

 この補正の主な概要といたしましては、子

ども・子育て支援金制度創設に伴うシステム

の改修、周知、広報に係る費用の補正となっ

ております。詳細につきましては、事項別明

細書にて説明をいたしますので、事項別明細

書の３ページをお開きください。 

 歳入７款１項１目国庫補助金、子ども・子

育て支援事業費補助金371万5,000円の補正に

つきましては、子ども・子育て支援制度創設

に伴うシステムの改修及び市民への周知、広

報に係る国庫補助10分の10の補正となります。 

 次に、歳出４ページをご覧ください。 

 １款１項１目一般管理費のうち、11節役務

費19万5,000円、12節委託料352万円の増額に

つきましては、先ほど歳入でも説明したとお

り、子ども・子育て支援金制度創設に伴うシ

ステムの改修、広報、周知のための補正と

なっております。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第42号 令和７年度豊見城市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議案第42号 

令和７年度豊見城市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）については、委員会への

付託を省略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 
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 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第42号 令和７年度豊見城市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）、これを

原案のとおり可決することに賛成の議員は賛

成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを

押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第42号 令和７年度豊見城市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）は、賛成

多数であります。よって、本案は原案可決と

決しました。 

────── ◇ 日程第７ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第７、議案第43号 令和７年度豊見城

市公営墓地事業特別会計補正予算（第１号）

について議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第43号 令和７年度豊見城市公営墓地

事業特別会計補正予算（第１号）についてご

説明いたします。 

 第１条第１項により、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ６万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

2,249万6,000円といたします。 

 同条第２項により、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるものとします。 

 以上が議案第43号 令和７年度豊見城市公

営墓地事業特別会計補正予算（第１号）の主

な内容となっております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、市民

部長が説明をいたしますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 ただいま市長から提案のございました議案

第43号について説明いたします。 

 今回の補正の内容といたしましては、令和

６年度に実施しました公営墓地の設計変更委

託業務に要した280万円につきまして、地方

債の借入先が決定したことに伴い利息が確定

いたしましたので、利息分の補正を行うもの

であります。 

 それでは詳細につきまして、事項別明細書

３ページをお開きください。 

 歳入１款１項１目一般会計繰入金６万

5,000円を増額計上しております。 

 次に、歳出４ページをご覧ください。 

 ２款１項２目利子、22節地方債利子といた

しまして、６万5,000円の増額補正をしてお

ります。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第43号 令和７年度豊見城市公

営墓地事業特別会計補正予算（第１号）につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議案第43号 

令和７年度豊見城市公営墓地事業特別会計補
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正予算（第１号）については、委員会への付

託を省略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第43号 令和７年度豊見城市公営墓地

事業特別会計補正予算（第１号）、これを原

案のとおり可決することに賛成の議員は賛成

ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押

してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第43号 令和７年度豊見城市公営墓地

事業特別会計補正予算（第１号）は、賛成多

数であります。よって、本案は原案可決と決

しました。 

────── ◇ 日程第８ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第８、議案第44号 令和７年度豊見城

市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第44号 令和７年度豊見城市下水道事

業会計補正予算（第１号）についてご説明い

たします。 

 第２条により、収益的収入に133万8,000円

を追加し、11億7,191万5,000円とし、収益的

支出に363万5,000円を追加し、11億4,689万

5,000円といたします。 

 第３条により、予算第４条中、本文括弧書

き中の文言を改めるとともに、資本的支出に

45万8,000円を追加し、12億5,657万9,000円

といたします。 

 第４条により、職員給与費に186万3,000円

を追加し、6,355万6,000円といたします。 

 以上が議案第44号 令和７年度豊見城市下

水道事業会計補正予算（第１号）の主な内容

となっております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、上下

水道部長が説明をいたしますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○ 上下水道部長 大城 堅 

 先ほど市長から提案のありました議案第44

号 令和７年度豊見城市下水道事業会計補正

予算（第１号）についてご説明いたします。 

 今回の補正の主な内容については、定期人

事異動に伴う人件費の調整及び沖縄振興公共

投資交付金の管路ストックマネジメント基本

計画策定業務の事業費の増額並びに大規模下

水道管路特別重点調査業務の実施によるもの

でございます。 

 １ページ目の表紙にて説明しますので、ご

覧ください。第２条の収益的収入及び支出に

ついての収入において、第１款第２項の営業

外収益の133万8,000円でございます。こちら

は、先ほど説明しました沖縄振興公共投資交

付金などの補助金となっております。 

 続いて支出について、第１款第１項の営業

費用の363万5,000円でございます。内訳とし

まして、人事異動に伴う人件費の調整が140

万5,000円、管路ストックマネジメント基本

計画策定業務が40万5,000円、大規模下水道

管路特別重点調査業務の実施として182万
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5,000円、こちらについては今年埼玉県八潮

市で発生した道路陥没事故を受けて、同様な

事故を未然に防ぐことを目的に、国から緊急

点検を要請され調査を行うものでございます。 

 第３条の資本的収入及び支出についての支

出において、第１款第１項建設改良費45万

8,000円でございます。こちらは人事異動に

伴う人件費の調整となっております。また、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額としましては、補塡財源の内訳を変更して

おります。 

 最後に第４条、議会の議決を経なければ流

用することのできない経費として、職員給与

費の調整分である186万3,000円を増額してお

ります。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお

願いします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第44号 令和７年度豊見城市下

水道事業会計補正予算（第１号）については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議案第44号 

令和７年度豊見城市下水道事業会計補正予算

（第１号）については、委員会への付託を省

略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第44号 令和７年度豊見城市下水道事

業会計補正予算（第１号）、これを原案のと

おり可決することに賛成の議員は賛成ボタン

を押し、反対の議員は反対ボタンを押してく

ださい。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第44号 令和７年度豊見城市下水道事

業会計補正予算（第１号）は、賛成多数であ

ります。よって、本案は原案可決と決しまし

た。 

────── ◇ 日程第９ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第９、議案第45号 豊見城市職員の育

児休業等に関する条例等の一部改正について

議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第45号 豊見城市職員の育児休業等に

関する条例等の一部改正につきましては、地

方公務員の育児休業等に関する法律の一部を

改正する法律の公布に伴い、職員の部分休業

制度の拡充等について、所要の改正を行うも

のであります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、総務

部長が説明をしますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○ 総務部長 内原英洋 
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 先ほど市長から提案のありました議案第45

号 豊見城市職員の育児休業等に関する条例

等の一部改正について説明いたします。 

 今回の改正につきましては、豊見城市職員

の育児休業等に関する条例、企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例及び豊見城市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の３本の

条例を改正する内容となっております。 

 ページをめくっていただき、１ページをお

開きください。第１条、豊見城市職員の育児

休業等に関する条例の主な改正につきまして

は、部分休業の取得については、これまで勤

務時間の初めまたは終わりにおいて、30分単

位で２時間を上限に取得可能でありましたが、

改正後は勤務時間中においても上限の範囲内

で取得することが可能となる第１号部分の改

正と、１日の勤務時間の全てを部分休業とし

て取得することができ、また時間単位での取

得が可能となる第２号部分休業の改正となっ

ております。また、部分休業の取得方法等を

変更する際の特別な事情についても規定を整

理しております。 

 次に２ページをお開きください。12行目か

らになりますが、第２条、企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の主な改正は、給

料の減額規定についての改正となりますが、

部分休業の取得方法の追加に伴う給与の減額

に関する規定と対象となる子の条件を小学校

就学の始期まで拡大する内容で改正を行って

おります。また、部分休業の取得方法の追加

に合わせて介護休暇、介護時間の取得可能時

間帯の制限を撤廃し、給料の減額規定につい

て改正を行っております。 

 同じく２ページの25行目からになりますが、

第３条、豊見城市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の主な改正につきましては、仕事

と育児の両立支援制度の利用に関する職員の

意向確認に関する規定を新設しております。 

 次に３ページをお開きください。最後に附

則になりますが、第１項、施行期日として、

この条例は、令和７年10月１日から施行しま

す。第２項、豊見城市職員の育児休業等に関

する条例の一部改正に伴う経過措置として、

第18条の４の規定の適用については、施行期

日が10月１日であることから、今年度分につ

いては同条第１号の「77時間30分」を「38時

間45分」、第２号中の｢10」を「５」といた

します。 

 以上が議案第45号の説明となります。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第45号 豊見城市職員の育児休

業等に関する条例等の一部改正については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議案第45号 

豊見城市職員の育児休業等に関する条例等の

一部改正については、委員会への付託を省略

することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた
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します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第45号 豊見城市職員の育児休業等に

関する条例等の一部改正について、これを原

案のとおり可決することに賛成の議員は賛成

ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押

してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第45号 豊見城市職員の育児休業等に

関する条例等の一部改正については、賛成多

数であります。よって、本案は原案可決と決

しました。 

────── ◇ 日程第10 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第10、議案第46号 豊見城市民体育館

の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第46号 豊見城市民体育館の設置及び

管理に関する条例の一部改正につきましては、

豊見城市民体育館のサブアリーナの部分利用

において空調設備を稼働させることができる

状態とし、熱中症予防など利用者が運動しや

すい環境を整備する必要があるため、所要の

改正を行うものであります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、教育

部長が説明をいたしますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 それでは市長からご提案のありました議案

第46号 豊見城市民体育館の設置及び管理に

関する条例の一部改正についてご説明いたし

ます。 

 先ほど市長からもありましたように、豊見

城市民体育館におきまして、空調設備を稼働

できるような状態とし、熱中症予防など利用

者が利用しやすい環境を整備する条例改正と

なっております。 

 市民体育館のサブアリーナにおきましては、

大会などで使用する場合の専用利用において、

空調が利用できるという旨の規定はございま

したが、練習などで部分的に使用する場合の

部分利用においては規定が存在しなかったた

め、部分利用でも空調が利用できるように今

回改正する内容となっております。 

 議案書を開けていただきまして、１ページ

目をご覧ください。同条例の別表（３）部分

利用の表中を改正する内容になっております

が、サブアリーナの下段のほうに「空調設備 

１時間につき1,500円」を加える改正となっ

ております。この条例につきましては、公布

の日からの施行を考えているところでござい

ます。 

 議案の説明は以上でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第46号 豊見城市民体育館の設

置及び管理に関する条例の一部改正について

は、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会への付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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 ご異議なしと認めます。よって議案第46号 

豊見城市民体育館の設置及び管理に関する条

例の一部改正については、委員会への付託を

省略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第46号 豊見城市民体育館の設置及び

管理に関する条例の一部改正について、これ

を原案のとおり可決することに賛成の議員は

賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタン

を押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第46号 豊見城市民体育館の設置及び

管理に関する条例の一部改正については、賛

成多数であります。よって、本案は原案可決

と決しました。 

────── ◇ 日程第11 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第11、議案第47号 調停の申立て及び

訴えの提起について議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第47号 調停の申立て及び訴えの提起

につきましては、令和５年８月に発生した台

風第６号により、民間事業者が行った盛土部

分の土砂が饒波農道２号線に流出し全面通行

止めとなった事態に関して、土砂撤去妨害排

除請求又は土砂撤去後の費用請求を行うため、

調停の申立て及び訴えの提起をすることにつ

いて、地方自治法第96条第１項第12号の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、経済

建設部長が説明をいたしますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 議案第47号 調停の申立て及び訴えの提起

についてご説明いたします。 

 提案理由につきましては、先ほど市長が述

べたとおりでございます。 

 下記のとおり調停の申立て及び訴えを提起

することについて、地方自治法第96条第１項

第12号の規定により、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 １ 相手方 株式会社 仲大建設工業、豊

見城市字高安566番地１、代表取締役 仲座

博巳。２ 申立ての趣旨 豊見城市は、相手

方に対し饒波農道２号線の土砂災害に対する

妨害排除請求又は土砂撤去費用の損害金を請

求することについて調停を求める。３ 調停

不成立の場合の方針 豊見城市は、この調停

が成立しなかった場合は、那覇地方裁判所に

饒波農道２号線の土砂災害に対する妨害排除

請求又は土砂撤去費用の損害金の請求に関す

る訴えを提起するものでございます。 

 次のページをご覧ください。概要のほうを

説明いたします。饒波農道２号線は、令和４

年５月の大雨時に起こった土砂災害の災害復

旧工事を行い、ほぼ完成している状況であり

ましたが、令和５年８月に発生した台風第６

号により、本工事箇所上部から大量の土砂が

流出し、災害復旧工事前の状態となっており

ます。土砂が流出した上部の土地状況を確認
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しましたところ、民間事業者による盛土工事

が行われており、その部分が大きく崩壊し、

土砂が流出している状況であります。 

 所有者へ確認しましたところ、建築基準法

などの法的な許可を得ておらず、構造計算や

図面などもないままの盛土工事であったこと

が判明しております。 

 現在、饒波農道２号線は土砂により全面通

行止めとなっており、周辺利用者に多大な影

響を与えている事から、早急に土砂の撤去請

求又は土砂撤去後の費用請求を行うため、今

回の調停の申立て及び訴えの提起を行うもの

でございます。 

 次ページをご覧ください。位置図を添付し

ております。赤丸で囲っている部分が今回の

被害箇所となっております。 

 次のページには、写真等を添付してござい

ます。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第47号 調停の申立て及び訴え

の提起については、会議規則第37条第３項の

規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議案第47号 

調停の申立て及び訴えの提起については、委

員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第47号 調停の申立て及び訴えの提起

について、これを可決することに賛成の議員

は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第47号 調停の申立て及び訴えの提起

については、賛成多数であります。よって、

本案は可決と決しました。 

────── ◇ 日程第12 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第12、諮問第１号 人権擁護委員候補

者の推薦について議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

つきましては、法務大臣に対し、中安智子氏

を推薦することについて、議会の意見を求め

るものであります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります諮問第１号 人権擁護委員候補者の
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推薦については、会議規則第37条第３項の規

定により、委員会への付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって諮問第１号 

人権擁護委員候補者の推薦については、委員

会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついて、これを適任とすることに賛成の議員

は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、賛成多数であります。よって、本

案は適任と決しました。 

────── ◇ 日程第13 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第13、報告第９号 専決処分の報告に

ついて議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 報告第９号 専決処分の報告につきまして

は、豊見城市立とよみ小学校体育館で発生し

た事故に対する損害賠償の額の決定及び和解

について、地方自治法第180条第１項の規定

により専決処分しましたので、同条第２項の

規定により議会に報告するものであります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、教育

部長が説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 それでは、先ほど市長から提案のありまし

た専決処分の報告の詳細についてご説明を差

し上げたいと思います。 

 当該専決につきましては、令和７年７月15

日になされております。当該専決に係る事件

につきましては、事故発生日時は令和７年２

月18日（火）午後８時50分頃になっておりま

す。発生場所につきましては、豊見城市立と

よみ小学校体育館内となっております。事故

の概要でございますが、一般の方が体育館に

てバレーボールの活動中に、床から剝離した

床材が左腰部に刺さったというものでござい

ます。損害賠償額及び和解の内容でございま

すが、市が相手方の治療費及び通院交通費に

対して賠償することとし、損害賠償額9,010

円を支払うものでございます。相手方はその

余の請求を放棄しているところでございます。 

 なお、損害賠償額につきましては、全国市

長会学校災害賠償補償保険より支払われてい

るところでございます。 

 事故後、直ちに担当課において、剝離した

床材にテープを貼る応急措置を行い、その後、

補修工事を行っているところでございます。

また、他の体育館等でも同様な事案がないか

ということについて調査を行い、危険箇所に

ついて修繕対応の検討を行っているところで

ございます。今後各学校におきましては、体

育館の点検等についてお願いをしておりまし

て、再発防止に努めているところでござい
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ます。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 本案は報告案件のため、討論、表決は要し

ませんので、以上をもって、報告第９号 専

決処分の報告についてを終了いたします。 

────── ◇ 日程第14 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第14、報告第10号 専決処分の報告に

ついてを議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 報告第10号 専決処分の報告につきまして

は、豊見城市立上田小学校の駐車場で発生し

た事故に対する損害賠償の額の決定及び和解

について、地方自治法第180条第１項の規定

により専決処分しましたので、同条第２項の

規定により議会に報告するものであります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、教育

部長が説明をいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 先ほど市長より提案のございました報告第

10号 専決処分の報告ついて、詳細を説明さ

せていただきます。 

 当該専決につきましては、専決日は令和７

年７月15日でございます。専決に係る事案に

つきましては、発生日時は令和７年４月22日

（火）午後12時30分頃。発生場所につきまし

ては、豊見城市立上田小学校の駐車場という

ことになっております。概要でございますが、

駐車スペースに保健室のついたてを洗って干

し乾かしていたところ、そのついたてが強風

にあおられまして、駐車していました軽自動

車側のほうに転倒いたしまして、バックライ

トと板金部分を破損したというものでござい

ます。損害賠償額及び和解の内容でございま

すが、市が相手方に物件損害に対して賠償す

ることとし、損害賠償額13万6,659円を支払

うものでございます。相手方はその余の請求

を放棄しております。 

 なお、損害賠償額につきましては、全国市

長会学校災害賠償補償保険より支払われてお

ります。これを受けまして各学校に対して、

こういうことが起こらないような注意喚起を

行いながら、再発防止に努めているところで

ございます。 

 説明は以上となります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 本案は報告案件のため、討論、表決は要し

ませんので、以上をもって報告第10号 専決

処分の報告についてを終了いたします。 

────── ◇ 日程第15 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第15、報告第11号 令和６年度沖縄県

町村土地開発公社事業報告及び決算報告書に

ついてを議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 報告第11号 令和６年度沖縄県町村土地開

発公社事業報告及び決算報告書につきまして

は、地方自治法第243条の３第２項の規定に
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より、議会に提出するものであります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 本案は報告案件のため、討論、表決は要し

ませんので、以上をもって報告第11号 令和

６年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び

決算報告書についてを終了いたします。 

────── ◇ 日程第16 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第16、議案第40号 令和７年度豊見城

市一般会計補正予算（第２号）について議題

に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計

補正予算（第２号）についてご説明いたしま

す。 

 第１条第１項により、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ１億6,841万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ333

億1,891万5,000円といたします。 

 同条第２項により、歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるものとします。 

 第２条により、債務負担行為の追加は、

「第２表 債務負担行為補正」によるものと

します。 

 第３条により、地方債の変更及び廃止は、

「第３表 地方債補正」によるものとします。 

 以上が議案第40号 令和７年度豊見城市一

般会計補正予算（第２号）の主な内容となっ

ております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、総務

財政常任委員会におきまして担当部署が説明

をいたしますので、ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております議案第40号 

令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第２

号）については、総務財政常任委員会へ付託

いたします。 

────── ◇ 日程第17 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第17、承認第７号 専決処分の承認を

求めることについて議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 承認第７号 専決処分の承認を求めること

につきましては、源泉所得税及び復興特別所

得税納付金の予算措置のため、地方自治法第

179条第１項の規定により、令和７年度豊見

城市一般会計補正予算（専決第１号）を専決

処分しましたので、同条第３項の規定により

議会に報告し、承認を求めるものであります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、総務

財政常任委員会におきまして担当部署が説明

をいたしますので、ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 
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 ただいま議題となっております承認第７号 

専決処分の承認を求めることについては、総

務財政常任委員会へ付託いたします。 

────── ◇ 日程第18 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第18、認定第１号 令和６年度豊見城

市育英会特別会計歳入歳出決算について議題

に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 認定第１号 令和６年度豊見城市育英会特

別会計歳入歳出決算につきましては、地方自

治法第233条第３項の規定により、監査委員

の意見を付けて議会の認定に付し、併せて主

要な施策の成果を説明する書類を提出するも

のであります。 

 それでは主な内容を説明いたします。歳入

歳出決算書の１ページの決算総括表をご覧く

ださい。育英会特別会計につきましては、収

入済額1,175万5,017円、支出済額1,175万

5,017円、差引残額０円となっております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、教育

民生常任委員会において担当部署が説明をい

たしますので、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております認定第１号 

令和６年度豊見城市育英会特別会計歳入歳出

決算は、教育民生常任委員会へ付託いたしま

す。 

────── ◇ 日程第19 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第19、議案第48号 令和６年度豊見城

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第48号 令和６年度豊見城市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定につきまして

は、地方公営企業法第32条第２項の規定によ

り、当該事業年度に生じた利益の処分につい

て議決を求め、同法第30条第４項の規定によ

り、決算を監査委員の意見をつけて議会の認

定に付するものであります。 

 それでは主な内容をご説明いたします。決

算書の１ページ及び２ページをご覧ください。

上段の収益的収入につきましては、決算額17

億3,536万9,447円となっております。下段の

収益的支出につきましては、決算額15億

4,214万8,125円、不用額１億4,715万875円と

なっております。 

 続きまして、３ページ及び４ページをご覧

ください。上段の資本的収入につきましては、

決算額２億661万6,765円となっております。

下段の資本的支出につきましては、決算額７

億1,973万9,585円、翌年度繰越額１億4,281

万4,000円、不用額１億3,060万8,415円と

なっております。資本的収入額が資本的支出

額に不足する額５億1,312万2,820円は、当年

度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整

額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金

で補塡しております。 

 続きまして、９ページの損益計算書をご覧

ください。一番下の項目にあります当年度未

処分利益剰余金は２億5,605万3,836円となっ

ております。その処分計算書案が８ページと
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なります。内訳としまして、資本金への組入

れ、減債積立金への積立て及び建設改良積立

金への積立てとなります。 

 以上が議案第48号 令和６年度豊見城市水

道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

ての主な内容となります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、経済

建設常任委員会において担当部署が説明をい

たしますので、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております議案第48号 

令和６年度豊見城市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定については、経済建設常任委

員会へ付託いたします。 

────── ◇ 日程第20 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第20、議案第49号 令和６年度豊見城

市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第49号 令和６年度豊見城市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定につきまし

ては、地方公営企業法第32条第２項の規定に

より、当該事業年度に生じた利益の処分につ

いて議決を求め、同法第30条第４項の規定に

より、決算を監査委員の意見を付けて議会の

認定に付するものであります。 

 それでは主な内容をご説明いたします。決

算書の１ページ及び２ページをご覧ください。

上段の収益的収入につきましては、決算額10

億9,380万4,537円となっております。下段の

収益的支出につきましては、決算額９億

7,018万5,513円、不用額8,074万6,487円と

なっております。 

 続きまして、３ページ及び４ページをご覧

ください。上段の資本的収入につきましては、

決算額12億2,845万5,698円となっております。

下段の資本的支出につきましては、決算額12

億6,910万3,723円、翌年度繰越額５億2,490

万9,000円、不用額１億5,007万8,277円と

なっております。資本的収入額が資本的支出

額に不足する額4,064万8,025円は、当年度分

消費税及び地方消費税、資本的収支調整額、

過年度分損益勘定留保資金で補塡しておりま

す。 

 以上が議案第49号 令和６年度豊見城市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定の主

な内容となります。 

 なお、詳しい内容等につきましては、経済

建設常任委員会において担当部署が説明をし

ますので、ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております議案第49号 

令和６年度豊見城市下水道事業会計利益の処

分及び決算の認定については、経済建設常任

委員会へ付託いたします。 

────── ◇ 日程第21 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第21、請願及び陳情の委員会付託につ

いて議題に供します。 

 本定例会において受理した請願第２号 学
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校給食費無償化の実現を求める請願、陳情第

３号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医

療・介護の実現を求める陳情書、陳情第４号 

令和２年12月24日付採択された陳情第７号 

「日常生活用具給付等事業の排泄管理支援用

具の給付対象者を拡充するよう求める陳情」

の実施について（陳情）、以上３件について

は教育民生常任委員会へ付託いたします。 

○ 議長 外間 剛 

 以上で本日の日程は、全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は９月16日、午前10時開

議といたします。お疲れさまでした。 

 

散  会（11時04分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署

名する。 

 

豊見城市議会議長  外 間   剛 

 

署名議員（15番）  要   正 悟 

 

署名議員（16番）  伊 敷 光 寿 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
令和７年第４回 

 

  

豊見城市議会（定例会）会議録（第２号） 

令和７年９月16日（火） 
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令和７年第４回 

 
  

豊見城市議会（定例会）会議録（第２号） 

令和７年９月16日（火曜日）午前10時開議 

 

 

出席議員 21人 

（１番）外 間   剛 議員  （13番）真栄里   保 議員 

（２番）宜 保 龍 平 議員  （14番）瀬 長   宏 議員 

（３番）新 垣 繁 人 議員  （15番）要   正 悟 議員 

（４番）長 嶺 吉 起 議員  （16番）伊 敷 光 寿 議員 
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 本会議の次第 

○ 議長 外間 剛 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開  議（10時00分） 

 議事日程の報告であります。本日の議事日

程はあらかじめお手元に配付したとおりであ

ります。 

────── ◇ 日程第１ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第１、会議録署名議員の指名でありま

す。 

 会議規則第88条の規定により、本日の会議

録署名議員に大田善裕議員、楚南留美議員を

指名いたします。 

────── ◇ 日程第２ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順により順次質問を許します。 

── 通告番号１（22番）仲田政美議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 はじめに、仲田政美議員の質問を許します。 

○（22番）仲田政美議員 －登壇－ 

 おはようございます。公明党の仲田政美で

ございます。一般質問に入る前に一言申し上

げたいと思います。 

 沖縄尚学高校、夏の甲子園優勝おめでとう

ございます。第107回全国高等学校野球選手

権大会の優勝報告会が去る９月８日庁舎にて

行われました。優勝メンバーの中に本市出身

の二人、阿波根裕選手、宮城泰成選手がいた

からです。お二人の選手からは、この優勝は

沖縄県民全体で勝ち取ったものと思っている

とのお礼の言葉が述べられました。改めまし

て、お二人の選手に対し、優勝の感動をあり

がとうと申し上げ、通告に従いまして、一般

質問を行います。 

 (1)児童館増設について。 

 これまでも幾度となく児童館設置について

一般質問をしています。全国的に少子化が進

む中、本市では新しく豊崎中学校が開校した

ことで本市の中学校は３校から４校へと増加

しました。 

 (ｱ)そのような中、本市の児童館は２か所

のみであります。１つの中学校区へ１つの児

童館との考えを理想とした場合、残り２つの

児童館の設置を求めたいと思いますが、当局

の見解をお伺いします。 

 (ｲ)これまでも提言してきた古民家の活用、

また、地域の公民館等（例えば、午前中は地

域の方々が利用し、午後からは児童館として

活用するなど）を活用し、どうすれば児童館

が設置できるかを考えて、改めて提言したい

と思いますが見解をお伺いします。 

 (2)５歳児健診について。 

 過去に、平成19年12月と平成22年９月定例

会において５歳児健診について一般質問させ

ていただきました。 

 こども家庭庁は令和10年度までに、全国の

自治体での実施を目指すとして、今年度は、

健診費用の補助額を引き上げて、国と市町村

が２分の１負担するとしています。また、継

続して支援する体制を整備するため、保健師

や心理士などへの補助をするなど支援強化を

しています。 

 (ｱ)５歳児健診は、病気を診断するためで

はなく、子育て支援のために本市でもぜひ実

施してもらいたいと思いますが見解をお伺い

します。 

 (ｲ)南風原町で、国が推進する「５歳児健

診」をテーマにしたシンポジウムがあったと

新聞報道が出ていた。本市においても「５歳

児健診」の意義や効果について学ぶため、本
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市でも開催する考えはないか見解をお伺いし

ます。 

 (3)心のサポーター養成事業について。 

 厚生労働省が2021年度に始めた事業で、各

自治体が研修会を実施する「心のサポーター

養成事業」は、2033年度末まで全国で100万

人を養成することが目標のようです。心にト

ラウマ等を抱える人に対する差別や偏見を持

つことなく共生できる風土づくりや、心の不

調の早期発見やサポートに役立つ知識や方法

を習得するものです。本市におけるサポー

ター養成事業導入について見解をお伺いしま

す。 

 (4)就学援助制度について。 

 経済的理由で就学が困難な児童生徒が、安

心して学校教育を受けられるよう住民票世帯

で収入判定ができないか、去る６月定例会で

も一般質問をしました。その後の進捗状況を

お伺いします。 

 (5)不妊治療支援拡充について。 

 本市は今年度から沖縄県先進医療不妊治療

助成事業の助成額を超えた額について、上限

７万円までの助成を行っています。不妊で悩

まれている方から「市の画期的な支援である」

との喜びの声が寄せられています。不妊治療

を受けるには通院しなければならず、治療費

に加えて交通費もかかり、経済的負担が大き

い。通院のための交通費について支援を求め

る声がありますが見解をお伺いします。 

 (6)健康増進について。 

 ヒヤリングフレイル（聴覚機能の衰え）の

予防や聴覚ケアに関する講座を開催できない

か見解をお伺いします。 

 (7)災害に備えたトイレについて。 

 令和５年に発生した台風６号は、１週間に

わたり接近。停滞する中、豊見城団地や豊崎

地域の高層マンションでは停電と同時に水道

もストップし、トイレが使用できない等々と

復旧までの間、厳しい生活を余儀なくされ、

本当に困ったとの声が多く寄せられていまし

た。私は、令和５年９月定例会において、災

害時に遭っても、誰もが安心して使え、悪臭

もなく清潔で、と同時にＷｉ－Ｆｉスポット

など装備も備えた完全循環式水洗トイレの設

置について、質問させていただきました。答

弁では、「購入費用やランニングコスト、国

の補助メニュー等も調査研究したい」とあり

ました。なかなかハードルが高いなと思いま

したが、災害時に備えたトイレはいずれ必要

であると考えることから、平時はイベント会

場や観光地などに活用するなど、トイレ整備

は有効であるとの観点から市が管理するトイ

レの設置状況について以下をお伺いします。 

 ①本市のマンホールトイレは幾つかあるか

お伺いします。 

 ②オストメイト対応は幾つあるかお伺いし

ます。 

 ③災害時に避難所で深刻化するトイレ問題

を解決するため、クラウドファンディングを

活用し、通常の個室トイレ、オストメイト対

応、車椅子対応等が可能な「自走式水洗トイ

レカー」を導入できないか見解をお伺いしま

す。 

 (8)瀬長島周辺整備について。 

 ①瀬長島野球場向かいの店舗前に、横断歩

道の設置を求める声がありますが見解をお伺

いします。 

 ②瀬長島展望台及び瀬長島への「海中道路」

には雑草が生い茂っています。除草整備につ

いて見解をお伺いします。 

 (9)奨学金返済肩代わりについて。 

 令和３年６月定例会においても、一般質問
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をさせていただきました。返済支援は、企業

の取り組みだけではなく、内閣官房の調査で

は昨年６月時点で、47都道府県と816市町村

に拡大しています。奨学金返済負担の軽減を

してほしいとの声が多くありますが、返済の

肩代わりをする代理返済制度の導入について

見解をお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 おはようございます。仲田政美議員ご質問

の(1)(2)及び(5)について、順次お答えいた

します。 

 (1)の(ｱ)について、本市の子どもたちの健

全育成を推進する上で、児童館の充実は重要

な課題であると認識しており、これまでも議

会において、たびたびご質問をいただいてお

ります。現在、本市にはわくわく児童館と真

嘉部コミュニティセンターの２か所設置され

ており、それぞれ伊良波中学校区、長嶺中学

校区に位置しております。令和６年４月には、

豊崎中学校が開校し、本市の中学校区は４つ

となりましたことから、ご指摘のとおり豊見

城中学校区及び豊崎中学校区には児童館が未

設置の状況でございます。児童館の設置には、

多額の建設費用や適切な用地の確保など様々

な課題があり、他の公共施設などとの複合化

や既存施設等の活用を含め、また他の自治体

における先進事例も参考にしながら、児童館

の在り方も含めた建設に向け、調査検討を引

き続き行ってまいりたいと考えております。 

 次に(ｲ)についてお答えします。 

 新たな児童館の整備につきましては、これ

までも市有地の活用を想定した整備、児童発

達支援センターなども含めた複合施設として

の整備など検討されてきたところであります。

児童館を運営するに当たっては集会室、遊戯

室、図書室、相談室、創作活動室など一定の

設備基準を満たす必要がありますので、他の

自治体の先行事例も参考にしながら調査検討

を引き続き行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に(2)のアについてお答えします。 

 ５歳児健診は小学校入学を控えた５歳児を

対象に行われる健診です。現在、市町村で実

施している１歳６か月健診、３歳児健診とは

別に令和10年度までに全ての市町村で、５歳

児健診を実施することとされております。こ

の流れを受けて、沖縄県は県内市町村の乳幼

児健診業務委託先である沖縄県小児保健協会

や沖縄県小児科学会等と共同事業体を立ち上

げ、５歳児健診実施に向けた体制整備の推進

を図っているところでございます。県内では

今年度モデル事業として、うるま市、中城村、

伊平屋村の３自治体で事業検証が行われる予

定となっております。本市としましては、県

をはじめ、委託先の沖縄県小児保健協会など

から積極的に情報収集を行い、庁内関係部署

とも情報共有の場を設け、円滑な実施に向け

て調整してまいります。 

 次に(ｲ)についてですが、南風原町で開催

された５歳児健診シンポジウムとは、去る７

月に沖縄県主催により全市町村を対象に専門

職向けのシンポジウムが開催され、本市職員

も参加し、先進地事例や保育や教育現場との

連携等多くの知見が得られるシンポジウムと

なっておりました。ご質問の本市でのシンポ

ジウム開催ということですが、まずは５歳児

健診の実施に向けて、庁内関係部署、保育、

教育関係者とも連携が必須となると考えてお

ります。よって、庁内での情報共有や研修、

勉強会を計画的に開催し、円滑な運営体制に
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向けた準備を優先して進めてまいります。 

 次に(5)につきまして、本市の不妊治療費

助成についての概要ですが、本市では令和７

年４月から市の独自助成として、先進医療不

妊治療費助成事業を開始しており、１回につ

き上限７万円の不妊治療費の助成を行ってお

ります。一般的に不妊治療、特に体外受精な

どは高額な費用がかかるため、経済的な理由

で治療を断念せざるを得ないカップルが少な

くありません。治療費を助成することで経済

的なハードルが下がりより多くの方が治療を

受けられる機会が増えるものと考えておりま

す。議員ご質問の通院のための交通費につい

ては、県内では離島において渡航費などを一

部助成している自治体がございますが、本市

においては治療費に対する経済的な負担への

支援を優先事項と考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 それでは仲田政美議員の(3)及び(6)につい

て、順次お答えいたします。 

 (3)についてお答えいたします。 

 厚生労働省が推進する心のサポーター養成

事業は、心の不調を抱える方々への差別や偏

見をなくし、地域共生社会の実現を目指すと

ともに、心の不調の早期発見、早期支援につ

ながる知識と方法を取得することを目的とし、

2021年度に開始され、2033年度末までに全国

で100万人のサポーター養成を目指すもので

ございます。本市といたしましても、心の健

康づくりは喫緊の重要課題であると認識して

おり、近年社会環境の変化に伴い、心の不調

を訴える方が増加傾向にあることから地域に

おける支え合いの重要性が一層増していると

ころでございます。精神疾患への理解促進や

偏見の解消は本市が目指す「誰もが安心して

暮らせるまち」の実現に不可欠であると考え

ております。また、この心のサポーター養成

事業につきましては、国におきましても、令

和６年度から本格実施となっており、沖縄県

の健康おきなわ21におきましても国の動向を

踏まえ、中間評価時に指標検討をするとして

おりますことから、導入に向けては本市にお

いても国や県の動向を注視しながら検討して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、(6)についてお答えいたしま

す。 

 ヒヤリングフレイルは加齢等による聴覚機

能の衰えを指し、放置すると心身の機能低下

や認知症、鬱状態となるリスクが高まると言

われております。本市においても、高齢者を

対象としたフレイル予防教室にて、健康講話

も実施しております。今後、フレイル予防教

室や健康パネル展において、ヒヤリングフレ

イルの内容を拡充・追加し、加齢性難聴の影

響とその予防、耳の健康チェックや定期的な

ケアの大切さについて、さらに周知啓発に努

めてまいりたいと考えております。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 仲田政美議員の(4)についてお答えをいた

します。 

 本市の就学援助制度の対象者は生活保護を

受けている世帯または生活保護を受けている

世帯に準ずる程度に困窮していると教育長が

認めた世帯としているところでございます。

世帯の定義につきましては、就学援助費事務

取扱要領におきまして、「同一居住及び同一

生計であること」と定めているところであり

ます。このため住民票上の世帯が分離されて

いても同一の住所に居住している場合は収入

を合算して判定をするということになってお

ります。また、出稼ぎなどで別の住所に居住
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している場合でも同一生計であれば収入を合

算して判定することもございます。これは生

活保護制度の世帯判定を踏まえた考え方であ

ります。議員ご指摘の判定方法の見直しにつ

きましては、生活保護制度における判定の在

り方や他市町村の状況を踏まえつつ、今後の

予算編成過程において多様化する家庭・家族

形態への対応も考慮しつつ、その在り方を見

定めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 (7)について、順次お答えしたいと思いま

す。 

 ①については、市役所地下駐車場にマン

ホールトイレ10基を整備しております。 

 次、②については、豊見城市が管理する施

設に設置されているオストメイト対応トイレ

は、市役所庁舎に７台、市民体育館に２台、

与根地区観光交流施設ゆにま～る、あとは消

防署、中央公民館、瀬長島の公園トイレに各

１台設置されており、６か所に合計で13台設

置しております。 

 次、③については、本市としましては、大

規模災害における避難所での衛生環境の確保、

イベント開催時における来場者の利便性の向

上。あるいは観光地におけるインフラ整備の

一環として自走式水洗トイレカーが有する機

能性と機動性の大きな意義があるものと認識

をしております。特に断水時や下水道が寸断

された状況下においても、衛生的かつ快適な

トイレ環境を提供できる点は防災力の強化に

資するものと考えております。一方で導入に

当たっては、車両本体の取得費用に加え、維

持管理費、燃料費、汚水処理費用、そして専

門的な運用体制の確保など多額の費用と継続

的な負担が発生することという課題もござい

ます。これらの費用対効果や既存の防災計画

や公衆衛生対策との整合性について慎重な検

討が必要であると考えております。自治体の

ふるさと納税によるクラウドファンディング

の実施に当たっては、目標金額の達成に向け

た確実な広報戦略、魅力的なリターンの設定。

そして、寄附者への丁寧な報告と管理など多

岐にわたる準備と事務負担が生じることも事

実でございます。また、必ずしも目標金額が

達成される補償もなく、そのリスクも考慮す

る必要があります。以上の点を踏まえますと、

本市としましては、自走式水洗トイレカーの

導入については、その必要性、導入費用、維

持管理費用など、そして、運用体制を含めた

総合的な観点から引き続き検討をしていきた

いなと考えております。 

○ 市民部長 森山真由美 

 仲田政美議員、ご質問の(8)①についてお

答えをいたします。 

 瀬長島を一周する市道153号線への横断歩

道設置につきまして、豊見城警察署に確認を

したところ、現時点では地域等から警察署へ

の設置要望はないとのことでございました。

横断歩道の設置につきましては、当該道路の

形状や車両の交通量、歩行者の状況などを踏

まえて検討をされますので、地域住民等への

状況確認を行っていきたいと考えております。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 仲田政美議員ご質問の(8)②についてお答

えいたします。 

 瀬長島の展望広場につきましては、一括交

付金を活用し、年間15回の除草・剪定業務を

行っておりますが、業務箇所が広範囲に及ぶ

ため、雑草の成長に整備が追いつかない状況

にあります。また、除草回数をこれ以上増や

すことにつきましては、受託業者よりスケ
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ジュール的に困難との回答をいただいており

ます。今後は除草の成長が早く、かつ入域観

光客が増大する夏場の除草回数を増やすなど、

年間スケジュールを工夫して対応したいと考

えております。 

 次に瀬長島への海中道路、市道６号線の除

草整備につきましても、同様に一括交付金を

活用し、魅力的な景観形成を目的に年２回程

度の環境美化作業を計画し、今年度は１回目

の作業を６月中旬に実施しており、２回目は

11月中旬頃を実施予定としております。道路

沿いに自生しているギンネムを含めた雑草は

年間を通じて成長が早く作業が追いつかない

状況でございます。今後につきましては、関

係部署と連携して、観光振興地域の環境美化

の強化を図り、魅力ある瀬長島の良好な景観

形成に努めてまいります。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 仲田政美議員ご質問の(9)についてお答え

します。 

 全国の自治体においては、自治体ごとに定

められた一定の要件を満たす方の奨学金の返

還を支援する取組が行われております。また、

国としても地方に定着する若者に対する奨学

金返還の支援の取組は若者の域内企業への就

職を促進する機会であると捉え、各自治体が

行う奨学金返還支援の取組を推進しておりま

す。令和６年６月時点の実態調査では47都道

府県と816の市町村が同様の事業を実施して

おり、沖縄県内では沖縄県のほか、糸満市、

宮古島市、東村、多良間村の４自治体が人材

確保や若者定着促進を目的として実施してお

ります。本市における本事業の創設に当たっ

ては事業目的、財源確保、制度設計等につい

て詳細な調査研究を行い、沖縄県の中小企業

向け、奨学金返還支援制度等の重複について

も考慮した上で慎重に検討する必要があると

考えております。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 再質問を順次行わせていただきます。 

 (1)児童館増設についてでございますが、

先ほどの答弁でもなかなか難しい感じがいた

しました。児童館設置については建設費用や

用地確保などといった課題があることは十分

私も承知をしているところでございます。 

 まず、本市は豊見城村から市へ昇格しては

や20年以上にもなっておりまして、新しい中

学校も開校するといった他の市町村では見ら

れないすばらしい現象でございます。といっ

たことから児童館建設基準を満たさないまで

にしても私が申し上げているように公民館、

あるいは地域の古民家など空き家などを活用

して、児童館の代わりとなる子どもの居場所

をまず設置することは大事ではないかと思い

ますが、その点について見解を求めたいと思

います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 議員からのご質問で地域での公民館等を活

用したということですが、我々としては豊見

城中学校、豊崎中学校の区域の自治会と児童

館に代わるような子どもの居場所の設置につ

きましては、関係部署と調整を図りながら調

査検討を行ってまいりたいと考えております。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 まず、そういう様々な児童館を設置するに

はハードルが高いと思いますので、先ほど申

し上げましたように、早めに地域の子どもた

ちがそこに集って健全育成に、育っていただ

きたいという思いがありますので、ぜひどう

いうところから活用して、子どもの居場所づ

くりになっていくか、ぜひ進めていただきた
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いとこれは要望いたしますので、ぜひ次年度

からでも取りかかれるようによろしくお願い

いたします。 

 続きまして、(2)の５歳児健診についてで

ございます。まずは、５歳児健診については、

これまでも一般質問させていただいたという

経緯があって、この子どもの育ちの上で５歳

児健診は重要であると私は考えております。

本市は令和８年度からの実施ができないのか

ということで見解を求めたいと思います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 ５歳児健診の実施には保健、保育、教育機

関との密接な連携体制の構築に加え、健診を

担う医師や心理士、保健師といった専門職の

確保。さらには実施マニュアルの策定。そし

て、健診後のフォローアップ体制の整備など

を多岐にわたる課題がございます。また、こ

れらの体制整備には、県や共同企業体などと

の連携した取り組みとなることから、その動

向を注視する必要もあります。今後、県など

による体制整備の進捗、そして、それに伴う

予算措置などを考慮すると令和８年度中の本

格的な実施は現状では難しいと認識しており

ます。本市としましては、子どもたちが安心

して小学校生活をスタートできるよう５歳児

健診の重要性を十分認識しており、令和９年

度以降の実施を見据え、引き続き関係部署と

の連携強化や組織体制の構築に向けた準備作

業を進めていきたいと考えております。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 先ほどの答弁では様々な課題があることで

ございますが、それらを令和８年度に準備期

間等をして、令和９年度からの実施を目指せ

ないか、見解をお伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 ５歳児健診の実施については、本市のみな

らず県内広域的な運用の在り方について、先

ほどもお話ししました沖縄県や共同事業体な

どで現在協議が進められております。本市と

しましては、早期の実現、実施体制の構築に

向けて沖縄県などの動向を注視するとともに

本市の関係部署との連携などを進めていきた

いと考えております。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 この５歳児健診は、全国的に沖縄は大変遅

れていると思います。そういうことからも含

めてですけれども、まずこの沖縄県や沖縄県

小児保健協会などに早めに各市町村が実施で

きるよう求めていく。要望するというそこを

まずクリアしないといけないと思いますので、

それについての見解を求めたいと思います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 先ほどの答弁をいたしましたが、現在沖縄

県または共同事業体である団体等が現在協議

を進めてございます。県においては、先ほど

南風原町のシンポジウムを含めて取り組むた

めのいろいろな整備をしている状況だと伺っ

ておりますので、我々豊見城市でも早めに取

り組めるようにそういうところと情報共有を

しながら実施に向けて頑張っていきたいと考

えております。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。このままの状況で

すと、厚生労働省が求めている2033年度まで

に何とか実施ができるようなこのゆっくり

遅々とした期間が流れているような気がしま

すので、この重要性はとても大事だと私認識

しておりますので、多分当局も認識をされて

いることと思いますので、ぜひ各市町村が早
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めにスタートできるようなそういう体制づく

りを要望していただきたいと思います。これ

は要望でございます。 

 続きまして、(ｲ)でございますが、このシ

ンポジウムには本市の職員も参加されている

ということで安心いたしました。本当に５歳

児健診のこの意義、効果について私も保育や

教育も含めて研修や勉強会の開催は必要だと

思います。ところでその開催の時期とかはど

のようにお考えでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時34分） 

再  開（10時34分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 開催時期については、対外的な部分での具

体的なものはまだないのですけれども、実際

内部での調整はこれまでも行っておりますの

で、引き続きそういうことをやりながら体制

構築に向けて、また実施に向けて進めていき

たいと考えております。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 続きまして、(3)心のサポーター養成事業

についてでございます。 

 先ほど、心のサポーター養成事業について

の重要性の答弁をいただきましたけれども、

職場であったり、家族であったり、様々心の

サポートを必要とする。あるいは早めに発見

して何らかの心に寄り添うことがあれば重症

化もしないし、また早めに解決ができるそう

いうことが考えられます。ですので、私とし

てはひいては思いやりのある社会づくりにも

なっていくのかなと大きく言えばそうなって

いくかなと思いがあります。それで誰もが安

心して暮らせる地域での啓発活動を目的とし

た厚生労働省の事業に基づくもので研修を受

講し、この講座を修了すると心のサポーター

認定証が交付されるわけです。定年後、卒業

されて社会に何かボランティアがしたいなと

か、そう思っている中で、この人が持ってい

るいろいろなこれまでの経験、特に傾聴とい

う段階でとても生かされるサポーターになる

のではないかと私は思っていますので、そし

て何よりも認定証も交付されることですから、

サポートする側もされる側も本当に安心して

自信を持って、また希望に満ちていくのでは

ないかと思いますが、そういう心のサポー

ター認定証、つまり認知症予防のサポーター

がありますよね。そのような感覚ですけれど

も、そういうことをより踏み込んで養成講座

を受けること。そんなに長時間ではなくて、

見たら分かるとおり研修を受けて、この時間

をしっかりとクリアしていけば、この認定証

というのが交付されるので、これが励みに

なっていい社会の傾向が出来上がるのではな

いかと思いますので、本市としても全体で取

り組むのが無理なのであれば地域の自治会と

か、そういう小単位でもいいからそのサポー

ター養成講座を実施することが大事ではない

かと思いますが、この点について、開催につ

いての再度質問させていただきます。講座の

開設に向けてです。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 この心のサポーター養成事業というのは、

地域包括支援体制整備の一環として位置づけ

られております。まさに地域全体で、心の健

康を支え合える仕組みの構築であったりとか、
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誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

うな仕組みづくりをしていくというのは、非

常に大事なことだということを考えておりま

すので、この心のサポーター養成の事業の導

入につきましては、具体的な時期について申

し上げることはできませんけれども、これか

ら必要に応じて検討してまいりたいと考えて

おります。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 前向きなご答弁ありがとうございました。

ぜひ取り組んでいただきたいと要望します。 

 (4)就学援助制度についてでございますが、

これは去る６月定例会でも一般質問で質問さ

せていただいておりますので、住民票上の世

帯で収入判定をしている自治体もあるのでは

ないかと思いますが、見解を求めます。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 近隣市町村では、南城市が住民票上世帯に

て収入判定をしていると伺っているところで

ございます。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 就学援助における同一居住基準は現実の家

族形態、多様化する家族の形態等には対応で

きない部分があると思っております。そうい

うことで、ぜひ取り組んでいただきたいと思

いますが、この多様化する家族形態について

の対応で、この判定を何とかできないかとい

う思いですけれども、これはいかがでしょう

か。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 就学援助制度につきましては、一般財源の

中で、その制度の拡充について、今取り組ん

でいるところでございます。今ご指摘の判定

基準の見直しにつきましては、他の自治体の

運用状況やその状況を踏まえながらどのよう

な形で本市において、実施が可能かというこ

とを含めて、今後見極めをしていきたいと考

えているところでございます。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。実際、南城市が住

民票上、同世帯で収入鑑定をしているという

事実がございます。そういうことで、ぜひ本

市も実施に向けて進めていただきたいと思い

ますが、教育長の英断を求めたいと思います

が、ご見解をお伺いいたします。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 

 お答えいたします。 

 部長が答弁したとおりですけれども、様々

な家庭状況を踏まえた上で、今後、市として

できることを考えていきたいと思っておりま

す。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 様々な家庭の状況、多様化する家族形態に

も配慮しつつ本当に困っている。今コロナ禍

の後から食の問題であったり、物価高騰の問

題であったり、経済的に困窮しているご家庭

がおありなのですね。そういう方々に寄り添

う思いで、ぜひ前向きに検討を要望したいと

思います。 

 続きまして、(8)瀬長島周辺の整備につい

てでございます。このほうは①②にも含めて、

今後瀬長島にはホテルの別館の建設が計画さ

れていると聞いております。将来、そのホテ

ルが建設された場合、ホテルの敷地面積の原

野が減ることにもなるので、必然的に維持管

理に必要な面積も減るということになります。

従って、浮いたこの分の維持管理費用を展望

台広場に転換したり、あるいはこの海中道路

の整備に展開して、瀬長島の整備が必要では

ないかと考えますが、見解をお伺いします。 
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○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 除草等にかかる維持管理費の財源をこの場

でお約束することはできませんが、議員の

おっしゃるとおりホテル別館の計画もあるこ

とから、瀬長島は今以上に魅力ある観光地と

なることが予想されます。つきましては、維

持管理費用を含む景観形成や安全対策の向上、

さらなる観光地としての魅力醸成等多くの課

題を行政の力のみならず、瀬長島に立地する

各企業と連携し、互いに立案協力しながらよ

りよい瀬長島にしていきたいと考えておりま

す。 

○（22番）仲田政美議員 －再質問－ 

 ぜひ民間のこの企業の活力も得て、頑張っ

ていただきたいと思います。 

── 通告番号２（10番）川満玄治議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に川満玄治議員の質問を許します。 

○（10番）川満玄治議員 －登壇－ 

 皆様、おはようございます。通告に従い、

一般質問を始めていきたいと思います。 

 ちょうど私、今日支持者のほうに10時45分

前後と言ったらきれいに10時45分という、本

当にぴったり合っていただいて、うれしいな

と思っております。 

 では、ちょっとした話をしたいのですが、

実は先ほど仲田政美議員もおっしゃっていた

ように沖縄尚学高校の全国優勝ですね、もう

沖縄県民挙げて応援したかなと思って、おめ

でとうございますということで、市長もこの

前、セレモニーをやっていただいて、ありが

とうございます。そのことについてもしっか

り質問していきますので、どうかお願いしま

す。また、議員の中にも沖縄尚学高校のＯＢ

の波平邦孝議員がいて、何か相当２週間ぐら

いいたのですかね、大変もう応援を頑張って

いただいているということで、そのおかげで

やはり私は子どもたちが頑張ったのかなとい

うことで、ＯＢ会の何か幹事長ですかね、何

かやっているということなのですが、いろい

ろな面でサポートしていただいて、そういっ

た全ての皆様の協力の下に子どもたちがやっ

ていると思います。また、この子たち二人は

とよみ小学校出身ということで、私も去年ま

でとよみ小学校のＰＴＡ会長をやっていまし

て、また両親ともによく知っていて、この子

たちもよく知っているものですから、本当に

５倍ぐらいうれしくて、甲子園も決勝に行っ

たのですけれども、あの雰囲気を子どもたち

が味わえるというのは、もう多分一生に１回

あるかないかと、プロ野球でもない私は雰囲

気だったなということを感じて、いい経験を

子どもたちがしているなと、沖縄の子どもた

ちが私も甲子園の歴史も見てきたのですけれ

ども、ああやって堂々と決勝でも他県に全然

負けず劣らずとやっていて、今回の勝利の決

勝までの道の上り方というのは本当に沖縄の

野球の強さが証明できたと思います。 

 では、通告に従いまして、一般質問をまい

りたいと思います。 

 (1)教育行政について。 

 ①就学援助制度についてです。 

 (ｱ)本市において、制度の対象となる世帯

が申請漏れとならないよう、税務課と教育委

員会が連動し、住民税情報をもとに基準に該

当する可能性のある世帯へ、市から直接個別

に案内を送付する仕組みを導入できないか伺

いたいと思います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 教育部長 赤嶺太一 
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 お答えいたします。 

 就学援助制度は、他の社会福祉制度と同様、

申請主義を原則としております。これは、そ

れぞれの世帯に応じた支援を行うため、ご本

人からの申請を前提としているためです。議

員ご指摘の補足しきれない潜在的就学援助世

帯につきましては、本市にとっても重要な課

題として認識をしているところでございます。

この課題を認識しつつも申請主義の原則を保

ちながら、より多くの方に制度を知っていた

だき、迅速な支援につながるよう様々な周知

を現在展開しているところでございます。具

体的には、新入学児童を対象とした就学時健

康診断や入学説明会での周知、在校生への進

級時案内配付、広報紙や市ホームページへの

掲載、市役所関係課窓口でのチラシの設置な

ど幅広い情報提供に努めております。加えて、

各学校におきましては、家庭調査や三者面談

等の機会を捉え、必要に応じ就学援助等の促

しを行っているところでございます。学校と

福祉部門の関係機関とのつなぎ役であるス

クールソーシャルワーカーにおきましても、

対象となり得る世帯に対し、個別の状況に応

じて就学援助制度の利用を促すなど、きめ細

やかな支援に現在つなげているところでござ

います。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 難しいということなのかな。申請主義とい

うそのものは、実際私も理解します。ただ、

今の申請書、説明文は職員の皆様からすると、

私は簡単というのかな、分かりやすいという

のかな、しれませんけれども、保護者のほう

においてもそんなに難しくないかもしれない

のですが、私は今回、就学援助のなぜやった

ほうがいいのかということで、もっともっと

答弁調整の中でもあったのですけれども、ほ

とんどの世帯が周知はできているということ

が教育委員会の意見ということで聞いており

ますが、ほぼなのです。そのほぼというのが

実際どれぐらい、例えばこれぐらいの就学援

助を受ける可能性がある世帯があるのに対し

て、何割が就学援助を受けられているのかと

いうのは多分把握できていないと私は聞いて

おります。ですからそのほぼという基準がよ

く分からないというのが実際現状なのですね。

その中で、私は周りの方から、いろいろな方

から話を聞いていると、やはりいろいろな答

えが聞こえております。例えば、特に漢字ば

かりの文章とか、複雑な手順、また役所に行

くのをためらうとか、申請したくないとか、

様々な理由があると私も聞いております。私

はその方たちというのは、多分１割にも満た

ない方かもしれないのですが、私はそういう

方々だからこそ、私は申請をしてほしい。私

もそうなのですが、私は脳的にというのです

けれども、脳的にというか、私は数字を見る

ととてもぱっぱっと理解ができるのですけれ

ども、文字を見ると若干理解するのに時間が

私はかかるという感じが私もあるので、私の

周りにも漢字ばかりで嫌だと、なんて書いて

いるかよく分からない。そういうこともよく

聞こえるのです。そういう人たちが私は５％

ぐらいはいるのではないかな。10％いるので

はないかなと話を聞いていると思います。で

すからそういう意味でもっと就学援助の申請

方法や案内をもっと分かりやすく簡単にでき

ないか、そういうところで市の考えを伺いた

いと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員のご指摘のところ、書類が分かりづら

い、申請手続が複雑だというお感じになられ
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る世帯があるのではないかというご指摘であ

りますが、本市といたしましては、殊さら難

しい手続をしているという自覚はないもので

ありますけれども、やはり受け取り方は多様

なものがあるということは理解をしておりま

すので、今後、手続に関して分かりやすい資

料づくり、さらにそういう電子化も含めた検

討ができないかも含めて検討を進めてまいり

たいと思っております。より多くの子どもた

ちに就学援助が届くように。必要な子どもた

ちに届くような制度にしていきたいとの思い

は一緒ですので、そこを踏まえながら検討を

進めたいと思っております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。ぜひ分かりやすい

資料づくりをお願いしたいと思っております。

そこで、私から提案なのですけれども、私、

いろいろな方々を見ていて、聞いていてなの

ですが、まずちょっと説明させてください。

まずそういうところで、申請書とかにこの就

学援助と書いているのですけれども、私も豊

見城市の就学援助のしおり、お知らせ等を見

ているのですけれども、やはり最初に就学援

助のお知らせでふりがなを打っています。そ

ういうふりがなをつけたり、読みやすくする

ので、私はやるべきだと思いますが、例えば

そういうものを今紙ベースでやっているので

すけれどもＱＲコードを載せて、スマホから

すぐに記入したりとか、例えば解説動画を見

たりとか、例えば選択制にして漢字が読みに

くい方はという感じで分かれていってとか、

そういうこと。例えば私はすぐ15万円の給料

をもらっているのだったら、年収180万円と

頭で計算が出るのですけれども、そういう計

算ができないために、例えば15万円と入れた

らすぐ180万円が出るとか、そういうことも

収入額を入力したり、そういうのを自動で計

算ができるとか、そういうことをＱＲコード

から、スマホでやっていける。そういう文字

が苦手な方、また外国籍の方とか、計算に不

安のある方にとって、私は大きな助けになる

と思うのですが、そういう意味で申請率が向

上になると思いますが、本市でもこういうス

マホとか、ＩＣＴを使った改善を検討いただ

けないか伺いたいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員のご提案につきましては、非常に示唆

に富む内容であると理解をしております。ど

のような形で制度導入の改善が可能かにつき

ましては、現時点ですぐ実施しますとお答え

するのは難しいところではありますが、そこ

を受け止めてどのような形で可能か、鋭意検

討を進めてまいりたいと思っております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 今すぐやってほしいのですけれども、ぜひ

今困っている方というのは、次の質問に行く

のですけれども、物価高騰でちょっと困って

いるので、これは早急に私は対策を打ってほ

しいと思うので、ぜひ検討というか、実施を

お願いしたいと思います。実は県のホーム

ページもチェックしたのですけれども、県の

ホームページは動画とかも出てきます。就学

援助という。ただあれはＣＭをどんどんやっ

ているだけで、あまり私からすると意味がな

い。例えば絵で解説してあげたりというのも

そういうものも大事ですし、もっと簡潔にで

きるような方向性、そうしないとやはり役所

の皆様はそうやって毎回申請しているから私

はできると思うのですけれども、なかなかあ

まり申請をしない方たちというのは、結構こ

の申請が煩雑になっているというのがやはり
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聞いているものですから、そういう方々にも

やはり今先ほどいったように多様性というこ

とも含め、いろいろな方がいるので、平均的

に見るのではなくて、そういうやはりなかな

か文字が認識しづらいとか、あとはまた漢字

が読めない方もいたりしますので、私でもや

はり正直、漢字の間違いはよくあるものです

から、そういう意味でぜひ分かりやすく、誰

でも申請ができる体制づくりをぜひお願いし

たいと思います。 

 続きまして、(ｲ)制服や体操服、ランドセ

ル、学用品等の価格高騰を踏まえ、現行の準

備金や援助額では十分でない実態があります。

市独自の上乗せ措置や、物価状況に応じた柔

軟な支給額の見直しを行う考えはないか伺い

たいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 昨今の物価高騰の影響を受けまして、就学

援助を含む様々な福祉サービスの支給基準の

見直しの必要性につきましては、理解をして

いるところでございます。しかしながら、物

価上昇に合わせた支給額の変更や物価スライ

ドの導入といった具体的な検討を行うには、

その効果や財政への影響について、十分な検

討が必要となってまいります。他の市町村の

状況も参考にしながら、今後の予算編成方に

おいて、慎重に見定めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 そうですね、ぜひ他市町村の状況もという

ことですが、物価高騰に応じた上乗せ措置や

スライド制の導入ということで、効果や財政

の影響は見極めたいとの答弁をいただいたの

ですが、現場からは制服が４万円になって高

くて、本当に制服代すら厳しい。またランド

セルや体操服を買うだけでも本当に大きな持

ち出しになるという声が多数寄せられていま

すが、そういう生活実感と支給額の差につい

て、市として具体的に何か把握しております

か。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 具体的なところにつきましては、今把握し

ていないところでございます。ただ、ご指摘

のとおり、制服の購入に関して入学の支援金

が足りていないよというようなお声が寄せら

れているところも理解しております。実際、

ただ就学援助につきましては、先ほど仲田政

美議員のところでも答弁いたしましたとおり、

一般財源の中でやりくりをしている状況にご

ざいます。そういう財政状況を踏まえつつ、

どのような単価、どのような額をどの程度上

げていくかということについては、なお慎重

な検討が必要なものだと考えております。た

だ、物価高騰を鑑みますと、苦しい状況があ

ることは容易に想像できますので、そこを踏

まえて今後、教育委員会としてもどのような

形で見直しが可能か検討を進めてまいりたい

と考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 そうですね、私の周りに相当聞こえるもの

ですから、ぜひ検討していただければと思い

ます。先ほど他市町村の状況も参考にという

ことでありましたが、短期的にですが、補正

予算での上乗せ支給、また長期的には物価連

動性の導入といった２段階の検討を行う考え

はないか市の考えを伺いたいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 その在り方につきましては、今後財政状況

を再編成の中で議論をする中でおおむね見え



― 45 ― 

てくると思っておりますが、現時点ではその

詳細についてお答えすることは難しいものと

考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 かなり今逼迫している家庭が多いので、ぜ

ひ考えていただければと思います。 

 最後に、国の基準を持つだけでは、私は物

価上昇のスピードに市民の生活が追いつけて

ないのかなというのが私は実態だと思ってお

ります。ですから、ぜひ市の判断で迅速に支

援する仕組みを構築することこそ、私は子育

て子ども人口の日本一多いまちと言われてい

る豊見城市が、子育て支援を上げる自治体の

姿勢が私は重要だと思っております。ぜひ市

独自の増額案を提示してほしいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、(ｳ)就学援助の周知方法につ

いて伺いたいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 さきの答弁と重複するところもございます

が、より多くの方に制度を知っていただき、

申請につながるよう様々な周知活動を今行っ

ているところでございます。具体的には就学

時健康診断や入学説明会での周知、在校生の

進級時の案内配付、広報紙や市ホームページ

の掲載、市役所関係窓口でのチラシ設置など

多方面での情報提供に努めているところでご

ざいます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 私も相当周知活動をやっているかなと思っ

ております。再質問をさせていただきます。 

 学校のＰＴＡ ＬＩＮＥとか、あとはメー

ル配信システム、市のＬＩＮＥとか、そうい

うＳＮＳ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍを含めて、そ

ういうところでも周知案内をすべきだと思い

ますが、やっていらっしゃいますか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 学校体では実施されているところもあるも

のと理解しておりますが、市全体としてどう

取り組まれているかということでいいますと、

ＳＮＳの活用については、まだ十分な活用が

なされていないというのが現実だと理解をし

ております。今後、その活用も含めて幅広に

検討を進めてまいりたいと思います。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 ぜひ本当に待ったなしだと思いますので、

迅速な対応をお願いしたいと思います。 

 続きまして、②現在一部のＰＴＡやＮＰＯ

等が行っている制服リユースを市が公式に支

援・広報し、社会福祉協議会や学校と連携し

て「市公式リユースバンク」として整備する

考えはないか、伺いたいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 制服リユースにつきましては、子育て世帯

の経済的負担の軽減、資源の有効活用、環境

負荷の軽減などの観点から、その重要性を認

識しており、その意義は十分に理解している

ところでございます。ＰＴＡやＮＰＯ等の民

間団体がそれぞれの理念に基づき、自発的に

取り組んでいる状況は存じ上げているところ

でございます。これらの民間による活動は、

地域の実情に応じたサービス提供やボラン

ティア精神に基づく温かい支援として、大変

意義深いものと認識しております。市といた

しましても、その活動には敬意を表するもの

であります。しかしながら、市公式リユース

バンクの整備につきましては、その理念は理

解しつつも、行政が主体となって民間との連

携を図り、実施した場合には多くの課題があ
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るものということもございます。具体的には

児童・生徒間の公平さの確保、継続的な運営

体制、専門的な知識やノウハウの有無、物品

管理の責任、さらにはビジネス要素を含む活

動と線引きなど、多岐にわたる課題が存在し

ております。特に、制服の回収、選別、ク

リーニング、裁縫、保管、マッチングや提供

といった一連のプロセスにおいて、行政がそ

れらの責任をどこまで担うべきか、非常に課

題がございます。したがいまして、現時点に

おきまして、市公式リユースバンクを整備す

ることは慎重に判断をしないといけないと考

えております。その一方で、制服リユースの

意義は十分に理解をしておりますので、市と

いたしましては、庁内関係課と連携をしなが

らＰＴＡやＮＰＯ等の活動に対する情報提供

を行うなど、間接的な形での連携を検討して

まいりたいと考えております。ご理解賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 間接的でもいいので、ぜひそういう支援を

しっかりやっていただければと思います。昔

はよく社会福祉協議会が制服のリユース活動

をやっていたのですけれども、それがなぜな

くなったのか分からないのですけれども、そ

ういうことを再開させるということは難しい

でしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 社会福祉協議会がどのような経緯でそう

なったのかということについては、私は把握

していないところでございます。いずれにい

たしましても、先ほど答弁いたしましたよう

にリユースに関するニードは高まっているも

のと理解をしておりますので、どのような形

で間接的な支援が可能か検討を進めてまいり

たいと思っております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 ぜひ間接的支援なのかな、どっちがいいか

分からないのですけれども、ぜひ学校やＰＴ

Ａが今既に取り組んでいる活動も実際ありま

す。私がいる今とよみ小学校では、体育着と

かそういうものは授業参観のときに安価で販

売したりとか、100円とかそういうのでやっ

ています。そういうこともやはり市が間接支

援なのかな。後方支援という形で私は広げて

いったほうがいいのかなと。そうすることに

よって、市の負担も抑えつつ、事業を公式に

続けることが可能だと思うのですが、そうい

う市として連携、支援の検討を行う考えはな

いでしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 間接的と先ほど答弁をしたところでござい

ますが、そこも含めてより広がりを持つ形で

お互いの持ち味を生かしながらリユースの制

度が広がるような形で検討を進めてまいりた

いと思います。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 よろしくお願いします。 

 続きまして、③学校体育館空調設備につい

て伺いたいと思います。 

 (ｱ)暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定や授業・

行事への影響把握の進捗について伺いたいと

思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 暑さ指数、これはＷＢＧＴと申しますが、

その測定につきましては、各学校におきまし

て養護教諭や体育主任、または教頭先生が中

心となって、１日に一、二回程度測定をいた

しまして、熱中症にかかる注意喚起を行い、

暑さ指数の数値に応じて、休憩や水分補給を
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多く取り入れたり、授業の内容を変更したり

するなど、授業や行事を工夫して行っている

ところでございます。暑さ指数は31を超える

と原則、運動は禁止となっております。暑さ

指数の数値は各学校の立地条件によっても多

少異なりますが、６月から８月末まで各学校

におきまして、暑さ指数が31を超え授業や行

事が中止したケースはございませんでしたが、

変更となったケースは小学校で２校、中学校

で１校、合計３校で見られました。変更が

あった学校では、体育の授業において運動の

内容を一部変更して行い、いつも以上に休憩

と水分補給の回数を増やしたり、マット運動

ではエアコン設備がある図工室に移動し行っ

ているケースもありました。また、集会や講

演会等の行事を体育館で、対面で行う予定を

オンラインで変更し行うケースもございまし

た。中止や変更がなかった学校におきまして

も暑さ指数が高くなる時期においては、前

もって体育での授業内容を一部変更して実施

をしたり、運動場や体育館での行事を変更し、

またはオンラインに変えるなどして、今実際

しのいでいる状況であると理解をしていると

ころでございます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 本当に今年また史上最高の暑さと言われて

いて、今後多分日本のといいますか、地球の

温暖化は避けられない状況なので、今後この

件数は増えていくことが予想されます。やは

りそういう意味でも、この学校体育館の空調

設備設置は本当に急いでいくべきだと思って

おります。 

 続きまして、(ｲ)国・県の補助制度を踏ま

え、前回も質問をしたのですが、令和８年度

予算に空調設備事業を私は計上する考えはな

いか伺いたいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 令和８年度の予算の計上につきましては、

現在令和８年度実施計画で策定におきまして、

新規事業として学校体育館空調設備整備事業

を提案しており、引き続き関係部署と調整し

てまいりたいと考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 公明党もこれをしっかり応援していますの

で、また私たち与党のほうも宜保安孝議員も

多分、今回一般質問を入れているので、また

話してくると思いますので、ぜひこれは待っ

たなしだと、これも待ったなしが多いのです

けれども、特に子どもたちのことなので、災

害のことも含めて、いいようにぜひ来年度令

和８年度にまず何校でもいいのでやってほし

いのですが、前回もまたしたのですけれども、

もう一度確認させてください。指定避難所以

外の学校も含めた全小中学校の整備方針はど

のようになっているのかお伺いさせてくださ

い。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 指定避難所以外の学校も含めた全小中学校

の整備方針につきましては、市として全体と

して今定まっているものはございません。し

かしながら、教育委員会といたしましては、

子どもたちが安全に安心して授業を受けられ

る良好な教育環境の整備という観点から、市

内全ての小中学校において取り組むことが望

ましい事項であるというふうな認識をしてい

るところでございます。まず、令和８年度に

おきましては、市の防災拠点である市役所近

隣の上田小学校、豊見城中学校、２校につい

てパイロット事業と位置づけて取り組んでい

く旨を今実施計画の中に上げながら考えてい
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るところでございます。その他の学校につき

ましては、両校の導入後の効果検証を行った

上で事業費や更新時期の平準化の観点から整

備を複数年に分けたほうが望ましいものと考

えております。ただ、多額の財政負担または

維持費に関しても空調に関しては多額の負担

の可能性もございますので、事業化に向けて

は引き続き関係部署と綿密な調整をしながら

事業推進を期していきたいと思っております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 分かりました。２校をまずは先にパイロッ

ト事業でやるということで聞きました。その

後はぜひ今言った指定避難所以外も含めて、

例えばですが、暑さ指数が設置場所、学校の

体育館の場所によって、またいろいろ違うと

思いますので、そういうことを加味しながら、

指定避難所だから早くやる。指定避難所では

ないから遅くやるとかではなくて、老朽化の

面も含めて、やはりそういう暑さ対策という

のは、多分新しい学校ほど、そこはやはり

やって体育館を造っていると思いますので、

その辺も加味していただければと思いますが、

市の見解を伺いたいと思います。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時10分） 

再  開（11時11分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 先ほど川満玄治議員のほうからは、上田小

学校、豊見城中学校から先に実施するという

ようなご発言がありましたが、教育委員会と

してはそう考えておりますが、市全体として

は今先ほども答弁いたしましたように整備方

針については、まだ定まっておりません。ま

た２校先行でやるかということも含めて、今

後実施計画、予算編成の中で決定されてくる

ことと思います。ただ、議員のお気持ちのと

ころですが、暑い環境の中で子どもたちをど

うするかというところについての懸念は理解

をしておりますので、教育委員会としてはで

きるだけ事業が実施できるような形で今後予

算編成の中でお話をしながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 ぜひ令和８年度にて予算編成していただき、

この事業の補助金は令和15年まであるという

ことですが、やはり本当に早めに公平に、不

公平感なく実施していただければと思います。

よろしくお願いします。 

 続きまして、(ｴ)は飛ばして行きたいと思

います。 

 (ｵ)遮熱・断熱工法や新技術（貼るタイプ

の太陽光パネル等）の調査状況について伺い

たいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 遮熱・断熱工法につきましては、様々な業

者が来庁し、随時説明を受けている状況であ

ります。また、貼るタイプの太陽光パネルに

つきましては、新技術のため情報収集ができ

ていない状況であります。現時点では、情報

が十分に整理されていないため、今後も引き

続き調査・研究を続けてまいります。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 私も様々な業者からそういういろいろな新

工法、断熱・遮熱、太陽光パネル、貼るタイ

プとかもいろいろ聞いております。また、貼

る太陽光のタイプは、費用が高額になるとい

うことで難しいということも分かりますが、
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長期的に見たときにこの空調設備というのが、

維持費がかなりネックになっていくと思いま

すので、そういう面からもぜひ検討していた

だければと思います。 

 続きまして、(ｶ)他自治体における空調設

備導入事例の視察に行くと聞いておりました

が、その視察結果とその評価について伺いた

いと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 他自治体における空調設備導入事例の視察

結果とその評価につきましては、学校施設課

と総務課職員において、７月31日にスポット

バズーカを整備した東京都江東区の学校、８

月１日にフレッシュクールを整備いたしまし

た茨城県つくば市の学校の２校について視察

をいたしまして、その結果の報告を受けてい

るところでございます。まずスポットバズー

カにつきましては、大風量で一気に効率的に

冷やす空調方式のため、騒音を懸念しており

ましたが、簡易的な騒音計測結果や体感的に

も問題ないレベルの送風音であることが確認

できました。また、空調設備の性能としても

十分であることが確認できました。風量につ

いては、５段階調節が可能であり、体育館の

使用用途によって運用することで問題なく使

用できると考えております。教育委員会へも

学校からの課題等はないことでありました。 

 フレッシュクールにつきましては、小風量

でゆっくり冷やす空調方式のため、冷えるま

での経過時間を懸念しておりましたが、除湿

能力は高く30分程度で快適な環境となり、空

調設備として、高い性能を確認できました。

室外機が大きいことから体育館の配置によっ

ては設置場所が限られることが分かっており

ます。現在、その他の空調方式も含め、比較

検討を行っており、本視察で確認できた両機

器の使用感やメーカーから提供いただいた

データも踏まえ、機器の選定を行ってまいり

たいと考えているところでございます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 スポットバズーカについては、私もちょっ

と調べたのですが、やはり大風量で一気に冷

やすタイプということみたいです。ただそう

なるとバドミントンとか、卓球とか、風に影

響を受けるスポーツには支障があると考えら

れることから、フレッシュクールのような微

風もしくは無風タイプがいいと考えるが、市

の見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 現時点のお話でありますが、ご指摘のとお

りスポットバズーカについては、風の影響を

受ける競技については懸念されるところでご

ざいます。先ほども答弁いたしましたとおり、

風量の調節や競技前に冷やすなどの運用で工

夫ができるのではないかと考えております。

また、スポットバズーカは15年間のライフサ

イクルコストがよく、採用の候補としては非

常にいいものだと考えております。やはりそ

の検討の中ではイニシャルコストもさること

ながらランニングコスト、運用にかかるコス

トがどれぐらいなのかというところが非常に

重要になってくるものだと考えております。

その辺の視点も踏まえながら方法の選定につ

いては慎重に検討してまいりたいと思います。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 今言うようにランニングコストも私も大事

なことだとは思います。ただ、やはり入れて

やはり駄目だったからということになると、

もう変更が多分効かないと思いますので、そ

こはしっかり吟味してやっていただいてほし
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いのですが、今スポットバズーカを検討して

いるということですが、仮に次年度どこかの

学校で仮にスポットクーラーを入れたとした

場合、他の学校も全部スポットバズーカに

持っていくとか、そういう感じの考えなので

しょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたとおり、この特

定の空調方式に固執しているわけではござい

ません。当然よりよくイニシャル、ランニン

グも含めて、トータルコストバランスの中で

何が最適かとの視点で常にそこの検討を進め

てまいりたいと思っています。当然一気に整

備ができるような案件ではございませんので、

順次整備ができるのであれば、その中でその

都度、最適な方法を検討しながらその空調方

式については選定をするものだというふうな

理解をしているところでございます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 多分見てきた、視察したからといって、実

際全部が全部沖縄の気候条件、そういう風土

条件に合うかというのは、また違う話かもし

れないので、やはり一度入れてみるのも一つ

ですし、入れてみてやった結果、やはりス

ポットバズーカなのか、フレッシュクール、

どちらも入れるのはいいのですが、やはりそ

ういうのは比較検討をしながら、ぜひ柔軟な

姿勢で対応していただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 (2)子どもたちの表彰について。先ほども

話していたことなのですが、沖縄尚学高校の

甲子園全国優勝について以下を伺いたいと思

います。 

 (ｱ)本市出身の児童生徒が２名出場し、活

躍しました。この快挙について、市はどのよ

うに受け止めているか伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 第107回全国高等学校野球選手権大会で優

勝した沖縄尚学高校のメンバーとして、本市

出身の阿波根裕選手と宮城泰成選手のお二人

が甲子園という高校球児の夢舞台で優勝とい

う輝かしい成績を収められたことは、本市に

とって大変喜ばしいことであり、子どもたち

をはじめ、市民の皆様に大きな感動と誇り、

そして明るい希望を与えてくださいました。

お二人のこれまでのたゆまぬ努力とそれを支

えられたご家族、学校関係者、地域の皆様に

心より敬意を表するとともに、豊見城市の名

声を高めてくださったことは、深く感謝を申

し上げます。この度は第107回全国高等学校

野球選手権大会における沖縄尚学高校の優勝、

誠におめでとうございます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 市としても絶大なる受け止め方だというこ

とで、本当にありがとうございます。 

 (ｲ)本市出身の子どもたちの功績を市民全

体で称えるような表彰等を検討できないか伺

いたいと思います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 本市では功績を表彰する既存の表彰制度と

して、豊見城市表彰規程や豊見城市民栄誉賞

規則がございます。しかしながら、現行の規

程では、今回の甲子園大会優勝という特定分

野での功績を直接的に表彰する項目がござい

ません。そのため既存の制度による表彰の実

施については、至っていないところでありま

す。しかしながら、市民の皆様ともにこの輝

かしい快挙を称え、感動を分かち合いたいと

の強い思いから、去る令和７年９月８日には
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市役所において、阿波根選手と宮城選手をお

迎えし、第107回全国高等学校野球選手権大

会優勝報告会を開催し、多くの子どもたちを

はじめ、市民、市役所職員でその功績を称え

ることができました。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 私も参加したのですが、本当にもうあんな

にたくさんの職員を含め、子どもたちも含め、

保護者も含めやっていただいて本当にご両親

のほうもとても喜ばしいということで言って

おりました。そのまま(ｳ)に行きたいと思い

ます。 

 (ｳ)今回の快挙を、子どもたちの夢や目標

につなげる教育的な取組、本当にとよみ小学

校出身ということで、とよみ小学校ではある

んですけど他校でもしっかりこれはやってい

ただいて、学校での講演依頼、広報紙での紹

介などを本市で行う考えはないか伺いたいと

思います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今回のお二人の活躍は、本市の子どもたち

にとって大きな夢や目標、そして未来への希

望を抱かせる得難い経験であると深く認識し

ております。令和７年９月８日に開催された

優勝報告会は子どもたちが直接お二人の選手

の姿を目にし、その功績に触れることができ

る貴重な機会となりました。市としましては、

この優勝報告会の様子を市の広報紙等を活用

し、すばらしい功績を広く市民の皆様にお知

らせしたいと考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 続きまして、(ｴ)今後、全国レベルで活躍

する本市出身の児童生徒に対し、市として支

援や顕彰の仕組みを整備する考えはないか伺

いたいと思います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今後、児童生徒に限らず全国レベルで活躍

する本市と関係の深い個人もしくは団体に対

して、その努力と功績を称える仕組みについ

て既存の表彰制度を整理しつつ、新たな表彰

についても検討を進めたいと考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 既存の表彰制度を整理しつつ、新たな表彰

について検討を進めてまいりますということ

ですが、既存の表彰制度というのは具体的に

何を指しているのでしょうか。どのように整

理するのでしょうか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 本市には、現在豊見城市表彰規程や豊見城

市民栄誉賞表彰規則といった既存の表彰制度

がございます。これらの制度は長年の市政運

営の中で様々な功績を表彰するために活用さ

れてきましたが、今回の甲子園大会で優勝の

ような全国レベルでの特筆すべき功績や多様

化する市民活動の形態に必ずしも網羅的では

ないと考えております。そのため整理とは既

存制度の運用実態や目標を検証し、今回の快

挙のような市民全体が誇れる功績をより的確

に表彰できるよう、制度の見直しや新たな制

度の追加を含めて検討していくことを指して

おります。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 新たな表彰とは具体的にどのようなものを

想定しているのでしょうか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 現時点では具体的な形態は未定ではありま

すが、今回の甲子園の優勝のように本市の名

声を高め、市民に大きな感動や希望を与える

ような全国的なレベルでの顕著な功績を対象



― 52 ― 

とすることを一つの方向性として想定してお

ります。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 新たな表彰の対象というのは、どの対象分

野、どのようなものを想定していますか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 現時点では、具体的な内容は未定でありま

すが、スポーツ分野はもちろんのこと、文化、

芸術など顕著な功績を評価できるような柔軟

な仕組みを目指し、検討していきたいと考え

ております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 本市と関係の深い個人もしくは団体とは具

体的にどのような範囲を指しておりますか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 現時点で具体的な内容は未定ではあります

が、今回の検討の中でその具体的な定義や範

囲を定めていきたいと考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 具体的な検討スケジュールを伺いたいと思

います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 スケジュールにつきましては、できる限り

早期に新たな仕組みの具体的な方向性を示せ

るように進めていきたいと考えております。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 ぜひこの早期というのが、めちゃくちゃ大

事なのですけれども、やはり今回これだけ市

に対して、沖縄県に対しても本当にこれだけ

感動と勇気と子どもたちに夢を与えた子ども

たちなので、ぜひ今回の甲子園優勝チームの

メンバーについても、この新しい仕組みの対

象としてほしいのですが、どうでしょうか。

それとも既存の仕組みで対応するのか伺いた

いと思います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 新しい仕組みの検討を進めつつ、今回の本

市出身者の功績を先行事例として具体的な表

彰の在り方について慎重に検討していきます。

市長のほうからも、ぜひそういう新たな制度

も考えてほしいというのがありましたので、

それも含めて検討していきたいと考えており

ます。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 市長、そこはまたよろしくお願いします。

市長の考えは、今回は時間がないので聞けな

いのですが、ぜひ一緒になって今回の二人で

すね、ぜひ新たな表彰が私はいいと思います

ので、そこはもう本当にこれもやはり待った

なしで行きたいと思いますので、待ったなし

が多い話ばかり今日はしているのですが、ぜ

ひ早急な対応をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 続きまして、(3)に行きたいのですが、す

みません、(3)に行くと時間がないので、こ

の(3)に対して、少しだけ私の思いを伝えさ

せてください。今、本市の過去10年間なので

すけれども、出生数というのを調べたところ

によりますと、ここ二、三年、コロナ禍が明

けてからの話なのですが、急激に豊見城市も

出生数が激減しているというのを私が調べた

ところにありました。本当にこの10年で、私

の計算上ですと、34％ほど下がっている。こ

れによって、私は本当に様々な影響が出てく

ると思います。11年、12年ぐらい前になると、

1,000人近く生まれていた子どもたちが、こ

れはちゃんとした数字がまだ出ていないので、

正式とは言わないかもしれないのですけれど
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も、令和６年度に対しては、588人という１

年間の出生数が出ていると私は聞いておりま

す。そうなると、あと５年、10年たつと私は

豊見城市もうかうかしていられないと思って

おります。そこで、市長、ぜひ今国の支援、

様々な面でいろいろな例えば、大学無償化も

そうですし、児童手当の拡充も自民党を中心

となってやって、本当にめちゃくちゃ拡充も

していると思います。ただし、そういうお金

だけではなくて、環境整備、産み育てやすい

まちづくりというのは、国が出すから市がや

るのではなくて、私は豊見城市からしっかり

そういう子育てがやりやすい環境だな。何か

あったらすぐ相談できる環境だな。そういう

ことをやってほしい。先ほどの就学援助でも

言ったのですが、私たち議員や職員の目線で

はなくて、そこを１個下げてしっかり見てほ

しいなというのをとても思います。本当に字

が読めない方も実際にいます。それはしょう

がないのです。私も読めない字がたくさんあ

ります。間違える漢字もたくさんあります。

ですから、ぜひ市のビジョンも明確にしてい

ただけるかと思います。 

○（10番）川満玄治議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時29分） 

再  開（11時40分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

── 通告番号３（８番）吉濱智也議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に吉濱智也議員の質問を許します。 

○（８番）吉濱智也議員 －登壇－ 

 皆様、こんにちは。粋和会の吉濱智也です。

僕の一般質問を聞いてくれる方、11時30分ぐ

らいだよと言っていたのですけれども、川満

玄治議員が熱い一般質問のおかげで、ちょっ

と10分ほど遅れてしまいましたが、質問をさ

せていただきます。その前に皆さんおっしゃ

ると思うのですけれども、まずは沖縄尚学高

校の甲子園優勝、本当におめでとうございま

す。沖縄尚学高校ＯＢの宜保安孝議員、波平

邦孝議員などもやはり球児たちと一緒にこの

暑い夏を過ごしたのではないのかなと思いま

す。私も阿波根裕選手のおじに当たる方が豊

見城中学校の同期生で、野球部で活躍してい

たということもあって、私自身もこれまでの

甲子園とは、またちょっと一味違う夏になり

ました。そして、先日市役所にて開催された

優勝報告会、小学生を含む多くの市民が集っ

ておりました。阿波根裕選手、宮城泰成選手

との交流で夢や希望を持った子どもたちが多

くいたと思います。開催いただいた市長、Ｏ

Ｂ会として尽力いただいた波平邦孝議員には、

大変感謝いたします。もう一つ、うれしい報

告として、先日９月13日に開催された第45回

新報児童オリンピックにおいて、豊崎小学校

を中心に活動している豊見城南ＪＦＣが県大

会で優勝を勝ち取っております。豊見城市の

このスポーツは大変明るい未来になると思っ

ております。また、７月に開催された第42回

豊見城市少年の主張大会では、市内の中学校

から２名の代表による発表がありました。自

分の思いや感情を堂々と発表している姿にと

ても感動をいたしました。このように、今年

の夏はスポーツ面に加えて、文化面でも様々

な豊見城市民の方の活躍がありました。この

後の一般質問の中でも、少しご紹介させてい

ただきたいと思います。それでは、本議会

でも議場に立ち、質問ができることを市民
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の皆様に感謝して、通告に従い質問を行い

ます。 

 (1)スポーツ振興について。 

 ２月定例会に市議会に提出された豊見城市

サッカー協会からの陳情書について、議会は

６月に採択をいたしましたが、執行部のその

後の進捗をお伺いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の執行部その後の進捗につきま

しては、令和７年８月18日に豊見城市サッ

カー協会と生涯学習振興課におきまして、第

１回目の意見交換を行ったところであります。

その後、令和７年８月28日に同協会と市長、

副市長、教育長を含め、２回目の意見交換を

行っております。 

 １回目の意見交換におきましては、６月定

例会に採択されました陳情書を用いて意見交

換を行いました。 

 ２回目の意見交換におきましては、同協会

から市長宛に陳情書と署名が提出されたほか、

陳情書を用いて意見交換を行っているところ

でございます。要望に係る多岐にわたる議論

がなされたところであります。今後の方向も

含めて継続的に実務クラスで今後協議を進め

ていくという方向が確認されたものだと理解

をしているところでございます。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 大変前向きなご答弁だと感じております。

今後の進め方についても、意見交換をしっか

り今行っていただけるということでございま

すので、ぜひお願いしたいと思います。今回

この陳情書、その後の進め方、進行現状につ

いて、市長、副市長、教育長、執行部の皆様、

積極的で前向きなご対応をいただいていると

いうことで、私自身、またサッカー関係者、

サッカー協会においても大変感謝していると

ころでございます。予算をはじめ、多くの課

題もあると思います。しかしながら、市民の

皆様、今回の豊見城市の前向きな姿勢はしっ

かり見ていると思っております。徳元市長、

改めてでございますが、今回こういうスポー

ツ施設の整備とか、スポーツ振興についてお

考えをお伺いできればと思います。よろしく

お願いします。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 まずはサッカー協会からの議会で採択され

た陳情を元に意見交換をさせていただきまし

た。実は私としては、初めての意見交換だっ

たので、まだこれまで全く接点といいますか、

そういうものが深くなかった分、これからは

密に施設が足りないのは事実でございますの

で、その辺のどういう整備環境をすればいい

のかということも、１回だけだと当然不十分

なところがありますので、協会の皆様がどう

考えておられるのか。また私たちの施設がど

うあるべきなのかということも整合性をしっ

かりと合わせた上で、今後も進めていきたい

と思いますので、もちろん今吉濱智也議員が

おっしゃったとおりスポーツ環境の整備は大

事なことだと思っていますから進めていきた

いなと考えております。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 市長、大変ありがとうございます。スポー

ツ振興に対する市長の強く前向きな思いとい

うのはやはりしっかり貫いていただいて、今

回の陳情書への提案等が実現できるように、

ぜひ協力しながら進めていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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 (2)安心安全な市民生活について。 

 ハブ対策についてでございます。 

 (ｱ)令和５年４月から令和７年８月までの

本市で咬傷被害があれば件数をお伺いいたし

ます。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 本市でのハブの咬傷被害件数につきまして、

沖縄県薬務生活衛生課に確認しましたところ、

まず集計の方法が年度ではなく暦年での集計

とのことでありましたので、１月から12月の

暦年の件数で答弁をいたします。令和５年が

10件、令和６年が９件、令和７年８月末時点

で０件となっております。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 (ｲ)令和５年４月から令和７年８月までの

本市で捕獲機の設置件数をお伺いいたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 ハブ捕獲機の設置につきましては、設置を

希望する土地の所有者からご相談があった際

に申請書と同意書を提出していただいて設置

を行っております。 

 ご質問の令和５年４月から令和７年８月ま

での新規の設置の件数は、令和５年度29件、

令和６年度33件、令和７年度８月末時点で17

件、合計79件となっております。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 今回この質問ですが、ハブ対策とこの時期

にちょっとずれてはいるのですが、しかも事

故があったのかというところも、担当課から

確認があったのですが、今回質問するに当

たって、数年前からこの旭ヶ丘自治会、私が

住んでいるところですが、その市民の方から

ハブ対策についての相談が結構寄せられてお

ります。そこで、自治会のほうでも草木の伐

採などというのは、しっかり取り組んでまい

りました。そういう今年の７月から８月にか

けて、ゆたか小学校向かいののり面の付近の

住宅街で、ハブの目撃情報が結構相次いでお

りました。そういう中で、この８月上旬頃、

同地域のお宅の方が夜間に帰宅した際に、門

扉に動くものを見つけて明かりを照らすと小

さなハブだったということではあるのですが、

私も見ましたけれども、門扉に絡まるように

鎌首抱えていたということで、とても恐怖を

感じたというご相談がありました。すぐ環境

課のほうに相談して、捕獲機の設置のご案内

をしたところであったのですが、その方もハ

ブ対策として捕獲機設置というのが大変重要

だし、有効だなということは理解をされてい

るところだったのですが、やはり自分の家に

ハブを何か呼ぶようでちょっと怖いし、また

近隣からもやはり嫌がられるというか、あま

りいい感じがしないなということで、大変悩

んでいらっしゃいました。この旭ヶ丘地域の

ハブがよく出る場所があって、そこに空き地

があって草木が生い茂っている場所がありま

す。そこが原因であるということは特定はで

きないところではあるのですが、市のホーム

ページにあるようなハブ対策については、空

き地の適正管理をして、市民生活を守るとい

うことが必要であると記されております。そ

こでちょっとお伺いいたします。申請者の所

有でない近隣の空き地にハブの捕獲機を設置

することが可能なのかお伺いをいたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 設置を希望する方が設置したい土地の所有

者または管理者から設置の同意をいただき、

同意書を添付の上、申請をしていただければ

設置は可能となっております。なお、捕獲機
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の数に現在限りがございますので、即時対応

が厳しい場合もございますので、ご理解のほ

どお願いをいたします。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 やはりこういうところは所有者の方の同意

が必要というところではあるのですが、やは

りなかなか空き地の所有者の方とアポイント

を取ったり、連絡を取ったりということと、

また誰が所有しているのかとかというところ

は分からない場合も多々ありますし、法務局

等でそういうところはお調べができるのかな

と思うのですが、そういうところは今後も

しっかり対策は難しいということは理解はし

ているのですが、何らかのいろいろな方法を

また検討していただければなと思いますので、

ぜひよろしくお願いします。 

 このハブ対策に関連してということで、再

質問でございますが、県道７号線と県道７号

線バイパスに分かれる三差路付近、先ほど申

し上げたゆたか小学校向かいの旭ヶ丘自治会

側ののり面にも今草木がかなり生い茂ってい

る状態です。自治会のほうでも草刈りなどを

しているのですが、もう追いつかない適正管

理というところがとても難しい状況になって

おります。また、ここは旭ヶ丘地域からはゆ

たか小学校への通学路にもなっております。

見ていただけると一目瞭然だと思うのですが、

そういう草木が歩道を覆いかぶさるような今

状態まで伸びている状態でございます。過去

には草刈り作業中にハブの目撃情報が同地域

ではありますので、生息している可能性があ

ると思っております。市民や子どもたちに重

篤な被害が出る前にハブ対策の一環として、

のり面の草木の伐採ができないのかお伺いを

いたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の場所は、県道７号線バイパス

ののり面と思われます。県道７号線を管轄し

ております沖縄県南部土木事務所へ直接要望

していただくこととなりますが、本市のほう

からも要望があった旨を伝えることは可能で

ありますので、そちらも含めて検討してまい

りたいと思います。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 ぜひ市のほうからも要請をお願いしたいと

思います。自治会のほうにもしっかりと要請

をしていくようにいたしますので、ぜひこの

部分に関しまして、協力しながら被害が出る

前にハブ対策というところをしっかりと次年

度、次のシーズンに向けて取り組んでいけれ

ばと思っております。 

 (3)本市の歴史と観光振興について。 

 瀬長島についてでございます。瀬長島はご

存じの方も多いと思いますけれども、豊見城

市の発祥の地とされております。琉球開祖の

女神アマミキヨが豊見城に降臨した際、瀬長

島に最初に降り立ったとされております。地

元では古くから島をアンジナと呼んでおりま

すが、その言い伝えでは瀬長島に按司が瀬長

グスクを築城したことを背景に呼び名がいろ

いろ変化しながらアンジナ島というのが由来

しているようでございます。また、沖縄戦で

は1944年沖縄上陸に備えた小禄飛行場の防備

を担い砲台と壕を構築するため、瀬長島の住

民の退去命令が出されました。その後、1945

年６月４日に小禄に上陸した米軍は、６月13

日に瀬長島を制圧。米軍基地、那覇空軍・海

軍補助施設の一部となった際、住民は対岸の

沖縄本島へ移住を余儀なくされました。戦前

まで島には瀬長グスクなどの遺跡や拝所が存

在し、神の島として本島からも参拝者が多く
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訪れていたようですが、戦後は米軍基地とし

て立ち入りが禁止され、遺構の多くが破壊さ

れ、島の地形も変貌してしまいました。この

ように瀬長島の歴史を振り返ると、この瀬長

地域の皆様の様々な思いをしっかりと豊見城

市として、次世代に伝承して、継承して文化

や場所を守り続けることが必要と感じており

ます。 

 お伺いいたします。豊見城市の発祥の地で

ある瀬長島は、今や多くの観光客が訪れ、本

市の経済振興に大きな役割を果たしています。

その瀬長島を美しく保つため、あんじな橋横

の砂浜に不法停泊する船の撤去が必要である

と多くの声が寄せられております。以前は要 

正悟議員からも同様の質問が寄せられており

ます。また、現在経済建設常任委員会でも継

続審議をしているところでございますが、現

状をお伺いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 あんじな橋横の砂浜に不法係留する船につ

きましては、これまでも所有者に対して注意

書きの送付や現地の船に注意文の貼りつけを

実施しております。過去には20隻近い不法係

留船がありましたが、現在では海岸沿いに７

隻、海上に１隻と以前よりも減っている状況

を確認しております。今後も引き続き注意書

きの送付、注意文の貼りつけを実施するとと

もに海岸を管理する沖縄県南部土木事務所と

も連携しながら不法係留船対策を粘り強く努

めてまいりたいと考えております。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 部長のご答弁のとおり、この不法係留船の

数というのは、市の地道な活動で減っている

ということは認識しているところでございま

す。しかしながら、この瀬長島に関しては、

令和６年11月にも策定されている瀬長島観光

拠点強化計画書にもあるとおり、そのコンセ

プトとしては、隣の楽園。－リデザイン－と

記載されてございます。瀬長島の環境、先ほ

ど申し上げた歴史などをしっかりと生かした

持続可能な島づくりを推進するともうたわれ

ております。現在経済建設常任委員会でも本

件を含めた瀬長自治会からの陳情内容の課題

解決のため継続審議として調査研究を行って

いるところではございます。また先ほど申し

上げた要正悟議員も地元の方から多くの相談

を寄せられ、粋和会の中でもどういった形で

の解決に向けて、どういった形で進めていく

べきなのかというところを議論しつつ進めて

いるところでございます。今後ともやはりこ

の市と市議会、また沖縄県南部土木事務所が

しっかりと協力して、この瀬長島を一つのエ

リアとして、しっかりと捉えて、その各主体

が連携しつつ、かつ一体となって取り組んで

いくということが計画書にありますので、

しっかりそういう内容を認識した上で、瀬長

島をまたきれいな島を維持しつつ、また新し

い観光拠点として作り上げていければなと

思っていますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時58分） 

再  開（13時31分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 (3)についてですね、再質問をさせていた

だきます。 

 この不法停泊の船等については、経済建設

委員会でも、委員長を中心に課題解決の調査
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研究をしているということも先ほどもお話を

させていただきましたが、やはり地道な活動

をされているということは認識している中で

すが、やはり通知してもなかなか反応をしな

い方とか、無視しているのかはちょっと分か

らないのですけれども、そういう方々に対し

ては、やはり一歩踏み込んだ、例えばホーム

ページで氏名を公表して、しっかり撤去して

くださいというような形での対応というのが

できないのかをお伺いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 氏名公表等については、個人情報というこ

とでちょっと厳しいのかという現状がござい

ますので、先ほども答弁いたしました連絡も

つかない方、この方々には粘り強くこれまで

どおりの方法で対応していきたいと考えてお

ります。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 なかなかこの個人情報というものが、先ほ

どのハブ対策もそうですけれども、なかなか

難しいところも多いとは思いますが、やはり

何らかの解決に向けて、ぜひ経済建設常任委

員会でもしっかりと議論を進めていって、ま

た意見等をご提案させていただくこともある

と思いますので、ぜひ参考にしていただきな

がら一緒に解決していければなと思っており

ます。 

 (4)豊かな市民生活について。 

 ①第11回Art to You！公募展についてでご

ざいますが、このArt to You！公募展という

のは、障がい者芸術世界展というものでござ

います。今回、ＩＮ ＳＥＮＤＡＩ 2025と

いうことで開催がされておりますが、その障

がい者芸術世界展において、本市在住の与那

覇俊さんが県内初で最高賞の総理大臣賞を受

賞しております。８月23日、新聞にも掲載さ

れておりましたので、ご存じだと思いますが、

少しだけ与那覇俊さんについてご紹介をさせ

ていただきます。 

 与那覇さんは1979年沖縄県に生まれており

ます。2003年に茨城大学理学部を卒業し、教

員資格を取得。その後、在学中は民族音楽

フォルクローレに熱中し、南米ボリビアへ１

年間音楽留学を経験。帰国後は精神的な困難

をきっかけに10年にわたり自身の思考をまと

めた脳ノートを書き綴ってございます。2013

年より本格的に製作を開始して、文字と絵を

融合させた即興的なスタイルで365日毎日書

き続け、現在までに１万点以上の作品を生み

出しております。国内の公募展やグループ展

で発表するほか、2021年にはパリにある近現

代美術館の殿堂ポンピドゥー・センターに作

品が収蔵されております。その後、2023年パ

ラリンアート世界大会においては、準グラン

プリ。2024年沖縄県芸術文化祭公募展では、

新人賞。先ほどお話しした今年2025年には

Art to You！障がい者芸術世界展ＩＮ ＳＥ

ＮＤＡＩ 2025において、内閣総理大臣賞を

受賞してございます。 

 ここでお伺いいたします。本市在住の与那

覇俊さんが県内初で最高賞の総理大臣賞を受

賞しましたが、本市市役所のロビーで受賞作

品展の展示ができないかお伺いをいたします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 与那覇俊さんにおかれましては、８月21日

に仙台市で開催されましたArt to You！障が

い者芸術世界展ＩＮ ＳＥＮＤＡＩ 2025に

おいて、大賞でございます内閣総理大臣賞を

受賞しており、去る８月23日土曜日の県内２

紙でも報道がされ、県民の多くの方々が喜び
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を感じていることと思います。与那覇俊さん

におかれましては、市内福祉作業所も活動拠

点として活躍しており、これまで毎年開催さ

れているエイブルアートにも福祉作業所にお

いて、ほかの障害を持つ皆様と合作で作品を

展示いただいております。今年度も12月12日

から19日まで、市庁舎１階で開催するエイブ

ルアートにおいてご本人がデザインした年賀

状を販売する予定となっております。吉濱智

也議員ご質問の受賞作品の展示につきまして

は、県外在住のご家族がマネジメントをされ

ているとのことでございますので、ご家族や

関係部署との調整を行い、条件等が整えば市

庁舎内での展示も可能と考えております。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。この与那覇俊さ

んなのですけれども、今ご答弁をいただいた

とおり、アーティストとして国内外で世界で

活動をしている方でございますので、こうい

う展示につきましても、いろいろと相談等が

必要であると思っております。ちなみに、こ

の与那覇さんすごいアーティストとして数々

受賞しているのですが、普段から自治会の活

動にもお祭りの準備とか、片付けというのに

も非常に積極的に参加してくれる非常に気さ

くな方でございますので、ぜひこういう方の

活動を広くお知らせ、皆さんに知っていただ

きたいなと思っているところでございます。

私もこれまで障害のある方々、その市民の

方々がウージ染めを着てのファッション

ショーなどで外に出る機会とか、そういう機

会をつくることができないかというようなこ

とをご提案してまいりました。これはもう障

害のあるとか、ないとかということは関係な

くて、やはりやりたいことをできる社会、そ

ういう環境づくりが必要であると考えている

ところにございます。今回、与那覇俊さんの

作品や活動を広く知ってもらうことで、自分

がやりたいこと。様々な理由で諦めている方、

多々いらっしゃると思いますが、そういう

方々が私もこういうことをやってみたいとか、

与那覇さんの作品をこの１階ロビーで展示し

て、それを見ることで、自分の気持ちにしっ

かりと向き合って、それを一歩踏み出すきっ

かけになってくれると思っています。与那覇

俊さんを通して、多くの市民がこの希望や勇

気を持ってもらえると信じております。ぜひ

展示が実現できるように協力して、進めてい

ただけるようにお願いをいたします。市民の

皆様においては、この豊見城市から世界へと

いうことで、世界で活躍する現在行われてい

る世界陸上にも津波響樹選手が出場してござ

います。先日、ご紹介したサッカー日本代表

を目指してドイツに渡った上江洲弘弥選手も

おります。そこに文化面で活躍するアーティ

スト、与那覇俊さんの活躍、活動を一緒に応

援していただければと思っております。 

 次、②本市で行われるプロのお笑いライブ

に、本市の中学生が芸人として所属しており、

そこでまた出演をするというような計画があ

りますが、こういう活動をこのライブなどを

市の広報や小中学校に対して、公式に周知案

内等ができないのかお伺いをいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 未来を担う本市の中学生が市民の皆様に笑

いと感動を与える芸能活動に活躍されている

ことは大変誇らしく、その活動を支えていき

たいという思いもございます。市広報や小中

学校を通じた周知案内につきましては、学校

現場を通して行うということについては、い

ろいろな観点から少し配慮が必要なところも
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ございます。そのため、現時点で公式の周知

案内については、なお慎重な検討を要するも

のと考えておりますが、しかしながら、市の

主催するイベントまたは青少年の健全育成の

そういう関連の視点から、何らかの形でご活

躍の場を設けることができないか関係部署と

連携を図ってまいりたいと考えているところ

でございます。 

○（８番）吉濱智也議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。興行的な活動でも

ありますので、公式な周知等はなかなか難し

いところというのも理解できました。ただ、

やはり先ほどご紹介した与那覇俊さんとか、

津波響樹選手、上江洲弘弥選手と同様に彼の

活動というのをやはり広く広めていく方法と

いうのはしっかり検討いただけるということ

なので、ぜひまたお互いアイデアを出しなが

らどうにかこれを、公式ではないのですけれ

ども、たくさんの子どもたちや市民がそのラ

イブに来ていただいて、しっかり笑顔になっ

てもらえるようなことができればなと思って

おりますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。質問については、これが最後になるので

すが、職員の皆様に最近、この豊見城市では、

防災意識が向上しております。これは防災管

理班の松田防災マネージャーやＦＭとよみに

ある平田千春さんによる市民防災講座などが

大変大きく影響しているのではないかなと

思っております。そして、何よりもこういう

災害時に市役所に避難してきた方々に対して、

職員の皆様が一生懸命に対応していただいた

ことがさらに大きいと感じております。様々

な業務で多忙な日々と思いますが、休日には

お笑いライブとか見ていただいて、しっかり

笑顔を忘れずに業務に取り組んでいただきた

いと思います。以上で質問を終わります。 

── 通告番号４（20番）赤嶺吉信議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に赤嶺吉信議員の質問を許します。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －登壇－ 

 皆さん、こんにちは。質問の前に文言の修

正をお願いしたいと思います。(1)の①「令

和７年７月21日」とあるところを「令和７年

７月11日」に修正していただきたいと思いま

す。 

 皆さん、こんにちは。１日１日蒸し暑い日

が続く毎日でございますが、体調には十分に

気をつけて熱中症などにかからないように過

ごしてまいりたいと思います。そして、今年

の夏、沖縄尚学高校が最高の夏にしてくれま

した。沖縄尚学高校ナインの皆さん、夏の甲

子園、優勝おめでとうございます。また、皆

さん、昨日の７時40分に世界陸上で我が豊見

城市出身の津波響樹君がエントリーされまし

たけれども、惜しくも予選で敗退をしてしま

いました。しかしながら、彼が一昨年のドー

ハ大会、今回の世界陸上大会に二度の出場と

いうことがありまして、我々豊見城市民とし

ても、本当に彼の貢献に栄誉を祝したいと思

います。今後の進退については、聞いてはお

りませんので、彼が飛躍して頑張るのか、期

待を込めて市民の皆さんにご報告ということ

でお願いをしたいと思います。 

 では、通告に従いまして一般質問を行いま

す。 

 (1)与根漁港内駐車場の管理についてであ

ります。 

 ①与根漁港を臨時駐車場として活用するこ

とに対し相談依頼の文書が、糸満漁業協同組

合与根支部より市へ令和７年７月11日に提出

されていると思います。その依頼に対する当

局の検討状況を伺います。 



― 61 ― 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の令和７年７月11日付の文書の

内容としましては、同月５日から市民体育館

において、バレーボール男子日本代表チーム

の公開練習が行われた際に、臨時駐車場とし

て、使用を許可していた与根漁港の施設内で

不適切な駐車が横行し、漁港本来の業務に支

障を生じたこと及び今後の改善策についての

要望となっております。漁港の使用許可に当

たっては、交通誘導員を３名配置することを

条件としておりましたが、実際には１名しか

配置されなかったことで、大勢の来場者への

対応が間に合わず、漁港施設内に無秩序に駐

車がなされた結果、漁業者の車両や燃料給油

のタンクローリーが駐車車両に阻まれて漁船

に横づけできず荷下ろしや給油ができないな

ど多くの支障が生じたものであります。この

ような事態を受け、今後、こうした大規模な

大会が市民体育館において行われる際には、

与根漁港を臨時駐車場とするのではなく、豊

崎地区の観光施設、商業施設等と連携し、沖

縄サントリーアリーナのようにシャトルバル

等で対応するなど改善策を講じてほしいとの

内容でございました。今回の事態に関しては

問題が生じたその日に農林水産課に対し与根

支部から電話で通報があり、申請者に対し速

やかに改善の措置を通るよう指示を行ってお

ります。これを受けまして翌日以降は沖縄

イーアス豊崎を臨時駐車場として使用し、

シャトルバス等で観戦者を輸送したと伺って

おります。農林水産課としましては与根支部

からの文書にあるように今回のような大規模

な大会の際は、周辺施設の駐車場活用を検討

するよう調整していく予定でありますが、市

民体育館は市内小学校や中学校を含むスポー

ツ大会に多く利用されていることから与根漁

港の駐車場利用についても引き続き使用マ

ナーの徹底等も含めて、適宜対応をしてまい

りたいと考えております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。与根漁港におい

ては、今月、来月から遊漁船のお客さんも増

えてくる。10月、11月頃には、定置網を仕掛

けた網を引き揚げて、これを洗浄して破れた

ところを補修するという作業がありますので、

全体的に漁港内が狭まってくるという状況が

考えられますので、ぜひとも、漁民に対して、

迷惑のかからないようなマナー厳守を徹底し

てほしい。そう思って、次に質問を変えます。 

 ②市農林水産課において「駐車禁止エリア

マップ」というのが作られているそうであり

ますが、現場には駐車禁止エリアに駐車する

車両によって漁民の方々が出漁できない。船

に給油ができないという支障をきたす状況に

あると聞いて伺っております。このようなこ

とから、当局としてどのような対策を考えて

いるのか伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 与根漁港施設を駐車場として使用させるこ

とにつきましては、あくまでも市民体育館駐

車場が不足した際の一時的な目的外使用とし

ての貸し出しであり、常設駐車場ではござい

ません。議員のご質問にございます与根漁港

内のライン引きや看板表示などの対策につき

ましては、漁港本来の使用目的から逸脱する

ものであり、目的外使用となるため、対応す

ることは厳しいものと考えております。与根

漁港を臨時駐車場として貸出しする場合にお
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いて、施設内の混乱を避けるため駐車場への

誘導員を３名以上配置することを条件に許可

しておりますが、そのルールが遵守されない

ようであれば今後与根漁港を駐車場として貸

し出すことが難しくなる可能性がございます。

漁港本来の目的である漁業の操業に支障をき

たすことがないよう今後市民体育館と連携し、

開催規模及び主催者の移行を勘案しながらマ

ナー遵守の徹底を呼びかけるなどスムーズな

運用方法を生み出していきたいと考えており

ます。今回、与根支部から寄せられました文

書の内容について、漁業者に対し多大な迷惑

をかけてしまったことへの反省を踏まえ、使

用許可の際には申請者に対し強く注意を呼び

かけていくなど、再発防止に努めてまいりた

いと考えております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 部長、ありがとうございました。そこで、

再質問をさせてください。 

 市民体育館と連携やスムーズな使用方法を

見い出していきたいと先ほど答弁をいただき

ました。具体的な検討策はありますか、お伺

いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 市民体育館との調整はまだ行ってはおりま

せんが、市民体育館を利用する大会規模に応

じて小規模で小・中学校などの大会であれば

貸し出しを行い、大規模大会の場合は与根漁

港ではなく近隣の商業施設を利用していただ

くなど、適宜連携を図りながら運営できない

かと考えております。現状では駐車場の貸し

出しについては具体的なルールが定まってお

りませんので、ご理解お願いいたします。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 イーアスであるとか、商業施設、近くには

いろいろあります。しかし、タイミングとい

うのがあるとおり、商業施設であっても満杯

する週末であるとか、いろいろな時期に合わ

せてみると、本当にこの駐車場の喫緊の課題

ではないかなと私は思うわけです。与根の防

風林敷きの場所も何とかこの事業計画を立て

れば排除できるのではないかなと聞いてはお

りますので、その辺をしっかりと検討してい

ただいて、今後の駐車場整備については十分

に検討していただきたいと思います。 

 では、次にまいります。(2)漁業振興につ

いてであります。 

 近年の物価高騰により、漁業を取り巻く環

境が著しい状況であると、糸満漁協与根支部

より様々な意見がありました。行政の支援等、

バックアップが必要と考えます。そこでまず、

与根支部との行政懇談会や相談会等を行う必

要があると考えますが、見解を伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 漁業支援につきましては、漁業者の所得向

上を目的として漁業再生支援事業によるミニ

鮮魚直売会やパヤオ直売会の開催、試験的な

養殖のための設備導入支援などを行っており

ます。また、物価高騰対策としまして、基本

額４万円に水揚げ高に応じた加算額を上乗せ

し補助金を交付する事業を行い、漁業者支援

の拡充を図っているところでございます。ま

た、海藻種である方言名、モーイの養殖支援

として、与根支部、瀬長支部の両支部と沖縄

県栽培漁業センターを視察し、養殖の技術や

環境整備について意見交換を行ったところで

ございます。現在、モーイの育苗の確保に向

けて沖縄県栽培漁業センターへ働きかけを

行っているところであり、今後育苗の手配が

整い次第、試験的ではございますが簡易的な
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養殖の取組を進めてまいりたいと考えており

ます。今後も適宜、与根支部、瀬長支部と相

談や調整などを密に行い、両支部と連携を図

りながら漁業振興に努めてまいりたいと考え

ております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 部長、ありがとうございました。今年度

モーイの養殖についても、予算をつけていた

だいたことに対しては、本当に感謝を申し上

げます。今後ともいろいろな事業と漁業振興

の予算については、与根支部だけではなく、

瀬長支部同様に取り組んでいただけるよう、

お願いして、今回の質問については、回答は

いりません。よろしくお願いします。 

 (3)に移ります。(3)事故多発交差点への信

号機設置についてであります。 

 ①与根製塩所前バス停付近交差点は事故が

起きやすい交差点として、これまで何度か信

号機、早期の設置を求めてまいりましたが、

去る８月25日にも大きな交通事故が発生して

おります。この事故に関する詳細についてお

伺いをいたします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 与根地内における市道65号線と市道８号線

の交差点で発生しました交通事故の詳細につ

きまして豊見城警察署に問合わせたところ、

８月25日月曜日午後、市道65号線を田頭から

翁長に向け南下進行中のレンタカーが一時停

止標識のある交差点を一時停止せずに侵入し

た際、優先道路である前方の市道８号線をレ

ンタカーの右側から直進で侵入してきた作業

用車両と衝突をしております。その衝撃で作

業用車両が交差点角地にある事業所の駐車場

内に侵入をし、駐車していた自家用車などに

衝突したものと伺っております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。詳細については、

私もいろいろと調べた結果、レンタカーに

乗っている観光客が２名ともけがをして、友

愛医療センターに搬送されたということも聞

いております。若干、市民部長がおっしゃる

詳細とはちょっと違うのですが、事故の大き

さをみんなに知ってもらいたいということで、

私も調べておりますけれども、議場では言い

ませんけれども、車３台が使用不能で使えな

いという状況の事故であったと。私も現場に

行ってこれを目視しております。この状況を

しっかりと伝えて、今後の信号機設置にどう

にかやってもらいたいということをお伝えし

たくて、こういうふうなことを聞いておりま

す。 

 では、次に移りますけれども、②この交差

点は、これまで事故が発生していることから

ドライバーへの注意喚起を促してはいる。現

場を見ると、周知する看板が幾つも並んでい

ます。「優先道路である」「止まれ」というふ

うな標示が段々多くなって、ここにものすご

く注意喚起を促しているなとは、実際、僕は

現場を見ていますので、よく知っております。

しかし、信号機設置には至っていないという

状況でありますので、この信号機設置が必要

であると要請している。通告はしていないの

ですが、警察署に対して、どのような周知を

しているのか、伺いできるのであれば答えて

ほしいです。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えをいたします。 

 当該交差点への信号機の設置につきまして

は、地域からの要望を受けまして、平成29年

と令和元年度に「信号機・横断歩道設置等要

望書」の中で新たに信号機を設置していただ
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くよう豊見城警察署に対して、要請を行って

いる状況であります。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時04分） 

再  開（14時04分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 では、②について再質問させてください。 

 与根交差点の信号機設置については、事故

が多発していることから何度も質問しており

ます。事故が多発する前に、何とか改善をし

たいという考えでありますけれども、この抜

本的な対策として、何度も言うようですけれ

ども、信号機設置が一番の解決策と考えてお

ります。この信号機設置については、警察の

仕事であり、優先順位や予算等の観点から設

置ができない状況と思われます。市としては、

関係部署と連携をしながら対策を強化する必

要があると考えますけれども、これについて

はどうですか。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えをいたします。 

 同交差点はこれまでも車同士の交通事故が

何度か発生している地点であることから、交

差点内の見通しがよくなるよう、付近の除草

及び街路樹の選定を行っております。また、

所有者に了解を得てクロキの伐採等を行い、

道路標識がより見やすくなるような対処もし

ているところであります。また、これまでの

交通事故のうち、運転手が外国人であるケー

スもあったことから、優先道路である市道８

号線にも徐行を促す看板を設置し、その際、

目立つ色の組み合わせやイラスト、英語表記

を加えるなど外国の方でも一目でメッセージ

が伝わるような工夫も凝らしているところで

あります。また、優先道路に交差する市道65

号線には、路面の表示に「止まれ」のほか、

「ストップ」の標示を追加して表していると

ころでもあります。併せて、注意喚起の看板

と国籍を問わず分かりやすい絵や図で情報を

伝える記号ピクトグラムを使ったイラストに

多言語で「止まれ」と表記した電柱幕など、

現在作成中であります。今後も引き続き県内

外の事例等を参考にしながら交通安全対策に

努めてまいりたいと考えております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 市民部長、ありがとうございました。かれ

これ私が質問して７、８年ぐらいなるのです

けれども、事故が多発している状況というの

は一向に変わっていない状況であります。私

もこの交差点は毎日のように生活で通る道路

であって、よくよく車から降りて現場を視察

してみると、大きい交差点、小さい交差点で

も死角というのがあって、隅切りというのが

普通道路であるべき形の形状だと聞いており

まして、通る角度を変えてみるとなかなか見

づらいことが分かりまして、それが何かとい

いますと、河川敷に生えている草木が要する

に横から来る車を遮ってしまって見えないの

ですよ。片方を見ると立派に車がよそから来

るのが見える。この違いだと思うのです。だ

からこの現場を把握していただいて、私が感

じていることを皆さんにお伝えできれば速や

かに改善できると思いますので、これは行政

が畑の主であるとか、カンデンサー、ネット

があるものだから見えないのですよ。こうい

う角の修復と言いますか、そういうのを徹底

していただければ、まだまだ今の現状よりは
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よくなるのではないかなと思っていますので、

ぜひ現場を検討していただいて、信号機設置

ができるまで何とか死亡事故を食い止めると

いう思いから、ぜひ実施していただきたいと

思いますけれども、その実施について、検討

できるのかお伺いをいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時09分） 

再  開（14時09分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 当該交差点につきましては、議員ご指摘の

とおり、いろいろな草木が生えております。

ただ、この箇所につきましては、一部個人が

管理する樹木もあるものと考えておりますの

で、その辺も確認しながら、土地所有者とも

調整しながら管理を徹底していきたいと考え

ております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 部長、ぜひこれは検討していただいて、整

備をお願いしたいと思います。 

 (4)に移ります。(4)瀬長島海中道路の整備

ついてであります。 

 海中道路の南側一帯は、砂浜で雑木が伸び

て景観を損ねている状況にあるため、瀬長観

光振興の観点から早急に雑木を撤去して整備

すべきと考えますけれども、当局の見解を伺

います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の海中道路につきましては、市

道６号線のあんじな橋付近の砂浜の雑木と認

識してお答えいたします。 

 現地の雑草、雑木等が生い茂っている状況

は以前より確認をしており、伐採の必要性を

感じていたところでございます。今年度、当

該箇所の伐採作業を道路課職員において実施

予定としております。今後は海岸を管理する

沖縄県南部土木事務所とも連携しまして、魅

力ある瀬長島の良好な景観・形成に努めてま

いりたいと考えております。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －再質問－ 

 部長、ありがとうございました。この草木

が生えているところは先ほど吉濱智也議員も

質問の中で船の放置があるというところなの

ですよ。長年生えて恐らく６、７年はたって

いるだろうと思いますけれども、草木に生い

茂られてこの停泊しているボートも見えない

のですよ。瀬長島を直進して行くと両方の右

左の歩道も草木が生えて、歩道からジョギン

グする人たちに引っかかってしまうというこ

とが考えられるわけです。先ほどの仲田政美

議員の質問の答弁で一括交付金を使ってやる

ということであったのですけれども、やはり

瀬長島というのは、豊見城市の観光にふさわ

しいリゾートということで、富を生む島でも

あります。市長が掲げる「富を生み出すまち」

にふさわしい景観をつくって、ぜひ瀬長島の

観光がより多くの観光客が来れるように、ま

た来てよかったと思われるような施設を目指

してもらえたらと思いますので、ぜひ引き続

きこの整備については、関係部署と相談をし

て、取り組んでいただきたいと思います。以

上で私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時13分） 

再  開（14時25分） 
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○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

── 通告番号５（５番）新垣龍治議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に新垣龍治議員の質問を許します。 

○（５番）新垣龍治議員 －登壇－ 

 皆さん、こんにちは。日本共産党の新垣龍

治でございます。今日は最後ですが、通告に

従って質問を進めたいと思いますが、質問に

入る前に一言。まずは沖縄尚学高校、夏の甲

子園優勝おめでとうございます。実は1999年

に行われました第71回の春のセンバツ高校野

球、その際も私、仕事の都合で甲子園球場に

いまして、その際、今比嘉公也監督がエース

で活躍していた。また、本市長嶺中出身の比

嘉寿光選手、多分市長と同級生だったと思い

ますが、その当時、優勝を目の当たりにして

本当に感動して、今回、沖縄尚学高校がこの

ような形で優勝を果たし、またその中にも本

市出身の阿波根選手、宮城選手、活躍して本

当にうれしい限りで、改めて感動して、また

県民の皆さんが感動と勇気を与えられたと思

います。そしてまた、先日の催し物でも庁舎

に来ていただいて、本当に多くの子どもたち

に勇気を与えて、この子どもたちが今後また

活躍していく。そのためにも私たち豊見城市、

また議会も一緒になって環境整備に努めなけ

ればいけないなということも改めて思いまし

たので、引き続きどうぞよろしくお願いしま

す。 

 それでは、通告に従っていきたいと思いま

すが、ちょっと順番を入れ替えたいと思いま

す。最初に(6)、その次に(5)、その後

(1)(2)(3)(4)と質問していきたいと思います。 

 それでは初めに、(6)に行きますが、これ

につきましては、先日、糸満漁協与根支部の

ほうで、パヤオ人工沖漁礁の操業の視察につ

いて呼びかけがあり、私も参加させていただ

きました。視察の中では与根漁港からパヤオ

までの時間や距離感、操業時間、また水揚げ

だとか、おおよその燃費を知ることもできま

した。その翌日には、ゆにま～るでミニ鮮魚

直売会等も行われて、本当に新鮮な魚が並び

多くの方で賑わったのが本当に印象的で、豊

見城市でもこの漁業の可能性があるなという

ことも改めて感じさせていただきました。そ

の後、与根支部の皆さんと意見交換もさせて

いただく中で、やはり漁民の皆さんの所得向

上だとか、また漁業の振興の発展を進めてい

く中で、市としてバックアップをしてほしい

というそういう要望もあったり、現在先ほど

説明がありましたけれども、モーイの養殖の

設備投資等も今現在、市としても行っていま

すが、やはり継続的な要請の支援も大切だな

ということも感じました。また、そのパヤオ

の視察については、慣れない船上でしたけれ

ども、同船してもらった赤嶺吉信議員だとか、

宜保安孝議員、副市長がアドバイスもしてい

ただいて助かりました。また、この会を取り

持っていただいた長嶺吉起議員にも本当にあ

りがとうございます。今回のことを踏まえて、

今後のふるさと納税を活用した漁業の振興、

水産業支援の可能性についてお聞きできれば

なと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、(6)水産業支援について。 

 ふるさと納税寄附金の一部を漁業振興、水

産業支援に活用することは可能なのかお伺い

します。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 
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 本市ふるさと納税寄附金における使途につ

きましては、豊見城市ふるさとづくり寄附条

例に基づくことになります。議員ご質問の漁

業振興、水産業支援に活用することにつきま

しては、同条例第２条第１項第３号の活気あ

る豊かなまちづくりに対する寄附金が対象に

なる財源かと考えております。令和６年度の

実績では、活気ある豊かなまちづくりに対す

る使途指定は寄附金総額の約５％、1,800万

円余が指定されており、その使途は主に観光

関連の施策のほか、ゆにま～るの施設維持管

理に活用させていただいております。ふるさ

と納税寄附金は限りある貴重な財源となりま

すので、充当事業につきましては、今後にお

ける予算編成、関係課での調整等において、

検討されていくものと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。全体の約５％が項

目のほうに寄附されているということで、令

和６年度でいうと1,800万円余りですね。そ

の使途についてもゆにま～るのほうにも使わ

れているということで、近年全国の自治体で

はふるさと納税を地域振興の財源と活用する

だけではなく、地域の資源保全だとか、産業

振興と連動させるという取組が進んでいると

思います。こうした中で、このふるさと納税

を活用した支援というのは、やはり今後は漁

業で働く皆さんだとか、そういう皆さんの所

得の向上、継続的な収入の安定確保の面でも

可能性があるのではないかという点で、例え

ば、ふるさと納税の返礼品等の今たくさんあ

りますけれども、例えば、この釣り船の乗船

だとか、今現在そういう可能性もあるのかな

と。今後、将来的については先ほどありまし

た養殖品の今後、ブランド化と商品開発等も

行って、そういう販路拡大などもそういうの

につなげられるのではないのかと思いますが、

それについての見解をお伺いします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 議員のご提案のありました件につきまして

は、今後検討させていただきたいと考えてお

ります。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。答弁調整の中でも、

商品開発については、漁協の皆さんと意見交

換をさせていただいているということもお聞

きしましたので、引き続き今後の具体的な検

討をお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 (5)ちいきの足「とみゅｃａｒ」について

です。 

 こちらは、豊見城市と沖縄トヨタグループ

が連携して進めている事業になりますけれど

も、福祉や自治会等で無償に車両提供する

「ちいきの足」。そして、公共施設駐車場等

を活用した有料ｃａｒシェア「みんなの足」

ということで、組み合わせて事業をしていま

すが、これについては、令和６年１月にス

タートして、１年７か月がたっています。事

業内容及び実績等についてお伺いします。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 ちいきの足「とみゅｃａｒ」の概要につき

ましては、豊見城の「とみ」、コミュニティ

の「みゅ」、カーシェアの「Ｃａｒ」を組み

合わせた名称で、カーシェアリング事業を展

開しております。当該事業は、本市の地域公

共交通に関する業務において、高齢者などの

交通弱者の交通に関する課題と、沖縄トヨタ

グループの取り込み方針であります車を通し

た地域の課題解決がマッチングしたことから、

令和５年12月に連携協定を締結し、交通まち
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づくりの一環としてカーシェアリング事業を

令和６年１月23日より開始しております。具

体的には、先ほど新垣龍治議員からもお話が

ありましたように２つの事業を組み合わせた

取組となっております。 

 その１つ目が、地域支援カーシェアリング。

これはちいきの足「とみゅｃａｒ」として、

豊見城市社会福祉協議会、長堂自治会、豊見

城市役所が無償で利用できる車両３台をそれ

ぞれ配置し、高齢者支援や自治会活動などの

移動支援に活用をしているところです。 

 ２つ目に、地域資源活用カーシェアリング。

「みんなの足」としては、持続的な交通まち

づくりのため、本市の公共駐車場を活用し、

カーシェアステーションを設け、誰でも有料

で利用できる車両15台を市内５か所に配置し、

地域社会の生活や観光時の足として、交通移

動の利便性向上に努めております。 

 本取組の仕組みといたしましては、有料で

利用する「みんなの足」で得た収益をちいき

の足「とみゅｃａｒ」の維持管理に補塡する

ことになります。新たなインフラ投資を最小

限に抑えつつ長期的に事業展開することで誰

もが身近に車両の利用が容易となり、効率的

な交通サービスの提供につながり、さらには

市民を含め県民や観光客のアクセシビリティ

の向上が図られるものと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 それでは、②利用状況についてお伺いしま

す。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 ちいきの足「とみゅｃａｒ」の利用状況に

つきましては、令和６年１月の開始から今年

度８月までに合計976回の利用を確認してお

り、その内訳としまして、豊見城市社会福祉

協議会で149回、長堂自治会で510回、本市役

所で317回の利用実績となっております。利

用開始から現在に至るまで、安定的に継続し

た利用がされているところです。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。それでは、③効果

についてお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 ちいきの足「とみゅｃａｒ」の効果につい

て、公用車として利用している本市役所以外、

豊見城市社会福祉協議会や長堂自治会に伺っ

たところ、買い物支援や病院などへの送迎支

援が得られたため、目的先への移動が便利に

なったという回答がありました。「とみゅｃ

ａｒ」の導入の目的にあった地域の高齢者等

の交通弱者の移動手段としての利用により、

一定の効果が表れているものと認識しており

ます。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。それでは、④今後

についてお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 本取組は、「みんなの足」で得た収益をち

いきの足「とみゅｃａｒ」の維持管理に補塡

することで成り立っており、「みんなの足」

の利用促進を図ることが事業継続の観点から

重要であると認識しております。引き続き沖

縄トヨタグループと連携し、ちいきの足「と

みゅｃａｒ」の長期的な事業展開に努めてま

いりたいと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。これまで答えてい

ただきましたが、このような取組は地域の交

通課題や高齢者を含む交通弱者の支援に直結
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しているもので、また企業がこの社会的責任

の一環として地域社会に貢献している点にお

いては、本当に大変評価するものです。ただ

一方で企業との連携による事業であるからこ

そ、行政の公平性だとか、中立性の確保が重

要とも思います。また持続可能性、今後の在

り方などについても、どう整理しているのか

という点で、再質問をさせていただきたいと

思いますが、まず今現在、長堂自治会、豊見

城市社会福祉協議会と豊見城市役所というこ

とで使われていますけれども、この長堂自治

会以外の自治会への配備の可能性についてお

伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 今回、長堂自治会に配備した経緯としまし

ては、まず最初に、全自治会にお声かけをし

た上で要望を募り、車庫証明やドライバーの

確保、利用目的などを勘案した上で、長堂自

治会を選定させていただきました。一方で、

議員おっしゃっていたように、利用したいと

要望のある自治会もあることから公平性など

の観点により、ほかの自治会への配備の見直

しを進めていきたいと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。それでは、「みん

なの足」については、カーシェアサービスに

なりますけれども、その利用料金について、

改めてお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 「みんなの足」の利用の際は、トヨタカー

シェアのサービスの予約利用となります。現

在、配備されている車両は15台で、利用料金

につきましては、車種別で料金は異なります

が、例えば、乗用車タイプ「ヤリス」の場合、

15分で210円から。ミニバンワゴンタイプ

「ヴォクシー」の場合、15分で440円から。

また、市役所の地下駐車場に配備されている

福祉車両につきましては、15分で300円の利

用料金となっております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。今利用料金につい

ても、お聞きして、福祉車両のほうも導入さ

れているということです。ただ、この「みん

なの足」の収益で、ちいきの足の維持管理費

ということで活用しているということなので

すが、例えば、「みんなの足」で得たこうい

う収益のみで、この事業というのは今後継続

していけるものなのでしょうか。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 今回、連携協定を締結します沖縄トヨタグ

ループとは利用ニーズに併せて各施設の配備

を見直すなど、密に意見交換をしているとこ

ろであります。引き続き、沖縄トヨタグルー

プの取組方針である車を通した地域の課題解

決に本市としても連携し、事業を進めてまい

りたいと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 結構、庁舎に来るたびに稼働していないよ

うな状況も見受けられるので、少しこの収益

性が本当に大丈夫なのかというところは少し

心配するところではあるのです。分かりまし

た。 

 次の質問ですけれども、ちいきの足の今後

の在り方について、改めてお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えします。 

 現在、「みんなの足」の車両配備は随時展

開している状況であり、沖縄トヨタグループ

等で共同で要望のあった各自治会を回り、
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カーシェアの利用者登録会などを開始したと

ころであります。参加した地域の方々からは

前向きな声をいただいております。また、沖

縄トヨタグループによると、例えば、那覇市

大名第２団地自治会では、免許を返納した高

齢者などの買い物支援活動としまして、利用

料金おひとり１回100円でトヨタシェアを活

用した取組も行っていると聞いております。

本市としても、地域の声に耳を傾けながら地

域それぞれに合った取り組みを展開していけ

るよう引き続き、沖縄トヨタグループとも連

携し、本市の交通課題の解決に努めてまいり

たいと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 先ほどの収益との関係について。今完全無

料でちいきの足のほうを活用させていただい

ていますが、これを少し負担額、例えば、大

名団地では100円というようなそういう形の

利用もされているようなので、その辺につい

て、今後の事業の継続性という面で少し、ま

た各他の自治会でも活用できるようなそうい

う中でいうと、事業の継続性の面では、この

利用料金についても少し検討をする必要もあ

るかなということも思いました。この市役所

もはじめ、公共施設においてもカーシェアリ

ングというトヨタグループののぼりも多数

立って掲示物も立っているわけではあります

が、この中にはやはり市民がこれを見て特定

の企業へ便宜を図っているのではないかとい

うような、そういう誤解も生じる可能性もあ

ると思うのです。実際、私のほうにも市民の

ほうから、これは何で企業ののぼりが立って

いるのというようなそういう質問もされます

が、その際には、説明はいたしましたけれど

も、そういう誤解がないように、そのときに

は行政の公平性だとか、中立性、また透明性

を確保するという観点からも、例えば、ちい

きの足の利用実績だとか、あとは維持管理費、

費用控除などが市のホームページ等で公開し

て、当該事業に対する市民の理解を促進する

ことも必要ではないかと思いますが、その点

についてはどうなのでしょうか。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、この運用の在り

方というのは、また沖縄とトヨタグループと

も意見交換をしながら事業を進めていきたい

と考えております。沖縄トヨタグループによ

りますと、当該事業ですが、地域貢献活動の

一環として取り組んでおりますので、維持管

理費などの費用を公開することは考えていな

いということでした。引き続き本市としまし

ては沖縄トヨタグループと連携し、周知活動

について適切に対応してまいりたいと考えて

おります。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 分かりました。しっかりこの行政が公平・

中立ということも確保することも重要だと思

いますので、今後その点も検討していただき

たいと思います。 

 次の質問に、(1)高齢者の見守りについて、

移っていきたいと思います。 

 (1)については、孤独死、孤立死について

の関連した質問なのですが、警察庁が今年４

月に発表した報道によりますと、令和６年度

中における警察取扱い死体の20万4,184体、

そのうちの自宅において死亡したひとり暮ら

しの者が７万6,020体あったという発表です。

そのうちの76.4％に当たる５万8,044人が65

歳以上の高齢者だったということが分かって

います。また、このひとり暮らしの住宅で亡

くなった方のうち死後８日以上経過していた
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ケースについては、全年齢で２万1,856人が

当てはまっているということで、やはりこれ

は生前に社会的に孤立していたことが強く推

認されるということで、政府のワーキンググ

ループが取りまとめをしています。実は、私

の身近にも先日ある団地のほうで、こういう

高齢者の孤立死が起きてしまいまして、亡く

なられて数日後にお隣の住民が異変を感じ、

それを通報して発見されたということで、な

かなかこの全てを防ぐことができるというこ

とは難しいと思いますが、可能な限りこうい

う防ぐ手立てができればという思いでの今回

の質問となっています。 

 それでは、(1)高齢者の見守りについて。 

 ①本市の緊急通報システムについて以下を

お伺いします。 

 ①事業内容についてお伺いします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 本市の高齢者緊急通報システムにつきまし

ては、在宅でひとり暮らしをされている高齢

者などの皆様が、急病や救急時に迅速な救助

につながるよう、通報システムを整備し、利

用者の皆様の日常生活における安心と安全の

確保を目的としているものでございます。具

体的な仕組みといたしましては、ご自宅に固

定型発信機とペンダント型の無線発信機を設

置し、緊急時に利用者の皆様が装置のボタン

を押されますと、24時間対応の受信センター

へ通報される仕組みとなっております。通報

を受けました受信センターでは、事前にご登

録いただいた協力員や消防署などへ速やかに

連絡を行い、状況に応じて出動を要請するこ

とで、迅速な救助・保護につなげるものと

なっております。また、本システムは緊急時

の通報機能だけではなく、見守り支援の役割

も担っております。月に１回程度、受信セン

ターから利用者の皆様へのお元気コールを実

施しております。専門の職員が常駐しており

ますことから、体調不良時のご相談にも対応

しており、安否確認に加え、高齢者の皆様の

安心につながる見守り支援としての役割を

担っております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 事業について説明をしていただきました。

対象が在宅でひとり暮らしをされている高齢

者の方々、または高齢者のみの世帯で虚弱な

高齢者と同居されている方々という対象でし

たが、②利用状況についてお伺いします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 本システムの利用状況につきましては、直

近３年間の状況で答弁させていただきます。

令和５年度につきましては、月平均で11件。

令和６年度につきましては、月平均で11件。

令和７年度につきましては、７月末現在で月

平均12件となっております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 対象となる高齢者のうち、この人数という

か、かなりごく少数にはなっていると思いま

すが、この緊急通報システムの導入費用だと

か、助成制度の有無、また利用者の負担額に

ついてはどうなっていますでしょうか。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 システムの維持管理費や受信センターの委

託料などが主なもので、設置工事費等を含め、

費用は市が負担し、利用者の方の負担としま

しては通話料のみとなっております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 費用負担は市が持っているということで、

導入のしやすさという面では、かなりいいと



― 72 ― 

思うのですけれども、あとはこの緊急通報シ

ステムの導入によって、高齢者の安全確保や

事故防止につながったといった事例というの

はございますでしょうか。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 令和６年度には２件の通報がございました。

１つ目は、利用者様より体調不良とのことで

オペレーター通報相談を行い、本人と状況の

詳細を話合い、結果、緊急搬送には至らずか

かりつけ医への受診へとつながったケース。 

 ２つ目は、利用者様よりベッドから起き上

がれないとの通報があり、オペレーターが救

急車を要請し、利用者宅で容体確認が行われ

ましたが、救急隊の判断で搬送までには至ら

なかったケース。 

 令和７年度におきましては、ご本人との連

絡は取れなかったため協力員へ連絡すると、

ご本人が入院中で不在であったというような

ケースでございました。いずれも大事には至

らず、緊急搬送にはつながったケースはござ

いませんでした。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。このシステムの設

置だとか運用に関して、例えば高齢者、ご利

用者、利用者本人だとか、家族から意見だと

か、課題というのはあったでしょうか。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 本システムの運用につきましては、特にご

本人、家族からの苦情や要望等は今のところ

ございません。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。通報先は市役所

だとか、消防、民間、豊見城市社会福祉協議

会等も含めてこの連携体制というのは整って

いるのでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時53分） 

再  開（14時53分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 こちらのほうの通報システムにつきまして

は、ご本人の緊急連絡先として指定しており

ます。その中で、豊見城市社会福祉協議会と

の連携というのはやってございませんけれど

も、社会福祉課のほうで所管しております地

域見守り隊という事業がございまして、その

中では豊見城市社会福祉協議会と連携をして

対応しているということでございます。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ちょっと質問の仕方が悪くて、今回のシス

テム以外にも、この高齢者の孤立化防止の観

点から、このシステム以外にも見守り施策等

があれば、これについては、例えば先ほど

おっしゃった地域包括支援センターと豊見城

市社会福祉協議会との関わりの中で、どうい

う取組をしているのかお願いします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 緊急通報システム以外の見守り施策につき

ましては、地域包括支援センターによる介護

予防把握事業で、75歳以上のひとり暮らしの

高齢者や高齢者世帯を対象に職員が自宅を訪

問し、生活状況の確認や困り事などを伺い相

談窓口の周知を行う見守りと、食の自立支援

事業とした配食サービスがあり、対象となる

高齢者の方へ食事を配達し、配達員による安

否確認を併せて行う見守りを行っております。

これからも高齢者の皆さまが住み慣れた地域
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で安心して生活できるよう、先進自治体等の

事例も参考にしながら、庁内の関係部署と連

携し、検討してまいりたいと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。地域包括支援セン

ターなどは、民生委員、介護サービス事業者、

社会福祉協議会などと連携して、高齢者の情

報の共有だとか、孤立や閉じこもりの早期発

見と支援を行っていることと思います。また

配食、宅配サービスなどの民間企業や団体が

参画し、見守りの目を何層も重ねることで、

社会全体で見守り体制を構築していく。この

ことが大事だと思います。先ほど部長がおっ

しゃいましたが、豊見城市社会協議会におい

ても、地域見守り隊活動が現在11団体も参加

しているということで、このような皆さんと

の連携強化も今後進めていくという点で、例

えば社会福祉課が中心になって、そういう協

定を行っている皆さんと定期的な意見交換の

場を設けることも必要ではないかなと思って

います。内容としてはこういう現状把握、通

報があったこういう事例だとか、あとは見守

り活動をする中での改善点をこういう団体が

いろいろ意見交換をしながら共有していくと

いうことも必要ではないかと思いますので、

こちらは提言として、今後検討していただけ

ればと思います。 

 次の質問に移ります。(2)子育て支援施策

について。 

 ①年少人口率全国市区で日本一である本市

の子育て支援施策の内容をお伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 本市では、全ての子どもと子育て家庭が安

心して暮らせるよう妊娠期から子育て期まで

一貫した切れ目のない支援と伴走型支援を柱

として様々な施策を推進しております。その

中核として、令和７年４月には保健、医療、

福祉の専門職が連携する「こども家庭セン

ター」を設置し、保健師、助産師、家庭児童

相談員などが妊産婦や子育て世帯の出産や育

児に関する悩み、不安に寄り添い、きめ細や

かな支援を実施しております。具体的には、

妊娠期から出産期にかけては、妊娠届出時の

面談を通じて妊婦の方々の希望や専門職の気

づきに基づいたサポートプランを作成し、妊

娠中から電話や面談による随時相談を通じて、

きめ細やかな支援を行っております。出産後

は、全ての乳児がいるご家庭を訪問し、育児

に関する情報提供や相談を行う「こんにちは

赤ちゃん訪問事業」を実施し、また産後の母

子の心身のケア、授乳指導、育児支援を行う

産後ケア事業を通じて、産後うつの予防等、

子育て支援に努めております。乳幼児期にお

いては、４か月児健診、７か月児健康相談、

10か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健

診といった定期的な健康診査を実施し、乳幼

児の疾病や障害の早期発見、早期治療、保健

指導、発達相談を行い、お子様の健康増進と

保護者への子育て支援を行っております。さ

らに母子保健事業を通じて、養育上の課題等

が把握されたご家庭に対しては、保健師と家

庭児童相談員などが連携し、策定したサポー

トプランに基づき、養育支援訪問事業や子育

て世帯訪問支援事業などを提供するなど、必

要な支援を継続して行っております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。答弁としては、

主に乳幼児、産後ケアから子育て支援、相談

体制、そういう面についての取組についてお

答えをしていただきました。ちょっとこの質

問の聞き方も私のほうも少し難しいような質
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問の仕方ではありましたが、今答えていた面

については、他の自治体でも多く取り組まれ

ていることで、豊見城市でもこれは必要なこ

とだと思います。例えば、次に今は相談体制

だとか、そういうケアをするという取組でし

たけれども、例えば、子どもの多い本市にお

いて経済的な負担の軽減をするようなこうい

う事業については、どうでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（15時01分） 

再  開（15時01分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 経済的な部分での支援ということですが、

今回、補正予算にも上げていますように物価

高騰の児童扶養手当対象者への１万円の給付

ということについては、今回実施している状

況でございますので、そういう支援を通じて

しっかりサポートがまたできればということ

を考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 ②県内の子育て支援施策の状況についてお

伺いします。 

 (ｱ)学校給食費無償化の状況についてお伺

いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 令和７年６月５日の新聞報道によりますと、

沖縄県内市町村における学校給食無償化の状

況は次のとおりと聞いております。市町村立

の中学校で学校給食費を無償化している市町

村は27市町村。全体の65.8％になっておりま

す。小学校では23市町村、56.1％。また小・

中学校の両方で無償化しておりますのは、23

市町村ということであります。中学校で保護

者負担額が最も高いのは、月額3,050円の宜

野湾市です。次いで、3,000円のうるま市、

豊見城市、石垣市、南風原町となっていると

ころでございます。小学校では補助率が８％

から50％未満の自治体が５市町村。豊見城市

は43％でありますが、ちょうど50％のところ

が10市町。そして、60％から75％のところが

２市村となっております。補助がないところ

につきましては、沖縄市ということになって

おります。保護者負担額は、月額4,700円の

読谷村が一番高く、次いで4,500円の沖縄市、

南風原町、中城村だと報じられております。

また、沖縄市、石垣市、中城村、竹富町の４

つの自治体では、第３子以降を無償化してい

ると報じられているところでございます。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 次に、(ｲ)こども医療費助成制度の状況を

伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 こども医療費助成制度の状況につきまして

は、令和４年４月１日より沖縄県こども医療

費助成の通院対象年齢を中学校卒業まで拡充

したことに伴い、本市においても県に合わせ

て対象を中学校卒業まで拡大いたしておりま

す。令和７年度現在、県内において高校卒業

までは対象とした医療費無償化を実施してい

る自治体につきましては、41市町村中24の市

町村が実施をしております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 今学校給食費と高校卒業までのこども医療

費助成制度の県内の状況についてお答えいた

だきました。本市は、やはり子どもの多い市

ということで、令和７年度施政方針の中でも
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触れられています。ちょっと読み上げますと、

本市は、全国市区において年少人口比率が最

も高い自治体であり、今後においてこどもに

対する施策は重要な事項でありますと触れら

れています。私も同意見でありまして、やは

り子どもが多いこのまちで本当に安心して子

育てができる、この市をしっかりと目指す必

要があると思います。今日午前中川満玄治議

員もこのような質問をしていただいて、私も

とても共感するところでありますが、物価高

騰の中で子育てをする皆さんの負担が本当に

大きくのしかかっています。本当にこれは

待ったなしであります。そういう面でいうと、

やはり学校給食も国や県がやらないといけな

いとありますけれども、医療費もそうです。

ただ、やはり市として、国や県がやるまでの

間、市がやはり子どものためにしっかり頑張

りたいというようなそういう姿勢を示すこと

が私も必要ではないかと思いますが、今後、

次年度に向けて学校給食費にしろ、医療費助

成にしろ、今後、今以上の負担軽減を進め

ていく、そういう考えはありますでしょう

か。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 給食費についてお答えをいたします。 

 確かに負担感のあることは理解をしている

ところでございますが、今かねてより申し上

げますとおり、市の財政状況や国や県の動き

を見ながら今後給食費については、考えてい

く必要があるだろうと思っております。本市

におきましては、栄養充足も含めて、かねて

より単費で支出をしながら給食費を支えて、

現時点では県内でも栄養価の高い給食を、安

心安全な給食を提供しているというふうな自

負を持っているところでございます。給食に

関してさらに申し上げますと、今教育委員会

としての課題としては、給食センターの建て

替えも含めて、そういう大きな枠の中で学校

給食全体のコストを考えていく必要があると

思っております。本来、市が持つべき責任の

範囲内をまず全うした上で、保護者負担の軽

減等に進むのが筋であろうと教育委員会とし

ても考えております。もし仮に全額無償化を

市として取り組むとなりますと、県の補助を

除いても４億円弱の単費が必要となってまい

ります。やはりそこを支える今財政力が本市

にはないということも、難しいということも

事実でありますので、そこもご理解いただけ

たらと思っています。いずれにしてもそうい

う状況を踏まえて、本市としては教育委員会

としてもなさねばならぬこともＩＣＴ化、Ｇ

ＩＧＡスクールも含めて進めておりますので、

そういう中で考えてまいりたいと考えており

ます。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 それではお答えします。 

 高校卒業までの医療費無償化の実現という

ところなのですが、我々の部分についても当

然、継続して支援していくためには、財源の

確保というところが大きい課題かと考えてお

ります。今後も沖縄県市長会等を通じて国や

県へ要請を行いながら、この件は検討してい

きたいと考えております。 

○（５番）新垣龍治議員 －再質問－ 

 学校給食費についても、国の事業の制度化

も含めて可能性は高くなっていると思ってい

ますので、ぜひ前向きに頑張ってください。

よろしくお願いします。終わります。 

○ 議長 外間 剛 

 以上で本日の日程は、全部終了いたしま

した。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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 なお、次の本会議は９月17日、午前10時開

議といたします。お疲れさまでした。 

 

散  会（15時08分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署

名する。 

 

豊見城市議会議長  外 間   剛 

 

署名議員（17番）  大 田 善 裕 

 

署名議員（18番）  楚 南 留 美 
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令和７年９月17日（水） 
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 本会議の次第 

○ 議長 外間 剛 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開  議（10時00分） 

 議事日程の報告であります。本日の議事日

程は、あらかじめお手元に配付したとおりで

あります。 

────── ◇ 日程第１ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第１、会議録署名議員の指名でありま

す。 

 会議規則第88条の規定により、本日の会議

録署名議員に大田正樹議員、赤嶺吉信議員を

指名いたします。 

────── ◇ 日程第２ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順により順次質問を許します。 

── 通告番号６（12番）波平邦孝議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 はじめに、波平邦孝議員の質問を許します。 

○（12番）波平邦孝議員 －登壇－ 

 おはようございます。会派城の風、波平邦

孝です。一般質問２日目、元気よく務めてい

きたいと思います。 

 先日より議員の皆様から、沖縄尚学高校へ

の優勝おめでとうという言葉もありましたし、

そのままスルーしようと思ったのですが、私

が触れないことには始まらないかと思いまし

て。昨日川満玄治議員からも２週間というこ

とがあったのですが、実際は１週間なのです

が準々決勝から滞在しまして、ＯＢ会の役員

として、しっかりと選手のサポートを含めて

現地で日に日に選手の目の色が変わって、必

ず深紅の大優勝旗を持って帰るんだという熱

い思いをひしひしと伝えていただきながら、

我々もしっかりと最後まで現地で見届けるこ

とができて、大変誇りに思います。何が言い

たいかというと、決勝が終わった瞬間に徳元

市長にお電話させていただきまして、９名の

レギュラーの中に２名豊見城出身の選手がい

ますと。それはもちろん市長も存じていまし

たけれども、すぐに優秀報告会の段取りをし

ましょうということで市長の即決のご判断も

いただきまして、担当課の皆様にもご尽力い

ただきながら、去る先週ですか、あのような

盛大な会を開いていただき、ＯＢ会を代表し

ましてありがとうございます。保護者の熱気

も含めて、これもスポーツが持つ力、県民に

勇気と感動を与える。この戦後80年という節

目の年に、沖縄県代表がしっかりと優勝した

という意義深いところもありますので、豊見

城市の多数輩出している多くのプロ選手並び

に、このような未来有望な選手たちのために

しっかりとスポーツ振興に引き続き汗をかい

ていきたいと力強く決心したところでござい

ます。引き続き、よろしくお願いいたします。 

 それでは通告に従いまして、一般質問を始

めさせていただきます。 

 (1)教育行政について。 

 ①児童生徒の県外等派遣費補助金制度につ

いて以下をお伺いします。 

 (ｱ)過去３年間の利用状況と予算執行状況

をお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 おはようございます。それではお答えしま

す。 

 生涯学習振興課のほうで補助を行っている

部分におきまして、豊見城市児童生徒のス

ポーツ及び文化活動派遣費補助金の過去３年
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間の利用状況と予算状況につきましては、令

和４年度の件数が101件、補助額が1,057万54

円、令和５年度の件数が116件、補助額1,080

万8,892円、令和6年度の件数が119件、補助

額1,722万255円となっているところでござい

ます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 ここを触っておきたいのですが、令和６年

度が過去最高の補助額となっておりますが、

その要因をお伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 最高額となっていることにつきましては、

推測にはなりますが、議員がご指摘になって

いるように子どもたちの意欲が向上したこと、

あとは中学校の部活動からクラブチームへの

移行及び大会派遣が増加したことなどが補助

額の増加につながっているものと考えている

ところでございます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 クラブチームを含めて、また地域移行の展

開とかもあると思いますので、今後とも引き

続きよろしくお願いいたします。 

 (ｲ)特に経済的に困難を抱える世帯への重

点的な支援について本市の考えをお伺いしま

す。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 特に経済的に困難を抱える世帯の児童生徒

が、県外での貴重な体験を積む機会を失わな

いように支援することの重要性につきまして

は、本市といたしましても十分理解をしてい

るところでございます。本市では、経済的な

理由により就学が困難な児童生徒に対し、義

務教育の円滑な実施を目的とした就学援助制

度を導入しております。この制度は学用品費、

給食費、修学旅行費など学校生活に必要不可

欠な経費を支援することで、経済的に困難を

抱える世帯の子どもたちが安心して学び続け

られるよう支援を行うものであります。一方、

児童生徒のスポーツ及び文化活動派遣費補助

金制度につきましては、本市の子どもたちが

部活動や学校外でのスポーツや文化活動を通

じて県外での多様な経験を積み、その能力を

一層伸長させることを奨励し、活動を支援す

ることを目的としております。この制度は、

義務教育の機会均等を保障する就学援助とは

趣旨が異なりまして、特定の活動に対する奨

励的、発展的な支援だと理解しております。

ご提案の経済的に困難な世帯への重点的な支

援を検討するに当たりましては、制度設計上

幾つかの慎重な議論が必要であるものと考え

ております。例えば現在の補助金制度の件数

が多い中で、経済状況に応じた補助額の算定

やその後の確認作業は、現在の制度に比べ事

務処理が複雑化することでありますし、行政

コストの増加や申請される世帯の手続負担増

にもつながるという課題もございます。また、

同じチームや団体に所属する児童生徒の中で

の経済的な困難な世帯とそうでない世帯との

負担額に差が生じることに対する公平感の課

題、また、そこを明らかにする中で手続する

ことでの児童生徒への影響も課題としてある

ものと考えております。もっとも公的な費用

負担の妥当性について判断が求められる認識

ということはございますので、その点も踏ま

えて、これらの課題を多角的な視点から慎重

に検討し、他の自治体の事例も参考にしなが

ら、今後の施策の在り方について様々な可能

性を探ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 
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 そこなのです。就学援助とは趣旨が違うと

いうところで、重点的な支援については私の

ところにも様々なご相談があるのが現状でご

ざいます。今答弁にありましたように、例え

ば同じ団体に所属する児童生徒の中で負担額

に差が生じたり、例えば公平・公正に行くと

いうところの問題もあります。課題も恐らく

多くあるので慎重な議論が必要なのはもちろ

ん理解しておりますので、今後このようなご

相談あった場合には柔軟な対応を求めていき

たいと思っていますが、その辺はいかがで

しょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 確かに議員がご指摘のとおり、そういう世

帯があって、そこをどう支援していくかとい

うことについては部内のほうでも検討を進め

てまいりますが、同一の枠組みの中で実施す

るとなると、先ほど申し上げたような課題が

あることも事実でありますので、別立てでで

きないかとか、どのような形で就学援助世帯

であるかどうかということを明らかにせずに

支援ができるのかという視点で調査検討を進

めてまいりたいと思っております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 教育部長、ありがとうございます。引き続

き、よろしくお願いいたします。 

 (ｳ)現在１選手２回までという助成ルール

の緩和が必要であると過去に何度も提言をさ

せていただきました。その後の進捗状況をお

伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 豊見城市児童生徒のスポーツ及び文化活動

派遣費補助金の交付が受けられる回数につき

ましては、原則として同一年度につき２回を

限度としているところでございます。一つの

大会において県大会、九州大会、全国大会へ

と上位の大会に派遣されるまでに、ここは通

算して１回とカウントし、多くの機会が得ら

れるように現時点では対応しているところで

ございます。同一年度につき２回の補助金の

制限については、子どもたちが活躍できる場

が増えるように財源の確保に努め、制度の拡

充に向け検討する中でどのような拡充が可能

か、検討を進めてまいりたいと思っておりま

すが、一番は財源の問題です。あと、事務体

制の議論も併せて検討する必要があるものだ

と考えているところでございます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 この問題は、以前から多くの市民の皆様か

らもご相談がありますし、私のほうでも何度

も何度も議場において、また窓口とかでもい

ろいろと議論をさせていただいております。

冒頭申したように、子どもたちの可能性は無

限大ですし、何をきっかけに開花するか分か

らない。その辺、未知数の部分も多くあると

思います。ですから、この多くの機会を、

チャレンジの場を行政として緩和していただ

き、チャンスを与えていくべきだと強く私は

考えております。複数回申請できるような制

度設計の見直しについて、教育長の見解をお

伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員のご指摘については重く受け止めてお

りますので、おっしゃるとおり、子どもたち

が活躍できる場面をどのようにつくっていく

ということが教育委員会の大きな使命だと考

えております。財源確保も含めて、また規制

緩和も含めて検討を進めてまいりたいと思っ

ているところでございます。 
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○ 教育長 赤嶺美奈子 

 お答えいたします。 

 本市の児童生徒は7,500名在籍していまし

て、多彩な児童生徒がたくさんいます。その

子どもたちが国外を含めて国内、多くの場面

で活躍できるよう、チャレンジの場を広く設

けてあげたいと私は考えております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 教育長、ありがとうございます。引き続き、

よろしくお願いいたします。 

 ②に行きます。この質問に入る前に、出前

講座に関しては、議会事務局長よりしっかり

とご指導をいただきながら、議会主体で進め

ていく必要があると。それをもちろん理解し

た上で、将来的な主権者、教育の観点からも

ご質問をさせていただきます。 

 ②沖縄県議会の事例を参考に、本市議会に

おいても児童生徒と直接対話を行う「出前講

座」の取組を教育委員会と連携し、未来に向

けて展開をしていく必要があると強く考えま

すが、当局の見解をお伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員ご提案の議員の皆様と直接対話できる

出前講座につきましては、特に中学校の公民

においては地方自治の基本的な考え方、地方

公共団体の政治の仕組みなどを学びますので、

本講座は生きた教材として大変有意義な学習

機会の一つになるものと捉えているところで

ございます。教育委員会といたしましても、

議会の皆様が主体となってご検討を進められ

るということであるならば、本講座が児童生

徒にとって実り多い学びの機会となりますよ

う、できるだけ連携を図りながら学びにつな

げるような取組としていきたいと考えており

ます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。本日私のところに、

８月からの夏休み期間を利用しまして、学生

インターンシップのメンバーが傍聴に来てい

ただきました。恐らく私の真面目な姿を見る

のは初めてかもしれませんけれども、少しで

も議場の雰囲気、議会・行政とは何か感じて

いただけると幸いだと感じております。 

 今回の②ですが、学生インターンシップの

皆様から意見を募り、通告をさせていただい

ております。皆様からは、小中学生の頃から

このような議員、そして政治家と言われてい

る皆様との様々な意見交換ができていたら

もっとよかったとか、幅が広がったとか、例

えば議員を身近に感じることで自分の街の在

り方、市町村の在り方、そして沖縄県の未来

を真剣に考えていくきっかけにもなるのでは

ないかと、力強いお言葉をいただております。

今後については、豊見城市の児童生徒のみん

なのためにしっかりと実現してくださいと、

力強く背中も押してもらっていますので、も

ちろん議会主導で、主体でしっかりと取り組

んでいくというところも認識しながら、我が

市にも市内に８小学校、４中学校、計12校あ

ります。与野党問わず、市議会議員21名です

けれども、しっかりと各小中学校に振り分け

て出前講座を行うということは大変意義深い

ことだと私も思っております。また、児童生

徒においても、しっかりと実りの多い学びの

機会、先ほど答弁いただいたようになれるよ

うに、我々もやるとなったら先輩方と相談し

ながら本気で取り組んでいきたいと思ってい

ますので、そこに向けて教育委員会としても

同じベクトルで進んでいただけたらと思って

おります。教育長、見解をお伺いします。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 
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 お答えいたします。 

 生徒と議員が直接対話を通して政治につい

て学ぶということは、大変意義深いことだと

思っております。また、学習指導要領の社会

科、公民的分野において、政治参加や主権者

としての自覚を育む学びに直結してつながる

と思っております。また、18歳選挙権が実現

した今、子どもたちにとって政治を自分事と

して捉える大変すばらしい機会になると思っ

ております。また、波平邦孝議員は地域の子

どもたちと昨年は力士を学校現場に派遣して、

子どもたちに本物の力士と学ぶ体験をさせて

くれたり、先日の沖縄尚学高校のお祝いの場

を設けるという、すごく魅力的な活動を地域

でされておりますので、そのような議員に魅

力を感じて、今日インターンシップでも傍聴

にいらしておりますが、議員自らすばらしい

政治を教えてくれる先生になるのではないか

と期待をしております。教育委員会といたし

ましても、学校教育の充実と未来を担う子ど

もたちの成長につながる取組だと期待してお

ります。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。今政治に携わる者

の一人として精進していきたいと。いい背中

を学生たちに見せられるように、引き続き頑

張っていきたいと思います。また、出前講座

に関してもいろいろと議論を進めていきたい

と思っています。よろしくお願いいたします。 

 (2)スポーツ振興について。 

 ①昨今、目覚ましい活躍を見せる豊見城の

子どもたちと保護者の皆様の負担を軽減する

ためにも、「新スポーツ基金」を創設し、未

来へと投資していく必要があると過去に提言

させていただきましたが、その後の進捗状況

をお伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 スポーツで目覚ましい活躍を見せる子ども

たちの活躍の支援につきましては、現在本市

では、先ほど来議論になっております選手派

遣費の支援をしているところでございます。

議員ご提案の新スポーツ基金につきましては、

昨年度の議会におきましても使途の明確化、

財源の確保や執行体制、事業内容を定めて効

果的な事業展開をする必要があるとして、既

存の人材育成基金とのすみ分けやその他の調

整事項等を踏まえて慎重な検討が必要である

と答弁させていただいたところでございます。

議員ご質問の進捗状況につきましては、実際

は人材育成基金の控えになるようなものだと

思っております。また、派遣費が現在一括交

付金を主な財源としておりまして、また、そ

の多様な基金が設置され、その中に寄附も分

散されている状況で、その積立額も含めて課

題がある状況です。それらの財源的な課題等

をクリアしながら、より支援に特化できるよ

うなスポーツだけでなく文化も含めた支援が

できるような基金については、今後引き続き

検討を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 再質問に入る前に、毎年大変ありがたいこ

とに、今教育部長がおっしゃったように次代

を担う人材育成の資金に充てるために、この

人材育成基金にご寄附いただいている皆様に

感謝を申し上げます。過去に私、スポーツ基

金をご提案させていただておりますが、以前

も伝えたのですが、今ある人材育成基金と財

布を別々にしてほしいと訴えているわけでは

なくて、冒頭申したようにスポーツがバー

ンっと盛り上がっている我が市はもちろんで
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すけれども、そのままの状況の中でこのタイ

ミングでのいわゆる名称変更、さらにはより

寄附金が集まる可能性がある周知の仕方をト

ライしてみてはいかがでしょうかというご提

言でございます。この基金をさらにパワー

アップした形でリニューアルしていくべきだ

と強く感じております。例えばパッケージを

変えることで多くの個人、企業、そしてス

ポーツ団体から寄附を募って、先ほど教育部

長もおっしゃったのですが、県外派遣費の補

助にもつながっていくのかと思っております。

未来の子どもたちのために投資をしていく必

要があるのではないかと思っております。 

 さらに、先ほど教育部長の答弁にもありま

したが、スポーツ分野のみではなくて、しっ

かりと文科系への投資も私は必要だと思って

おりますので、名称は置いておいて、改めて

新スポーツ文化基金というご提案なのですが、

市長はいかがでしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 申し訳ありません、お答えいたします。 

 基金につきましては、人材育成基金は、確

かにご指摘のとおり内容が分かりづらいとい

うことや、現在の活用状況について、ほかの

方々、市民の方々、もしくは寄附をする方に

も伝わりづらいというところがございます。

ご指摘のとおり、名称についてはキャッチー

なものが寄附を呼び込むのに非常に有効だと

いうことであるならば、そこを検討した上で

名称変更も含め検討もしていきたいと思って

います。当然、その中に財源の確保や寄附額

の増加も含めたそういう動かし、また市長の

施策の中でスポーツコンベンションを深く取

り組んでいくということで新部署も設置され

ておりますので、そことも連携をしながら、

そういう呼び水になるような形での検討を進

めてまいりたいと思っております。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 この新スポーツ基金なるものの名称という

ものに関しては、スポーツを盛り上げるため

にやっていく必要があるだろうと、私も過去

に議員時代には質問させてもらったこともあ

りますし、思いは一緒であります。今、我が

市が持っている全ての基金もあるのですが、

進化をさせないといけないと思ってもいます

し、今教育部長が答えたとおり、その検討に

も入りだしているところであります。ですの

で、当然スポーツだけではなくて、文化面で

も頑張る子どもたちの背中を押すこともまた

一つ、あるいはスポーツコンベンションから、

国外からでも国内からでもいろいろなスポー

ツコンベンションが展開できるような状況に

もなっていますから、その部分で活用できる

基金にもしていきたいと思いますので、また

具体的な検討をさせていただきながら、しっ

かりと結果を出していきたいと思います。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 市長、力強いご答弁ありがとうございます。

我が市には、もちろん野球面で行くと日本ハ

ムファイターズの開幕投手を務めました金村

尚真投手、さらにはオリックス・バッファ

ローズの大城滉二選手、宜保翔選手、そして

昨日も赤嶺吉信議員からもありましたように、

世界陸上の男子幅跳び日本代表津波響樹選手、

さらには、バスケットはもちろん市長はご存

じだと思います。サッカーももちろん吉濱智

也議員とかも含めて多数プロアスリートを輩

出している市だと自負しております。ですか

ら、このような選手たちに郷土愛を持ってい

ただくような取組を行政として強く進めてい

くべきだと私は強く感じております。ですか
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ら、例えば市長表敬訪問の際に関係者を通し

ながら、すかさずというか、担当課のほうか

らも、「未来の子どもたちにこのような基金

がありますけど、投資はどうですか」とか、

そのような取組をすかさずでいいんですけれ

ども、表立ったらまた変に思われてもいけな

いので、そういう未来への投資というところ

をしっかりテーマにして、セットで展開を進

めていってほしいと思っていますので、これ

は要望としてお伝えしておきます。よろしく

お願いいたします。 

 ②現役選手や元プロ選手の力を活用し、多

くの子どもたちに夢と希望を与える「スポー

ツ教育」を継続的に展開する仕組みを構築し

ていく必要があると強く考えますが、当局の

見解をお伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員ご質問のスポーツ教育でございますが、

これまでにプロや元プロ選手に触れる機会と

いたしまして、一昨年12月27日に県出身のプ

ロ野球選手らでつくるプロ野球沖縄県人会主

催の野球教室が与根漁港多目的広場で開催さ

れたほか、去る令和７年８月15日には、豊見

城市バスケットボール協会主催によるバス

ケットボールクリニックにおいて、元プロバ

スケットボール選手を招いて豊見城中学校に

て開催されております。このようにスポーツ

のプロ選手や元プロ選手に触れることで、子

どもたちの成長につながる部分があるものと

考えておりますので、継続的に展開する仕組

みの構築について、スポーツ少年団や体育協

会、その他各種団体とも連携しながら、可能

な限りそういう場をつくれるような取組をし

ていきたいと考えているところでございます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 今ご答弁にありましたように、私はこれま

で一昨年のプロ野球教室、与根多目的広場で

やりましたが、それも含めて市長から引き継

ぎました伊勢ケ浜部屋の嘉数公民館合宿。今

現在覚えていますか、市長、副市長、教育長、

伊勢ケ浜部屋で一緒に写真を撮られていた伯

桜鵬関、当時まだちょんまげも結えなかった

草野関というのは、今幕内上位で戦っており

ます。伊勢ケ浜部屋というのは、今日本でナ

ンバーワンの部屋ですし、そういうメンバー

が嘉数公民館で合宿していただいたというの

は、また改めてすごいことだったと思います

し、それも含めて先日の沖縄尚学高校野球部

の優勝報告会も含めて、私は冒頭申したよう

に、スポーツ振興に本気で取り組んでいくと

いう決意と自負もあります。ですから、この

多くの子どもたちの笑顔を目の前で見てきま

した。やはり子どもたちに何か感じてほしい、

将来に何かきっかけを与えてほしいというと

ころで、今我々でできることを全力で、多く

のご縁をいただきながら、しっかりと豊見城

市の子どもたちのために還元できるような仕

組みを今後も展開していきたいと強く思って

おります。11月には卓球の元プロ選手も市民

体育館でいろいろとスポーツ教室を予定して

いるところですが、このような多岐にわたる

継続的に展開する仕組みの構築を含めて、新

設した政策推進課のスポーツ推進班を中心に

展開していくべきだと強く思っております。

その辺はいかがでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時26分） 

再  開（10時27分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 
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○ 企画部長 翁長卓司 

 今年度より設置されました政策推進課、そ

の中にスポーツ推進班が設置されております。

その中で各種団体のスポーツコンベンション

を含め、適切に対応できるように実施してい

きたいと考えております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 引き続き、よろしくお願いいたします。 

 (3)瀬長島について。 

 ①本市が誇る観光地、瀬長島の高度化へ向

けて、市長が描く今後の展開を具体的にお伺

いします。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 瀬長島は昭和52年の返還以降、昭和57年の

瀬長島開発基本計画の策定を皮切りに、瀬長

島野球場や瀬長島サンセットパーク、そして

空の駅瀬長島物産センターの整備を行ってま

いりました。平成16年には、沖縄振興特別措

置法に基づく観光振興地域「エアウェイリ

ゾート豊見城」に指定され、瀬長島開発計画

は一気に進み、民間による温泉を活用した宿

泊施設の立地が進み、多くの来島者でにぎわ

う魅力的な観光拠点として発展を遂げており

ます。週末に野球でにぎわっていた瀬長島は、

市民と観光客でにぎわう島へと変わり、瀬長

島を取り巻く環境は、時代の変革とともに大

きく変化をしております。年間の来島者数は

今後も順調に増加し、令和13年には年間来島

者数が約290万人から316万人になると推計を

されております。現在、瀬長島ホテルとウミ

カジテラスを拡張する計画を民間事業者と進

めており、私の掲げる「新たな富を生み出す

まちづくり」の実現に向け、鋭意取り組んで

まいりたいと考えております。その末には、

もちろんそこで得た富に関しては市民還元を

するというような、そういう拠点をつくれる

島づくりを考えていきたいと思っています。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 拡張するウミカジテラス、さらには瀬長島

ホテルの開業時期をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 まず、ウミカジテラスにつきましては、令

和９年度からの開業を目指しているというこ

とであります。瀬長島ホテルにつきましては、

令和10年度からの開業を目指していると伺っ

ております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 市長、この瀬長島ですが、特に野球場です

けれども、各地域、市内外問わず「瀬長島野

球場がなくなるよ」という噂が出回っていま

す。その辺の現状はいかがですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 地域の少年野球の監督や保護者の間で、今

年度で瀬長島野球場がなくなってしまうとい

うような噂話が出ていることについては確認

をしておりますが、「そのようなことはござ

いません」ということを強く申し上げたいと

思います。本市としましては、今年度末に瀬

長島野球場の代替地案を市民の皆様にお示し

して、代替地の整備期間中に瀬長島野球場が

全てなくなるようなことがないように取り組

んでいく所存でございます。しかしながら、

先ほど市長から答弁がありましたように、瀬

長島の来島者数は今後も順調に増加すること

が推測されております。駐車場の点在や駐車

場不足による野球場利用者や観光客等の来島

者の利便性の低下による瀬長島の価値の低下

が懸念されますので、瀬長島観光拠点機能強

化計画で策定したような集約的な駐車場の整
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備を暫定的に進めさせていただきたいと考え

ております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 瀬長島野球場ですが、民生安定費、いわゆ

る防衛予算を投じて整備してきた流れがあり

ますけれども、今おっしゃるように集約駐車

場を例えば整備するとなった場合、補助金の

返還が発生するのか。市の見解をお伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長島野球場は平成26年に防衛省の補助を

活用し、雨水の排水工事、人工芝及び照明設

備の設置等のグラウンドの改修を行っており

ます。議員ご質問の集約駐車場の整備につき

ましては、整備のタイミングを見て、防衛省

と補助金の返還の有無について協議をしてい

きたいと考えております。なお、一般論とい

たしましては、補助金の返還が発生する場合

は物件等の残存価格に係る補助金相当額を算

定して返還するという流れになることが想定

されております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 瀬長島というのは、今や来島者数も増加し

て、観光客の皆様が行きか帰りに必ず立ち寄

るという場所にもなっている本市の誇る立派

な観光地でございます。ですから、今後さら

なる高度化を進めるに当たっては、必ずセッ

トで丁寧な説明が求められると思いますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

 ②瀬長島野球場について、代替地整備検討

業務の取組状況を具体的にお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長島野球場代替整備検討業務につきまし

ては、令和６年度末に公募型プロポーザル方

式により公募を開始し、５月に企画提案書の

審査を終了して、６月に委託業務の契約を締

結しております。業務の内容としましては、

先進事例及び自治体等の情報収集、代替候補

地の設定、代替候補地の評価基準の設定、評

価基準に合わせた各候補地の状況の整理、代

替候補地の優先順位の設定、優先地区におけ

る配置計画の検討、事業化に向けた課題の整

理、代替地検討計画の整備による施策推進の

支援となっており、９月中の検討委員会の開

催に向けて鋭意取り組んでいるところでござ

います。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 瀬長島野球場の年間利用者数とか月別の利

用状況については、質問取りのときに聞くこ

とができたのでいいのですが、基本的に代替

地には、現在４面球場を整備するという理解

でいいのか。見解をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長島野球場代替整備検討業務では、市内

のスポーツや土地利用施策を推進する上で参

考となる先進事例の情報収集を行いつつ、他

団体の取組も確認していきます。また、瀬長

島野球場の利用状況等を踏まえた、軟式また

は硬式に対応した球場の必要性の検討や、球

場の数及び球場の規模等の整備方針を検討し

ていきたいと考えております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 野球場ですから、野球関係者へのヒアリン

グを踏まえて検討するのか。併せて、このヒ

アリングを行うとすれば、どういう方々へ行

うのかお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 野球関係者へのヒアリングにつきましては、
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実施していきたいと考えておりまして、その

ヒアリングの対象としましては、市のスポー

ツ少年団、体育協会、島尻地区中学校体育連

盟の野球専門部、沖縄県野球連盟等を想定し

ております。また、一般市民の利用者などへ

のアンケート調査もできないかも含めて、委

員会の中で議論をしながら進めていきたいと

考えております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 先ほど市長から、今年度内に代替地を決定

したい旨の答弁があったと思います。いつ頃

対外的にリリースしていくのかお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長島野球場代替整備検討業務の履行期間

は今年度末としておりますので、来年３月頃

を目指して取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 瀬長島というのは、いろいろ歴史をたどる

と市民の憩いの場というところもありました。

その辺の認識も含めて、今後展開を進めて

いってほしいと思います。まだまだやりた

かったのですが、時間がないので宜保龍平議

員が明日質問すると思いますので、そこに引

き継ぎたいと思います。 

 (4)福祉行政について。 

 ①児童発達支援センターの設置について、

進捗状況をお伺いします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 令和６年第５回市議会定例会において、波

平邦孝議員より児童発達支援センター未設置

に関するご質問をいただいております。議員

ご質問の児童発達支援センターの設置につき

ましては、現在地域資源である民間事業所を

活用し、中核機能強化事業所として、委託に

よる児童発達支援センターの機能を持った拠

点設置に向けて検討を進めているところでご

ざいます。今後においても地域全体の障害児

支援体制の充実強化を図るため、国が示す令

和８年度末までの整備に向け、取り組んでま

いりたいと考えております。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 今、福祉健康部長から答弁いただいたよう

に、昨年の９月にも同様の質問をさせていた

だきました。その際に、児童発達支援セン

ター未設置の本市においては、設置までの間、

関係機関の連携の下、児童発達支援センター

の中核的な支援機能と同等の機能を有する体

制の整備、もしくは委託する必要があるので

はないかとか、いろいろとご提言させていた

だきました。今の答弁でもいろいろと見えて

きて、調整の段階でもお話をさせていただい

たのですが、行政主導の箱物といいますか、

そういうのは財政面を含めても現実的ではな

いというところもお互いで認識しているとこ

ろでございます。中核的な支援機能を有する

体制を整備するというところで、国が指針を

示している令和８年度末にはしっかりと間に

合うという認識でよろしいでしょうか。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 第３期の障害児福祉計画の中でも、令和８

年度末までには施設を設置していくというこ

とでしっかりと明記してございますので、引

き続き設置に向けて、鋭意取り組んでいきた

いということでございます。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 令和８年度末にしっかりと整備が間に合い

ますように、よろしくお願いいたします。 

 少し飛ばして、(5)に行きます。過去の質
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問からの進捗について、③から行きます。 

 ③６次産業化の取組について、進捗状況を

お伺いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 ６次産業化の取組につきましては、農林水

産物の生産にとどまらず、加工・流通・販売、

さらには観光との連携により地域資源の付加

価値を高め、所得向上と地域経済の活性化を

図ることにつながるものと考えております。

これまでの進捗状況といたしましては、６次

産業化に必要な知識やノウハウの習得を支援

するため、沖縄県農林水産部流通加工課が実

施する研修会等の情報提供を行い、受講を促

進してまいりました。また、商品開発や販路

開拓を支援する沖縄県の補助事業、例えば６

次産業化スタートアップ事業や地域農林水産

物活用支援事業につきましても、その活用を

推奨しております。具体的な成果としまして

は、こうした県の補助事業を活用し、本市で

バナナ栽培を営む株式会社琉球プランテー

ションズ様がアップルバナナジェラートの商

品開発を行い、今年開催された花と食のフェ

スティバルにおける島フードグランプリで奨

励賞３位を受賞され、その功績に対し、市長

表敬も行われました。同社は商品開発の成功

にとどまらず、継続的なブランディングや情

報発信にも意欲的に取り組んでおられます。

今後につきましても、市は引き続き関係機関

と連携しながら、６次産業化に取り組む意欲

ある農家等への多角的な支援を強化し、地域

農林水産物のさらなる高付加価値化と持続可

能な地域経済の発展に努めてまいります。 

○（12番）波平邦孝議員 －再質問－ 

 今後についても地域農林産物活用支援事業

や、６次産業化スタートアップ事業、これは

沖縄県の事業ですけれども、さらには農林水

産省の補助で農山漁村振興交付金、地域資源

活用価値創出対策事業等もありますので、こ

れは農家が実施主体となって進めていく補助

事業でございます。この事業はハードルは低

いと認識しております。ですから、農家の

チャレンジしたいという思いがあれば、市の

バックアップが必要不可欠だと思っています

ので、その辺りは引き続きよろしくお願いい

たします。時間がなくて今回はいろいろと割

愛させていただきますけれども、質問取りの

段階でもいろいろといい議論ができたつもり

なので、引き続きよろしくお願いしたいと

思っております。 

 私はこれまで農業振興に対して毎議会、多

く質問させていただいております。市長、そ

して担当課の皆様のご尽力もありまして、今

まで耐候性園芸施設整備事業、いわゆるビ

ニールハウスの補強改修事業とか、我が市の

誇る特産品であるマンゴーの豊見城ブランド

の確立へ向けてしっかりと調整させていただ

きました。ネーミングとか様々なＪＡとの調

整はこれからだと思うのですが、一定の芽出

しができたのではないかと思っております。

さらには、販路拡大へ向けて、先月には徳元

市長と農家の皆様とともに、関西の花とゆめ

展へトップセールスに私も同行することがで

きて、前向きな議論を重ねることができまし

た。徳元市長のトップセールスに対する情熱

というか熱い思いに、本当に心から感謝申し

上げます。今までの内容を含めて、今後の豊

見城市の農業振興の展開を描くには、確実に

６次産業だと私は確信しております。引き続

き、この豊見城市の農業振興に向けて全力投

球してまいりますので、よろしくお願い申し

上げます。 
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 これをもちまして、私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

── 通告番号７（４番）長嶺吉起議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、長嶺吉起議員の一般質問を許します。 

○（４番）長嶺吉起議員 －登壇－ 

 おはようございます。会派城の風、長嶺吉

起でございます。本日２番手、張り切って頑

張ってまいります。いつもどおり時間にも気

持ちにも余裕がないので、そのまま質問へ行

きたかったのですが、やはり昨日からの流れ

があるので少し触れさせていただきたいと思

います。 

 沖縄尚学高校、甲子園優勝、本当におめで

とうございます。今回沖縄尚学のおかげで、

すごく熱く楽しい夏を過ごすことができたと

思っておりますし、そこに本市出身の選手が

２人いるということで本当にうれしく思って

おります。今回気になって調べたことがあっ

て、実は今回沖縄尚学高校が通算30勝以上達

成したのですが、県内60校以上ある高校の中

で、市内にある豊見城高等学校が1970年代に

甲子園に通算７回出場していて、９勝してい

るんです。あの夢の舞台に「豊見城」の文字

があって、躍動していたんだということ。ま

た、勝利数でいうと県内でも５番目という記

録が残っていることに、びっくりしたと同時

にうれしく思いました。今回市内の選手が２

人いるということで、まだまだ豊見城市内に

は、過去にも言ったのですが、まだ埋もれて

いる未来モンスターがいるはずですから、そ

こを市としても、今後いつそういう未来モン

スターがいきなり表にバーンと上がってくる

かも分からないので、その発掘というところ

と、また出てきたときのサポート、支援とい

うところも含めて、今後もやっていただけた

らと思います。先ほど波平邦孝議員の質問も

あったのですが、ぜひ新スポーツ基金とかそ

ういうところも含めて、今後の応援体制を強

化していただけたらと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせて

いただきます。少し順番を入れ替えます。先

に(6)から行って、その後は順番どおりに行

きたいと思います。 

 (6)道路行政について。 

 道路除草清掃委託に関し、施工業者へ見積

り依頼をかけて請負契約から施工完了までを

スムーズに行えるように、定期的に依頼のあ

る除草箇所の年間スケジュール管理を徹底し、

事前に業者へお願いする等、管理体制の在り

方に工夫が必要だと考えるが見解をお伺いい

たします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 市内道路等の除草作業は、限られた予算の

中で通学路などを優先にしながら定期的に除

草作業を行っているところでございます。し

かしながら、ギンネムを含めた雑草は年間を

通じて成長が速く、作業が追いつかない現状

でございます。そのため年間スケジュール、

管理を含めた維持管理体制の工夫も必要と考

えていることから、今後は年間委託契約を含

めた検討を行い、良好な沿道景観形成に取り

組んでまいりたいと考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 この件について、実は過去の予算決算特別

委員会の中でたびたび指摘をさせていただい

たのですが、その時々で改善はされるのです

が、職員の異動とか年度末繁忙期というタイ
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ミングになると、どうしてもその流れが崩れ

がちになる傾向にあるので、今現在すごくス

ムーズにできているという確認は取れている

のですが、持続可能な形でその仕組みをつ

くってほしいということで質問をさせていた

だきます。 

 あまり細かいところは触れられないのです

が、議員とか市民の方から除草とか伐採に係

る相談があったところなのですが、業者に見

積もり依頼をかけて、現場での調査を終えて

見積もりが提出されるのですが、そこから２、

３か月空いて、いきなりまとめて数件の施工

依頼を、いつまでにと期限をつけて業者に依

頼をしているというところもあって、その業

者も民間業者ですから、日々別の業務と並行

してこういう対応をしている中で、行政から

の依頼をこういう急な形で迫られると、その

判断とかというのはすごく難しくて苦しいと

いう話も聞いています。ですから、道路除草

に係る予算というのは限られている中で、お

互いにどうにか安くやらないとという思いも

あって、それでも業者も安い単価で豊見城市

の道がきれいに保てるのであればということ

で苦しい中、引き受けているという現状もあ

ります。ですから、そこは様々なことを考慮

してもらって、いい形を継続してほしいとい

うところもあります。先ほどの答弁でもあっ

た年間委託契約を行うことで得られるであろ

う効果についてお伺いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 これまでは路線ごとなど個別案件の委託発

注が多く、市職員において現場確認を行い、

業者との契約締結など事務手続終了後に現場

着手に入る流れとなることから、時間的に非

効率となっております。年間委託契約を行う

ことで業者のノウハウを生かし、業務を計画

的かつ確実に実施できる管理体制の構築が図

られるものと考えております。また、市職員

の事務負担の軽減にも期待が持てるものと考

えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 年間委託にすることで課題の解決につな

がって、相互によい形になればいいのですが、

そこは両者の思惑にもずれが生じないように

年度末とか、もしくは年度初めにでも、その

委託業者の方々との意見交換の場というのを

持つことで現状のすり合わせができて、課題

も整理しやすくなると思うのですが、見解を

お伺いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 議員ご質問のとおり、年間契約を検討する

上では、業務範囲、また内容や契約期間など、

施工業者とのヒアリングは必要と考えており

ますので、できるだけ早い時期に意見交換を

行いたいと考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 先ほども申し上げたのですが、今現在はい

い流れというのはつくられていると思ってい

ますので、それをいろいろな策を講じながら

継続していけたらと思っております。 

 また、今後ですが、道路課だけでの対応と

いうところでもなく地域と共にというところ

で、自治会だったり、学校だったり、いろい

ろなところでクリーン作戦とか、そういうと

ころで皆さんも協力いただいていると思うの

ですが、そういう部分は例えば道路課が管理

して分かっている情報とか、そういうものを

様々な場面、自治会長会とかいろいろな場面

があると思うのですが、そういうところとも
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共有することで、お互いに草が伸び切った状

況にならないように、そういうところも対応

がうまくできるのかと思うので、その辺もま

た検討していただいて、よりよい市民サービ

スの向上に努めていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 次に行きます。(1)学校教育環境整備につ

いて。 

 市内小中学校における空調設備の維持管理

費（電気料金・メンテナンス費用・修繕更新

費）とその財源についてお伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 市内小中学校の空調設備に係る維持管理費

につきましては、令和６年度を例にご説明さ

せていただきたいと思います。まず、機器の

修繕・更新費用につきましては、小中学校全

体で2,444万2,638円となっております。次に

電気料金でございますが、学校施設全体の電

気料金として12校分で１億5,847万1,679円と

なっております。そこから空調に係る電気料

金を切り分けることは難しいことではあるの

ですが、仮に５月から10月の間はクーラーの

稼働期間、11月から４月は非稼働期間だと想

定いたしまして、それぞれの期間の電気料金

の差額がクーラーの使用で増加した分である

と考えますと、年間で3,310万6,399円という

ふうになります。これは１校当たりにいたし

ますと約270万円という計算になります。た

だ、この計算は使用状況や電気の価格変動に

大きく左右されるものでございますので、そ

の点はご理解いただければと思っております。

また、豊崎小学校とゆたか小学校につきまし

ては、一部ガス式の空調もあることから、空

調系統のガス使用料金として２校分で440万

9,368円となっており、先ほどの電気料金の

想定と合算いたしますと、年間で約3,750万

円程度の光熱費がかかっていると予測してお

ります。そして、これらの維持管理に係る財

源でございますが、一般財源にて対応をして

いただいているところでございます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 設備の導入に関しては国庫補助とかもある

のですが、その後の光熱費だったり、清掃費

を含む維持管理には毎年単費にて多額の費用

がかかってきて、一般財源を圧迫し続けてい

る状況があります。そんな中、今後、避難所

指定を受けている市内小中学校体育館への空

調設備の整備を検討されておりますが、将来

的にますますのランニングコストの増が見込

まれるのですが、それら維持管理に係る財源

についてお伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 維持管理に関する財源につきましては、基

本的にクーラーの更新に関しては補助事業が

あると聞いております。その部分については

補助を活用いたしますが、電気料金等につき

ましては、体育館等の整備におきましては電

気料が一部期間交付税に算定されていると

伺っております。その辺も加味しながら進め

てまいりたいと思っています。現実的には、

各学校においてクーラー以外の電気機器が大

半を占めて電気料が発生しておりますので、

使用しないときには電気を消すとか、電子黒

板を使っていないときには電源を落とす、そ

ういうまめな節電活動が電気料金の節減につ

ながるものだと考えていますので、そこは学

校現場の理解を得ながら、積極的に軽減に向

けた取組を進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 
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 ありがとうございます。 

 そこで体育館の空調設備の補助要綱ですが、

断熱性が確保されていることとあります。そ

うなってくると遮熱断熱工事を同時に行うこ

とで、少なからず電気料金を抑える効果があ

るものだと多分文部科学省は認識をしている

と思っております。ちょっと浅はかな考えな

のですが、普通教室棟においても窓ガラスに

遮熱塗装だったり、断熱フィルムを貼ると

いった策を講じて、単費で支出している電気

料金を抑えていく必要があると思うのですが、

見解をお伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 確かに現在検討しております体育館の空調

設備の整備におきましては、やはり断熱・遮

熱の措置が必須となっているところでござい

ます。ご提案のとおり、本来なら校舎全体を

遮熱するような仕組みがあれば、もっと空調

に係る費用は縮減できると理解をしていると

ころでございます。ただ、校舎におきまして

は、日差しを遮るベランダやサッシがある教

室が多く、また設置に係る費用と、その設置

したことに伴って得られる効果について、費

用対効果について慎重な検討が必要であると

考えております。引き続き、検討を進めてま

いりたいと思っております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。もちろん費用対効

果とか、いろいろ検証する必要があると思う

のですが、学校施設も災害時には避難所の一

部という認識はあるので、例えば防災減災絡

みの補助事業など、今回は校舎自体は該当し

ていないのですが、そういうのももしかした

ら今後解釈をうまいことやったりして、補助

が充てられる可能性もゼロではないのかと

思っておりますので、そういう部分を補助事

業で行って、単費で対応している電気料のラ

ンニングコストを落とすことにつながれば、

本市の一般財源の負担というのが減って別の

事業に充てることができるのではないかと

思っています。ぜひとも本格的な調査研究を

お願いしたいと要望いたします。 

 次に、(2)教育行政について。 

 ①市内２中学校の１年生を対象に実施され

る産学官連携による「探求プロジェクト」に

ついてその授業内容をお伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 市内２中学校の１年生を対象に実施される

産学連携による探求プロジェクトの事業内容

につきましては、今回オリオンビール株式会

社と株式会社ろくゆうｒｏｋｕ ｙｏｕ様の

協力を得まして、豊見城中学校と伊良波中学

校の１年生を対象に探求学習支援事業を実施

しているところでございます。生徒たちは、

地元企業であるオリオンビール株式会社との

連携を通じて、地域社会の課題に対し解決策

を自ら考え、提案する機会を得ます。探究活

動を通して、主体性や協調性、そして問題解

決能力を高めることができるものと考えてお

ります。これは単なる知識の習得にとどまら

ず、実践的なスキルを身につける絶好の機会

であると教育委員会としても考えているとこ

ろでございます。また、この事業は学校と地

域社会、そして企業の連携を強化する役割も

担っているものと考えております。特に、今

回のように地元企業の協力を得ることで、学

校教育の充実及び社会に開かれた教育課程の

推進が図れるものと考えております。地域と

学校、そして企業が一体となって子どもたち

の未来を育むと同時に、よりよい社会の担い
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手・作り手の育成につながるものと期待して

いるところでございます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 今年度はこういう企業の努力もあって、質

の高い探求的な学びが実施されるということ

で安心しましたし、うれしく思っております。

また、今の答弁からも探求学習のよさという

か、そういうところは非常に意義深い内容で

あることも伝わりますし、ただ、今回の事業

の予算措置について、どのようになっている

のかお伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 この事業は、ＩＣＴ等を活用した探求・校

務改革支援サービスの導入を通じて、教師の

業務負担の軽減を図りながら、探求的な学び

の高度化を図るべく、探求・校務改革支援

サービスの導入を行う事業者に対して、事業

費等に要する経費の一部を補助する経済産業

省による補助金制度、探求・校務改革支援補

助金2025に当該事業者が補助金申請を行い採

択されたことにより、学校設置者及び各学校

は令和７年度の対象期間中、費用負担なしで

探求・校務改革支援サービスを導入、利用す

ることができているところでございます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 今回は補助事業として負担なしでできたと

いうことなのですが、今後も市内の児童生徒

に質の高い探求的な学びを継続して行うこと

が望ましいと考えますが、令和８年度以降の

本事業への予算措置はどのようになっていま

すでしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 本事業の補助金対象期間は単年度のみと

なっているところでございます。次年度以降

の予算措置につきましては、現在予算編成過

程、実施計画等の中で整理をして取り組んで

いるところでございます。本事業が生徒の探

求的学びの進化と教師の業務負担軽減に大き

く貢献していることを踏まえ、その継続とさ

らなる発展に向け努力をしていきたいと考え

ているところでございます。また、事業実施

の際にはプロポーザル方式で業者を選定して

いくなどして、業務の効率化、費用対効果が

出るような形で取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。非常に前向きなご

答弁をいただいたと思っております。 

 これは以前にもお伝えしたのですが、学校

側はもしかしたら違う思いかもしれないので

すが、個人的には永久的に教育委員会がサ

ポートしていくというところではなくて、何

年間か民間企業の力を借りて、探求的なプロ

グラムをつくってもらって、その中でしっか

りと先生方にも関わってもらうことでスキル

アップにつなげてもらいたい。これまでどお

りの総合学習の中での質の高い授業へとつな

げていくということが大事だと思っています。

今の時代、先生方も正解の分かりづらい働き

方改革に振り回されて、このようにやりたい

んだという思いがあっても業務時間に制限が

かかっていく中で、それでも授業の中身とい

う部分には質の向上とか、工夫というのが求

められていると思っております。そういうと

ころに、外部の力を借りてこういう取組を行

うことというのは、その一助になると思って

おりますので、教育委員会でもできる限りの

バックアップをしていただきたいと思います

が、赤嶺美奈子教育長の見解をお伺いします。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 
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 お答えいたします。 

 探究学習は児童生徒自ら課題を設定し、情

報を収集、整理、分析し、他者と意見を交わ

しながら意見を学びを深めていく学習活動で

あり、主体性や思考力を育む上で重要である

と考えております。今回豊見城中学校、そし

て伊良波中学校で行いました探求学習の生徒

と教職員の反省を踏まえて、より探求学習と

して子どもたちの自主的な学びの心に火がつ

くような学習の枠組みを整えていけたらと考

えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。ぜひとも今後いろ

いろ意見交換をしながら前向きに進めていけ

たらと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続いて、②不登校対策支援員の効果と、本

質的な課題解決に向けたこれからの取組や計

画についてお伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 不登校対策指導主事の効果につきましては、

大きく４点挙げられると考えております。１

点目は、不登校対策指導主事が配置されたこ

とで、より不登校対策に特化した専門的な対

応や学校関係機関との連携が強化されること

であります。２点目につきましては、今年度

から小学校に校内支援教室を設置したことに

より、学校に来ることができても教室にはな

かなか入れなった児童生徒への対応が可能と

なりました。令和７年８月25日時点の集計に

よりますと、小学校で26名、中学校で53名の

児童生徒が校内支援教室を利用しているとこ

ろでございます。３つ目は、教育委員会内に

不登校相談窓口を設置し、学校以外の相談が

できる場を整え、保護者の困り感に寄り添っ

た対応ができるようになったことであります。

先日の広報にも「窓口を設置しました」とい

うことを載せて周知を図っているところであ

りますが、その相談をきっかけに校内相談支

援室の接続やいじめ問題の特定による不登校

状況の改善につながった事例も出てきている

ところでございます。４点目は、学校からの

要請に基づき教育委員会が保護者面談を実施

することで学校と連携し、各家庭へのアプ

ローチが進められていることであります。こ

れにより、児童生徒が不登校になることで不

利益にならないような取組を行っているとこ

ろでございます。また、面談を通しまして、

各関係機関の役割分担が明確になり連携が強

化された結果、不登校状態の改善や新こども

サポート教室とよむへの接続につながった事

例も出てきております。 

 次に、本質的な課題解決に向けたこれらの

取組や計画につきましては、多様な学びの場

の拡充や地域、関係機関との連携強化などを

することにより、子どもたち一人ひとりの学

びたい、つながりたいという思いに寄り添っ

た居場所の提供、支援をする中で改善を図っ

ていきたいと考えているところでございます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 教育部長、長い答弁、本当にありがとうご

ざいます。以前から本市の教育現場において

の不登校問題というのが上位の課題だと捉え

ておりますので、ここはしっかりと成果につ

いても押さえていきたいというところで長い

答弁でしたけれども、ありがとうございます。 

 その成果とか課題解決というのは、もちろ

んそう簡単なことではないと理解はしている

のですが、そんな中、今年度からの取組で、

約半年という期間ですけれども、さきの答弁

のように多大な成果が得られたことというの
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は、非常にいい取組であると言えると思って

おります。実際に学校現場だったり、ＳＳＷ

の方々からも不登校対策支援員の配置に改善

の傾向がより強まったという声もありました

し、ＳＳＷの人数が４中学校に対して３名で

すけれども、その負担軽減にもつながってい

ると聞いております。ただ、その不登校対策

指導主事が９月末を持って任用が切れると

伺っているのですが、今後の対応についてお

伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 確かに９月に切れるという状況はございま

すが、10月以降も不登校対策を担当する指導

主事を配置する予定となっております。現在

その任用に向けた公募をしているところでご

ざいますので、10月以降の不登校対策につい

てもきちんと取り組めるような体制をつくっ

てまいりたいと考えているところでございま

す。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。ぜひともそこは一

日も早く任用できるように努めていただき、

支援が途切れることのないようにお願いした

いと思っております。また、この場を借りて

ですが、先ほど言ったＳＳＷなのですが、次

年度は一人増やして、４中学校４人体制の実

現に向けても引き続きご検討をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、(3)子育て支援について。 

 本市における「子どもの居場所」の運営状

況と課題についてお伺いいたします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 現在の運営状況としましては、内閣府が実

施しております沖縄子供の貧困緊急対策事業

を活用し、地域における居場所づくりとして、

現在市内の５か所の居場所に対し運営補助金

を交付し、その活動を支援しております。こ

れらの子どもの居場所では、学習支援や体験

活動、食事提供など、子どもたちが安心して

過ごせる場を提供しております。課題といた

しましては、運営していただいている団体の

マンパワー不足等により居場所の数が減少し

たこと。それから、子どもの受入れに当たり、

特に発達に特性があり、より手厚い支援を必

要とする子どもたちに対応できる専門的人材

の配置の必要性がございます。これらの課題

を踏まえ、今後補助金交付の在り方、新たな

運営事業者の公募の検討など、現在運営を

担ってもらっている事業者とのさらなる連携

について取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 既存の子どもの居場所を運営してもらって

いる事業者との連携も大切なのですが、先ほ

ど言っていた発達に特性があり、より手厚い

支援をというところが、もしかしたら拠点型

子どもの居場所というところにつながるのか

と思うのですが、これから設置を予定してい

る拠点型子どもの居場所と、現在行っている

５か所の子どもの居場所の運営だったり、支

援などの内容の違いをお伺いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時10分） 

再  開（11時11分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 拠点型と現在の子どもの居場所の違いにつ

いてのご質問については、拠点型については



― 98 ― 

より専門的な支援、例えば学習支援、心のケ

ア、また多くの機関との連携、多機関連携に

よるコーディネート機能などを提供できる部

分が拠点型子どもの居場所というような状況

になるかと思います。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 まだその辺りが、今回の子どもの居場所と

いうことで質問のところをそれでくくってい

るのですが、その中でこの５か所の運営とい

うのは、沖縄子どもの貧困緊急対策事業が絡

んでいるので、本来の趣旨というところと、

その拠点型というところはしっかり区別をす

る必要もあるのではないかと思って今質問を

させてもらいました。また、拠点型の子ども

の居場所の設置というのは、もちろん検討は

いいことだと思いますので、早期実現に向け

て進めていただきたいと思います。ここでも

う一回整理したいのですが、沖縄子供の貧困

緊急対策事業が平成28年にスタートして約10

年になるのですが、これまでの事業成果とい

うか、本市においての実態はつかめているの

か。担当課としてどのように捉えているのか

お伺いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時12分） 

再  開（11時25分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 これまでの成果というご質問だったかと思

いますが、お答えしますと、こども支援員や

子どもの居場所のスタッフ等が連携して支援

を行った結果、子どもの生育環境の改善や各

種社会的支援制度の受給等につながった事例

があると確認しております。現在も複数の関

係機関が関わって、継続的な支援を行ってい

る状況です。それと学習支援において、高校

進学率という部分でありますが、利用者の子

の90％を超えた合格率があるとの成果が確認

できております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 令和７年度の実施計画の中にも事業目的と

いうふうにあって、子どもの貧困の背景にあ

る様々な課題を把握、改善し、貧困の連鎖を

防ぐとあるのですが、こちらの解釈の違いも

あるとは思うのですが、先ほどの答弁を聞く

限り、その課題として挙げている内容に本来

の趣旨とのずれを感じるのですが、改めて改

善すべき課題と必要とされる支援についてお

伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 今回事業を実施している沖縄子どもの貧困

緊急対策事業については、子どもの居場所と

いうところの中で本市については事業を行っ

ておりますので、なかなか貧困の解消とか、

それ以外の部分での取組というのができてい

ない状況ではありますが、先ほど答弁しまし

たこども支援員や子どもの居場所のスタッフ

等が連携して、子どもの生育環境の改善、各

種社会的支援制度の受給等、情報等を基に支

援につながった事例もありますので、そうい

うことを充実させながら、いろいろ対応を検

討してまいりたいと考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。今の答弁ともつな

がるところはあるのですが、先ほどの拠点型

の設置に関しては、専門的人材の配置の必要

性を答弁されていたのですが、今いる子育て

支援員だったり、運営側のスタッフを含め、

いろいろな家庭環境で育って、それぞれ違っ
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た境遇の利用者がいる中での対応というとこ

ろについての理解だったり、本来の事業、そ

の事業計画に沿った支援策について学べるよ

うな研修などは実施されているのかお伺いし

ます。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 今回補助事業を行っている事業者について

は、それぞれの取組で行っている部分もござ

います。市として、市の担当者の部分で言い

ますと、沖縄子どもの貧困緊急対策事業を受

託している県のアドバイザーから月に一度、

子どもの居場所運営に関する専門的な助言を

いただいております。この助言を基に、本市

の担当職員や子育て支援員が一体となって既

存の事業の精査、子どもの居場所を利用する

子どもたちの状況やニーズの把握を丁寧に行

い、本市の地域特性に合致するよりよい効果

的な事業の方向性について、現在精力的に協

議を重ねているところです。運営団体との意

見交換等は通常の運営等についての情報等は

しておりますが、より発展的に情報を交換、

今後取り組んでいけるように調整してまいり

たいと考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 前回の一般質問では教育委員会のほうです

が、特別支援とか不登校対策の課題解決に、

ケース会議を広げてスクリーニング会議のよ

うな場の開催をというふうな話もしたのです

が、今回こども未来部としても、こういう事

業に関わる担当職員、支援員だったり、現在

やっている５か所の運営事業者側とか、相談

員だったり、場合によっては要保護児童対策

地域協議会とか、できるのであれば保護者も

交えての情報交換だったり、意見交換ができ

る場を設ける必要があると思いますが、見解

をお伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 ただいま議員からご提案のあった部分につ

いては、部内で調査検討をさせていただけれ

ばと思います。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 今回の件ですが、担当課として貧困対策事

業でできることというのはもちろんやってい

るということは分かるのですが、これまで２

か所の児童館でやっていた事業とか、指導員

不足というふうにも聞いているのですが、そ

のほかにも要因としてクーラーの故障だった

り、駐車場の問題、今現在平良、社会福祉協

議会の下のほうに１か所集約しているのです

が、統合したことで少なからず利用者が減っ

ているとも聞いています。理由が、環境が変

わって落ち着かないとか、遠くなったから行

かないという理由も実際にはあるわけなので、

そういう理由でこれまでの利用者がその場所

から離れていくというのが、この事業の趣旨

としてそれでいいのかという、これは仕方な

いことで済むのかと思っています。前にもお

伝えしたのですが、一つの事業を子育て支援

課のみで対応するのではなくて、利用者の家

庭状況も踏まえて、そこに対する支援を行っ

ているほかの担当課、保護課だったり、社会

福祉課だったり、また学校に通えている子で

あれば学校の先生だったり、そこに関わる教

育委員会だったり、各支援員も含めて、各課

同士が協力してつながって、本質的な解決ま

でサポートして。いろいろある支援ですが、

その支援の入り口と本質的なというか、根本

的な解決を通して、この通っている子たちの

自立というところの出口まで導いてあげて、

そういう場所に依存させないようにその場所

から卒業させてあげるというような、そうい
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うことができる体制を構築していただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、(4)地域共生社会の実現につ

いて。 

 重層的支援体制整備事業について本市の取

組状況と、今後の課題について具体的にお伺

いします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えします。 

 地域に暮らす誰もが、住み慣れた地域で自

分らしく安心して暮らしていけるよう、地域

共生社会の実現が求められておりますが、昨

今の社会情勢といたしまして、生活困窮、子

どもの貧困問題、ヤングケアラー、認知症高

齢者の増加、8050問題、育児と介護の両方を

担うダブルケアなど、様々な困り事が一つの

世帯で複雑化・複合化しており、従来の支援

体制では課題解決への対応が困難となってき

ております。このような状況の中、令和３年

度から市町村においては従来の分野別、高

齢・障害・子ども・生活困窮の枠組みを取り

払い、属性、世代を問わない相談、地域づく

りの実施体制でございます重層的支援体制整

備事業が開始されております。本市の現在の

取組状況といたしましては、本年８月８日に

県福祉政策課、県社会福祉協議会より講師２

名をお招きし、関係16課32名の職員参加の下、

重層的支援体制の構築に関する勉強会を開催

したところでございます。今後の課題といた

しましては、重層的支援体制構築のための検

討会議の設置、また関係課が多岐にわたるた

め、体制整備に向けた課題の共有、担当課の

職員体制の整備などが課題と考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 この質問ですが、６月定例会にもさせても

らったとみぐすくハッピープラン2025の中で、

地域共生社会の実現に向けての改革工程の概

要として、公的機関の縦割りから丸ごとへの

転換を図り、各課の連携が必要だというふう

にお伝えした内容になります。重層的支援体

制整備事業の取組を強化していくために、担

当課の人員を増やすこともそうなのですが、

その中で専門的な知識を持っていながらも、

他部署に対してもその事業の内容と重要性を

しっかり周知して、つないで、引っ張って、

まとめていけるようなリーダシップを取れる

人材の配置が必要だと思っておりますし、何

より本事業は社会福祉課だけで取り組むもの

ではないということを含め、全庁的な周知と

協力が必須だと感じますが、見解をお伺いし

ます。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 先ほどの答弁でもお答えしたところですが、

関係課が多岐にわたってございます。先日開

催しました勉強会にも16課の関連課を動員し

ましての勉強会でございました。また、重層

的支援体制整備事業については、非常に複雑

なところがございますので、改めて勉強会な

どを開催しながら、連携課とも協力体制を敷

いていきたいと考えております。また、先ほ

どの課題の点で、担当課の職員体制の整備と

いうところで答弁したところでございます。

こちらについては、専任での職員の配置はご

ざいませんので、人事担当部局ともしっかり

調整を重ねて職員の配置が可能なのかどうか

も協議していきながら、この体制の整備につ

いて検討していきたいと考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。本当に地道に一個

一個意見交換をしながら進めていけたらと思

いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いい
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たします。 

 (5)防災について、先に⑤から。⑤県内で

避難所として指定されている学校において井

戸を整備しているところはあるかお伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 現時点において、県内で避難所として指定

されている学校において井戸を整備している

ところは確認できておりません。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 仮に、避難所として学校敷地内に飲み水で

はなくて、トイレやお風呂といった生活用水

として井戸を整備しようとした場合、掘削す

る場所によっても変わると思うのですが、お

およそ300万円、400万円とかかると思います。

井戸の整備に活用できる補助金があるかお伺

いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 学校における井戸の整備につきましては、

沖縄振興公共投資交付金が活用できます。補

助率は３分の１、１校当たりの下限額は400

万円で、上限額が２億円となっております。

現在豊見城市では、学校に井戸の整備は行っ

ておりませんが、災害時の水源確保は重要な

課題と認識しております。安全性の確保が重

要であることも前提となってくるものと考え

ております。大規模地震等による断水を想定

した場合、学校のプールの水や災害時協力井

戸の活用などにより、生活用水の確保に努め

てまいります。引き続き、新たな生活用水の

水源確保について調査研究を進めてまいりた

いと考えております。 

○（４番）長嶺吉起議員 －再質問－ 

 災害時の飲み水の確保ですが、今回答弁調

整の中でいろいろ教えてもらったのですが、

市内企業との協定である程度の確保というの

がもうできていると聞いています。ただ、生

活用水というのは、想像以上にものすごい量

を使用するので、例えば学校のプールの水と

いっても災害はいつ起きるか分からないので、

冬場だったら緑色に濁った水になるわけです

し、それをバケツリレーで運んでというのも

ちょっと現実的ではないのかと思っておりま

す。今、災害時協力井戸の登録とかも進めて

いると思うのですが、現在、半年ぐらいで１

件と聞いているので、そういうところもいつ

起こるか分からない災害への備えとして、水

源の確保というのが急務だと思っております。

ぜひ補助金を活用しての整備を今後検討して

もらいたいと思っております。今回は質問で

はなく、要望としたいと思います。 

 すみません、時間的に厳しいのですが、今

回は防災についてたくさん上げていたにもか

かわらず、質問できず本当に申し訳ないので

すけれども、今、市民向けの講座というのも

毎月やっていて、その中で職員だったり、管

理職向けというところの防災講座もやってい

ると聞いています。今後ですが、議員の方々

の協力も得て、議員向けの防災講座も実施で

きたらという思いで皆さんと意見交換をさせ

てもらっておりますので、今後より防災に係

る質問が増えてくる可能性もありますので、

その際はいろいろな意見を聞きながら前向き

に豊見城市、もしかすると県内で一番意識が

高いのではないかと思っておりますので、よ

りそこを極めていってほしいと思っておりま

す。 

 今回は質問できなかったのですが、漁業者

支援については新垣龍治議員からもあったの

ですが、漁業者の方々とパヤオの視察に行か
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せてもらって、私は後半意識が飛びそうだっ

たのですが、そこに行って実際に体験をする

ことで感じたことというのはたくさんありま

すし、その中で担当課のこれまでの頑張りと

か、そういう部分も含めて感じることができ

ました。豊見城市においては、農業も漁業も

スポーツも子育てもというふうにいろいろな

ところに力を入れないといけないのですが、

その中でみんなで協力し合って、誰もが住ん

でよかったと言える豊見城市に今後していけ

たらと思いますので、またよろしくお願いい

たします。以上です。ありがとうございまし

た。 

── 通告番号８（19番）大田正樹議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、大田正樹議員の一般質問を許します。 

○（19番）大田正樹議員 －登壇－ 

 大田正樹です。執行部の皆さん、９月定例

会ですね。この時期になると、いよいよ予算

編成方針が固まり、次年度予算編成に向けて

動き出す時期じゃないかと思います。そうい

う時期だからこそ、多岐にわたる質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 では通告に従い、一般質問を行います。 

 (1)６月定例会一般質問について。 

 ①６月定例会にて、市独自の物価高騰対策

を訴えました。その際、非常に前向きな答弁

をもらいましたが、その後、市としてどのよ

うな結論（対策）になっているのか伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 令和７年５月に国より示されました重点支

援地方交付金の本市上限額2,997万1,000円の

活用につきましては、本市の実情を踏まえつ

つ、他の市町村の実施状況やさきの６月定例

会一般質問において、大田正樹議員のご意見

に留意しながら調整した結果、国が示す推奨

事業メニューのうち、エネルギー・食料品価

格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援、農林

水産業における物価高騰対策支援に活用する

ものとして、本定例会に提案中の議案第40号

の一般会計補正予算に計上しております。今

回の重点支援地方交付金を活用した事業は、

２つの新規事業、１つの継続事業に係る増額

対応分となり、その事業費は7,644万4,000円

になります。事業の内容といたしましては、

新規事業として保育施設等における保護者負

担軽減を図ること及び従来の栄養バランスや

量を保った給食等が園児に提供されるよう支

援する保育施設食材費負担軽減事業。次に、

児童扶養手当受給世帯に対し、児童１人当た

り１万円を給付する物価高騰対応給付事業

（児童扶養手当受給者向け）の新規事業のほ

か、継続事業の増額対応分といたしまして、

物価高騰の影響を受けている農業従事者、畜

産農家を支援するための補助金を交付する

農・畜産業経営支援事業になります。いずれ

の事業においても国が示す推奨事業のメ

ニューの中から、本市の実情に応じた支援と

なるよう事業を選定したものでございます。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 国からたしか3,000万円近く出て、市とし

ては一般財源をプラスアルファしながら補助

してほしいという、当初６月はそういう質問

だったと思います。そのように対応してくれ

て、本当にありがたいと思います。ですので、

国からのお金を配っているだけでしょうだけ

ではなくて、私たち市民のことを考えて市の

一般財源も入れてこういう支援をしています

というふうに、ぜひホームページとか市の広



― 103 ― 

報とかでも告知していただいたり、また表の

電光掲示板があるじゃないですか。そういう

農業従事者の方に「今回対策でそういう補助

をしますので、対象者の方は役所にお問い合

わせください」のような、市民向けに徳元市

政はやっているんだというのをＰＲしてもい

いと思います。ぜひやっていただきたいと思

います。 

 ②６月定例会にて、上下水道の本管の件や

埼玉県の陥没事故の事例を鑑みて、上下水道

の質問を行いました。その後について伺いま

す。 

○ 上下水道部長 大城 堅 

 お答えいたします。 

 議員のご質問につきましては、排水管未敷

設地域の施主での費用負担、工事施工、市側

への施設譲渡のことと理解し、お答えいたし

ます。６月定例会に置きましても答弁しまし

たが、排水管未敷設地域での給水申込みにつ

きましては、豊見城市給水条例施行規程第11

条第１項第１号及び第２号により、給水申込

者において配水管を敷設し、その施設を市へ

譲渡していただくことを指導しております。

また、その費用の一部を市が負担することに

つきましては、６月時点と同様、状況の変化

は特にございません。また、令和５年度に県

内各水道事業体に確認したところ、４水道事

業体が協議により水道管資材費の負担をして

いると確認をしております。今後、令和７年

度日本水道協会沖縄県支部技術研究会が名護

市において開催予定であることから、今回の

件についても豊見城市からの議題として提出

を行い、県内各事業体の現状と意見を聞いて

参考にしたいと考えております。 

 下水道については、通告内容の確認にて、

今回補正予算等についての確認だったという

ことで理解して答弁させてください。６月定

例会においては、埼玉県八潮市での下水道管

破損を起因とする道路陥没事故を受けての下

水道管老朽化に関する質問であったため、汚

水管についての質問だと認識し答弁をいたし

ました。今回の全国特別重点調査の対象につ

いては、管径が２メートル以上、かつ1994年

度以前に設置・改築された管路となっており、

本市における汚水管は管径２メートル以上の

管路がないため、調査対象外となっておりま

す。一方で、雨水管につきましては調査対象

管路があることから、これらの雨水管の健全

度を早急に把握し、今後の適切な維持管理計

画に反映させるため、必要な調査費用として

補正予算に計上させていただいたところでご

ざいます。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 ６月定例会では埼玉県の事故も本市では該

当しないような答弁で市民に安心してもらっ

たのですが、国のほうで予算がついたら調査

するという。それは汚水か雨水かは、当時も

言ったのですが、私たちには分からないこと

で、どの水がどう影響したから陥没したとい

うのが問題ではなくて、そういうことはない

のかという質問で安心させたのに、実際補正

予算で組んで調査するのかという、その矛盾

に、つい追いかけの質問をさせてもらったの

ですが、その辺は誤解を招かないように引き

続き水道行政をお願いしたいと思います。 

 (2)公共の施設について。 

 ①公共の施設等の老朽化が目立ち、空調設

備の不調、シロアリ発生、看板や掲示板・案

内文字等の劣化、雑草等の環境整備など、市

民や利用者から様々な声が届いています。執

行部にも届いていますでしょうか。次年度は、

保守管理に対する予算化、維持管理の徹底な
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ど、問題を先送りせず、早急に対応・対処し

ていくべきだと思うが、見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 公共施設等の適切な維持管理につきまして

は、市民の安心安全とサービスの質の向上を

図る上で、極めて重要であると考えておりま

す。公共施設等の老朽化に伴う機能低下や雑

草等の環境整備の遅れは、市民サービス及び

景観等の低下につながるため、中長期的な維

持管理費の見通しを立てた予算措置が不可欠

であります。今年度の予算においては、修繕

や維持管理に関する費用について適切に予算

措置を行い、緊急性・必要性に応じて予算が

執行されております。また、年度途中におい

ても予算が不足する場合には、財源の状況に

もよりますが、補正予算での対応を行うとと

もに、緊急度によっては、他の予算からの流

用等で対応しているところであります。これ

から始まる令和８年度の予算編成においても、

関係部署とのヒアリングを通して現状の課題

や緊急性等を確認した上で予算措置を行って

いくことになります。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 この質問取りのときに幾つかの課が話をし

たのですが、前市政の頃からこういう一番

カットしやすい維持管理費、保守、メンテナ

ンス、そういうものはどんどん予算を削減し

ていく傾向がありました。今回職員の方々と

話をしたときに「なるほどな」と思ったのが、

「足りなくなったら対応はどうするの」とい

う話をしたときに、「流用や、何なら補正で

考えます」と平気でお話ししていました。長

年予算とかを私も一緒に勉強させてもらった

のですが、最初から「流用で対応するからい

いです」みたいな態度だと、そもそも予算の

使い方が間違っていると私は思います。 

 次に、「補正で対応します」と。今の総務

部長の対応ではないです。そのときの職員の

話で、「補正で対応します」と。補正で上げ

たとしましょう。それに緊急性があるかない

かで、雑草に緊急性はないですよね。そうし

たら対応は次年度ですか、もう予算がありま

せんというふうになるでしょう。多分一番補

正でお金がつきにくいのが、この維持管理費

だと思います。私もこれまでずっと見てきて、

決算の賛成討論で「不用額、流用額の多さが

年々増えていっているから、これをどうにか

していただきたい」と言ったけれども、職員

が足りなかったら流用で対応しますというよ

うな考えである以上、それは絶対減るわけは

ないのではないかと思います。総計予算主義

の原則から言えば、最初から流用で対応する

のではなくて、これだけメンテナンス、保守

にかかりますという予算を堂々と計上してい

ただき、堂々と施設の設備の維持、長く大事

に使うという予算づけでやられたほうがいい

のではないかと思います。シロアリ対策など

はバルサンをたけばどうにかなるというのも

のではないと思います。根本的にお金をかけ

てでもシロアリを根絶するとか、そうではな

いと見た目だけでは分からない。結局それが

進行して劣化を早めていることにもなりかね

ない。そうすると、結局建て替えやら何やら

というお金が余計にかかるというふうになる

と思います。ですから、これから予算を次年

度に向けて多分組むと思うので、財政のしっ

かりした使い方をお願いしたいと思います。

以前より、一回ゼロベースぐらいまで４年前

も前市政でやったからゆえに、今幾らかつい

ているから、何かすごくついているように見

えますが、もともとあったものに比べたらま
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だまだだと私は思います。これは流用で対応

するというのではなくて、しっかりと予算化

していただいて、そもそもずっと決算のとき

から言っているような流用の増加を……、流

用が悪いというわけではないです。ただ、あ

まりにもどんどん増えてきている。流用で対

応するという考えが多分間違っていると思い

ますので、その辺の意識づけを各課もお願い

したいと思います。 

 次、②豊見城城址跡地内の園路はきれいに

整備され一部供用開始されていますが、多く

の市民に使って（周知）いただくように、イ

ベントの開催や、広報紙やＨＰ等で紹介すべ

きではと思いますが、見解を伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 豊見城城址につきましては、令和２年度に

西側駐車場と屋外トイレ、令和４年度に野戦

病院壕の周辺整備、令和５年度に園路と親水

空間ゾーンとを結ぶ遊歩道、令和６年度に全

ての園路と安全対策施設の整備が完了したこ

とから、令和７年４月より施設の一部を一般

開放し、現在は令和８年度整備予定のグスク

ゾーン付近の屋外トイレの設計を発注してい

るところでございます。議員ご提案のとおり、

市といたしましても市内外に対し、豊見城城

址の一般開放を広く周知する必要があると考

えております。時期につきましては未定です

が、今年末までには現地にてオープンセレモ

ニーを開催し、同時に市ホームページや各種

ＳＮＳ、広報紙にも掲載し、市内外に対し広

く周知していきたいと考えております。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 本当にきれいに園路が整備されています。

城址公園の土地の一部を集落として市にお譲

りして本当によかったと思いますので、その

後、せっかく予算をつけて整備したあのきれ

いな場所を市民に広めて使っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 ③自治会（公民館）から出るごみは、どう

いう分類になるのか伺います。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわ

ゆる廃棄物処理法において、一般廃棄物は家

庭系と事業系の２種類に分類されます。家庭

系ごみは、地域住民の日常生活に伴って生じ

た廃棄物としており、事業系ごみは、必ずし

も営利を目的として事業を行うもののみとは

限らず、公共公益事業等を営むものも含まれ

るとされております。これに従い、自治会か

ら排出されるごみは事業系ごみに分類されま

す。少しイメージしやすいように、自治会と

同様に事業系ごみとして分類されている施設

を幾つか例として挙げますと、市役所や学校、

図書館、中央公民館など、公共施設から排出

される紙くずなどのごみも、自治会から排出

されるごみと同様に事業系ごみとして取扱い

されます。廃棄物処理法において、「事業者

はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら

の責任において適正に処理しなければならな

い」と定められていることから、本市におい

ても市が管理する施設はそれぞれの管理部署

が収集運搬許可業者へ委託してごみの処理を

行っております。したがいまして、自治会か

ら出るごみにつきましても、自治会自らで処

理をしていただいているところであります。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（12時00分） 

再  開（13時30分） 

○ 議長 外間 剛 
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 再開いたします。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 午後も午前に引き続き、よろしくお願いし

ます。 

 (2)③ですが、午前中の最後のほうの答弁

だったので、もう一度、確認の意味でお伺い

したいと思います。いわゆる家庭系ごみと事

業系ごみに分かれていて、別に商売をしてい

るからとかイベントやったからとかというの

が事業という意味の事業系ごみではなくて、

学校もしかり、役所もしかり、公共機関から

出るごみも全部事業系ごみという扱いという

認識で間違いないですか。その辺、もう少し

分かりやすく答弁をお願いします。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 今、大田正樹議員がおっしゃったとおりに

なります。家庭系ごみについては、一般家庭

から出るごみについては家庭系のごみとなり

ますので、営利目的でやっている事業所以外

の部分についても、先ほど少し例として挙げ

させていただいた公共施設等についても事業

系ごみと位置づけられておりますので、自治

会についてもそのような分類となっておりま

す。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 分かりました。事業系ごみとしてくくられ

て誤解を招いて、「クレー、ワッター商売シ

テネーンドー」みたいなそういう人たちがい

るかと思いますので、この辺はもう少し市民

にも分かりやすく説明したほうがいいと思い

ます。 

 (3)業務について。今回瀬長島球場の件で

も何名かの議員が質問されています。そもそ

も誤解を招いたのは、この計画書だったかと

思います。この計画書というのは、今議場に

いる議員の何名かはまだ見たことのない計画

書であると思います。そういう人がいると思

います。皆さんがつくっていく計画書の重み

というのを理解するからこそ、その書いてい

る中身が非常に重要なことだと私も認識して

いるし、それを議会が分からないところで計

画書ができているというのはどうなのかと

思ったりします。計画書をつくるということ

は、そのときの印刷製本費という予算が組ま

れているはずなので、その予算を我々は認め

て予算を通しているかと思いますから、です

から私たちは知りたいです。 

 そういう前提において、①各部署で策定す

る（または策定した）全ての構想、計画等は、

議決を伴う場合伴わない場合、どちらであっ

ても議会並びに議員へ報告していただきたい

が、見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 市が策定した構想、計画等につきましては、

これまで各主管課が必要に応じて、議員の皆

さんに冊子等の配付を通して資料提供したも

のと承知をしております。議員ご質問の全て

の構想、計画等を議会及び議員の皆さんに報

告していただきたいということにつきまして

は、対応する統一的なルールが整備されてい

ないことから、報告の対象となる構想、計画

等の選定基準や職員の業務負担等の増加も配

慮しつつ、統一的なルールの整備について検

討していかなければならないと考えています。

なお、執行部としましては、執行部から議会

事務局へ構想、計画等の電子データを送付し、

議会事務局から議員の皆さんに電子データの

資料を提供するということで調整していると

ころであります。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 
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 各担当部署がこのような計画書をつくって、

庁議のメンバー、または市長に報告しないこ

とはないと思います。計画ができてこのよう

に進めますという確認も取るでしょうし、概

要的な説明もするかと思います。私たち議会

もそれを執行する権限はないですが、市長と

対等の立場として議会というものがあって、

市長に「電子データを送っておきますから見

ていてください」ということはあり得ないと

思います。だから、私たちにもそれなりの説

明というのは、与野党とか関係なく、あって

しかるべきではないかと思います。せめて最

低でも議長や議会事務局にはその情報を提供

して、こういう計画が出来上がりましたとい

うのはあってほしいと思います。ルールがな

いとおっしゃっていました。ルールがないな

らルールをつくっていただいて、今後はその

ようにして、より計画に議会の理解を求める

ような形で動いていただけたらいいなと思い

ます。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどルールがないというお話をしました。

これはどの範囲の計画や構想を提供できるか

というルールづくりを今後しっかりやってい

きたいという意味でルールという言葉を使っ

ていますので、その辺はご理解のほどよろし

くお願いします。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 こういう行政計画は内部向けの指針みたい

な計画があったり、いろいろあるかと思いま

す。なので、確かに全てと書いていますが、

そういうものまで求めているわけではなくて、

市民の関心事である、市民が利用している施

設の統廃合に関わる問題とか、そのような案

件は、それぞれの重要性は違うかもしれませ

んが、そのようにみんなに理解を求めていく

姿勢が多分大事だと思います。まちづくりと

いうのは行政マンだけでやっているものでは

なくて、我々議会議員一人ひとりがよき街に

していきたいという、今より少しでも発展し

てほしいがためにみんな汗をかいているもの

と思います。見ているゴールは違うかもしれ

ませんが、そういう方向へ向かっているとい

うような話は、私はお互いが共有してもいい

のかと思います。 

 ②に行きます。上からずっと質問してきま

したが、何を行うにしても市職員のマンパ

ワーが必要と思います。現在、必要な人員に

対し、何名足りていないのか伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 必要な職員数につきましては、毎年人事課

において実施しています組織改革に向けた課

題整理シートにて、各課からの職員数の要望

を取りまとめた上でヒアリングを実施してお

ります。その中において45課中28課より、一

般行政職33人、専門職28人の合計61人の要望

がありました。これまで毎年職員採用試験を

実施し職員数の確保に努めてきた結果、昨年

に比べ要望数は減少しておりますが、いまだ

不足している状況となっています。今月より

次年度採用に向けた職員採用試験を実施する

こととしておりますので、より充実した人員

体制の下、行政運営に取り組めるよう採用試

験を進めてまいりたいと考えております。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 昨年、一昨年でしたか、人員計画みたいな

ものを人事課につくっていただいて、議会に

も報告してもらって少しだけ議論したことが

ありますが、私の反省としては、従来どおり

一気に増やすとかではなくて、緩やかに増や

していってほしいと言いました。その当時は
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そう思っていました。でも社会の進むスピー

ドが速過ぎて、今は人材確保は役所のみなら

ず、どの業界も人が足りません。採れるとき

に人を確保しておかないと、行政サービスも

なかなかできなくなる可能性も目の前に来て

いるのではないかと思います。 

 そこで伺います。今回の採用試験ですが、

何名ぐらいの採用を考えているのか。答えら

れる範囲で構いませんので、お願いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほど言いましたが、現在採用試験を控え

ているため、採用人数をお答えすることはで

きないことについて、ご理解をお願いします。 

○（19番）大田正樹議員 －再質問－ 

 あわよくばと思ったのですが、やはり無理

ですよね。言えないですよね。 

 実際職員が、あちこちの課で疲弊が起きて

いる。休まれている方が多いというのを聞き

ます。なかなか補充もできない時代ですから。

民間は採用が厳しかった場合は、条件を緩め

たりします。また、条件をよくしたりします。

報酬を上げたり、勤務時間を縮めたりとか、

または５時にあがるものを１時間でも早く４

時にあげて、出勤を１時間早くすればいいと

か、そういう工夫をしながら、渋滞に巻き込

まれてその後に時間を、ゆとりある時間をつ

くるために４時に帰ればスムーズに10分で帰

れるような場所もあったりします。浦添市な

どはそうでしょうね。だけど、５時を過ぎる

と帰るのに１時間、２時間かかるというよう

なところもあるでしょう。民間は簡単にこう

やって人材を集めていけるのですが、行政は

なかなかそれができない。だから、民間にで

きる委託できるものは委託しながら、職員の

人材確保というのは特にやっていただいたほ

うがいいのではないかと今は思います。本市

で言えば、金城豊明元市長の時代などは180

億円ぐらいの一般会計予算が、宜保晴毅元市

長の時代は220、230億円だったか、それが山

川市政になって300億円を超えて、徳元市政

では毎年300億円超えの予算を組まないと、

それだけ財政状況が大きくなったというのは

もう目に見えてわかることですね。そうであ

れば職員の人数はどうなのかというと、そん

なにまで増えていないと思います。金城豊明

元市長の180億円の時代からすれば約２倍近

くの予算規模になったということは、単純で

はないですけれども、人件費も人の数も２倍

近くぐらいまで増やしても致し方ない時代で

はないかと思います。国がやっているように、

足りない人間は外国から採ればいいみたいな

ことも、そういうわけにもいかないでしょう

から、早めに優秀な人材を確保する上でも採

用試験とかで採れるときにぜひ確保して、行

政サービスが滞らないようにしていただきた

いと思います。以上で私の一般質問を終わり

ます。 

── 通告番号９（13番）真栄里 保議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、真栄里保議員の質問を許します。 

○（13番）真栄里 保議員 －登壇－ 

 日本共産党の真栄里保でございます。一般

質問に入る前に、所見を述べたいと思います。 

 今年は戦後80年、悲惨を極めた沖縄戦から

80年の節目に当たります。沖縄戦の実相に学

び、語り継いでいこう。沖縄を再び戦場にし

てはならない。こうした思いで県内各地で取

組が進められてまいりました。一方、今年の

憲法記念日、西田昌司参議院議員は、自民党

などが主催するシンポジウムでひめゆりの塔

の説明板に関して歴史の書き換えなどと発言、

沖縄戦の歴史教育に対してもかなり無茶苦茶
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な教育がされていると発言。この発言は県民

の平和への思いを踏みにじるもので、様々な

立場の違いを越えて多くの県民から怒りの声

が出され、豊見城市議会でも抗議決議を採択

しました。私が市長に西田発言に対する見解

を尋ねたところ、徳元市長の答弁は、「県内

から寄せられている多くの怒りや失望の声が

あったことは承知しております」と述べたに

とどまり、西田発言に対する明確な答弁がな

く、怒りや遺憾の意もなかったことは極めて

残念であります。私は平和を希求する議員と

して、沖縄戦の実相と歴史を学び、新しい戦

後をつくらないため全力を尽くしていきたい

と思います。 

 それでは通告に従って、一般質問を行いま

す。 

 (1)道路の安心・安全について。 

 ①根差部交差点に注意喚起の表示を行うこ

とについて伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 ご質問は市道253号線と市道38号線の交差

点と認識してお答えいたします。当該交差点

は、道路幅員の差はあるものの、どの道路が

優先なのか分かりづらい状況となっておりま

す。これまで路面標示やカーブミラーの安全

施設をはじめ、注意喚起を目的に速度抑制の

電柱幕を周辺道路の電柱に設置しているとこ

ろでございます。新たな注意喚起等の路面標

示につきましては、現場を注視しながら今後

検討していきたいと考えております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 経済建設部長の答弁でも、どちらが優先か

分かりづらいという答弁がありました。ぜひ

とも今後とも現場の状況に注意しながら、注

意喚起の標示についてもご検討いただきたい

と思います。 

 ②県道11号線の拡幅に伴う根差部地域から

の安全対策について伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 当該箇所につきましては、未整備区間があ

ることにより車線が減少し、通学路安全点検

等においても早期整備が求められている状況

にございます。当該箇所を管理する沖縄県南

部土木事務所に整備時期について確認したと

ころ、当該区間につきましては、中央分離帯

の設置について地域の方々と調整を行ってお

り、引き続き地域の意向を確認し、地元の同

意が得られれば工事を実施していきたいと考

えているとのことであります。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 私が今言っているのは、市道253号線と県

道11号線の合流地点であります。そこに信号

機を設置すること、横断歩道を設置すること。

これは以前からも自治会から要望が上がって

いると思いますけれども、これについて伺い

ます。 

○ 市民部長 森山真由美 

 お答えいたします。 

 県道11号線への信号機の設置につきまして

は、令和２年度以降、地域自治会からの要望

を受け、豊見城警察署に対し要請を行ってお

ります。県道11号線の道路管理者となります

沖縄県南部土木事務所に確認したところ、県

道整備に伴いまして中央分離帯開口箇所につ

いて引き続き地域住民の意向を確認し、合意

形成が図られた後、信号機設置について協議

を県警と行う予定であると伺っております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 
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 海邦銀行の向かいの十字路ですが、この道

路は県道11号線の拡幅に伴って閉鎖するとい

う話が出ております。ところが交差点の閉鎖

で地域住民の不安が広がっています。地域へ

の丁寧な説明が行われておりません。これは

いつ行われるのか伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 説明会の開催につきましては、地域の意向

を確認していくと県のほうから伺っておりま

す。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 地域の意向を無視した工事が進められない

ように、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 ③７月の大雨に伴う高安北交差点付近の道

路冠水対策について伺います。 

○ 上下水道部長 大城 堅 

 お答えいたします。 

 高安北交差点付近の道路冠水対策につきま

しては、沖縄県南部土木事務所に確認したと

ころ、県道11号線拡幅工事において令和４年

度に路面表面水の排水管を既存の雨水幹線下

流側に設置する工事を実施し、令和５年度に

高安北交差点付近の雨水人工蓋をグレーチン

グに変更し、それぞれ対策を行ったと伺って

おります。しかしながら、去る７月の大雨で

は改良工事以前と比較して冠水の水位は低減

したものの、道路冠水が発生し、抜本的な改

善には至っていない状況であると認識してお

ります。近年、予測を超える集中豪雨が頻発

している状況があることから、今後もさらな

る対策が必要と考えておりますので、引き続

き関係機関と連携しながら道路冠水改善に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 再質問を行います。 

 冠水による被害が少しでも低減されるよう、

早めの対策を求めたいと思います。早めにで

きる対策として、どのように考えているか伺

います。 

○ 上下水道部長 大城 堅 

 お答えいたします。 

 高安北交差点付近に通る根差部第一雨水幹

線において、現地踏査を行ったところ、草木

が繁茂している状況を確認しておりますので、

年度内には伐採を行い、雨水の流れの妨げに

ならないようしっかり維持管理に努めてまい

ります。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。毎年のように雨が

降って道路が冠水し、市民生活に支障が出る。

これは自然災害だからやむを得ないとは言え

ないのではないでしょうか。市民の安心安全、

財産を守るため早急な対策を求めていきたい

と思います。 

 次に、(2)学校給食について。 

 ①給食センター建て替えについての進捗状

況を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 本市においての学校給食センターの建て替

えにつきましては、子どもたちの安全で安心

な給食提供を継続していく上で喫緊の課題で

あると深く認識しておりまして、その対応に

ついて鋭意検討を進めているところでござい

ます。現在の敷地内での建て替えをまず検討

したのですが、給食提供を継続しながら工事

実施は極めて困難であると判断されておりま

す。具体的には、基礎工事に伴う広範囲な掘

削や工事に必要な重機等のスペースが必要で

あり、現センターへの食材の搬入、給食配送、

回収動線への影響など、工事期間中の安全確
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保と衛生管理に重大な課題が生じるため、同

一敷地内での建て替えは非常に厳しい現実と

なっております。このため、新たな建設地の

選定が不可欠であり、また新しい給食セン

ターに求められる機能、最適な整備方法につ

いて、他市町村の先進事例も参考にしながら、

多角的な視点から検討を重ねているところで

ございます。機能面では、最新の衛生管理基

準への対応はもとより、食物アレルギーを持

つ児童生徒へのきめ細やかな対応、食育推進

の拠点としての役割、災害時の対応などの機

能強化を図ることを基本的な方向性として考

えているところでございます。整備手法面で

は、市による従来方式、あるいは民間活力を

導入する方式など、多様な選択肢についてそ

れぞれの財政負担、事業の効率性、そして給

食の質と安定供給の影響等を総合的に比較検

討し、早期整備を見据え、本市にとって最も

効果的かつ持続可能な手法を見極めてまいり

たいと考えているところでございます。なお、

これらの基本的な方向性の検討は、本年度中

に策定を目指しております学校給食センター

施設基本構想の中で、具体的な方向性として

お示ししてまいりたいと考えております。い

ずれにいたしましても、冒頭に述べましたよ

うに喫緊の課題と捉えていますので、また市

長からもスピード感を持って取り組むように

という指示がありますので、そこを踏まえな

がら最善の方法を探ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 ②給食調理方式について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 学校給食の調理方法につきましては、自校

方式、親子方式、センター方式、デリバリー

方式が主要に、このような方式がございます。

それぞれメリット・デメリットがあります。

自校方式、単独調理場の方式のメリットとい

たしましては、建設費に交付金が活用できる

点、また給食を適温で提供できるなどのメ

リットがあります。デメリットといたしまし

ては、調理施設を学校の敷地内にそれぞれ建

設することから、スピースと建設費が必要と

なる点に加え、各校に栄養士を配置しなけれ

ばならないことや、学校側で管理運営を行う

こととなり、学校の負担が増す等の課題があ

ります。 

 親子方式とは、学校に設置された調理場で

自校、親校だけではなく、他校、ぶら下がり

の子どもの学校の給食も調理し配送する提供

方法のことで、そのメリットといたしまして

は、自校分に限られますが、建設費に交付金

が活用でき、自校方式よりは整備費を抑制で

きる点であり、デメリットといたしましては、

調理場を建設するスペースと建設費が自校方

式に比べ大きくなる。自校側が管理運営を行

うため学校側の負担が増し、他校との負担に

差が出る等が考えられます。 

 センター方式、共同調理場方式、現在本市

が取っている方式でありますが、そのメリッ

トといたしましては、建設費に交付金が活用

でき、単独方式や親子方式に比べ整備費を抑

制でき、栄養士や調理員などの人員の配置や

食材の一括調達など、効率的な運営が可能に

なる点がございます。デメリットといたしま

しては、調理事故、異物混入や機器の故障が

発生すると全ての学校に影響が出ることがご

ざいます。また、デリバリー方式、民間調理

方式は、民間事業者等から学校給食を調達し

提供する方法のことで、メリットといたしま

しては、給食施設の整備や維持管理に要する
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費用が不要となる点であり、デメリットとい

たしましては、栄養管理や衛生管理の徹底、

学校との連携、食育指導が難しくなる点が考

えられます。 

 以上の各方式のメリット・デメリットから、

本市による学校給食の調理方法といたしまし

ては、これまで同様センター方式が最も現実

的であるものと考えております。その理由と

いたしましては、自校方式は建設費への交付

金活用は可能ですが、各校への調理施設建設

による高額な初期投資と各校への栄養士配置

の困難さ、学校側の運営負担増大が大きな課

題となっております。スペース確保も困難な

学校が多く、現実的な選択肢とは言い難い状

況であります。 

 また、親子方式は自校方式よりは建設費が

抑えられ、交付金活用も可能ではありますが、

親校への負担集中と他校との間の負担格差が

課題となっております。親校の負担増大は避

けられず、必ずしも効率的な運営とは言えな

いものと考えております。さらに、デリバ

リー方式は初期投資が少なく、直接施設を運

営しないことから費用が不要というメリット

はございますが、委託先の選定や管理、品質

管理の徹底、そして食育への配慮といった点

において十分な体制構築が必要となってまい

ります。センター方式は、食材の一括調達に

よる品質管理の容易さ、そして公平な給食提

供を実現できる点で他の方式を上回るメリッ

トがあるものと考えております。もちろんセ

ンター方式にもリスクは存在いたしますが、

これまで以上に適切な衛生管理体制とリスク

管理体制を構築してまいりたいと考えている

ところでございます。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 父兄の皆さんからは、自校方式を求める声

が高いのですが、せめて今の１か所のセン

ター方式を２か所のセンター方式にしてほし

いという声があります。検討いただきたいと

思います。 

 ③市内小中学校の給食の教室への搬入方法

について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 出来上がった学校給食につきましては、配

送車で各学校の配膳室に搬入し保管され、給

食時間に児童生徒によって配膳室から各教室

に運ばれるという形を現在取っております。

学校給食につきましては、学校給食衛生管理

基準により、調理後２時間以内に喫食する必

要があり、学校の給食時間から逆算し、調

理・配送を行っております。時間内に配送す

る必要があることから、現在５台の配送者を

２往復させて給食と食器類を各学校へ配送し

ておりますが、各学校の１階の配膳室までの

配送でようやく時間内に間に合う状況であり

ます。また、給食は適切に衛生管理された配

膳室での保管が好ましく、それ以外での保管

は現時点では適切でないものと考えておりま

す。また、現行の学校施設の状況から見ます

と、各階、その他の場所に配膳室を設置する

施設的余裕がある学校が非常に少なくござい

ます。各学校からの要望として、やはり配膳

しやすい環境にしていただきたいという声が

寄せられていることは事実ではありますが、

現時点ではその両方の配送の点、施設の在り

様から改善が難しい状況になっております。

ただ、一方で学校は営繕の方を活用しながら、

独自にカートをつくって一気に安全に運べる

ような環境づくり等も含めて、学校独自の改

善も行われているようでありますので、そこ

を促しながら今後児童生徒の数が落ち着いて、



― 113 ― 

施設等に余力が出てくるような時点で、今後

検討を進めたいと思っております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 ２階、３階へと運ぶ際に汁物がこぼれてい

る、そういう声が上がっています。現状を改

善すべきです。ぜひ改善を求めたいと思いま

す。 

 (3)市職員の働き方改革について。 

 人事院は国家公務員の月給を3.62％引き上

げるよう、内閣と国会に勧告しました。県の

人事委員会の勧告も近く出ると思います。労

働者が雇用主と対等に交渉し、働く環境を改

善するために保障されている労働三権、これ

は団結権、団体交渉権、団体行動権の３つか

らなり、日本国憲法第28条によって定められ

ています。しかし、公務員には労働三権の一

部が制限されており、消防職員にはその全て

が認められていません。そのために人事院勧

告という制度で最低限の賃上げを勧告する内

容となっています。しかし、賃金の引上げが

47カ月連続で上昇する物価に見合うものと

なっていないのが実情であります。そこで伺

います。 

 ①人事院が４年連続して公務員給与の引上

げを勧告したことについての受け止めについ

て伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 公務員給与の引上げ勧告はご承知のとおり、

令和４年度より令和６年度までの３年連続で

引上げとなっており、令和７年においても８

月に出された人事院勧告において民間給与と

の格差を解消するため、月例給及びボーナス

の引上げが示されております。昨年度に引き

続き、今回の給与勧告のポイントでも採用市

場での競争力の向上のため初任給を大幅に引

き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、

その他の職員も昨年を大幅に上回る引上げ改

定となっております。給与水準の引上げは、

減少する公務員志望者の獲得に大きく寄与す

るほか、職員の士気の維持向上はもとより、

優秀な人材確保、そして行政サービスの安定

的な提供を図る上で、非常に不可欠であると

認識しています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 人事院勧告報告の概要は、高い使命感を

持って働ける公務の在り方として、実力本位

で活躍できる公務、働きやすさと成長が両立

する公務、誰もが挑戦できる開かれた公務を

挙げています。 

 そこで再質問ですが、給与の引上げはもと

より、ボーナスの引上げに加えて１か月当た

り5,000円を上限とする通勤手当を新たに設

けていますが、これは検討されているので

しょうか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和７年の人事院勧告において、令和８年

４月１日より、１か月当たり5,000円を上限

とする駐車場等の利用に対する通勤手当につ

いて新設されております。本市としましては、

沖縄県や他市町村の状況を確認しながら検討

していきたいと考えています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 そうすると、それは会計年度任用職員も同

様と考えてよろしいですね。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、沖

縄県や他市町村の状況を確認しながら検討し

ていきたいと考えています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 
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 働きやすい職場環境づくりが求められてい

ます。そこで、②職員の時間外労働の状況に

ついて伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和６年度における職員の時間外労働時間

状況につきましては、４万7,765時間となっ

ております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 最も多い職員の残業時間は何時間か伺いま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 令和６年度実績でいいますと、最も多い職

員の残業時間数は年間で950時間となってお

ります。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 残業が慢性化しているということだと思う

んですね。それでは伺いますが、残業が最も

多い部署について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 残業が最も多い部署は、総務企画部の

8,163時間となっております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 ちなみに、その次はどこですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 市民部となっています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 残業が慢性化している部署への職員数の増

員が必要だと考えるが、見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 職員の配置につきましては、組織改革に向

けた課題整理シートと所属長ヒアリングにお

いて聴取した内容を踏まえるとともに、時間

外勤務の状況や業務の難易度など、総合的に

勘案して配置をしていきたいと考えておりま

す。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 月に40時間を超える残業を行っている職員

数について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 令和６年度の実績で行きますと、45時間以

上の時間外勤務の実績は延べ人数で360人、

実人数で112人となっています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 100時間を超える残業を行っている職員数

について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 年間で100時間を超える残業を行っている

職員は78人となっています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 極めて働く環境の改善が急務だということ

だと思います。そこで伺いますが、③支給さ

れた残業手当額について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和６年度における時間外手当の支給額に

つきましては、総額１億1,140万3,000円と

なっております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 これは残業手当の総額ですね。最も多い職

員の残業手当の金額を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 最も多い職員の時間外手当は、年間約134

万円の支給となっています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 職員の皆さんが本当に苦労しながら仕事と

している。このことが目に浮かぶようであり

ます。 

 ④この５年間で定年前に退職した職員数を
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伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 過去５年間の定年前に退職した職員数につ

きましては、令和２年度は普通退職で４名、

令和３年度は勧奨退職３名、普通退職４名の

合計７名。令和４年度は勧奨退職１名、令和

５年度は勧奨退職２名、普通退職８名の合計

10名。令和６年度は勧奨退職４名、普通退職

５名、その他１名の合計10名となっています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 長時間労働で仕事と家庭の両立が難しいと

考えている職員も少なからずいると聞いてい

ます。健康を害しての中途退職で優秀な職員

を失うことは、市にとってもマイナスであり

ます。 

 ⑤職員アンケートを実施することについて

伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 職員アンケートの実施につきましては、職

員の正直な声を聞き、現状を客観的に把握す

るための有効な手段であるとともに、庁内に

おける働く環境が多岐にわたることから、

個々の職員が抱える課題やニーズをより的確

に把握するために有効な手法であると認識は

しております。しかしながら、アンケートの

設問設定や集計、分析方法によっては、か

えって職員に負担をかけたり、期待する効果

が得られにくい場合もあります。なお、本市

では、これまで日々の業務における上司との

面談や部署内での意見交換、相談体制の充実

など、これまで取り組んできたコミュニケー

ション手法を通して個々職員の状況を把握し、

課題の解決に取り組んでおります。よって現

時点においては、職員アンケートを新たに実

施することについては慎重に判断する必要が

あると考えております。まずは、現在進めて

いる既存の取組の内容を着実に進め、効果を

最大限に発揮できるよう注力するとともに、

必要に応じてアンケートの実施についても検

討してまいりたいと考えております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 ぜひよろしくお願いします。次に進みます。 

 公立学校教職員給与特別措置法、いわゆる

教特法がさきの国会で成立しました。しかし、

わずかな残業代の支給で働かせ放題だとの声

が現場から上がっています。教職員の中で精

神疾患で教壇を離れる割合が最も高い沖縄県

だからこそ、教職員の働き方改革が求められ

ています。 

 (4)教職員の働き方改革について。 

 ①教職員の働き方改革について以前の質問

について伺います。 

 (ｱ)プールの清掃についてその後どう対応

されたか伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 学校プールの清掃につきましては、以前に

ご質問をいただいた時点と状況があまり変

わっていない状況にございます。今後各学校

のご意見や負担軽減をする際の予算措置等の

課題を踏まえた上で、教職員の負担軽減に対

する最善策を検討してまいりたいと思ってお

ります。現在給与法の改正に伴って、国・県

からも働き方改革のさらなる推進が求められ

ておりますので、その中で整理すべき事件で

あると考えているところでございます。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 (ｲ)年度末、年度初めの清掃はその後どう

改善されたか伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 
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 お答えいたします。 

 現在におきましては質問時と同様に、市内

学校の一部では教職員のみや勤務時間に児童

生徒と一緒の清掃、またはＰＴＡ作業におい

て行っている状況であると認識しております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 教職員が教務に専念できないという状況が

つくられていると私は思います。学校の先生

からも、「定年前の私が脚立に乗ってクー

ラーの清掃をしている。こういう実態が学校

現場ではあるんですよ。市役所の中でもそう

ですか」という声がありました。 

 そこで伺います。②教員室や教室などの換

気扇、クーラーの清掃について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 各教室の換気扇、クーラーの清掃につきま

しては、施設の日常管理であることから、各

学校へお任せしているところでございます。

特にクーラーにつきましては、不具合があり

ますと授業に支障が出る場合がございますの

で、早めに対応するため、毎年度５月の稼働

前に点検も兼ねてフィルター清掃を各学校へ

依頼しているところでございます。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 保守管理をきちんとしていく上でも、電気

代の節約という点でも、クーラーの保守管理

を学校の先生にさせるのではなくて、きちん

とした専門の業者に委託をする。そのことが

働き方改革や、あるいは子どもたちによりよ

い教育を進めていく。そういうことにつなが

るのではないかと思います。その点でも改善

を求めたいと思います。 

 ③校舎などの営繕管理について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 校舎などの施設につきましては、学校にお

いて点検を行っていただいているところであ

ります。各学校におきまして月１回、安全点

検を実施していただき、その点検時や日常使

用で不具合が見つかった場合には、学校施設

課へ相談をいただいて、その都度対応してい

る状況にございます。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 私は教職員の働き方改革を進めることが、

先生たちが生き生きと授業に取り組める、子

どもたちが勉強に打ち込める、この点でも必

要だと思います。私は、教育現場の出身の教

育長が来ている今だからこそ、これができる

のではないかと期待していますけれども、教

育長、見解をお願いします。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 

 お答えします。 

 働き方改革が様々な方策で示されているの

ですが、働き方改革と同時に働き甲斐改革、

働きやすさ改革も同時に進めて、先生方が和

気あいあいとみんなで作業を楽しくできるよ

うな学校づくりを指導していきたいと思って

います。先ほど年配の教員の方が梯子に上っ

て掃除をされているということをお話しされ

ていたのですが、私がいた現場では、学年で

みんなで協力して、若い先生方が上ってとい

うことを昔はやっていました。今はいろいろ

国のほうでも、こういう働き方は先生方にそ

ぐわないというのが示されておりますので、

それも踏まえた上で今後指導していきたいと

思っております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 しっかりとした改革をやってこそ、教育の

質の向上につながると思います。 

 (5)会計年度任用職員について。 

 ①人事院の勧告に基づく給与引上げは市職
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員と同様に今年も行われるのか伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 人事院勧告に基づく給与引上げが市職員同

様に行われるかにつきましては、会計年度任

用職員の報酬は地方公務員法第24条に規定す

る職務給の原則、均衡の原則及び条例主義に

基づき決定されることになり、必要な資格や

経験等を考慮し、条例等において正規職員と

同等の給料表において規定をしております。

令和７年、国の人事院の引上げ勧告に加え、

県人事委員会においても国の動向を踏まえた

勧告になるものと考えております。本市につ

きましても、地方公務員法第14条の情勢適用

の原則に基づき、社会情勢を見ながら国や県、

他市町村の動向を踏まえ、適正な給与水準の

確保を図ってまいります。その中において、

会計年度任用職員の報酬につきましても、適

切に対応をしてまいりたいと考えております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 ②を飛ばして、③任用回数の制限について

伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 会計年度任用職員の任用回数の制限につき

ましては、本市では連続２回まで、公募を要

せず任用することを可能としております。国

においては、令和６年６月28日付、人事院事

務総局人事局長通知にて、連続２回までとす

る規定が廃止されております。また、公募に

よらない採用を行う場合については、同日付

の人材局企画課長通知において、国家公務員

法に定める平等の扱いの原則、任免の根本基

準を踏まえた適正な運用を行うこととされて

おり、勤務実績の多業務の必要性や業務に求

められる知識及び経験、労働市場における人

材確保の状況等も考慮することとなっていま

す。本市におきましても、平等扱いの原則及

び任免の根本基準であります成績主義の原則

を踏まえるとともに、地域の実情等を踏まえ

適切に対応してまいりたいと考えています。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 先ほど述べたように、人事院は３年目公募

の制限を撤廃することを各省庁に通知しまし

た。本市においても任用回数の制限を撤廃す

べきだと思いますが、見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和６年６月28日付の総務省自治行政局公

務員部公務員課長発出の「会計年度任用職員

制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの

改正について」において、事務処理マニュア

ルのＱ＆Ａでは、公募を行うことが法律上必

須ではないが、できる限り広く募集を行うこ

とが望ましいとし、国の取扱いは例示として

示したものであり、具体的な取扱いについて

は各地方公共団体において平等取扱いの原則

及び成績主義を踏まえ、地域の実情に応じつ

つ適切に対応されたいとなっております。

よって、上限２回を超えても再度応募が可能

であることや、新たな雇用機会の創出という

観点を踏まえ、本市におきましては引き続き

現行の制度で運用していきたいと考えており

ます。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 本市において柔軟に対応していることはよ

く存じておりますけれども、県内でも制限を

撤廃する自治体が増えてまいりました。今後

人材不足の中にあっても、優秀な職員を確保

するためにも、人事院通知に基づいて任用回

数の制限撤廃を行うことを求めていきたいと
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思います。 

 次に、(6)空き家対策について。 

 ①市内の空き家の現状について伺います。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 市内の空き家の状況につきましては、本市

では現時点におきまして、市全域を対象とし

た空き家の実態調査は実施しておりません。

このため、空き家の総数や建物の老朽化の程

度、利用状況などについては正確に把握でき

ておりません。しかしながら、これまでに個

別の市民からの相談や地域からの情報、ある

いは日常的な業務を通して、市内一部の地域

において管理不全な状態の空き家が存在して

いることは認識をしております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 現在、地域に空き家が散在しております。

管理をされていない空き家も多く見られて、

草や木が生い茂ってハブが出てきたりとか、

子どもたちが出入りしたりとか、様々な問題

が起きています。 

 ②管理されていない空き家の状況について

伺います。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 管理されていない空き家、すなわち管理不

全な状態にある空き家の状況につきましては、

市として年間数件の個別の相談や通報を受け

て把握しているところでございます。これら

の空き家は、屋根や外壁の破損、敷地内にあ

る雑草の繁茂、ごみの放置などが見られ、周

辺地域の景観を損ねるだけではなく、強風時

の飛散物による危険性、不審者の侵入による

防犯上の懸念、害虫や害獣の発生による衛生

環境の悪化といった様々な問題を引き起こす

原因となっております。このため本市におい

ては、このような管理不全な空き家に対し、

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ

き対応をしているところでございます。具体

的には、建物などの所有者情報を調査すると

ともに、該当する所有者等へ適切な管理を促

す通知書を送付し改善に努めております。し

かしながら、所有者の相続問題などの事情に

より改善が進まないケースもあるなど、困難

が伴う案件もございます。今後も市民の皆様

からの情報提供により連携を図りながら、管

理不全な空き家などに対し、迅速かつ適切に

対応していくことにより、良好な住環境の維

持と地域の安全確保に努めてまいりたいと考

えております。 

○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 今後は空き家もどんどん増えていく傾向に

あると思います。 

 そこで再質問ですが、空き家についての実

態調査を市として行う必要があると考えます

けれども、見解を伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時25分） 

再  開（14時26分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 国においては、空家等対策の推進に関する

特別措置法が施行され、各自治体において空

き家対策の推進が求められております。本市

といたしましてもこの法律の趣旨を踏まえ、

今後市内の空き家問題に適切に対応していく

ため、実態調査の必要性を強く認識しており

ますので、早期の実態調査に取り組んでいき

たいと考えております。 
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○（13番）真栄里 保議員 －再質問－ 

 答弁ありがとうございました。以上で質問

を終わります。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時26分） 

再  開（14時35分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

── 通告番号10（18番）楚南留美議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、楚南留美議員の質問を許します。 

○（18番）楚南留美議員 －登壇－ 

 こんにちは。楚南留美でございます。本日

最後になります。そろそろ皆さん元気がなく

なってきて眠いのかなと思っていますけれど

も、最後ですのでもう少しお付き合いのほど

よろしくお願いいたします。 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 (1)消防行政について。 

 ①先般、大阪市中央区において消防士が殉

職するという痛ましい事案が発生しました。

改めて尊い命を落とされた消防士のご冥福を

心よりお祈り申し上げるとともに、ご遺族に

深くお悔やみを申し上げます。市民の命、生

命、財産を守るため、昼夜を問わず活動して

いる消防士が職務中に命を落とされたことは、

全国の消防関係者、そして私たち自治体に

とっても重い教訓であります。本市において

も、同様の事故を未然に防ぐための安全管理

体制が重要であると考えます。以下について

伺う。 

 (ｱ)火災・救助活動における安全管理体制

は、どのように策定され、運用されているの

かお伺いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 消防長 髙良 寛 

 お答えいたします。 

 本市としましても大阪市での痛ましい事故

を深く受け止め、消防活動における安全確保

を最重要課題と位置づけております。市民の

皆様の生命、財産を守る消防活動は、隊員自

身の安全が確保されて初めて全うできるもの

であり、この点について改めて認識を強化し

ているところでございます。ご質問の安全管

理体制でございますが、本市では総務省消防

庁が示す「消防活動における安全管理体制の

整備について」の指針に基づき、本市の地域

特性や消防力の状況に即した消防安全管理規

程を策定しております。この規程には、火災

救助活動における具体的な活動基準、安全基

準、指揮・命令系統を明確に定めております。

また、運用につきましては、策定した規定や

マニュアルを全職員に周知徹底するだけでな

く、不定期ではありますが、安全管理研修や

危険予知訓練を実施し、隊員一人ひとりの安

全意識の向上を図るとともに、現場活動にお

いて指揮隊長が活動全体を統括し、活動方針

や安全管理上の判断を迅速に行えるよう明確

な指揮・命令系統を確立しております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。本市消防本部では、

安全管理体制がしっかり整えられ、日々の訓

練や業務においても万全を期しているとのご

答弁をいただき、大変安心しております。 

 先日の殉職事故は全国の消防職員にとって

も大きな衝撃であり、私たち市民にとっても

決して他人事ではありません。市民の生命と

財産を守るため、危険を顧みず現場に立ち向

かう消防士の皆さんには、心から敬意と感謝

を申し上げます。今後とも安全第一を徹底し、
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隊員の命を守りつつ、市民が安心できる消防

活動を続けていただきたいと思います。次の

質問に移ります。 

 (ｲ)防火服、呼吸器、無線機など、安全を

守るための資器材の更新状況はどうなってい

るのかお伺いいたします。 

○ 消防長 髙良 寛 

 お答えいたします。 

 防火服、呼吸器、無線機など、安全を守る

ための資器材の更新状況につきましては、い

ずれも災害現場において隊員が安全に消火活

動や人命救助を行うために不可欠なものであ

ることから、計画的に整備を進めております。

防火服につきましては、国のガイドラインに

適合したものを令和２年度から令和６年度ま

での５か年計画により整備したところであり

ます。呼吸器につきましては、車両の更新に

合わせた整備を行うとともに、空気ボンベに

ついても新規購入を実施しております。また、

無線機につきましては、令和８年度に予定さ

れている沖縄県消防指令センターの全体更新

に合わせて更新を行う予定であります。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 防火服ですが、国のガイドラインに適した

ものを令和２年度から令和６年度にかけて５

年計画で整備済みとのことでしたが、防火服

はまさに消防士の命を守る最前線の装備であ

ります。この更新に５年もの時間を費やした

というのは、少々時間がかかり過ぎではない

かという印象を受けました。現場で活動する

消防職員の安全が確保されてこそ、市民の生

命と財産を守る活動が可能になりますので、

今後資器材の更新などがある際には、ぜひ安

全を最優先に整備を進めていただきたいと要

望させていただきます。次に移ります。 

 このたび豊見城市消防本部初、２名の女性

消防士が採用されたと伺いました。まずは、

女性が消防という厳しい現場で活躍する道が

開かれたことを大変心強く、また喜ばしく思

います。 

 ②女性消防士採用を機に、施設や勤務環境

整備についてどのように取り組んでいくのか

お伺いいたします。 

○ 消防長 髙良 寛 

 お答えいたします。 

 まず、本市におきまして初めて女性消防職

員を迎えることができたことは、大変意義深

いものと考えております。議員ご質問の勤務

環境の整備につきましては、既にトイレ・

シャワー室等を完備した女子仮眠室を整備済

みであり、安心して職務に従事できる環境を

確保しております。今後につきましては、女

性職員の増加を見据え、ハラスメント研修の

継続的な実施や勤務体制を工夫するなど、ハ

ラスメント防止の徹底に取り組んでまいりま

す。また、年内には総務省消防庁が派遣する

女性消防吏員活躍推進アドバイザーによる講

座を予定しており、誰もが働きやすい職場環

境づくりに取り組んでいるところでございま

す。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 女性が安心して働ける環境が整っていると

いうことで、こちらに関しても安心いたしま

した。消防の現場は精神的にも大きな負担を

伴う職場です。今回の採用を契機に、多様な

人材が安心して働ける消防組織となり、市民

の安心安全をさらに高めることを期待したい

と思います。 

 (2)高齢者が活躍できる社会の実現に向け

て。 

 人生100年時代において高齢者が働く理由

は様々で、健康や生きがいのためではなく、
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経済的な安定や社会とのつながりなど多岐に

わたっています。本市として高齢者の就業支

援を施策として取り組むべきと考え以下につ

いてお伺いいたします。 

 ①過去10年間の高齢化率の推移についてお

伺いいたします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 総務省が５年ごとに行う国勢調査の人口の

実績によりますと、平成27年の高齢化率

16.9％、令和２年は19.9％となっております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 ②今後、10年、20年先の本市の高齢化率を

どのように見込んでいるのかお伺いいたしま

す。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 国立社会保障人口問題研究所が作成いたし

ました日本の地域別将来推計人口によります

と、令和７年では22.1％、令和12年には

23.9％、10年後の令和17年には25.7％となっ

ており、この時点でおよそ４人に１人が65歳

以上の高齢者と予測されております。さらに、

15年後の令和22年には28.2％、20年後の令和

27年には30.1％とおよそ３人に１人が65歳以

上の高齢者となる水準に達すると予測されて

おります。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。10年後、20年後と

高齢化が進むことは明らかでございます。最

近では年金だけでは生活が厳しく、もう少し

働きたいという高齢者の声をよく耳にします。 

 ③物価高で年金だけでは生活が厳しい高齢

者の増加に対し市はどのようなご認識をお持

ちでしょうか、お伺いいたします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 本市といたしましても、経済的に脆弱な立

場にある高齢者の皆様にとって、近年の物価

高は極めて深刻な問題であると深く認識して

おります。近年、食料費やエネルギー価格の

高騰が続き、市民の皆様の家計を圧迫してお

ります。特に年金を主な収入源として生活さ

れている高齢者の皆様から地域包括支援セン

ターへ、物価上昇による食費や光熱費の負担

増などの困り事の相談件数が増加傾向にある

ことからも、高齢者の皆様が安心して経済的

な不安を抱えることなく健康で豊かな生活を

送れるよう支援することは、市の重要な責務

であると考えております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 健康寿命を伸ばすためにも、仕事を通じて

社会と関わり続けることは非常に大切です。

また、高齢者が就業機会を得ることは、生活

支援だけではなく、健康維持や生きがいづく

りにもつながり、働く高齢者が増えることで

介護予防や医療費抑制にも寄与するものと考

えます。 

 そこでお尋ねします。本市の高齢者の就業

率について、現状をお伺いいたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 高齢者の就業状況につきましては、国勢調

査によることになりますが、直近の令和２年

実施の国勢調査によりますと、就労している

高齢者は2,948人であり、高齢者の23.2％を

占めております。就労割合は増加で推移して

おり、沖縄県全体の21.7％と比べるとやや高

い割合となっております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。現在本市において、

高齢者が働きたいと思ったときに利用できる
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支援制度や窓口には、どのようなものがある

のかお伺いいたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 本市における高齢者への就業支援につきま

しては、直接高齢者への就業支援を行ってい

ない状況ではございますが、本市においては

市シルバー人材センターが設置されておりま

す。シルバー人材センターにおきましては、

高齢者の生きがい、健康維持、社会参加を促

進し、地域の日常生活に密着した臨時的・短

期的な仕事を提供しております。シルバー人

材センターにおきましては、随時会員を募集

しておりますが、10月がシルバー人材セン

ター事業普及啓発促進月間となっております

ので、市広報紙での啓発、また市内施設にお

ける普及啓発パネル展、入会相談を例年実施

しているところでございます。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 現在、直接本市において高齢者就労支援は

行っていないということでした。そして、本

市にシルバー人材センターが設置されている

ことも承知しておりますけれども、しかしな

がら、シルバー人材センターは請負型の仕事

紹介が中心であり、高齢者本人が就職を希望

する場合の直接的な支援は十分ではないと感

じております。シルバー人材センターだけに

頼らず、市が主体となって関係機関と連携し、

高齢者就労支援を施策として取り組むべきと

考えますが、ご見解をお伺いいたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 国におきましては、ハローワークにてシニ

ア世代のための就職相談窓口「生涯現役支援

窓口」が設置されており、シニア世代の方の

採用に意欲的な企業の求人情報の提供、多様

な就業ニーズなどに応じた情報の提供、シニ

ア世代の方に適した各種ガイダンス、職場見

学等の実施が行われているところです。市独

自による支援につきましては実施していない

状況ではございますが、他自治体の動向等も

含め、調査検討を行っていきたいと考えてい

ます。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 必ず訪れる高齢化社会。物価高騰の影響も

あり、年金や貯蓄だけでは心配で、就労の機

会を求めている高齢者がたくさんいらっしゃ

います。これまで市ではシルバー人材セン

ターの活用などが中心でしたが、今後は高齢

者就労支援を単なる周辺的支援ではなく、市

の一つの施策としてぜひ取り組む必要がある

と考えますので、しっかり調査研究を求めま

す。 

 質問を続けます。先ほどご答弁でハロー

ワークにてシニア世代の就職相談窓口「生涯

現役支援窓口」が設置されているとのことで

したが、本庁舎１階のハローワークでも対応

はされているのかお伺いいたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 シニア世代のための就職相談窓口「生涯現

役支援窓口」については、ハローワーク那覇

での設置となり、市役所に設置されておりま

すふるさとハローワークでは対応してござい

ません。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 本市に設置されているハローワークの窓口

ではシニア世代向けの就職相談や求人提供が

行われていないということでしたが、まだ働

きたいのにどこに相談していいのかが分から

ないというようなことにならないように、ハ

ローワークと連携を強化してシニア支援を行
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う体制を求めたいと思いますが、ご見解をお

伺いいたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 今後検討させていただきたいと考えており

ます。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 すぐにでも取り組めそうなものとしてご提

案させていただきたいものがあるのですが、

例えばシニア向けの求人情報の常設掲示はい

かがでしょうか。パソコンが苦手なシニア世

代の方にも、これならすぐに情報を得ること

が可能になりますので、こういうことも含め

ながらハローワークと連携し、ぜひ取り組ん

でいただければと思います。あと市長、ぜひ

高齢化社会に向けて、今の物価高にかなり苦

しんでいる高齢者が多くいらっしゃいますの

で、ぜひ就労支援のほうも施策として取り組

んでいただきますよう要望いたします。お願

いいたします。 

 (3)第一次産業の振興について。 

 ①農業・畜産農家への支援について。 

 先日、和牛繁殖農家の方々と意見交換を行

いました。その際に、これまで波平邦孝議員

の取組より支援につながり、大きな一歩を踏

み出すきっかけになったことについて大変感

謝されておりました。しかしながら、一方で

飼料価格の高騰が長期化しており、配合飼料

やチモシーなどの乾燥草を輸入に頼っている

畜産経営では、この影響が非常に大きく、農

家の皆さんからは「経営が苦しい。将来が見

通せず廃業を考えている」など、切実な声が

上がっておりました。 

 すみません、質問の順番を変えて、(ｳ)か

ら入りたいと思います。(ｳ)本市における農

業・畜産農家の経営状況について、市として

どのように認識されているのかお伺いいたし

ます。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 農林水産課では、現在農業及び畜産業にお

ける生産農家部会の総会や定例会に委員また

は事務局として参加するほか、各事業の検討

会や懇親会等の場への案内があれば積極的に

出向き、時には市長を交えて様々な意見交換

を行っているところでございます。こうした

場合の中で農業者の経営状況についてもお話

を伺う機会がございますが、やはり原油価格

や物価高騰、各種資材の飼料等の価格の高止

まりが続いており、農業・畜産業の経営が厳

しい状況であるという声が多く聞かれること

から、引き続き経営支援に活用可能な補助事

業等があれば、事業化に向け要望していきた

いと考えております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 先日の質問取りの中でも、職員の皆さんは

日頃から農家とコミュニケーションを取られ

て支援へ取り組んでいるという印象を受けま

した。だからこそ、農家の厳しい現状はよく

理解しているものと感じております。 

 次、(ｱ)農業・畜産農家へ現在、本市で

行っている支援内容についてお伺いいたしま

す。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 ご質問につきましては、近年の物価高騰に

係る支援事業のご質問であるとの理解の上で

お答えいたします。令和７年度において原油

価格、物価高騰に直面する中で、農畜産業経

営発展に向け努力する生産農家、畜産農家を

支援することを目的に、国の物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金を一部活用し、農

業経営支援事業補助金、畜産農家経営支援事
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業補助金を交付しております。また、酪農農

家への支援として、粗飼料の価格高騰に関す

る補助事業も今年度中に実施する予定となっ

ております。優良母牛導入支援事業では、一

括交付金を活用し、平成27年度から令和２年

度の６か年間で93頭の優良母牛導入を行い、

畜産農家の生産基盤の確立及び経営の安定を

図ってまいりましたが、継続支援の要望があ

りましたので、令和６年度から令和８年度に

かけて、約38頭の優良母牛の追加導入を予定

しており、さらなる生産基盤の確立及び経営

の安定を図ってまいりたいと考えております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。現在畜産農家への

支援として、優良母牛導入支援と併せて、ま

た１頭当たり3,200円の飼料補助も行ってい

るかと思います。これらの支援は大変意義の

ある取組だと思っておりますが、今後物価高

騰がさらに長期化する中で、継続的な支援や

新たな補助の拡充にも検討が必要ではないか

と考えます。 

 そこでお尋ねします。(ｲ)厳しい経営が続

く畜産農家より更なる支援拡充の要望がある。

当局の見解をお伺いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 原油価格や物価高騰、各種資材や飼料等の

価格の高止まりが続いている昨今、農業、畜

産業の経営が非常に厳しい状況であることは

重々承知しているところであり、さらなる支

援の必要性を実感しております。今後持続的

な支援を実施できるよう、国の物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金をはじめ、新た

に活用可能な補助事業のメニューがないか、

情報収集に努めるほか、有効的な活用方法等

についてもニーズを踏まえながら検討してい

きたいと考えております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 南風原町では、物価高騰対応重点支援交付

金を活用して、粗飼料価格高騰臨時支援事業

補助金を交付しております。そちらでは、チ

モシーなど乾燥草の購入金額の25％を助成、

最大50万円まで補助を行っております。本市

でも同様の補助ができないか、当局のご見解

をお伺いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 南風原町の取組も含め、近隣市町村におい

て実施している畜産農家に対する支援事業を

調査研究し、実施の可能性について検討して

まいりたいと考えております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 本市の畜産農家は規模が小さいところも多

いのですが、食の安全を支える大切な産業の

一つです。財政状況が厳しいことも承知して

おりますけれども、なるべく高補助率のもの

で、可能な限り早めに実現できるよう、ぜひ

取り組んでいただきたいと思います。また、

農家の方々からは、「沖縄県の助成は農家の

かゆいところに手が届いていない」というご

意見も頂戴いたしました。その点につきまし

ては、市からもぜひ県へ働きかけてほしいと

思いますので、そちらも併せてよろしくお願

いいたします。 

 ②豊見城市は全国でも有数のマンゴー産地

ですが、一方で「豊見城産マンゴー」として

の統一的な呼称が定まっておりません。豊見

城市として、市民や子どもたちも巻き込んだ

マンゴーのネーミングコンペを開催し、市を

挙げてブランド化を進めるべきと考えます。

そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

 (ｱ)豊見城産マンゴーの評価やブランド力
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をどのようにご認識されているのかお伺いい

たします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 豊見城市では、全国でもいち早く、昭和53

年頃からマンゴー栽培が行われており、当時

の豊見城村農業協同組合に生産者を中心とし

た果樹生産部会が設立され、昭和60年頃に農

協共選が始まり、現在に至っております。生

産農家数、生産量の増加を受け、平成12年に

は沖縄県より県内初の拠点産地として認定さ

れたほか、平成21年にはＪＡおきなわ豊見城

支店果樹生産部会会長のスローガン宣言と豊

見城市長によるマンゴーの里宣言を行ってお

ります。このような取組が生産農家の意欲や

技術の向上につながり、安定供給が図られ、

市場から信頼される「とみぐすく産マンゴー」

と評価されていると認識しております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 毎年マンゴーの時期になりますと、菜々色

畑には県内外から豊見城産マンゴーを買い求

める多くの客でにぎわいます。実際、今年も

多くの客でにぎわっている様子を拝見いたし

ましたが、全国的にもマンゴーの街として知

られるようになった一方で、豊見城産マン

ゴーはブランド力としては課題が残っている

と感じております。 

 そこでお尋ねします。(ｲ)市民参加型「マ

ンゴーのネーミングコンペ」を開催し、市を

挙げてブランド化を進めるべきと考えますが、

当局のご見解をお伺いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 本市のマンゴーについては、約50年にわた

る栽培の歴史に加え、ＪＡおきなわ、ＪＡお

きなわ豊見城支店及び生産農家のたゆまぬ努

力の積み上げにより、市場から信頼される豊

見城産マンゴーとしての地位を確立している

ものと認識しております。「とみぐすく産マ

ンゴー」の認知度向上を図るため、平成24年

にイメージキャラクターを募集し、おなじみ

のアゴマゴちゃんが誕生し、「まーＳＵＮ、

あまＳＵＮ、豊見城ＳＵＮマンゴー」の

キャッチフレーズとともに、市内はもちろん

のこと、市外・県外でも様々なイベントを通

じて「とみぐすく産マンゴー」のＰＲを行っ

てきたところでございます。イメージキャラ

クター及びキャッチフレーズが広く浸透し定

着することが、「とみぐすく産マンゴー」の

認知度向上にもつながっていることから、マ

ンゴーのネーミングコンペも認知度向上につ

ながる有効な取組であると考えております。

今後「とみぐすく産マンゴー」を独自のネー

ミングで展開していくことについては、現行

の共選による出荷体制との兼ね合いも考慮し

つつ、ＪＡおきなわ、ＪＡおきなわ豊見城支

店及び生産部会の意向も踏まえながら検討し

てまいりたいと考えております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 これまで本市が行なったブランディングの

内容についてお伺いいたします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 これまで「とみぐすく産マンゴー」の認知

度向上に向け、数多くの取組を行ってまいり

ました。ＪＡおきなわでは、県産マンゴーを

等級が高い順に特Ａのちゅらマンゴー、特Ｐ

Ａのプレミアムマンゴー、Ａ品、Ｂ品、Ｃ品

と区別しており、このほどＪＡおきなわ豊見

城支店独自の取組として、豊見城支店が運営

している菜々色畑でＡ品を豊見城オリジナル

化粧箱で試験的に販売する取組が今年度から
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開始されております。 

○（18番）楚南留美議員 －再質問－ 

 Ａ品につきましては、豊見城オリジナル化

粧箱による販売を開始したということで、差

別化を図るすばらしい第一歩であると評価さ

せていただきたいと思いますが、さらにあと

一歩差別化を図るという意味では、Ａ品をブ

ランド化することは、あらゆるメリットを考

えますととても重要だと感じます。「とみぐ

すく産マンゴー」のブランド化につきまして

は、波平邦孝議員はもちろんのこと、市長も

働きかけていると伺いました。引き続き実現

に向けて、市長の情熱をぜひ傾けていただき

たいと思います。 

 これで質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○ 議長 外間 剛 

 以上で本日の日程は、全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は９月18日、午前10時開

議といたします。お疲れさまでした。 

 

散  会（15時05分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署

名する。 

 

豊見城市議会議長  外 間   剛 

 

署名議員（19番）  大 田 正 樹 

 

署名議員（20番）  赤 嶺 吉 信 
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 本会議の次第 

○ 議長 外間 剛 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開  議（10時00分） 

 議事日程の報告であります。本日の議事日

程は、あらかじめお手元に配付したとおりで

あります。 

────── ◇ 日程第１ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第１、会議録署名議員の指名でありま

す。 

 会議規則第88条の規定により、本日の会議

録署名議員に宮城恵議員、仲田政美議員を指

名いたします。 

────── ◇ 日程第２ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順により順次質問を許します。 

── 通告番号11（11番）新垣亜矢子議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 はじめに、新垣亜矢子議員の質問を許しま

す。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －登壇－ 

 おはようございます。城の風、新垣亜矢子

でございます。いろいろ述べたいことはある

のですが、もう既に時間がないと毎回のよう

に。たくさん質問したいことがあるので、通

告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、(1)教育行政についてです。 

 ①本市の小中学校において教員が業務で使

用するパソコンは学習系、校務系と通信ネッ

トワークを分け２台のパソコンを使い作業を

しているが、2021年５月に文部科学省の「教

育情報セキュリティポリシーに関するガイド

ライン」が改訂され、「ネットワーク分離を

必要としない認証によるアクセス制限を前提

とした構成」いわゆる「ゼロトラストネット

ワーク」が示されました。本市も教員校務用

パソコンの効率化を進めるべきと考えるが見

解を伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 おはようございます。それでは、ご質問に

お答えしたいと思います。 

 教員校務用のパソコンの効率化につきまし

ては、議員のご質問にありますゼロトラスト

ネットワークへの移行は教職員の負担軽減と

業務効率化に不可欠であるものと認識してお

り、令和９年度の構築を目標に予算額8,380

万9,000円で実施計画に計上しているところ

でございます。現在のネットワーク分離環境

は、高いセキュリティーを確保する一方、

データの移動の制限や複数端末の使い分けな

ど、業務効率の面で大きな課題がございまし

た。このような中、国が新たなガイドライン

で示しておりますゼロトラストネットワーク

は、セキュリティーを確保しつつ、クラウド

活用を前提とした効率的な働き方を実現する

極めて有効な手法であると捉えているところ

でございます。先進事例といたしましては、

奈良市が挙げられるかと思います。奈良市で

はゼロトラスト環境の導入により、資料共有

のオンライン化やチャット活用による業務改

善が進み、教員の働き方改革につながってい

ると伺っております。本市といたしましても、

こうした先進事例を参考に、教職員がより一

層教育活動に専念できるＩＣＴ環境の整備に

取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ゼロトラストネットワークですが、前回波



― 131 ― 

平邦孝議員も質問に入れていたと思うのです

が、教員の２台持ちのパソコンを１台にまと

めて業務というか、校務しやすいようにとい

うことで政府としてもどんどん進めていると

いうところですので、ぜひ豊見城市でもやっ

ていただきたいのですが、今、令和９年度の

構築を目指すとおしゃっていますけれども、

教職員の負担軽減は一日でも早く実現したほ

うがいいと思っておりますので、この計画自

体を前倒して、もっと早めに令和８年度とか、

大急ぎでやることができないのか伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 今回のネットワークの置き換えは、教員の

働き方におきまして大きく環境が変わる計画

だと理解しております。教職員の研修を行う

期間、機器に慣れる期間を十分に設けること

で現場の負担軽減につながると考え、現状の

スケジュールとなっております。これまでは

３層分離になっておりまして、そこの大幅な

ネットワークの改変を伴うものですから、そ

のようなスケジュール感になっているという

ことについてご理解をいただけたらと思って

おります。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 早いほうがいいに越したことはないのです

が、令和９年度までに整備予定ということな

のですが、令和８年度の整備計画については

どうなっているのか聞かせてください。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えします。 

 現時点では実施計画等に上げて、予算編成

過程の中で今後の方向性なり、その進捗の度

合いが決まってくるものだと考えております

が、令和９年度に実現するために、その準備

として令和８年度にはハードウェアを中心と

した基盤整備を現時点では計画しているとこ

ろでございます。具体的な整備内容としては、

主に３点あります。１点目が職員室における

Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備、２点目が教員１人１

台の新たな業務端末としてクロームブックの

整備、そして３点目が高度な管理機能とセ

キュリティーを備えたエデュケーションプラ

ス等の導入ということになっております。こ

れらのハード・ソフト両面の基盤を令和８年

度に先行して整備することにより、ゼロトラ

スト環境にスムーズに行ける準備をしたいと、

現時点で教育委員会としては考えを持ってい

るところでございます。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ぜひ一日でも早く進行していただきたいと

思いますが、先ほどの答弁の中で8,380万

9,000円の予算計上が実施計画にあるという

ことなのですが、豊見城市内の教職員は大体

500名程度だと思います。市役所職員は450名、

500名、同じぐらいかと思うのですが、市役

所はＤＸ化でどんどん業務効率を上げている

状態で、学校のことは今からやろうとしてい

るところだと思うのですが、今8,380万9,000

円を単純計算で500名で割ると、１人当たり

の単価が約16万7,000円なんですね。ですの

で、作業効率、教員の負担軽減などを考えれ

ばパソコンの整備にも費用がかかりますし、

ぜひともネットワークのところでゼロトラス

トに移行するスピードを上げていただいて、

そうしたらパソコン購入の台数も抑えられる

のかと思いますので、今後ぜひ考えていただ

いて、実施計画に計上しているわけですから、

企画部としても事業の有用性、必要性につい

ても認識していただいて、予算化をどうぞよ

ろしくお願いいたします。次に行きます。 

 ②になります。私の公約の中でも基地内留
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学を１期目の最初からずっとやっていまして、

今回質問するのはハワイの国際交流の話なの

ですが、ぜひとも拡充をしていただきたいと

いう思いで質問いたします。②平成３年度か

ら中学生の派遣事業としてスタートした豊見

城市青少年国際交流事業は、ハワイ豊見城村

人会の方々との交流やホームステイなどを通

じ、教育、文化、歴史などを体験する交流中

心のプログラムが行われていますが、現在本

市がグローバル人材育成を強化していること

を考え、他市が行う夏休み海外短期留学のよ

うに、派遣期間を延長し英語教育プログラム

を加え、短期語学留学の位置づけに変えてい

くことができないか見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 現地の方々との交流は、英語を学ぶことへ

の関心、意欲を高めるとともに、自国の文化

のよさに気づき、誇りを持ち、グローバルな

視点の中でアイデンティティの確立に寄与す

るものと考えております。短期語学留学につ

きましては、語学研修を行うことで多様性、

国際感覚を身につけ、将来のキャリア形成や

国際社会で活躍できる人材育成ができるもの

と考えており、大変充実した事業だと考えて

おりますので、これまでお世話になっており

ますハワイ豊見城村人会との交流も継続して

行われる形で検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 今の答弁を聞きますと、ハワイ短期留学を

令和８年度、もう近々スタートするという認

識でよろしいでしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 検討を進めてまいりますが、ただ、その予

算措置の議論もございますので、その中の制

約の中でどのような形で改善が可能なという

ところを検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。実施に向けて積極

というか、ぜひとも実現させていただきたい

と思います。 

 この１年間、赤嶺美奈子教育長が就任され

てから、かなり多くの国際交流事業が行われ

ておりますが、赤嶺美奈子教育長が就任され

た昨年のところから国際交流事業の件数と就

任前の状況を比較した数字が欲しいのですけ

れども、状況は分かりますでしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 赤嶺美奈子教育長は令和６年７月より就任

されておりますので、令和５年度とそれ以前

の実績についてお答えをしたいと思っており

ます。令和５年度はアメリカンスクールとの

交流が２回となっております。令和６年度に

つきましては、アメリカンスクールが13回、

台湾との交流が１回、香港との交流が１回の

合計15回の交流となっております。なお、令

和７年度につきましては、現時点でアメリカ

ンスクールと２回、台湾との交流が７回、香

港との交流が１回の合計10回が実施済みで、

年度内に25回の実施予定となっておりまして、

数からも分かっていただけるように、質・量

ともに拡充している形になっているものと理

解をしているところでございます。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 すばらしい数字だと思います。国際交流事

業がどんどん増えているということで、就任

前は年に２回、今年度がもう全部済ませると

25回にもなるということで、リアルにお会い
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して、あるいはオンラインで体験をするとい

うことで、どんどん英語に触れる、英語漬け

をするという環境が整っていくというのは本

当に期待できると思っているのですけれども。

市長公約のグローバル人材育成を実現するた

めの基礎が英語教育の充実。これを実現する

ために赤嶺美奈子教育長に就任していただい

たと思っております。ほかの自治体の方から

赤嶺美奈子教育長を本当は自分の街に呼びた

かったという方がいらっしゃいまして、豊見

城市に取られたと会うたびにおっしゃる方が

いるほど、赤嶺美奈子教育長の英語教育の事

業は大変評価が高いと感じておりますので、

豊見城市に就任していただいたことを誇らし

く感じております。ハワイ短期留学が豊見城

市の子どもたちをさらにグローバルな場へ導

いてもらいたいと強く願っておりますので、

短期留学の実現に期待をしております。赤嶺

美奈子教育長の英語教育、グローバル人材育

成に対する思いを伺いたいと思います。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 

 新垣亜矢子議員のおっしゃるとおり、特に

今年度から英語教育、グローバル教育に力を

入れておりまして、国際交流事業を含め、子

どもたちが座学で学んだことをアウトプット

する機会をたくさん設けております。交流を

通して異文化理解も進めることでグローバル

教育を進めることができると思っていて、英

語学習の真骨頂がハワイの語学研修だと思っ

ております。市長と議長が夏にハワイへ赴き、

豊見城村人会の友好交流及び相互協力に関する

覚書に参加されておりますので、今後も村人会

との交流を深めながら、子どもたちの語学学習

にさらに力を入れていけたらと思っております。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。ハワイの青少年国

際交流事業が拡充されて、もっと豊見城市の

子どもたちにとってすばらしい事業になるよ

うに、よろしくお願いいたします。 

 そして資料を見ていただきたいものがある

のですが、英語教育で英語が話せるようにな

るまでには時間がかかりますけれども、その

先に見えてくるものは何か。市長が掲げるグ

ローバル人材育成で子どもたちは何を手に入

れるのか。社会が求めている英語力で見える

ものが、実は収入の増加だと大きく表れてい

ると言われております。これは英語力と年収

の比較なのですが、濃い青が国税庁の調査結

果、例えば20代だと年収346万円。この真ん

中の部分の日常会話以下の方が360万円。薄

い水色が英語ビジネス会話以上の方ですが、

この方が20代だと417万円になると。間が少

しずつ上がるのですが、これは男性なのです

けれども、50代になると何と平均よりも1.5

倍、英語力のある方は年収が上がる。1,000

万円を超えるという平均値が出ております。

さらに、女性になるとこれがまた顕著に出て、

20代、30代に関してはそこまで大きな差はな

いと言いたいところですが、実は30代で140

万円ぐらいはこういう形で差が出ているんで

すね。40代だと1.9倍、50代だと2.2倍もの年

収、所得の差が出てくると。だから、英語力

がどれだけあるかによって、その方の未来が

かなり変わってくるというのは数字になって

表れております。子どもたちに英語教育をす

るということは、英語に興味を持ってもらっ

て、もっと勉強したい、もっと自分はしゃべ

りたい、もっと所得を上げたいというところ

まで持っていきたいと考えております。「富

を生み出すまち」という市長の公約がありま

すが、これは教育によって個人の、住民の所

得を上げていく。長いスパンで考えていける
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のが英語だと思っているのですが、この部分

でスマホがあればできるだろうということで

はなくて、リアルに会話ができる環境を私た

ちがつくっていく、行政がつくっていく、議

員がそれを支えていくというものをやりたく

て、市長の公約も実現していただきたいと思

いますけれども、赤嶺美奈子教育長に就任し

ていただいてからの１年の動きとご自分のグ

ローバル人材育成という公約についてどう感

じていらっしゃるか伺いたいと思います。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 赤嶺美奈子教育長が就任して以降、これだ

け進んだということは、非常に私としてもあ

りがたく思っているところでありますし、今

画像で示していただいたとおり、そもそもそ

ういうところが発信源になって英語力という

ものを公約、政策で掲げさせていただきまし

た。これについては、もちろん英語が話せた

らゴールではなくて、使う手段として、英語

ができることによって将来の自分の人生に豊

かさをもたらすということは当然だと思いま

す。ですので、グローバルという言葉どおり、

世界を見ていただく。そうすることでいろい

ろな気づきだったり、出会いだったり、得ら

れることはたくさんあると思います。宜保龍

平議員も海外の留学経験もありますし、そう

いうことも含めて、やはりチャンスというも

のは外を見ることでたくさん可能性は生じて

いきますので、そういう部分も含めて英語が

ゴールではもちろんなくて、それを使ってい

ただくご自身の人生のためにということがあ

りますので、それも一つ富を生み出すという。

何も豊見城市の税収が増えるだけが富を生み

出すということではなくて、有能な高度人材

ということになり得る彼ら、彼女らがたくさ

ん羽ばたく社会になってほしいと思います。

行く末には、そういう高度人材、教育は投資

だと思っていますから、そういう部分で豊見

城市を支えていただける人材。外に出たりし

てもまた戻っていただく。外にいながら豊見

城市支えていただける仕組みもこれからつく

る必要があるだろうと思いながらも、ひいて

は外部からは、豊見城市はこれだけ英語教育

が充実しているから、ここで子育てをしたい

ということで移り住んでいただくことも一つ

の要素だと思いますから、いろいろな部分で

英語はワールドスタンダードの一つというこ

ともありまして、それを展開していけるよう

にこれからも進めていきたいと思いますので、

ぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ぜひこの街の未来を投資という形で人材育

成でつくっていけたらと思いますので、みん

なで頑張っていきたいと思います。市長もよ

ろしくお願いします。次にまいります。 

 (2)スポーツ振興についてです。 

 今、モニターに映っているのぼりですが、

これは南風原町の空港道の下の道路です。こ

れは名古屋グランパスが合宿に来たときに、

ここはすごく長い距離でバーッとのぼりが立

つのですが、豊見城市は陸上競技場の坂を下

りないとのぼりが見えてこない。しかもそん

なに本数がないという状態なので、私としま

しては、市内で合宿をしてくれているチーム

がたくさん増えている状態なので、選手の皆

さんに豊見城市で合宿してよかったと感じて

もらいたいと思っております。多くの市民に

スポーツ合宿をリアルタイムの応援で支えて

もらって盛り上げてもらいたいのですが、そ

の周知として積極的なものをやっていただき

たいのです。 
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 ①スポーツチームの合宿に伴い、合宿前か

ら広報活動を強化し、これまで以上に市を挙

げて歓迎することが必要だと考える。歓迎ポ

スターや沿道にのぼりの設置ができないか見

解を伺います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 スポーツチームの合宿における広報活動及

び歓迎につきましては、これまで会場でのの

ぼり旗設置、横断幕作成、ホームページ、公

式ＬＩＮＥ等での広報、マスコミへの取材依

頼、歓迎式の開催などを実施してまいりまし

た。これらの取組のさらなる強化は、選手の

皆様へのエールとなるだけでなく、市民の皆

様のスポーツへの関心を高め、地域の一体感

を醸成する上で重要であると認識していると

ころです。つきましては、歓迎ポスターや沿

道へののぼり設置といった新たな展開につき

ましても、費用対効果や施設、道路管理者の

許可の可否などを踏まえ、実現に向けて検討

を進めてまいりたいと考えております。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ぜひ盛り上げていただきたいのですが、今

画面上に出ているような、こんなたくさんの

ぼりで市民に周知するということに関しては、

道路の部分においては設置がかなり厳しいか

とは思うのですが、例えば市役所１階の部分

にフェンスがありますけれども、そこにのぼ

りを何本も並べて見た目で盛り上げるという

こともできるのかと思うのですが、そういう

取組についてはいかがでしょうか。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 歓迎ポスターにつきましては、その作成、

設置に当たり、再利用における課題やデザイ

ン製作に関する専門性、さらには先ほど申し

上げましたような感じで費用対効果など、ク

リアすべき検討課題、事項があると認識して

おります。それらの課題を総合的に勘案し、

他の自治体における事例等の調査も進め、そ

の導入の可否について検討を進めていきたい

と考えています。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ポスターものぼりも各自治会に委託して掲

示していただいて、地域で盛り上げて、地域

で周知するということをやっていただきたい

と思います。関連するスポーツをやっていて、

関係する人たちはそのスポーツ合宿が来たの

が分かるのですが、そのほかの市民にはあま

り伝わっていないところがあります。今年の

７月の全日本バレーボールチームの合宿にお

いても、「やっていたんだ」と後で言われた

のがあって驚いたんですけれども、市役所の

周りも掲示はしているのですが、目立たな

かったのかと思っております。本当はこのよ

うにバーッと目を引くようなもので「いらっ

しゃいませ」ではないですが、おもてなしを

するという形を取れたらいいのかと思ってい

ますので、検討していただきたいと思います。 

 次に、今回、先ほど言った全日本のバレー

ボールチームの合宿が来たときに、市のバ

レーボールボール協会が氷を用意して、選手

の皆さんにアイスバスを用意したんですね。

氷水の中に大体45分程度入ると効果があると

言われているのですが、今ここに出している

のはクライオバスというものです。液体窒素

でマイナス120度、服を着たまま３分間入る

とアイスバスに45分入ったのと同じ効果が短

時間で得られるというものです。選手が交代

で、服を着たままなのですぐ効率よく入れる

というものです。国立スポーツ科学センター

にも導入されて、国内トップレベルのアス



― 136 ― 

リートが利用しているものだそうです。こん

な感じで選手が全身入ったりとかしておりま

す。運動後のリカバリー、筋肉疲労の素早い

回復、コンディション調整、故障からの早期

回復のために利用されているということです

けれども、豊見城市では先ほどから言ってい

るように、2028年ロサンゼルスオリンピック

に向けたバレーボール選手のトレーニング施

設として、日本代表選手や日本代表候補選手

の皆さんに強化合宿で利用してもらうのが決

まっているわけですし、設備についてもトッ

プレベルのアスリートが求めるものを積極的

に整備して、豊見城市民体育館がＪＯＣ認定

競技別強化センターとして認定された意義を

しっかりと示す必要があると考えます。 

 ②国際的に活躍する団体が本市で合宿を行

うことの意義を考え、受入体制としてクライ

オバスを取り入れるべきと考えるが、今後の

計画を伺います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 クライオバスにつきましては、超低温環境

がスポーツ選手の疲労回復やパフォーマンス

向上に寄与する先進的な設備であり、スポー

ツ合宿地としての本市の魅力を高め、誘致力

を向上する上で有効な選択肢の一つと考えて

おります。しかしながら、クライオバスの導

入に際しては高額な導入費用に加え、施設の

設置スペースの確保、専用の電源設備の整備、

さらには安全管理体制の構築、維持管理に係

るランニングコストなど多岐にわたる課題を

精査する必要がございます。また、類似の疲

労回復、コンディショニング機器も存在する

ことから、それぞれの特性や費用対効果、導

入後の運用体制なども含め、総合的な比較検

討が必要であると考えております。つきまし

ては、今後関係部署と連携し、導入に向けた

検討を進めてまいりたいと考えております。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 このクライオバスは買うとものすごく高い

のですが、レンタルもしているということな

ので、一度これを試していただいてもいいの

かと思っていますので、ぜひ検討していただ

きたいのですが、例えば全日空の方も立ち仕

事、ずっと歩きっぱなしの方も、こうやって

足だけを中に入れてアイシングするというこ

とも積極的に既にやられているということな

ので、豊見城市はスポーツだけではなくて、

高齢者の体のメンテナンスも美容も、いろい

ろなことに利用できるということなので、体

育館とかに置いていただくとすばらしいのか

と思っております。別に会社の営業マンでは

ないのですが、沖縄県には１か所代理店があ

るということなので、ぜひ皆さんも見に行っ

ていただきたいと思います。 

 続いて、③市民体育館の駐車場不足につい

て、課題解消の施策は考えているのか伺いま

す。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 現在市民体育館におきまして、スポーツ大

会やイベント等におきまして、多くの人が来

館する際に駐車場が不足することは把握をし

ているところでございます。市民体育館に多

くの来館者が訪れる際には、市民体育館の駐

車場のほか、市民体育館隣の多目的広場や与

根漁港を臨時駐車場として活用してもらい、

駐車場の台数を確保している現状がございま

す。ただ、先日も質疑がありましたように、

与根漁港の活用についていろいろ課題もある

ことは理解をしております。その他の近隣の

商業施設の駐車場利用等も含め、今後は市民
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体育館が利用しやすい環境となるような検討

を行ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 今回多くの議員がこの問題に対して質問し

ているのですが、これは体育館の利用者が増

えて、大きなイベントがどんどん行われてい

て駐車場不足が深刻になっているというのが

現状だと思っています。それぞれの議員にい

ろいろなクレームが来ているのが現状で、質

問に変わったのかと考えているんですけれど

も、あふれる車両を現在臨時的に与根漁港を

駐車場として利用してもらっているところで、

そこを使う場合、イベントの主催者側から漁

港内の車両整理などで３人配置してくれとい

うふうに求められていると。なので、ここに

人と人件費もそうなのですが、ボランティア

の場合もあるらしいんですけれども、漁港内

で、一般の利用してくるお客さんに対して、

「駐車場はここです」と指示を出さなければ

いけないと。何もない場所に案内する行動と、

利用しやすいように白線を引いて、どんどん

中に通せるようにしたらもっと効率よくでき

るのではないかと思うのですが、漁港内の駐

車スペースに白線を引くことについて、そこ

はいかがでしょうか。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 与根漁港施設を駐車場として使用させるこ

とについては、あくまでも市民体育館駐車場

が不足した際の一時的な目的外使用としての

貸出しであり、常設駐車場ではございません。

議員のご質問にございます与根漁港内に白線

を引くことにつきましては、漁港本来の使用

目的から逸脱するものであり、目的外使用と

なるため対応することはできませんので、ご

理解のほうをお願いいたします。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ということは、漁港内はそもそも駐車場で

はないという前提の下で厚意的に貸していた

だいているという形なので、これ以上のク

レームが無いように気をつけなければいけな

いと思うのですが、それは体育館ができる、

イコールお客さんがいっぱい来る、車がたく

さん来るということを最初に体育館建設のと

きに想定して駐車場の台数を確保しなければ

いけなかったのかと思うのですが、体育館が

できてから10年たっていると思うんですけれ

ども、大型イベントがあるたびに駐車場が足

りなくて、こういう問題が大きくなっている

という状態です。体育館の状況を調べるとい

うか、ホームページを見ると１階の観覧席が

700席、２階の固定の観覧席が1,416席、合計

2,116席に対して体育館側で用意されている

駐車場の対応台数が大体220程度です。この

220台にマックスで４名乗っていても880名し

か移動しないということで、絶対的に足りな

いのが駐車場のキャパシティなんですね。こ

のまま公園を歩いていくと美らＳＵＮビーチ

につながります。向こうのビーチの駐車場を

体育館の利用者に対して、イベント時によく

やるのですが、ゲートを開けたままで無料開

放することがありますけれども、そのような

対応ができないか伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 豊崎海浜公園内ビーチ側駐車場につきまし

ては、主にビーチ利用者やバーベキュー利用

者、多目的広場等の利用者を対象としている

ため、市民体育館のイベントの利用者や関係

者による専用的利用は、キャパシティー的に

も現実的に困難な状況にあると考えます。し
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かしながら、豊崎美らＳＵＮビーチも市民体

育館も同じ豊崎海浜公園内にございますので、

体育館利用者が豊崎海浜公園内ビーチ側駐車

場を利用することにつきましては、その利用

を妨げるものではございません。ただし、体

育館専用駐車場より距離が離れていること、

かつ有料駐車場であるため利便性の面で体育

館専用駐車場利用者との不公平さが生じるこ

とが懸念されます。体育館駐車場不足に鑑み、

さらなる駐車場の確保のみならず、利用者の

利便性の向上を目指した駐車場不足打開案が

ないか、今後関係機関と調査、協議を重ねて

まいりたいと考えております。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ぜひよろしくお願いしたいのですが、今現

在イベントの主催者側が例えば駐車場が足り

ないからといって、「あっちに止めよう、

こっちに止めよう」と考えている状態で、

「イーアスに止めさせてもらえませんか」と

お願いをしたり、いろいろ主催者側が悩んで

いる状況が続いていると思うんですけれども、

そもそも体育館を設置しているのは豊見城市

ですから、この駐車場問題が今後もずっと続

くとしたら、利用者にとってすごく大きなス

トレスですし、主催者側にとっても余計な心

配事になるのかと思っていますので、ここは

駐車場対策、足りない分をどうにかするとい

うことは行政の責任でやっていただきたいと

思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 続いて、(3)健康推進について。 

 ①２月定例会において住民主体の「通いの

場」事業が強化され移行していくとのことで

したが、現状を伺います。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 自治会等で実施している通いの場が65か所、

中央公民館で活動されている65歳以上の方が

参加するサークルが約40か所、地域ミニデイ

サービスが40か所、また地域介護予防活動支

援事業補助金を活用されているサークルが14

か所ございます。これらの通いの場を合わせ

ますと合計159か所で、延べ1,563人の方々が

参加されております。これは国が示す高齢者

人口の８％という目標値、本市においては約

1,100人に相当いたしますが、これを大きく

上回る参加実績となっており、市民の皆様の

介護予防への関心の高さを示すものと認識し

ております。また、昨年度におきましては、

新たに１か所の通いの場が立ち上がっており、

今年度中にさらに５か所の立ち上げを目標に

地域への働きかけを進めているところでござ

います。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 地域に自主的にやってもらうという通いの

場ですけれども、地域住民が主体となって通

いの場を進めるに当たり、現場ではさまざま

な声が上がっていると聞いていたんですね。

クレームというか、そういうのがありますの

で、人員配置もそうですが、課題があると思

うんですけれども、その内容を伺います。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 まず、活動場所の確保が難しい点が挙げら

れます。中央公民館や市民体育館、各自治会

公民館などは既に活発に利用されており、新

たな活動に利用できる空きスペースや時間帯

が少ない状況にございます。このため民間の

市内商業施設などに対しても空きスペースの

活用についてご相談させていただきましたが、

施設の管理上の問題などから現時点では活用

に至っておりません。また、屋外の公園や海
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浜の東屋なども候補として検討はしておりま

すが、酷暑や雨天時などの天候に左右される

という課題もございます。また、場所の確保

以外では、サークル立ち上げ時に住民同士の

役割分担がうまくいかず、活動開始に至らな

いケースも見受けられますことから、新たな

通いの場の創設には、いかにして住民の方々

のやりたいという自発的な気持ちを引き出す

かが極めて重要でございます。行政主導で立

ち上げを行った場合、行政への依存度が高く、

支援が途切れると活動が継続しないといった

課題もございます。そのため市といたしまし

ては、通いの場での運動や人とのつながりが

介護予防に効果的であることを市民の皆様に

理解していただくための動機づけと、その活

動を継続的に支える人的なサポートが行政の

重要な役割であると認識しており、今後も地

域への丁寧な説明を継続し、長期的な視点に

立って、住民と行政が一体となった仕組みづ

くりを推進してまいりたいと考えております。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 課題としては人的なものだということです

ので、ぜひ継続的に支える人的なサポート、

行政の役割というものを充実させるために、

私は２月定例会でも健康福祉について質問し

ているんですけれども、多くの市民を健康長

寿に導くということで、介護サービス費と医

療費の削減を目指していただきたいというふ

うに申し上げました。そのための障がい長寿

課の取組を強化するために２班体制にしたい

と２月定例会のときに言っていたんですけれ

ども、ぜひとも次年度、組織改革というのを

検討していただいて２班体制にする、または

介護予防に特化した課をしっかり整備するこ

とをやっていただきたいと思いますので、こ

れは検討をお願いしたいと思います。 

 次に行きます。②アピアランスケア事業に

ついて、対象となる患者に情報が届いて、適

切に補助を受けているのか申込状況を伺いま

す。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 本市では、がん治療などにより外見に変化

が生じた方が安心して社会生活を送れるよう、

ウィッグや補正具の購入費用の一部を助成す

るアピアランスケア事業を令和５年度から実

施しております。対象者の方へ直接情報をお

届けするには対象者を把握する必要がござい

ますが、そのためには本市が大変デリケート

な個人情報である市民の罹患状況などを把握

することになるため、実施は困難であると考

えております。しかしながら、支援を必要と

されている方が確実にこの事業を活用できる

よう市広報紙、ホームページをはじめ市内医

療機関、商業施設、保育施設及び教育機関へ

の通知等、様々な媒体を通じて事業の周知を

努めてきたところでございます。申込状況に

ついては、令和５年度10件、令和６年度13件、

令和７年度は９月８日時点で12件となってお

ります。今年度におきましては、現時点での

申請件数が昨年度を大きく上回るペースで推

移しており、制度開始後、徐々に事業が市民

の方に認知され、ご利用数が伸びている状況

と考えております。今後も引き続き、医療機

関をはじめとする関係機関へ情報の提供を行

うとともに、市民の皆様が安心して事業をご

利用いただけるよう、事業の周知徹底に努め

てまいります。 

○（11番）新垣亜矢子議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。本当に多くの方に

補助事業を受けていただいて、がんのその後

の状況がメンタルも含めてウィッグとか補正
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下着で支えていただいているということは本

当にうれしいことですけれども、私が今回こ

の質問をしたのは、もちろん補助金が足りて

いるのかということもありますが、病院の放

射線科の待合室などに、どこの自治体がこの

補助をやっているという明確な表示はないん

ですね。ウィッグを売っているところのチラ

シとかはあるんですけれども。だから、私が

本当にお願いしたかったのは、公益というか、

「沖縄県内の自治体のどこがこの補助金を

やっていますよ。確実に受け取ってください

ね」というのを示せるようにしていただきた

いというのがあったのですが、これはなかな

か広域になると大変だと思いますので、でき

ればそこまでやっていただけるように検討を

お願いしたいと思います。 

 通告の調整のときにもたくさん話したので、

全部の質問をしたかったのですけれども、時

間がもうないので飛ばしてしまいますが、歯

科口腔保健の推進に関する条例のところも、

未病ケアが公約の中に入っておりますので、

今後ぜひともやっていただきたいということ

で入れたのですが、４月の施行から今後豊見

城市はどう変わっていくのか。健康長寿にど

うつながる結果になるのか気になっていると

ころですので、具体的な計画をしっかりと

やっていただきたいと思います。 

 今回の質問調整で本当にたくさん調整をし

た(4)子どもの貧困対策事業についても、10

年を過ぎて見直しに時期に入っているかと思

いますので、しっかりとした支援のためによ

ろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時44分） 

再  開（10時44分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

── 通告番号12（７番）瀬長恒雄議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、瀬長恒雄議員の質問を許します。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －登壇－ 

 皆さん、おはようございます。日本共産党

の瀬長恒雄です。よろしくお願いいたします。

では、通告に従いまして、一般質問を行いま

す。 

 (1)旧ＩＴセンター跡地への立体駐車場整

備事業について。 

 ①事業採択時の審査方法についてお伺いし

ます。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 事前に瀬長恒雄議員に確認していただいた

豊見城市公有財産民間活用「民間活力導入制

度」応募（事務処理）要項の４．提案から契

約締結までの流れで説明しますと、はじめに、

市ホームページで民間活力導入説明シートを

掲載し公募を行っております。その後、民間

事業者等から提案書等の提出があり、提出さ

れた提案書等の内容を確認し受付をしており

ます。提案書等を受付した後は、民間事業者

等へのヒアリングや関連部署との協議を行い、

市有地利用対策委員会で提案書の採否につい

て審議を行い、審議した結果について事務決

裁規程に基づき、市長が最終的に決定してお

ります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 再質問ですが、豊見城市市有地利用対策委

員会のメンバーである副市長、総務部長、都
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市計画部長、経済建設部長、市民部長などが

事業採択に当たっての選考委員になると考え

ますが、その認識でよろしいですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時47分） 

再  開（10時47分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 そういう認識でよろしいかと思います。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 ②事業を採用するに当たって市有地利用対

策委員会のそれぞれの委員が採点したのかお

伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 市有地利用対策委員会において、提案書の

採否の検討項目の評価について委員で審議し、

併せて事務局で行った評価との採否案を踏ま

え、委員会で審議し採否の決定を行い、市長

が最終的に決定をしております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今、事務局が評価、審議、採点したという

ことだったのですが、それでいいですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 事務局が最終の提案書の内容について、そ

の募集要項に基づいた提案になっているかど

うかについての確認と評価を一次的に行って

おります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 総務部長はこの間、公募型のプロポーザル

で大和リースの採用を決めたというような答

弁をしているのですが、公募型のプロポーザ

ルの実施要領があるのですが、これは本件で

はなくて伊良波中学校の長寿命化計画の選考

の要項ですが、この中では優先交渉権者の選

定という項目で、各委員が提案者ごとに評価

点をつけ、その合計点が高い順に順位をつけ

る。候補者の選定は、順位を第１位とした委

員の数が最も多いものを優先交渉権者に選定

するとあるのですが、このような全員が評価

をつけて、その１位とした委員が多かった者

を優先交渉権者にするというような規定は今

回つくられていないのですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時50分） 

再  開（10時50分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、瀬長恒雄議員がおっしゃるように、今

回の民間型の提案制度につきましては、プロ

ポーザルとはまた違ったやり方でありますの

で、それはご理解をお願いします。私たちの

今回のものについては、内閣府や総務省、国

土交通省が連名で出しておりますＰＰＰ事業

における官民対話事業者選定プロセスに関す

る運用ガイドにおける随意契約保証型の民間

提案制度を令和５年度から導入した試験運用

で実施しているところでございます。今まで

にも豊見城市公有財産民間活用「民間活力導

入制度」で採択した事業には、仮リーフや学

校施設ＬＥＤ推進事業、豊見城市リバーサイ

ドテラス事業、そして今回の（仮称）豊見城

市防災型立体駐車場整備がございます。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 私は今資料を持っていないのですが、私へ

の答弁で、この事業は公募型プロポーザルで
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選定したのだと。だから随意契約なのだとい

う答弁をしているのですが、その答弁はな

かったということですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時51分） 

再  開（10時52分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 議員ご質問の豊見城市プロポーザル方式の

実施に関する要領では、前提として市が発注

する委託業務等の契約となっており、民間提

案制度を想定した要領とはなっておりません

ので、民間活力導入制度においては、提案者

の採否の検討項目の評価を審議し、併せて事

務局で行った評価と採否の案を踏まえ、採否

の決定を行うということを市有地利用対策委

員会において事前に確認しております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今、市が発注する事業だとおっしゃいまし

たか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今回の防災型立体駐車場におきましては、

当初民間提案制度においては、民間がこの場

所を利用して市がこの施設をお貸しして民間

の施設を造って収益を得るということを想定

しております。そうなった場合は、公共施設

とはならないのを想定の上でやっております。

今回は、結果的には市の予算でもってやって

おりますので、公共的な事業となっておりま

す。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 ですから、結果的に公共事業になったとい

うのであれば、その選考過程ではそれぞれの

委員が評価をつけるプロポーザル方式でやる

べきではないのですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時54分） 

再  開（10時54分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 市有地利用対策委員会の中で私たちもいろ

いろ議論をした中において、今回提案のあっ

たものにつきましては、まず今回の旧ＩＴ産

業支援センターの活用について数社からの提

案があって、本市において補助金を活用する

財政負担が大きな提案であったことから、今

回この防災型立体駐車場となっております。

防災型立体駐車場の整備につきましては、緊

急防災・減災事業債の活用を前提とした提案

となっておりまして、本市においても来庁者

へのサービスの向上、災害時における避難場

所の確保、中心地におけるにぎわいの創出、

地域課題の解決につながり、資産の形成、新

たな財源の確保など大きな効果が得られるこ

とが期待できることから、この事業を採択し

ております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 だから、採択の方法を今問うているのです。

先ほど市有地利用対策委員会のメンバーが選

考委員だと。このメンバーは誰も評価点をつ

けていないということですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 評価点をつけるつけないではなくて、この

提案された審議内容をしっかり審議させた上
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で決定しております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 では、事務局が点数をつけたということで

確認していいですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 事務局が点数をつけたというわけではなく

て、事務局の点数はあくまでも参考でありま

す。委員会の中でしっかり委員の皆さんで審

議した上で、その内容を採択したということ

です。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今の話では、事務局が採点をつけたと。今

回採点がつけられているのは、95点の大和

リースともう一件、65点の事業者があると。

この95点をつけた、65点をつけたというのは

事務局がつけたということでいいのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、瀬長恒雄議員がおっしゃるように、そ

の点数については事務局のほうで採点した結

果でありますが、この内容について、この点

数についても委員の中で審議した上で、この

内容で了承したということでありますので、

ご理解をお願いします。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 とんでもない選考の仕方だと思います。他

の市町村のプロポーザル方式では、選定委員

は提案者と接触をしてはいけないという規定

があります。今回事務局が採点を行ったとし

ていますが、事務局が提案者から提案を受け

付け、提案者と協議を行い、採点の基準まで

事務局がつくり、市有地利用委員会に提案を

行っています。このようなことを考えれば、

事務局が採点を行うのではなくて、委員の皆

さんが採点をすべきではないのですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時57分） 

再  開（11時10分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 豊見城市プロポーザル方式の実施に関する

要領につきましては、令和５年６月１日付で

策定をされているかと思います。私たちが今

回実施しました民間活力導入制度につきまし

ては、豊見城市プロポーザル方式の実施に関

する要領では想定されていないものでありま

すので、この民間活力導入制度につきまして

は、先ほど答弁しました国の定めたＰＰＰな

どに関する運用ガイドに基づいて、今回の民

間活力導入制度を実施しております。この中

においては、まず提案から契約締結の流れと

しましては、民間活力導入説明シートの掲載

を行っております。その後、提案書の受付及

び内容の確認を行い、ヒアリングを行い、担

当部署との協議を行っております。その後、

市有地利用対策委員会で審議して、提案業者

の採否の決定を行っております。その後、詳

細協議を行って予算措置、事業化の決定及び

契約の締結の流れとなっておりますので、そ

の中におきまして市有地利用対策委員会にお

いては、理解度・地域性・実現性・効率性・

将来性の観点からこの事業者の採否について

決定しているところです。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今回私が問題にしているのは、市の内部だ

けの組織、外部の委員も誰も入っていない。

そのような中で、それも採点をつけたのが事

務局だと。いろいろなプロポーザルの要項を



― 144 ― 

見ていますが、事務局は準備をするだけで

あって、選定委員会が判定・評価をつけると、

採点をすると。その採点の中で一番高い点数

を付けた人を選ぶと。公共工事であれば、

もっと厳密にやるべきことではないのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどから言いましたように、プロポーザ

ル方式では想定されていないのが今回の民間

活力導入制度であります。事務局が採点をし

たものについては、あくまでも参考の点数と

してであります。それを踏まえて、市有地利

用対策委員会で点数の配点の中身や、その提

案内容をしっかり協議、確認、審議しており

ますので、私たちはそれに基づいて委員会の

中で決定したという認識であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今回の事業は公共工事ですよね。公共工事

を市の内部だけの委員会の話合いで決めた。

おかしくないですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほども申しましたように、結果的には公

共工事になりました。募集当初は、市の土地

の有効利用についての提案制度であります。

先ほども言いましたように、市の土地の利用

に当たっては、民間事業者が施設を建設して、

この施設を運用していただいて収益を上げる

ということも可能だというような提案制度の

募集であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 一般市民からは到底理解が得られないよう

な採用がなされたということが今回の答弁に

は疑問が残ります。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時14分） 

再  開（11時18分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －訂正－ 

 先ほど「確認されました」と発言しました

が、「今回の答弁には疑問が残ります」に訂

正をさせていただきたいと思います。 

○ 議長 外間 剛 －許可－ 

 この訂正については、議長にて許可いたし

ます。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 令和６年の２月定例会において、ウマン

チュが利用できる立体駐車場建設として提案

がありました。立体駐車場の450台のうち224

台が市職員とＪＡ職員の駐車場として、１台

当たり月8,000円の定期利用、月極契約駐車

場で、残りは時間貸しで１日最大400円、15

年間で６億951万円の収入があり、緊急防

災・減災事業債で起債した７割が交付税措置、

残りの３割を駐車料金で賄えるとの説明で議

会の承認を得ています。しかし、県に確認を

したところ、月極有料駐車場は会計監査の判

断によっては緊急防災・減災事業債の対象に

ならない可能性があるとの説明でした。 

 そこで、③月極あるいは時間貸しの有料駐

車場は収益事業となり、緊防債対象外になる

と考えるが、総務省に確認が取れているのか

お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和７年の２月市議会定例会において、瀬

長恒雄議員の一般質問で答弁しましたとおり、

緊急防災・減災事業債の起債協議において、

本市は県と協議し、県は国と協議をしており

ます。本市としましては、起債協議の対象と

してしっかりと対応した上で、災害対策の機

能強化を図る公用施設として整備し、同事業
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債が充当できるという確信を得て事業を進め

ているところでございます。防災型立体駐車

場については、平日・休日、防災時の使い方

は異なるという認識であります。瀬長恒雄議

員は駐車料金について、緊急防災・減災事業

債の直接の要件になっていないということに

ついて県に確認しているようですが、地方自

治法で定められている範疇において、防災型

立体駐車場を活用してまいりたいと考えてお

ります。なお、令和７年８月27日付で沖縄県

知事より豊見城市長宛てに、令和７年度起債

協議の第一次の回答が来ていて、その中でも

緊急防災・減災事業債を含めた事業について

は全て同意ということで通知が来ていること

を報告しておきます。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 沖縄県に確認したところ、緊急防災・減災

事業債では公用施設、庁舎や庁舎駐車場が対

象であると県の担当から説明を受けました。

豊見城市の申請では、災害時は避難場所、平

時は公用施設、庁舎の駐車場として利用する

ということで申請されているということでし

たが、その内容で申請し起債の同意を得たの

かお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 そのような認識でよろしいと思います。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 先ほど言ったのですが、令和６年の２月定

例会では、立体駐車場のうち224台を市の職

員とＪＡの職員で使うと。残りは定期利用で

使うということなのですが、この使い方は市

の庁舎、公用施設の使い方として適当なのか

お伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時21分） 

再  開（11時23分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長恒雄議員がおっしゃるように内訳等は

以前にお話ししたとおりです。今回の起債協

議においては、この公用駐車場につきまして

は、支障のない範囲での目的外使用というこ

との利用もできるという認識であります。そ

れを踏まえた上での県との協議になっており

ますので、その辺についてはご理解をお願い

します。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今、支障のない範囲での利用だとおっ

しゃっていたのですが、450台のうち約半数

を定期利用で使うと。このことが支障のない

範囲なのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどもお答えしましたが、平日・休日、

災害時の使い方は異なるという認識でありま

すので、これは台数でもって目的外とか、そ

ういうものではないと認識しております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今の答弁ですと、市としては大丈夫だとい

う認識で、庁舎、公用施設が月極の定期利用

も可能だという認識でいるということですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 これは以前私たちが答弁した月極に瀬長恒

雄議員はこだわっているようでありますが、

起債協議していく上でそういう利用はできな

いということで確認ができましたので、私た

ちは今回は目的外使用と。支障のない範囲で

目的外使用ができるということでありますの

で、その範囲で利用していきたいと考えてお
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ります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 協議の中で月極はできないということが確

認されたので変えたということですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時25分） 

再  開（11時27分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 私たちは今まで月極という話ではなくて、

定期的な利用が可能だということで答弁とし

ているかと思います。定期的な利用につきま

しては、先ほど答弁しましたように、あくま

でも公用駐車場でありますので、その公用駐

車場に支障のない範囲での利用は可能だとい

う認識であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 昨年の２月定例会での提案は、大和リース

の提案だったのですか。224台を市職員とＪ

Ａ職員の駐車場として使うという提案は、大

和リースの提案だったのですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時28分） 

再  開（11時29分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、大和リースの提案だったかというお話

だったと思います。大和リースからの提案内

容につきましては、来庁者へのサービスの向

上や災害時における避難場所の確保、中心地

におけるにぎわいの創出など、地域課題の解

決につながるなどの大きな効果を得られるこ

とが期待できるという施設での提案でありま

した。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 では、この224台の市職員とＪＡ職員の利

用についての提案は誰が行ったのですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時30分） 

再  開（11時30分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、市職員やＪＡ職員の駐車場という話が

ありました。これにつきましては、あくまで

も大和リースからの提案ではなく、これにつ

きましては大和リースとの協議の中で、今市

が抱える今後の課題があります。市の職員が

停めている駐車場がなくなるということも含

めて、そういうものにも活用できないかとい

うことを考えて、こちらのほうから大和リー

スと協議した上で、当時はそういう答弁に

なっているかと思います。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 では、定期利用は大和リースの提案ではな

かったと。この提案は市の職員がつくったと

いうことですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 大和リースからそのような提案はございま

せん。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 去年の２月定例会にこの提案は議決されて

います。この議決の大きな理由は、緊急防
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災・減災事業債で起債した７割は交付税措置

で返ってくると。残りの３割は駐車料金で賄

える。この駐車料金の説明が、先ほど私が話

した月極と時間貸しで駐車料金が入ってくる

ので賄えると。この説明で議会を通している

のです。この根拠は何ですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 先ほども答弁しましたように、大和リース

と市のほうで協議をした上で、そういう利用

もできるだろうということであります。今、

駐車料金を活用することによって市の財源の

負担が減るだろうということを含めた内容に

なっているかと思います。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 それでは伺いますが、公用施設として申請

された今回の防災型立体駐車場で224台の市

職員とＪＡ職員の定期利用の運用を今後して

いくという考えなのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどの答弁と同じですが、支障のない範

囲でそのような運用をしていきたいと考えて

おります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 令和６年の12月定例会で１階の部分にマク

ドナルドを入れる提案がなされ、マクドナル

ドの整備にも緊急防災・減災事業債が使える

ということで提案され、議会で議決されまし

た。しかし、今年の２月定例会でマクドナル

ドは目的外利用ということで緊急防災・減災

事業債の対象外になると県との協議で指摘さ

れ、マクドナルドの整備費約３億円を一般財

源から支出することになりました。令和６年

12月定例会時点で、マクドナルドは緊急防

災・減災事業債の対象外になると確認ができ

ていなかったのかお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時34分） 

再  開（11時35分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 まず、マクドナルドという話ではなくて、

私たちは防災型立体駐車場の整備に当たって

は、あくまでも炊き出し拠点という認識で起

債協議に入っていたわけです。その中におい

て県や国と協議していく中では、この炊き出

し拠点については緊急防災・減災事業債の対

象とするのは好ましくないという判断がなさ

れたので、２月定例会において財源を組み替

えたという内容であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 先ほどもお話ししたのですが、マクドナル

ドは緊急防災・減災事業債が使えるというこ

とで提案をして議決をもらう。翌年の２月定

例会では使えませんでした。予算の組み替え

で自主財源から出しますと。そういう手法は

おかしくないですかということです。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどから説明していますが、私たちはあ

くまでも炊き出し拠点という意味合いでもっ

て最初の起債協議に入っております。国や県

と協議が整った上で、２月定例会で財源を組

み替えしたのであって、瀬長恒雄議員がおっ

しゃっているものとは少しニュアンスが違う

のかと私は認識しております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 炊き出し拠点にマクドナルドを入れるとい

うことは誰が提案したのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 
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 お答えします。 

 私たちはマクドナルドが炊き出し拠点にな

るという認識を当時はしておりました。それ

でもって炊き出し拠点という、あれだけの店

舗を構えている企業でありますので、災害時

においてはそういう提供ができるだろうとい

う認識で炊き出し拠点と位置づけをして、防

災施設としての提案ということで、私たちは

緊急防災・減災事業債の対象事業として当初

は考えていたと。それが国や県との起債協議

の中において、それについては起債の対象外

だということが分かりましたので２月定例会

に財源組替えの予算を提案して、議決をいた

だいたところであります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 マクドナルドを入れるということは、大和

リースの提案だったのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 これにつきましては、議会での議決を経た

上で、その内容について大和リースと協議し

た上で、大和リースがそれを含めた内容で提

案をしていただいたという内容になっており

ます。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 議案として提案する前に、緊急防災・減災

事業債が使えないということを確認した上で

提案すべきだったのではないですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 最初は、先ほどから言っていますように、

これは炊き出し拠点です。防災施設に重要と

なる炊き出し拠点というふうな認識でありま

した。これが、先ほどから言っているように

国や県との協議の中で、それについては起債

の対象から除いたほうがいいだろうというこ

とがありましたので、それを除いた上で、国

や県からの起債の同意を得ていると。今年度

においても同意が得られているという内容で

あります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 ⑤資材費や人件費の高騰で事業費の増大が

想定されます。一旦立ち止まり、見直すべき

だと考えるが見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長恒雄議員に趣旨確認の際に事前に確認

させていただきましたが、近年の物価高騰に

伴って現在の予算以上にさらに事業費が増大

することを懸念しているという趣旨であると

確認しておりますので、その内容を踏まえて

お答えしたいと思います。令和６年第６回市

会議定例会において、防災型立体駐車場整備

事業の増額補正を含む一般会計補正予算（第

４号）を原案可決させていただきました。増

額補正の理由としましては、当初予定してい

た整備内容からの変更と物価上昇分を見据え

た約10億円の増額でございました。なお、本

定例会にて追加提案させていただきました議

案第50号は、防災型立体駐車場整備事業の主

要な部分となる建築工事で、工事期間が１年

半と短い期間での整備となりますので、急激

な物価高騰がない限りは、事業費の増大はな

いものと考えております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 他の市町村では、公共工事の事業費の増大

が予想されるときは事業を取りやめる事例が

各地であるのですが、豊見城市では事業費の

増大は見込んでいないということですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどもお答えしましたが、令和６年度の

補正予算におきまして、その物価上昇分を見
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据えた額で増額補正をしております。その部

分を含めた内容となっておりますので、物価

上昇分についてもその内容に含まれていると

思います。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 次に行きます。⑥旧ＩＴセンター跡地は更

地の状態だと何台の駐車が可能かお伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 旧豊見城市ＩＴ産業振興センターの土地は、

隣接する道路との土地の高低や形状、車両の

有無、並列や縦列駐車等駐車方法に様々な要

素があるものの、それらの要件を考慮せずに

単純に敷地面積を普通乗用車の標準的なス

ペースの面積で割りますと210台となります。

なお、旧豊見城市ＩＴ産業支援センターの解

体前につきましては、52台の駐車区画がござ

いました。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 県には庁舎駐車場として平時は使うと申請

していますが、現在庁舎駐車場は不足がある

のか。適当な駐車台数であるのかお伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 時期的なものになりますが、庁舎の駐車場

が不足する場合はあります。例えば３月の確

定申告の時期と議会が重なったとき、そのと

きに庁舎内で例えば健診やイベントがあった

ときには駐車スペースがない。そのときには、

議会の議員の皆さんにも協力いただいて、以

前のＩＴ産業振興センターのほうに駐車の協

力依頼をしたり、そういうことをやっており

ますので、１年間を通してではありませんが、

駐車場が不足する時期が時期的にあるという

ことをお答えしたいと思います。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 現在庁舎には約200台の駐車スペースがあ

ると思いますが、税務課にお伺いしたのです

が、確定申告のときでも旧ＩＴ産業振興セン

ター跡地の利用だけで足りていたというお話

だったのですが、なぜ450台も庁舎駐車場が

必要なのかお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時43分） 

再  開（11時44分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今回の防災型立体駐車場整備につきまして

は、あくまでも災害時の利用がメインとなっ

ております。瀬長恒雄議員がおっしゃるよう

に、今税務課に聞いたら不足していないとい

うお話しだったかもしれませんが、そういう

話ではなくて、非常時にどう対応するか、災

害時にどう対応するかということがあります。

昨年４月でしたか、津波のときに多くの市民

がこの庁舎にも避難してきました。そのとき

は庁舎駐車場が大変混雑したという状況もご

ざいます。そういうときに備えるべきだと私

たち行政は考えておりますので、防災型立体

駐車場の整備につきましては必要だという認

識であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 ⑦豊見城中学校と上田小学校は現在避難所

としては指定されていないというお話でした

が、もし避難場所として指定した場合、何名

が避難できるのか。そして車では運動場等に

何台避難できるのかお伺いします。 
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○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 災害発生時またはその恐れがある場合に、

被災者が一定期間滞在するための指定避難所

として校舎や体育館を活用する場合、上田小

学校で1,346名、豊見城中学校で1,503名、合

計2,849名が収容可能と想定しております。 

 次に、災害が起こった際に生命を守るため、

緊急的に避難する指定緊急避難場所として活

用する場合、上田小学校グラウンドで7,467

名、豊見城中学校グラウンドで8,762名、合

計１万6,229名が収容可能と想定しておりま

す。瀬長恒雄議員ご質問の車両が何台避難で

きるかにつきましては、災害時における避難

は、原則として徒歩による避難を推奨してい

ます。そのため、運動場への車両駐車は避難

活動を妨げる可能性があるため、基本的には

想定はしておりません。ただし、障害者の方

や高齢者の方など、やむを得ず車での避難が

必要な方の受け入れについては、状況に応じ

て柔軟に対応する体制を整えております。ま

た、豊見城中学校は市役所周辺の防災拠点と

して避難所に加え、食料、物資の集積・分配

拠点として活用をする予定であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 私は運動場に何台避難できるか、確保でき

るという質問をしたのですが、それに答えて

いないんです。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時47分） 

再  開（11時48分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 基本的には徒歩での避難ということについ

ては、ご認識のほどをお願いしたいと思いま

すが、今想定として試算したところ、上田小

学校グラウンドでは497台、豊見城中学校グ

ラウンドでは584台が駐車可能だということ

で試算をしております。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 庁舎の周りには、今答えていただいたよう

に、もし車で避難する場合、旧ＩＴ産業振興

センター跡地には210台、豊見城中学校のグ

ラウンドには584台、上田小学校グラウンド

には497台、もし車で避難する場合には収容

できるということでお答えいただいたのです

が、平時は庁舎に不足分はないということで、

災害時には立体駐車場に避難するということ

だったのですが、庁舎の周りにこんな多く車

で避難できる場所が確保されているのに、あ

えて29億円もかけて車での避難場所を造る必

要があるのですか、お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 平時においては、今の駐車場が不足する場

合があるということは先ほど答弁したと思い

ます。なぜ防災型立体駐車場が必要かといい

ますと、あくまでも立体駐車場というメリッ

トがあります。グラウンドはずっと太陽の下、

でもあそこは立体でありますので、陰の中で

の生活ができる。いろいろと県外のニュース

とかでもご存じかと思いますが、車での中で

滞在が続くときは陰があったほうがいいとか、

そういう施設が整う。あそこには防災倉庫も

備えてあって、そういう対応ができるような

トイレもあります。そういうものを含めます

と、この立体駐車場は必要だという認識であ

ります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今回の民間活力の目的であった庁舎職員の
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駐車場確保という部分が抜け落ちているので

すが、その確保はもうなくなったということ

ですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時51分） 

再  開（11時51分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 支障のない範囲で防災型立体駐車場の活用

ができるという認識であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今回公募をかけたのは、まちの顔の形成と

市職員の駐車場だということで大和リースが

提案してきたのではないですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時51分） 

再  開（11時52分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 大和リースからの当初の提案につきまして

は、職員駐車場は含まれておりません。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 職員駐車場の提案はなかったのですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどお答えしましたが、当初の提案にお

いてはそういうものはなかった。ただ、市と

しての職員駐車場の確保という課題がありま

した。その部分について市が大和リースとこ

の部分を含めた協議をした上で、そういう利

用もできるということでの内容であります。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 今回まちの顔と庁舎駐車場の公募の結果の

表には、大和リースとあと一件は採点がされ

ていると。もう一件は、庁舎駐車場の提案が

なかったので採点しませんでしたとあるので

す。大和リースが庁舎の駐車場を提案してい

なければ、採点しないカテゴリーに入るので

はないですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時53分） 

再  開（11時55分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 先ほど私が答弁した内容に修正も入るので

すが、当初、私たちが職員駐車場の課題解決

を含めた今回の民間提案制度となっておりま

す。その中で先ほど瀬長恒雄議員がおっ

しゃったように、１者については職員駐車場

の提案がなかったから落ちたというわけでは

なくて、申請に間に合わなかったというのが

大きな要因でありますので、それについては

ご理解をお願いします。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －再質問－ 

 あの文書は公表されているものですよね。

私はあれを見て、職員駐車場の提案がなかっ

たから採点しませんでしたということなので

すよ。そうであれば、大和リースから職員駐

車場の提案がなければ採点されなかったとい

うことではないのですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時56分） 

再  開（11時58分） 
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○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 公表した内容につきましては、不採択と

なった事業者につきましては、豊見城市庁舎

職員の駐車場の提案は含まないという記載だ

と思います。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時58分） 

再  開（13時30分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

 ただいま教育長から答弁発言の一部を訂正

したいとの申し出がありましたので、発言を

許します。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 －訂正－ 

 先ほど新垣亜矢子議員のご質問中、(1)教

育行政について。②に対する再質問に対する

答弁でハワイ豊見城村人会との協定について、

姉妹提携調印式と答弁いたしましたが、「姉

妹提携調印式」ではなく、「友好交流及び相

互協力に関する覚書」に訂正させていただき

たく存じます。 

○ 議長 外間 剛 －許可－ 

 ただいま教育長より申し出のあった発言の

訂正については、議長において許可いたしま

す。 

── 通告番号13（15番）要 正悟議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、要正悟議員の質問を許します。 

○（15番）要 正悟議員 －登壇－ 

 皆さん、こんにちは。粋和会、要正悟です。

通告に従いまして、一般質問を行います。 

 (1)防災危機管理について。 

 今回の一般質問でも多くの議員が防災に関

して取り上げていることからも、防災・減災

に関しては市民の関心も日々高くなっている

ことと思われます。今月の９月１日は防災の

日ということで、本市でも１階の市民交流イ

ベントスペースで行われた展示イベントでは、

様々な防災に関する展示を行うなど、市民の

関心に沿った取組については大変評価できる

ことだと思っております。また、皆さんもご

存じかと思いますが、死者・行方不明者10万

人以上という甚大な被害をもたらした1923年

９月１日に発生した関東大震災の教訓を忘れ

ず、国民は防災意識を高まることから９月１

日が防災の日に定められています。 

 それでは、①本市の備蓄物資の現状につい

て伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 備蓄の状況につきましては、食料３万51食、

飲料水３万4,274本、粉ミルク1,566食、簡易

トイレ71台、発電機29台、投光器22台、毛布

2,797枚、マット1,542枚、大人用おむつ

1,408枚、子ども用おむつ１万4,310枚、生理

用品４万9,606枚などとなっております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 災害対策基本法が改正されて、自治体に年

１回の備蓄公表の義務づけとなっております

が、その内容をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 災害対策基本法の改正の内容につきまして

は、第49条第２項において、地方公共団体の

長は、毎年１回、前項の規定による物資の備

蓄の状況を公表しなければならないと規定さ

れております。 
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○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 では、本市豊見城市では、改正後備蓄公表

は行っているとのことでよろしいでしょうか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 公表の時期につきましては、地方公共団体

の判断によって任意の時期で公表することに

なっておりますが、毎年12月31日までに公表

することになります。ただ、令和７年につき

ましては法改正がありましたので、令和８年

７月１日までに公表することになっており、

本市においても公表に向けて準備をしている

ところであります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。準備中ということ

でしたけれども、年に１回の備蓄公表は、市

民に対して公表するという認識でよろしいで

すか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 災害対策基本法が改正され、備蓄状況は年

１回、広く市民に公表するものとしておりま

す。令和８年７月１日までに公表することと

なっておりますので、できるだけ早い時期に

市民に対して公表できるように準備を進めて

おります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 能登半島地震では、簡易トイレが大幅に不

足しているという報道がありましたけれども、

本市のトイレの備蓄状況を改めてお伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 本市のトイレの備蓄状況につきましては、

自動式簡易トイレラップポン71台を整備して

おります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 簡易トイレの備蓄目標数があればお伺いし

ます。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 豊見城市備蓄計画において、簡易トイレの

整備目標数は男性用58台、女性用70台の合計

128台となっております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 先ほどの答弁でも簡易トイレの備蓄目標数

が128台、現在は71台と目標に対して約半分

となっていますけれども、交付金を活用して

新たに27台を整備するということですが、も

ちろん行政側で十分なトイレ備蓄が可能であ

ればそれに越したことはないのですが、これ

は本市に限らず他市町村もそうなのですけれ

ども、行政側で有事の際の十分なトイレ整備

というのは非常に無理があると私は思ってい

ます。私、個人的には、大規模災害時のトイ

レ問題に関しては、まずはそれぞれの家庭で、

いわゆる自分たちで必要な量の携帯トイレの

備蓄を自助という観点から、豊見城市がもっ

と強く市民に促すべきではないかと思ってい

ます。政府は、大人の１日平均使用回数を５

回として、その１週間分、計35回分、政府は

災害時用トイレを備蓄するように推奨してい

ます。４人家族とすると、掛ける４で140個

となるのですが、それをもっと周知すべきで

はないかと私は思っています。金額を調べて

みると、何千円もする高いものから、安い物

であれば１回分700円ぐらいであるのですが、

700円といっても安くはなくて、140個だった

ら10万円近くになります。ですから、トイレ

の備蓄の補助とかそういうものも今後提案し

たいと思って、今回は通告外になるので質問

はできませんけれども、そういう備蓄状況と



― 154 ― 

なっております。日本トイレ協会という団体

がありますが、その協会が2023年に、主に関

東地震エリアと南海トラフ地震エリアを対象

にした防災用品の備蓄状況に関する調査結果

を公表しておりまして、今年の４月に地元新

聞に載っていましたが、備蓄率でいうと水が

約57％、非常食が約43％、災害時用トイレは

約22％と、水、非常食に比べて大幅に備蓄率

が低いという結果だったそうです。被災地で

トイレを我慢するために食事や水分補給を控

えるなどして健康に深刻な影響が出るという、

そんな新たな問題も発生するという報道も見

ますけれども、家庭での備蓄は、水、食料、

簡易トイレの３点セットで考えてもらうこと

を豊見城市民に広く周知していただきたいと

思いますが、本市の見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、要正悟議員がおっしゃったように、水

と食料と簡易トイレ。それについては、確か

に防災の備蓄としては寄与するものだと私た

ちも認識していますので、今後防災講座やそ

ういうものを活用して、広く市民のほうにそ

の辺のお知らせ、まず自助・共助が先であり

ますので、その辺を説明して促していきたい

と考えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ぜひお願いします。先ほど交付金を活用し

て投光器と簡易トイレを整備するという答弁

をされていたと思いますけれども、費用が多

額になると思いますが、その辺の対応策をお

伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（13時40分） 

再  開（13時40分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 すみません、私は②と言い忘れておりまし

たけれども、これは②についての再質問とな

ります。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（13時41分） 

再  開（13時41分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 失礼しました。②今後の新たな対策等につ

いてお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 内閣府において避難所の生活環境を抜本的

に改善するため、新しい地方経済生活環境創

生交付金の地域防災緊急整備型が創設されて

おります。本市といたしましては、この交付

金を活用し、投光器５器、簡易トイレ27台を

整備する予定でございます。また、防災型立

体駐車場にマンホールトイレを整備する予定

もございます。今後も補助金などを活用し、

簡易トイレの購入などを検討してまいりたい

と考えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 ③自主防災組織についてお伺いします。 

 (ｱ)どのような組織体制なのか伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 自主防災組織は、地域住民が自分たちの地

域は自分たちで守るという意識に基づいて、

自主的に結成する組織でございます。組織体
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制は地域の特性や規模に応じて異なりますが、

会長・副会長・各班長・各担当者で構成され、

主に避難誘導、情報の収集・伝達、救護、消

火活動、物資供給などの役割を担うことに

なっております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ８月に宜保自治会が結成して、現在市内の

自主防災組織は19団体となっているかと思い

ます。 

 それで、(ｲ)市としてどのような支援をし

ているのか伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 本市では、地域の防災力向上を目的として、

豊見城市自主防災組織補助金交付要綱に基づ

き補助を実施しております。具体的な補助メ

ニューといたしましては、１つ目に、災害時

に必要な防災備品や資機材の購入を支援する

自主防災組織資機材等購入事業補助金、２つ

目に、災害対応訓練を実施する際に必要な経

費を補助する自主防災組織訓練事業補助金、

３つ目に、地域の防災指導者を育成するため

の支援を行う自主防災組織防災士養成事業補

助金の３種類の補助金があります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 答弁でありましたが、豊見城市自主防災組

織補助金交付要綱を見ますと、購入可能な防

災対策用資機材のリストが載っていまして、

非常に多くの資機材が明記されています。例

えば発電機とかチェーンソー、電気カッター、

一輪車、テント、炊飯装置、簡易トイレも含

まれますけれども。この購入補助金の上限を

50万円とするとありますが、この辺りは自主

防災組織にしっかり説明はされているのか伺

います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 毎年自治会長会において、周知を行ってい

るところであります。また、自治会への出前

講座においても、自主防災組織の補助金につ

いて周知を行っているところであります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 災害時に発電機やチェーンソー、テント、

炊飯装置などがあれば非常に助かることは明

白ですけれども、例えば公民館の倉庫に災害

時用ということで保管しておいて、いざ災害

が起こったら長らく使用していなかったため

に動かなくて使用できないということがもし

あれば、さらなる混乱を招くことになると思

います。そこで、特に発電機などの機械類は

日頃から定期的に使用する必要があると考え

ます。そのためには点検、使い方の共有も兼

ねて、自治会の祭りなどのイベント等でも利

用して、災害時にはしっかり機能するように、

そういう場面でも活用しておくべきだと思い

ます。もちろん点検と使用方法の共有が前提

となりますけれども、そこは問題ないという

認識でよろしいでしょうか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 自主防災組織資器材等購入事業補助金で購

入した資機材については、災害時や防災訓練、

年１回の定期点検として使用することを促し

ているところであります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 分かりました。ありがとうございます。 

 豊見城市はほかの市町村に比べて防災意識

が高いように私には見えていますので、引き

続き防災・減災に関しては取組をよろしくお

願いいたします。 

 次に移ります。(2)教育行政について。 

 ①「国連を支えるこども未来会議」につい
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て、具体的な内容をお伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 国連を支える世界こども未来会議につきま

しては、子どもたちが国際社会の課題解決に

主体的に関わるためのプロジェクトになりま

す。子どもたちが国連の役割やＳＤＧｓ、持

続可能な開発目標について学び、多様な社会

問題について自らの視点から議論し、解決策

や未来への提言をまとめます。子どもたちは、

関係者との対話を通じて知識を深め、自分た

ちの意見を論理的に構成する力を養うことを

目的としております。昨年度は本市が後援し、

沖縄空手会館において県内の小学生32名が参

加し、７つのグループに分かれ、「住み続け

られる未来の沖縄」をテーマにワークショッ

プが実施されました。各グループが、住み続

けられる未来の沖縄を実現するためのスロー

ガンと取組を発表いたしました。発表会では、

大人だけではなく、子どもたちからも活発な

質問が寄せられ盛況でありました。本年度は

本市が共催となり、11月24日に沖縄空手会館

において、国連を支える世界こども未来会議

を開催する予定となっております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。非常にすばらしい

取組だと思います。昨年度は豊見城市が後援

という形で行われ、新聞記事にもなっていま

したけれども、本年11月は豊見城市が共催と

いうことですので、ぜひ成功させていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ②不登校について以下をお伺いします。 

 (ｱ)本市の不登校児童生徒数について伺い

ます。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えします。 

 本市の不登校児童生徒数につきましては、

過去３年間、令和５年度から令和７年度まで

の７月末時点を比較させていただきます。令

和５年度は小学生61名、中学生75名、合計

136名。令和６年度は小学生42名、中学生79

名、合計121名。令和７年度は小学生41名、

中学生76名、合計117名となっております。

小学校におきましては、今年度より校内支援

教室を設置したことによりまして、学校に来

ることができても教室になかなか入れていな

かった児童の対応や、登校支援員等と連携し、

学校に足が向かない児童に対応ができるよう

になってきていること。また、今年度から開

始いたしました不登校対策や各学校における

取組により、新規の不登校者数が押さえられ

ていることも改善傾向の要因と考えていると

ころでございます。課題としてはかなり大き

な課題でありますので、成果としては少しず

つでありますが、取組の成果が確実に見られ

ているものではないかと感じているところで

ございます。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 スクールソーシャルワーカーの方や支援員、

相談員の方々努力もあると思います。 

 (ｲ)その対策・取り組みについてお伺いし

ます。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 不登校についての対策、取組につきまして

は、今年度から教育委員会に不登校対策指導

主事を配置し、学校や関係機関との連携を強

化することで、子ども一人ひとりに寄り添っ

た支援体制の構築を進めております。具体的

には、校内支援教室の充実を図るとともに、

オンライン学習など、子どもが自分に合った

方法で学べるよう多様な学びの場の整備にも
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力を入れているところであります。不登校の

児童生徒数は全国的にも本市においても増加

傾向にあり、その背景には学業の悩み、心身

の不調など、様々な要因が複雑に絡み合って

いるものと考えているところでございます。

また、教育委員会内に不登校相談窓口を設置

し、学校以外の相談ができる場を整え、保護

者の困り感に寄り添った対応ができるように

体制を整えているところでございます。さら

に、学校による家庭訪問や保護者面談等でも

進展が見られない、または学校からの連絡が

取れない所在確認ができていない児童生徒の

保護者に対して、学校からの要請に基づき教

育委員会が保護者面談を実施することで学校

と連携し、各家庭へのアプローチを進めてい

るところでございます。今後も教育委員会と

して関係機関と連携しつつ、子どもたちが安

心して過ごせる環境づくりを目指し、多面的

な支援の取組を継続してまいりたいと考えて

おります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 教育委員会としてすごく力を入れていると

いうことが分かりました。安心しました。 

 私が小学生、中学生のときは不登校児童生

徒は割とやんちゃな子がそういう傾向にあり

ましたけれども、今はそういうことではなく、

より深刻な状況になっているということで

しょうか、伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えします。 

 遊び非行型というのがかつて多くいたとい

うことは理解しています。近年はそうではな

くて、学業不振であったり、気持ちのところ

で人と接するのが怖いとか無気力とか、いろ

いろな家庭の状況、社会状況によって、子ど

もによって様々な要因が複合的に絡み合って

いて、これを改善すれば登校につながるとい

うところに単純に行かないような悩みを学校

現場も教育委員会としても抱えているところ

でございます。社会の変化に伴って、徐々に

子どもたちの状況も複雑化していると実感し

ているところでございます。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 小学校に配置されている登校支援員は、中

学校に配置されているこころの教室相談員と

同様な教育相談活動ができないかお伺いしま

す。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 今、議員ご発言の登校支援員とこころの教

室相談員については、不登校支援の中でも大

きな役割を果たしているところでございます。

小学校に配置されている登校支援員と中学校

に配置されているこころの教室相談員では、

その設置の目的と職務の重点が若干異なって

まいります。登校支援員は、小学校における

不登校児童の学校復帰を主な目的とし、家庭

訪問等を通じて児童や保護者への支援を行っ

ているところでございます。一方、こころの

教室相談員につきましては、中学校において

生徒の心の悩み全般に対し、相談活動を通じ

てストレスの軽減や心のゆとりを支援するこ

とを主な職務としております。両者ともに教

育相談に関する諸活動を支援するという職務

内容は当然ございますが、登校支援員は不登

校支援に重点を置いており、こころの教室相

談員のような多岐にわたるこころの相談活動

を主とするものではないものと考えておりま

す。小学校においても児童の心のケアの重要

性は認識しているところでありますが、登校

支援員が職務の範囲内で相談に応じることは

可能となっているところであります。専門的



― 158 ― 

な心のケアが必要な場合は、教育相談担当教

師やスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーなどと連携し、適切な対応に

努めているところでございます。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 教育部長、ありがとうございました。保護

者との連携、また保護者側の理解も含めて、

大変難しい問題だと考えます。しかし、一番

つらいのは不登校児童生徒本人ですので、非

常にデリケートな問題ではありますけれども、

ここは引き続き丁寧な対応、取組をよろしく

お願いいたします。 

 次に、(3)Ｚｉｐｐａｒについて。 

 これまでも何度か質問してきましたが、①

進捗状況をお伺いします。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 Ｚｉｐｐａｒにつきましては、令和６年度

に導入検討予備調査として概略ルートや駅位

置の検討、路線検討、概算事業費の算出及び

費用対効果の概略検討を行っております。た

だし、運営主体や整備手法など事業の枠組み

が決まっていないことから、仮定での前提条

件が多い試算ではありましたが、事業実施が

成り立つ費用対効果の見込みがあることが確

認できております。今年度におきましては、

事業を進める上で必要となる環境アセスメン

トなどの法的な手続に関しまして、沖縄県と

の下協議を実施しており、また今年度予算計

上しております委託料につきましては、実施

時期を検討しているところです。引き続きま

して、開発事業者であるＺｉｐ社の動向を見

ながら業務発注時期を見極めていきたいと考

えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 今の答弁では、事業実施が成り立つ費用対

効果の見込みがあることが確認できたとのこ

とでしたので安心しました。また、沖縄県と

協議をしているとの答弁でしたが、県のどの

部署と協議をしているのかお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（13時55分） 

再  開（13時56分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えします。 

 議員のご質問がありましたとおり、今回事

業を進める上で必要な法手続がございます。

環境影響評価法に基づく、あるいは都市計画

法に基づく手続がございますが、それぞれ沖

縄県の環境部局や都市計画部局と意見交換を

したところでございます。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 改めてお聞きします。今年度の予算執行状

況について伺います。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 今年度の予算執行につきましては、現時点

では未執行ですが、引き続きＺｉｐ社の開発

等の動向に注視し、業務発注時期を見極めて

いきたいと考えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ②本事業に関して、これまでにかけた予算

額をお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えします。 

 Ｚｉｐｐａｒに関して、これまでかけた予

算につきましては、内閣府の一括交付金を活

用し、令和６年度発注しました委託料として

は2,834万7,000円でございます。 
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○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 今年度の予算については、現時点ではまだ

未執行とのことでしたが、今年度、令和７年

度、本事業に計上している予算額を伺います。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 今年度当初予算としまして、旅費の33万

6,000円及び内閣府の一括交付金を活用し、

委託料としまして2,193万9,000円、合計にし

まして2,227万5,000円を計上しております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 すみません、聞き漏らしました。合計は幾

らですか。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 合計で2,227万5,000円を計上しております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 令和６年度に2,834万7,000円、今年度は

2,227万5,000円で合計5,062万2,000円が充て

られているという考えではないですか。違い

ますか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（13時58分） 

再  開（13時58分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 先ほど②の質問のほうで、これまでにかけ

た予算額ということで、令和６年度の事業費

が2,834万7,000円で、今年度の予算は先ほど

参事のほうから答弁した2,227万5,000円です

ので、年度ごとの合計の金額を申し上げまし

たので、トータルすると5,000万円強ですね。

両方の合計のものがトータルの金額というこ

とになります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 合計5,062万2,000円が充てられているとの

ことです。今年度予算の具体的な内容につい

て伺います。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 今年度の予算の具体的な内容につきまして

は、まず旅費につきましては、福島県南相馬

市の実験線を視察するための旅費としまして

計上しております。また、委託料につきまし

ては、昨年度行った検討調査業務から精度を

上げた内容を調査費として計上しております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ③令和８年度以降の本市の計画を、予算案

含め具体的にお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 今後の本市の計画につきましては、令和７

年度実施計画に基づいた内容での答弁になり

ますが、今年度予定の業務を発注した場合に

は、令和８年度は今年度に引き続きまして、

導入基本計画調査を予定しております。その

調査結果を踏まえまして、本市として導入の

可否を判断することになるものと考えており

ます。仮に導入すると判断した場合、令和９

年度から基本設計に取り組む予定としており

ます。なお、現在予定している今年度を含め

た事業スケジュールにつきましては、Ｚｉｐ

社の動向を見ながら各業務に取り組んでまい

りたいと考えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 業務名が、豊見城市新たな公共交通システ

ム導入検討調査業務という、市民にとっては

わくわくするような期待の高まる業務名と

なっていますが、導入検討予備調査と導入基
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本計画調査の違いをお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 Ｚｉｐｐａｒに関する調査について明確な

定義は行っておりませんが、導入検討予備調

査は、本格的な調査に先立つ実現性を確認す

るための調査となります。一方で導入基本計

画調査につきましては、令和６年度に行った

検討から精度を上げた内容を調査するものと

位置づけております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 最初の進捗状況の答弁から何度もＺｉｐ社

の動向を見ながらとか、Ｚｉｐ社の開発等の

動向に注視し、事業の進捗を図ってまいりた

いとの答弁が繰り返されていますけれども、

この開発事業者のＺｉｐ社自体、大丈夫なの

かと思ってしまうのですが、このＺｉｐ社の

動向についてお伺いします。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 Ｚｉｐ社によりますと、現在同社の開発拠

点であります福島県南相馬市において、実装

化に向けた試験走行のための実験線を整備中

であると聞いております。ほかには東京都稲

城市や神奈川県などにおいて、導入に関する

検討を進めているとのことでございます。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 では、いろいろ実験をとかを重ねて順調に

進んでいるというか、大丈夫ということでよ

ろしいですね。分かりました。 

 令和８年度は今年度に引き続き導入基本計

画調査、令和９年度は基本設計を行う予定と

の答弁がありましたが、ということは、徳元

市長の任期中での着手は無理であるとの認識

でよろしいでしょうか、伺います。 

○ 都市計画課参事 新垣博愛 

 お答えいたします。 

 Ｚｉｐｐａｒにつきましては、Ｚｉｐ社に

おいて公共交通としての安全性の確認を行っ

ているところであります。これは学識経験者

等の第三者も含めた委員会形式で行うと聞い

ており、その工程については明確に示されて

はおりません。また、事業主体や枠組みにつ

いても今後検討を行うものであるため、事業

着手の時期は、現時点におきまして未定であ

るとの認識でございます。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 答弁ありがとうございます。今後も引き続

き進捗状況を確認させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 (4)カスタマーハラスメントについて。以

下、略してカスハラと発言させていただきま

す。よろしくお願いします。 

 カスハラが深刻な問題として注目されるよ

うになって大分たちますが、いわゆるカスハ

ラとは、顧客が企業や従業員に対して過度な

要求、暴言、脅迫などの迷惑行為を行うこと

を指し、厚生労働省の定義によると、要求の

内容が妥当性を欠き、手段、対応が社会通念

上不相当なもので、労働者の就業環境を害す

るものとあります。もちろん自治体職員もカ

スハラ被害対象に含まれますけれども、総務

省が全国の都道府県、あと無作為に抽出した

市区町村など388自治体を対象にした実態調

査では、過去３年間で住民や業者などから理

不尽な要求を受けたとの回答が35％だったそ

うです。これは民間企業を対象とした調査結

果を大幅に上回る結果だったそうです。 

 そこで、①市役所内での現状についてお伺

いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 
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 市役所内のカスタマーハラスメントの現状

につきましては、窓口業務を抱える部署や、

市民より直接苦情等を受ける部署において発

生しております。具体的なカスタマーハラス

メントの行動例といたしましては暴言が最も

多く、次いで窓口での長時間の拘束、過度な

要求、クレームの繰り返しとなっております。

そのほか説明をしても納得、理解してくれな

い非協力や、本来の趣旨とは関係ない話をし、

自己主張ばかりで話が進まない話し相手、人

事への口出し、セクハラや無断撮影など、

様々な事案が確認されております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 そのようなことがあると職員の仕事への意

欲ややる気を低下させ、業務を圧迫するなど

の影響があることは明らかで、行政サービス

にも多大な悪影響を与えることは間違いない

と思います。先ほど総務部長からも答弁があ

りましたが、長時間の居座りや長時間の電話、

もちろん不当な要求や理不尽な要望内容の場

合に限りますが、また職員の氏名や応対の様

子などをＳＮＳでさらすといった行為が他自

治体では確認されています。 

 ここで、②職員（会計年度任用職員を含

む。）からの相談、対応の対策は取られてい

るのかお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 カスタマーハラスメントに対する相談、対

策につきましては、組織全体の取組は実施し

ておりませんが、各課において、課長を中心

にその都度対策を取られている状況でござい

ます。対策例といたしまして、一人では対応

させない。あらかじめ時間を区切る。職位の

上位者が対応を代わるなどのほか、長時間に

及んでもなお解決に至らない場合には、対応

を打ち切るなどの措置を取っております。ま

た、特殊な事案としましては、同一の者から

謝罪の要求や暴言、長時間の拘束など、何度

も同じ内容でのクレームが入り業務の継続が

困難となったため、不当要求行為防止対策委

員会より不当要求行為等の措置に関する警告

書を発出した経緯もあります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。執行部の方は当然

ご存じかと思いますけれども、浦添市ですが、

最近だと思いますが、浦添市カスタマーハラ

スメント等に対する基本指針というものを策

定しています。行政に対する意見や要望、苦

情は貴重な意見であることを前提に、窓口や

電話での職員の尊厳を傷つける言動に対して

は、警察や弁護士などと連携して法的措置な

どを検討し、カスハラと判断した場合は毅然

と対応するというものです。また、うるま市

のほうでも昨年の５月に、うるま市窓口等対

応困難時の基本方針が策定され、窓口対応が

困難と判断した事案には、相談時間30分目安、

複数名で対応などの対応策のほかにも、会計

年度任用職員として採用している警察ＯＢが

対応するとの取組をしているそうです。こう

いう取組がなされていれば、職員も安心して

業務に集中できるのかと考えますので、今後

豊見城市でもこのような基本指針を策定する

ことを検討できないか、見解をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、要正悟議員がおっしゃったように、浦

添市やうるま市がいろいろな方針を出してい

るというのは確認しているところであります。

本市においてもカスタマーハラスメントが起

こっている状況でありますので、その辺を

しっかり確認しながら、本市としましてもそ
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のような指針等の策定に向けて検討していき

たいと考えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。ぜひよろしくお願

いします。 

 ③職員名札の記載内容についてお伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 職員名札の記載内容につきましては、豊見

城市職員名札及び身分証明書に関する規程に

おいて制式が定められており、名札の面には

顔写真と氏名が振り仮名付きで記載されてお

り、身分証明書面には職員番号、氏名、生年

月日、有効期限が記載されております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 まず、顔写真を載せる理由と、恐らくフル

ネームですよね。そのフルネームである必要

と顔写真がある理由があればお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時10分） 

再  開（14時10分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 特に規程の中ではそういう顔写真とか名前、

フルネームという規定はございませんが、通

常の名札のイメージで作っているという状況

であります。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 特に窓口の応対等で暴言や脅迫めいたこと

があれば、フルネームの名札をしていると覚

えられたら怖いとか、理不尽な逆恨みをされ

たら嫌だと感じる職員は男女問わず、少なか

らずいるかと思うのです。そこで私は、職員

の名札は苗字だけにするべきだと思い提案し

たいのですが、もちろんフルネームを望む方

がいれば、そこは柔軟に対応していただき選

択できるようにするとか、是非やっていただ

きたいと思います。また、割と多い苗字の方、

大城さんとか金城さん、赤嶺さん、比嘉さん

とか、同じ名札が増えるということになった

としても、特にそこは問題にならないかと

思っています。最後に念のために付け加えて

おきますけれども、今回の質問はあくまでも

職員のプライバシー保護の観点が趣旨ですの

で、ぜひ本市で実施していただけないか、見

解をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、要正悟議員がおっしゃるようなものに

ついては、県外市町村では多く事例が出てい

ると思います。本市においても現在人事課に

おいて、名札面の制式を簡略したもので試験

運用できないか、今検討をしているところで

あります。具体的な制式や実施時期について

は未定ではありますが、来客の多い窓口の部

署から先に試験運用ができるように進めてい

きたいと考えております。 

○（15番）要 正悟議員 －再質問－ 

 前向きな答弁ありがとうございます。ぜひ

早めに対応していただきたいと思います。そ

れをしたら喜ぶ職員は多くいるのではないか

と思います。向かいの琉球銀行もみんな苗字

の名札をしています。 

 これで私の質問は終わりますが、最後に議

員の皆様方からもいろいろありましたけれど

も、沖縄尚学高校の優勝おめでとうございま

す。この豊見城市から二人もレギュラーとし

て活躍するということは、本当に豊見城市民
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として誇りに思いますし、皆さんおっしゃる

とおり、子どもの夢を膨らませたのかと思っ

ております。私個人的には、仙台育英戦はも

う激熱だったという意見を最後に申し述べま

して、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

── 通告番号14（17番）大田善裕議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、大田善裕議員の質問を許します。 

○（17番）大田善裕議員 －登壇－ 

 では、通告に従います。 

 (1)新しい財源の創出について。 

 先ほど午前中、沖縄県議会でも観光目的税

の条例が可決されたという報道がありました。

定率で２％、税額上限が2,000円、県民から

も頂戴するという、そういう内容でありまし

て、全会一致だということでありました。そ

ういう中で、本市ではレンタカー税を導入し

てみてはどうかということを私、１年前の定

例会でも提言をさせていただきましたが、そ

のときは市民部が税務課を通じてだと思うの

ですが、税制の観点から答弁を頂戴しました

が今年度から企画部が発足しまして、それで

今回は政策的な観点からレンタカー税につい

て議論を交わさせていただけたらありがたい

と思っておりますので、質問に移ります。 

 レンタカー税と書いておりますが、レンタ

カー利用税導入の具体的な検討をお願いした

いと思いますが、当局の見解をお尋ねします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 新たな財源の創出についてでございますが、

これまで沖縄県におきまして観光目的税の検

討がなされており、先ほど議員からもござい

ましたとおり、沖縄県９月定例会におきまし

て条例案が提出された宿泊税条例が本日県議

会において可決されております。本市におき

ましては、令和元年５月に豊見城市観光税

（仮称）の創設検討ワーキングチームが設置

され、３回の会議が実施されたところですが、

新型コロナウイルス感染症の影響により議論

が中断し、その後の検討が進められていない

状況でございます。議員のご提案でございま

すレンタカー税の導入につきましては、沖縄

県におきまして平成25年度に検討された経緯

がありますが、最終的な報告として、税収と

徴税経費との関係における費用対効果の観点

から考えた場合などから、導入すべき税目と

しては適当でないとされております。しかし

ながら、本市におけるレンタカーに関する事

業者数、車両数につきましては、急激な増加 

傾向にあり、令和２年度と令和６年度を比較

いたしますと、事業者数が72から217と３倍、

車両数につきましては8,506台から１万7,091

台と約２倍に増加しており、県内で最も多く

車両を有する自治体となっております。この

ような状況から鑑みますと、レンタカーによ

る本市への影響、特に市民生活に対する交通

渋滞の悪化、交通事故の増加リスク、環境負

荷の増大などの影響に対し、それらを解消す

る施策の財源の一つとしてレンタカー税の導

入について検討する必要があると考えており

ますので、社会情勢等も踏まえ調査研究を進

めてまいりたいと考えております。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 先日、県の観光政策課を訪ねて、その経緯

を確認してきました。平成25年に、いわゆる

観光税として３つの税目、これは県内であれ

ば伊是名村、伊平屋村、渡嘉敷村、座間味村

は入域税ですね。最近であれば条例が可決さ
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れました竹富町、これも総務省とこれから申

請協議をする段階まで来ていると思いますけ

れども、入域税で1,000円を取ると。これま

での４つの村では、100円ぐらいという形で

環境協力税とか美ら島税ということで、その

島に入ってくる際に100円を頂戴すると、そ

ういうものでありました。ですから、竹富町

などは非常に大胆な金額設定で、年間で収入

として８億円ぐらいを見込んでいるという報

道を見ました。そう考えたときに、私たちの

豊見城市にある特殊な状況からすると、今答

弁にもありましたとおり、豊見城市は豊見城

市の中で観光の様々な弊害であったり、問題

であったり、そういうものを解消していくた

めにもこれが一つ必要なのだという視点から

大いに検討していただきたいと思います。そ

ういう中で、県の観光税の中でレンタカー税

が、費用対効果が合わないということであり

ました。税収試算は6,000万円に対して、そ

の当時12年前ですけれども、徴税経費が

4,000万円かかるということで、費用対効果

が適当ではないという説明もありました。し

かしながら、この試算のやり方に、私の考え

方との違いがありまして、県のやり方は、車

の台数に対して１年に１回、車の台数に対し

て目的税を課税して、それで6,000万円だと。

特別徴収になるはずですから、特別徴収義務

者であるレンタカーの企業にお願いする経費

なども含めると4,000万円かかって、あまり

効果がないというお話でしたが、今日私が提

案するのは、先ほど冒頭で言いましたとおり、

レンタカーの利用税、つまりは車の台数に対

して掛けるということではなくて、レンタ

カーを利用した方々に課税するということで

提案をさせてください。 

 そういう中で先ほど答弁にもありましたと

おり本市には、１年前にたしか答弁をもらっ

たのは１万2,500台ぐらいだったのですが、

１年たってみると１万7,000台まで車が増え

ていますから、恐らく来年の秋には首里城が

またオープンしたら、もっとレンタカーの需

要が増えることが予測されますので、近い将

来、２万台ぐらいは軽く行くのではないかと

見込んでいますけれども、今の現状の中で、

少し私の中で計算をしてみました。まず１万

7,000台、１年365日ありますが、この１万

7,000台が百回転した場合、つまり３日に一

遍も動かないのですけれども、全ての車が

100日稼働した場合と想定して、これが１回

のレンタカー利用税を200円課税します。そ

うすると百回転ですから、延べ170万台利用

するわけですから、そのときに得られる収入

が３億4,000万円で、特別徴収義務者である

企業に対して３％、これは県の宿泊税のとき

にも手数料としてお渡しするそうなのですが、

それが３億4,000万円に対して1,020万円にな

りますから、差し引いて３億2,980万円とい

うことになります。それで同じように300円

でやった場合は、延べ170万台で計算した場

合、５億1,000万円。それで３％の手数料を

引いて、300円ですから３％は９円ですね。

それを１年間で総額1,530万円になりますか

ら、差し引くと４億4,700万円という収入が

見込まれます。瀬長島の入湯税は直近の令和

６年度で3,800万円ですから、レンタカー利

用税、県が試算したように車の台数でやるの

ではなくて、入湯税と同じような形でやった

場合にはこれぐらいの数字が見込まれますと。

しかし、これが多いということでもう少し甘

く計算して、半分の85万台、つまりは１万

7,000台が年間で50日稼働した場合で計算す

ると、年間で85万円で200円だと、３％差し
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引いて１億6,490万円。これが300円で50日と

仮定して、85万台で２億2,350万円。これだ

け入るということになると、入湯税と比べて

も非常に割がいいのではないかと思います。

また、皆さんも日々腐心していると思います

が、ふるさと納税などは返礼品を用意しなけ

ればいけないと。これは大変なことです。た

だ、ふるさと納税のいいところは、特産品を

全国のあらゆるところに紹介して、それでま

た地元の振興につながるという視点ですけれ

ども、返礼品とポータルサイトに10％支払う

分と、また総務省の気まぐれでルールが

しょっちゅう変更されて、なかなか苦労して

いると思います。そういうものからしても、

レンタカー税というものは、ある程度最初に

スキームをつくってしまえば、あとは毎年同

じような仕組みで車の台数に応じて決まった

額が収入として入ると。そういうものなので、

最初の制度設計をしっかりやれば、これだけ

の安定財源がありますということが言えるの

ではないかと思っておりますので、ぜひ検討

をしていただきたいと思います。そういう中

で法定外目的税、そして法定外普通税、この

法定外の税を設定する場合に、よく観光目的

税、観光普通税と言いますけれども、県の場

合は観光目的税ですので、観光に資する環境

整備とか、観光客の皆さんが税を払って納得

できるような内容でお金を使っていくという

のが基本的な考え方だと思いますけれども、

しかしながら、本市としては旺盛な政策需要

の中で福祉であったり、教育であったり、

様々なものの財源としても活用できないかと

いうことも一つ検討する必要があるのではな

いかと思います。そうなればレンタカーが先

ほど答弁にあったとおり、交通渋滞を起こす

とか、交通安全の問題で心配とか、いろいろ

市民の皆さんがレンタカーに抱いているネガ

ティブな印象を、ある意味ではこれだけの税

収、そして政策に反映することになればポジ

ティブな、言うならば税収を資源として、感

情が少し和らぐのではないかと思います。そ

ういう部分で、私は普通税というのも検討し

てもいいのではないかと思うわけなのですが、

観光目的税と観光普通税の違いについてご認

識を伺いたいと思います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 観光目的税と観光普通税ということでござ

いましたが、まず、この内容については法定

外普通税と、あるいは法定外目的税としての

違いについて説明をさせていただきたいと思

います。まず、法定外税につきましては、議

員ご承知のとおり、法定外税普通税と法定外

税目的税の２種類がございます。法定外税普

通税ですが、その税収を特定の目的に使用す

るものではなく、一般の財政需要に充てるた

めに課される税のことになります。受益と負

担にかかわらず、広く一般的な財源として活

用できる税であるため、導入に当たっては、

より慎重な判断と住民に対する丁寧な説明が

求められると考えております。また、法定外

税目的税についてですが、特定の事業の目的

のために、その事業の実施により特に利益を

受けるものに対して、当該費用に充てるため

に課される税のことを言います。目的税であ

るため、納税者にとって受益と負担の関係が

明確になります。本市において、仮にレンタ

カー税を導入する際、法定外税普通税か法定

外税目的税かのいずれかの手法についてを鑑

みた場合、それぞれ課題等について整理・検

討する必要があると思います。現時点におい

て便宜できないことについて、ご理解いただ
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ければと思っております。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 ありがとうございました。 

 仮に本市がこれを導入して市税として収入

が増えるわけですから、財政全体のことで少

し気になるなということを質問したいと思い

ますが、地方交付税の算定とか交付額、そう

いうものに対して影響する心配があるのでは

ないかと私は思うわけなのですが、その辺は

どうでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時29分） 

再  開（14時45分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 大田善裕議員の質問は、交付税に算定され

るかされないかだったかと思います。交付税

につきましては、地方財政収入額という分類

がありまして、その中におきましては、基準

財政収入額の算定の対象となるものは、法定

普通税を主体とした標準的な地方税収入が対

象となります。大田善裕議員の質問にありま

すレンタカー税につきましては、法定外普通

税または法定外目的税という扱いになります

ので、交付税の対象外となります。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 ということは、私が先ほど試算した、仮に

300円で今の台数で３日に一遍、車が稼働し

た状態で５億円ぐらい入るという試算しまし

たけれども、それが丸々本市の収入に収まる

という確認だったと思います。10年で50億円、

20年で100億円、1000年で5,000億円、そう考

えたときに、これはうちだけのものになるの

で、ぜひ市長としては検討していただきたい。 

 私が県に行ったときに、「これは全国で事

例がありません」という話をされました。そ

れは当然だと思います。先ほど楚南留美議員

とも話をしましたが、京都であれば鉄道も

あって、タクシー、そしてバス、向こうは碁

盤十字でバスがすごく発展していますから、

観光地において公共交通が発達しています。

沖縄県の場合はどうしても交通インフラが弱

いということで、レンタカーでの観光が主流

になるわけですが、当然那覇空港から近くて、

県都の那覇市に隣接している本市が、比較的

そういう企業が土地を取得しやすいという事

情から、恐らく前例がないというのは、これ

だけレンタカーを街で抱えているのは本市ぐ

らいしかないと思います。私は那覇のレンタ

カーの数も聞いたのですが、那覇市よりも

8,000台豊見城市が多くあるのです。そうい

うことからしても、当然豊見城市が先に声を

上げて、こういう特殊な事情を伝えれば、国

は違和感は感じないと思いますので、そうい

う視点でぜひ検討を進めていただきたいと思

います。 

 それで再質問に移りますが、前山川市政で

は、市の観光税創設検討ワーキングチーム、

これは令和２年まであったのですか。コロナ

で少し中断したようですが、その当時、私も

一般質問で山川市政の観光税について、当時

は宿泊税と入域税を議論していましたので、

具体的な政策ではないということで、私はそ

のときにその議論に水を差した記憶がありま

す。そういう私が今度はレンタカーでこれを

導入すべきだということに対して非常に心苦

しい立場ではあるのですが、徳元市政におい

てはレンタカー利用税に特化して、観光税の

検討ワーキングチームを立ち上げる考えがな
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いか。そのことをお尋ねします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 大田善裕議員のご指摘のとおり、レンタ

カー税の導入に当たっては、本市の観光振興、

財政基盤の強化、交通対策、環境保全など、

多岐にわたる分野に影響を及ぼす可能性がご

ざいます。そのため具体的な調査検討に当

たっては、単一の部署のみで進めるのではな

く、関連する内部横断的な組織の視点から総

合的に議論を深めることが不可欠であると認

識しておりますので、まずは早急に複数の事

務方レベルからなる検討を進めながら、必要

に応じ外部有識者の知見を取り入れつつ、多

角的な視点から議論を進めていきたいと考え

ており、その結果、一定の方向性が定まった

段階でレンタカー税に特化した体制を構築し

てまいりたいと考えております。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 繰り返し申し述べますが、県のレンタカー

税は車自体に台数に応じて掛けていくという

ものですが、豊見城市がやるならば、課税客

体はレンタカーの利用者。課税主体はまずは

市から始めて、それで県との調整の中で基礎

自治体で行うべきでないのかどうなのかとい

う議論も出てくると思います。そういう場合

には公益自治体である県が導入できるのかと

か広義に捉えて、とにかくこれだけレンタ

カーがある以上は、それをその弊害だけでや

り過ごすのではなくて、うまく共存しながら、

そこからどうやって利益を得て豊見城市民が

共存していくか。もしくは、レンタカーの中

で恩恵をつくり出していくかという視点が私

は大事な視点だと思いますので、ぜひ頑張っ

てください。よろしくお願いしたいと思いま

す。では、次の質問に移ります。 

 (2)瀬長島野球場の移設についてお尋ねし

ます。 

 ①瀬長島野球場代替地検討作業の進捗状況

をお伺いします。これは何名かの議員が質問

するので重複するようで恐縮ですが、お願い

します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長島野球場代替整備検討業務につきまし

ては、令和６年度末に公募型プロポーザル方

式により公募を開始し、今年５月に企画提案

の審査を終了し、６月に委託業務契約を締結

しております。業務内容としましては、先進

事例及び自治体等を情報収集、代替候補地の

設定、代替候補地の評価基準の設定、評価基

準に合わせた各候補地の状況の整理、代替候

補地の優先順位の設定、優先地区における配

置計画の検討、事業化に向けた課題の整理、

代替地検討計画の整備による施策推進の支援

となっており、９月中の検討委員会開催に向

け、鋭意取り組んでいるところでございます。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 航空写真で見た限りでは、４面を確保する

土地というのが非常に限られているようにう

かがえます。ただ、私の知識がそこまで足り

ていないところもあるかもしれませんが、通

常であれば調整区域内の白地ですか、そうい

うところを念頭にしてやるのかとか、そのよ

うに勝手に考えていたのですが、それだけで

は場所を確保するということが難しそう。と

いうのは構造物が多くあったり、特に西部も

含めてそうですけれども、スプロールしてい

るところが多いものですから、そういう部分

では補償をしたり、大変なことになりかねな

いのかという懸念がありました。 

 そういう中で再質問に移りますが、代替地
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の候補地の選定に当たっては農用地区域の農

地、つまり黄色で塗られているところですね。

農振農用地とも言いますが、そういうところ

や農振農用地の土地改良区も野球場の代替地

として、建て替えする候補地として検討し得

るのか。その辺をお尋ねします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時54分） 

再  開（14時55分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 担当部署のほうに確認したところ、農用地

区域は原則として農地転用や開発ができない

などの厳しい制約があるものの、除外の要件

を満たしていれば農業振興地域整備計画を変

更することができます。なお、計画を変更し

た後の用途は、農家住宅や公共用施設等に限

られております。現在進めております代替地

検討におきましても、そのような法律上の制

約を踏まえ検討していきたいと考えておりま

す。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 そうなるとまた幅が出てきて、候補地選考

に当たっては４面球場も議論の中に大いに

入ってくるのではないかというようなことを

思っています。野球関係者の皆さんのお言葉

から、瀬長島の４面球場も本当に思い入れの

強い、また、野球関係者の中ではいろいろな

大会をやる中でも非常に重宝されているとい

う話もありますので、そういうことで農振農

用地、そういう土地改良区でも、法律のある

一定の要件を満たせば、その可能性があるの

であればそこも探って、ぜひ検討を進めてい

ただきたいと思います。 

 ②新球場には硬式ボール対応など機能強化

を望む声がある。当局の見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。瀬長島野球場代替整備検討

業務においては、野球関係者へのヒアリング

を実施してニーズを把握し、軟式または硬式

に対応した球場の必要性の検討、球場の数及

び球場の規模等の機能強化を検討していきた

いと考えております。 

○（17番）大田善裕議員 －再質問－ 

 終わります。ありがとうございました。 

── 通告番号15（２番）宜保龍平議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、宜保龍平議員の質問を許します。 

○（２番）宜保龍平議員 －登壇－ 

 皆さん、こんにちは。城の風、宜保龍平で

ございます。一般質問に入る前に、沖縄尚学

高校の夏の甲子園優勝、改めまして本当にお

めでとうございます。そして豊見城市出身の

二人の選手が活躍されたということで、先ほ

ど大田善裕議員も瀬長島野球場の質問、そし

て波平邦孝議員も質問をしておりましたが、

彼ら二人も瀬長島で少年野球から活用して、

甲子園という場で活躍をしたものだと思って

います。私も実際、瀬長島野球場を少年野球

から、ちょうど先週も瀬長島で野球をして６

対０で勝ったのですが、また来週も瀬長島で

野球をします。何が言いたいかと申しますと、

あそこは思い出がかなりある地でありますの

で、実際野球関係者も瀬長島野球場はなくな

らないものだと思っている方も多いと思いま

す。だからこそ、代替というか、移設に関し

ては慎重に丁寧にやっていただきたいという

思いで質問に入らせていただきます。 

 (1)瀬長島野球場代替について。 
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 ①経緯を改めて伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 瀬長島は、昭和52年の返還以降、昭和57年

の瀬長島開発基本計画の策定、平成４年の瀬

長島野球場の整備、平成10年の瀬長島サン

セットパークの整備、平成13年の豊見城市観

光振興プログラムの調査報告書の策定、平成

16年の沖縄振興特別措置法に基づく観光振興

地域エアウェイリゾート豊見城の指定、平成

17年の空の駅瀬長島物産センターの整備、平

成20年の瀬長島温泉開発事業の開始、平成25

年の瀬長島観光拠点整備計画の策定により、

現在では多くの来島者でにぎわう魅力的な観

光の拠点として発展を遂げてきました。瀬長

島観光拠点整備事業の目的達成調査によりま

すと、令和３年度の年間来島者数は273万人

であったと推測しており、令和６年11月に策

定しました瀬長島観光拠点機能強化計画書で

は、年間来島者数は今後も順調に増加し、令

和13年度には年間来島者数が約290万人から

316万人になると推計をしております。この

ように瀬長島を取り巻く環境は、時代の変革

とともに大きく変化してきたことを踏まえ、

今般瀬長島野球場の代替地の検討を進めてい

るところでございます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 重複するのですが、改めて、②取組み状況

を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 瀬長島野球場代替整備検討業務につきまし

ては、令和６年度末に公募型プロポーザル方

式による公募を開始し、今年５月に企画提案

書の審査を終了し、６月に委託業務契約を締

結しております。業務の内容としましては、

先進事例及び自治体等の情報収集、代替候補

地の設定、代替候補地の評価基準の設定、評

価基準に合わせた各候補地の状況の整理、代

替候補地の優先順位の設定、優先地区におけ

る配置計画の検討、事業化に向けた課題の整

理、代替地検討計画の整備による施策推進の

支援となっております。９月中の検討委員会

開催に向け、現在取り組んでいるところでご

ざいます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 今定例会で補正予算で意向調査の費用が

入っているのですが、これは代替地の地権者

の意向調査と野球関係者からのヒアリングも

含まれていると聞いているのですが、その辺

はどうですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 宜保龍平議員おっしゃるように、地権者の

意向調査も踏まえて、野球関係者とのヒアリ

ング等も含めて、そのような検討業務となっ

ております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 ぜひそこは幅広く意見を聴取していただい

て、市長にもお願いしたいのですが、昨日、

波平邦孝議員の質問の中で、今年度で野球場

がなくなるのではないかとか、ちょっとした

噂話が広がってしまったという。ただ、昨日

の答弁を聞くとそういうことはないというふ

うにあったのですけれども、今回の野球場の

廃止に向けての検討業務というものは、廃止

に関しては市民もそうなのですが、議会にも

しっかりと丁寧に進捗状況とか、そういうも

のを説明していただきたいと思います。そこ

はぜひお願いしたいと思います。 

 ③今後の展望を伺います。 
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○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 現在進めている検討業務の進捗を踏まえ、

丁寧に計画的に瀬長島野球場の代替を進めて

いきたいと考えているところでございます。

想定となりますが、代替の進め方といたしま

しては、瀬長島野球場の照明設備があるＡ、

Ｂ球場を当分の間存続させながら、照明設備

のないＣ、Ｄ球場の代替地を内陸部で進めて

いこうと考えております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 廃止と言ったのですが、言葉の間違いでし

た。すみませんでした。 

 これから代替の場所が決定していくかとは

思うのですが、決定してから野球場ができる

までのスケジュールといいますか、その辺が

分かれば教えていただきたいです。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 場所が決定して、まず最初に先ほど答弁し

たＣ、Ｄ球場については、ウミカジテラスの

増床と瀬長島ホテルの増床等もありますので、

その計画を踏まえて、そのタイミングを見な

がら、まずＣ、Ｄ球場の廃止を検討している

ところであります。その間、それと併せて内

陸部の移転業務を進めていきたいと考えてお

ります。その間については、Ａ、Ｂ球場はそ

のまま存続して使用ができるという方向性の

スケジュールを持っているところです。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。私が聞いているのは、代替

地が決定して例えば用地買収とか工事に着手

して、完成するまでにどれだけの期間が必要

なのかということを伺っております。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 検討業務の中でそういう議論もしています。

Ａ、Ｂ球場につきましては、あと５年ほどは

存続する方向で進めていきたいと考えており

ます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。ということは大体５年を想

定したとして、代替地整備が５年と仮定した

ときにＡ、Ｂ球場は残すという答弁をいただ

いたのですが、Ｃ、Ｄ球場は駐車場を整備し

て、当分は２面しか残らないという理解でよ

ろしかったですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 当分の間は、Ａ、Ｂ球場の２面を残してい

きたいという認識であります。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。瀬長島野球場の魅力という

のは、４面が魅力的だと私は思っておりまし

て、少しでも４面を存続できないのかと。潰

すなと言っているわけではなくて、少しでも

４面残すことができないのかと考えたときに、

パークアンドライドとか、そういうものを活

用しながら少しでも残すことができないのか。

そういう検討はできないのかと思うのですが、

いかがですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、検討業務を発注してやっているところ

であります。それを含めて全体的な業務の中

で４面でいけるのか、２面でいけるのか、こ

ういうものを含めて検討をしたいと考えてお

ります。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 少しでも野球場を残していただいて、移転

先というか、代替地も全体の業務の中でしっ

かりとやっていただければと思います。 

 改めまして、こういう体育施設というのは、
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過去に与根体育施設の件もありました。です

ので、より慎重に進めていただきたいと思い

ます。もちろん瀬長島が観光振興に資すると

いうのは理解はしていますが、より慎重に丁

寧に、また議会にも説明しながらみんなでど

うやっていくかというのを考えていければと

思います。私も進捗が分からないと野球関係

者に説明もできませんので、そういうものは

密に連携を取っていきたいと思いますので、

市長、そこはお願いします。次に移ります。 

 (2)歯科口腔保健の推進に関する条例の制

定について。 

 ①令和７年度より条例が制定されましたが、

今議会までの取組み状況を伺います。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 本市では、令和７年４月の条例施行を受け、

その基本理念の実現に向け、歯科口腔保健施

策を総合的かつ計画的に推進するための計画

策定に鋭意取り組んでおります。実効性ある

推進計画策定に向け、本年７月には庁内の関

係部局職員で構成する検討委員会を立ち上げ、

本市における歯科口腔保健の取組状況の把握、

情報共有及び計画策定の方向性や推進体制に

ついて議論を行っております。その結果を踏

まえまして、本年８月には医療・保健機関、

教育機関、地域住民の代表など、多方面の専

門家や関係者から構成されます豊見城市歯科

口腔保健推進委員会第１回会議を開催したと

ころでございます。今後は本委員会において、

幅広い視点から専門的な知見や関係機関、市

民の皆様の声を反映させながら、具体的な推

進計画の策定を進めてまいります。この推進

計画では、乳幼児期から高齢期までの各年齢

階層に応じた歯科口腔保健対策、地域医療機

関との連携強化、市民への啓発活動など、多

角的な施策を盛り込むことを想定しておりま

す。令和８年度中の計画策定を目指し取り組

んでいるところでございます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。計画は令和８年度中に策定

を目指しているということです。 

 この条例が制定されて、条例の中身を見て

いますといろいろあるのですが、私の思いと

しては、もちろん市民全体の歯の健康を守っ

ていくというのが条例の狙いだとは思うので

すが、その中に歯みがきとかフッ化物の応用

という形で条例の中にも書かれている中で、

今までずっと訴えてきている児童生徒の歯の

健康、フッ化物を活用して虫歯予防をしてい

くというのも計画に盛り込む必要があるので

はないかと思っているのですが、その辺はい

かがですか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（15時13分） 

再  開（15時13分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 宜保龍平議員も先ほど条例の中身のお話を

されております。その中で基本的な施策とい

たしまして、第７条第１項第３号のほうに

フッ化物応用という文言が入ってございます

ので、その中にも宜保龍平議員のご指摘して

いる案件が含まれてございますので、そこは

しっかりと委員会の中で審議されていくとい

うところでございます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。ありがとうございます。ぜ

ひ進めていただいて、計画に沿って子どもた
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ちの歯の健康を守っていただければと思いま

す。 

 ②に移ります。②フッ化物洗口を市内小中

全校的に行うべきだと考えるが改めて市の見

解を伺います。 

○ 福祉健康部長兼社会福祉課長 金城博文 

 お答えいたします。 

 条例に基づく推進計画に記載する具体的事

項については、専門家や関係機関などから構

成されます歯科口腔保健推進委員会にて審議

してまいります。議員ご質問の案件につきま

しても、豊見城市歯科口腔保健の推進に関す

る条例、（基本的施策）第７条第１項第３号

において、歯みがき、フッ化物応用、その他

の科学的根拠に基づく効果的な歯科疾患予防

のための対策に関することと明記されており

ますので、委員会において十分な審議がなさ

れるものと認識しております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。 

 教育委員会にお伺いしたいのですが、10月

からとよみ小学校４年生が試験的にフッ化物

洗口を実施すると聞いているのですが、改め

て中身を教えていただけますか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 今年度、とよみ小学校の４年生を対象にモ

デル事業を実施いたします。これはとよみ小

学校の校長先生以下、学校のほうでその意義

も含めて検討していただいた結果、受け入れ

ていただいているということです。感謝を申

し上げたいと思います。 

 ４年生をモデルに実施をしまして、次年度

以降は、学校の意見や継続する際の予算措置

等の課題を踏まえた上で、持続できるよう財

政部局と学校と調整して、懸案は学校の負担

感をどのように軽減していくかというところ

だと思っておりますので、その辺を主眼にし

て、理解を得られるような形で持続的に４年

生からほかの学年へという形も含めて、徐々

に拡大を目指していきたいと思っております。

併せて、計画が策定されると聞いております

ので、その中でフッ化物の応用が大きな項目

になってきて、その中における学齢期での対

策についての重要性についても再確認される

ものと理解しておりますので、そこも踏まえ

ながら導入に向けた取組を進めてまいりたい

と思っております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 私が欲しい答弁を全て言ってくださいまし

た。まずは試験的にやってみて、教員の負担

感とか、課題が出てくるかとは思うのですけ

れども、そこをしっかりと見つめて、次年度

どういう形で進めるかというところは、ぜひ

教育委員会にお願いしたいと思います。一番

は歯みがき指導とかフッ化物洗口もそうです

が、本来ならダブルでやっていただきたいと

思っている中で、学校保健安全法の中におい

て、学習指導要領の中にもあるとは思うので

すが、文部科学省は子どもたちの歯の健康を

しっかり守ってくださいと言っている中で、

歯みがきの場合は洗い場の確保とか、歯ブラ

シを持ってこないといけないとか、多分うが

いよりも時間がかかると私は思っていて、た

だ、フッ化物洗口においては週に１回のポー

ションタイプでうがいをするのですぐにでき

ると思っています。これは教育委員会のご認

識を伺いたいのですけれども、うがいのほう

が教職員の負担という部分において少しは軽

いのではないかと私は思うのですが、その辺

のご見解を伺いたいと思います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えします。 
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 本市におきましては、コロナ禍前にとよみ

小学校と座安小学校で実施したことがござい

ます。その際には、薬液の原液を学校歯科医

師の方が希釈をして、各教室の分量をつくっ

て教室に持っていかれてブクブクうがいをす

るというようなことでございました。先ほど

のご指摘があるように、ポーションタイプを

活用することで、その分の軽減はされるもの

だと思っております。ただ、依然としてブク

ブクに慣れていない子どもたちをどのように

指導するかとか、小さい子どもたちをどう指

導するかとか、どのように組織的に効率的に

行うかというような方向につきましては、現

時点では実施されていないことでありますの

で、学校サイドでは気持ち的な負担感は大き

いものだと思っております。そこを試験的に

実施し、実質的な負担の状況を確認する中で、

理解を得られるような方法を見いだしていけ

ればと考えているところでございます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 そこはぜひお願いしたいと思います。 

 今回保護者の同意書が必要になってくると

いう中で、そういう部分においても保護者の

方々の反応とかというのも見ていただいて、

私としてはすぐにでも小中学校で全体的に

行ってほしいという部分はあるのですけれど

も、今言ったようにそういう課題をしっかり

と見いだして、少しでも広げていければと思

いますので、そこは教育委員会にお願いした

いと思います。 

 データにもあるように、沖縄県の子どもた

ちの虫歯率が全国でワーストという中で、何

度も言っているのですが、虫歯が与える影響、

咀嚼ができないとか、歯の痛みで集中できな

い、勉強がまずできない状態に陥ると。本当

に悪循環しかありません。虫歯菌が体中巡っ

てあらゆる病気になったり、そういうのも

あって早急にでも推し進めてほしいという気

持ちで私は焦っているのですが、やはり現場

があってのフッ化物洗口というのもあります

ので、そこはしっかりと加味しながら広めて

いただければと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、(3)第５次豊見城市総合計画につい

て。 

 第５次豊見城市総合計画が作成されて令和

７年度で前期基本計画が終了し、令和８年度

から後期基本計画に入っていきます。そこで

以下を伺います。 

 ①前期基本計画の成果と課題を伺います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 本市においては、第５次豊見城市総合計画

前期基本計画が令和７年度をもって計画期間

が終了することを受け、令和８年度から令和

12年度を計画期間とした第５次豊見城市総合

計画後期基本計画の策定に向け取り組んでい

るところです。現在庁内の作業部会や策定委

員会において、前期基本計画の振り返りや課

題等を抽出し、豊見城市総合計画等審議会に

おいて、ご質問の前期基本計画の成果と課題

等を含めて審議していることもあり、現時点

でご質問の内容をお示しできない状況となっ

ております。ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 第５次豊見城市総合計画の基本計画の中で

今はその課題とかを審議中とのことでしたが、

総合計画の中身を見たら最上位の計画という

ふうに書かれておりますが、どの計画よりも

総合計画が上位に位置づけられているという
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理解でよろしかったですか。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 そのとおりでよろしいかと考えております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。ということは、市全体で市

民も含めて職員も含めて、みんなで豊見城市

のまちづくりというものを総合計画に沿って

やっていくのだというふうに私は理解をした

のですが、その指針の中で市民アンケートの

実施とか、市民会議の開催、より多くの声を

反映できるように努めるというふうにあって、

各施策に携わる職員の参加推進を図り、全庁

体制で策定業務の作業に取り組んでいくと基

本方針に書かれているのですけれども、実際

そういう形でやれているのかというところを

教えていただきたいです。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 先ほども答弁させていただきましたが、現

在庁内の作業部会や部長等で構成する策定委

員会のほうでも実施しております。全体を

もって策定しているところです。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 もう少し細かく聞きたいのですが、要は部

長級の委員会というのは理解しているのです

が、職員全体で策定業務に取り組んでいくと

いう中で、そういう声を拾うことができるの

かどうかというところをお伺いしたいのです

がどうですか。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 現在、各課等からの課題等を抽出するよう

な形で作業部会というのがございます。その

中で、各課等の課題等については聞きながら

進めているところです。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 分かりました。ぜひそういう課題等をしっ

かりと抽出して、後期の基本計画につなげて

いってほしいと思うのですが、現時点におい

てはそういう課題等を抽出しているところで、

本当はこの数字はどうなっているのかという

のも聞きたかったのですが、今はそういう段

階ではないということなので理解はしました

が、実際に職員みんなが総合計画、ましてや

上位計画に位置づけられている総合計画を意

識しながら業務に励んでいるかどうかという

ところは、現時点においては実際にやられて

いるのかというところが分かれば教えていた

だきたいのですけれども。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 今、進捗状況という形でお答えさせていた

だきます。現在第５次豊見城市総合計画の前

期基本計画の各施策では、統計的な数値、ま

たは市民意識調査の回答による数値を指標と

する目標指標を掲げております。この目標指

標については、施策評価としては毎年達成状

況を評価することで、客観性と透明性を高め

た進行管理を行っているところです。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 では、毎年１回は目標値に達しているかど

うかというのを各課からしっかりと聞いて、

例えば「この数字に追いついていないよ。ま

だまだ弱いんじゃないのか」というふうに、

いわゆるＰＤＣＡですよね。そういうものを

毎年１回やっているということで、全職員に

意識啓発も含めて「取り組んでくださいね、

まちづくりをやってくださいね」というふう

にやっているという理解でよろしかったです

か。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、毎

年進捗状況の報告会を設定しております。そ
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の中で各数値の達成状況等について、振り返

りを行っているところです。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 そこは毎年やられているということなので、

引き続きやっていただきたいと思っておりま

す。 

 あと一つ聞きたいのが、総合計画の基本構

想があって、前期後期で基本計画という中で

下に実施計画というふうにあるのですが、

ちょっと聞き方が難しいのですけれども、例

えば目標数値に達するために、実施計画だけ

ではなくて、新しい案を……。実施計画に

載ってこないんだけど、この数値に合わせる

ために新しい案を盛り込んで……。実施計画

以外でもこの計画に取り組んでいるという、

何かそういうものってあったりしますか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（15時29分） 

再  開（15時30分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えさせていただきます。 

 総合計画を実現するに当たって、議員おっ

しゃるとおり実施計画というのを私たちは策

定しております。実施計画については一定の

要件がございます。事業費で行きますと500

万円以上とか、そのような縛りをかけながら

実施しているものがあります。一方で、それ

以下の金額については実施計画に載らないの

ですが、施策としては反映していくというこ

とになってきます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 失礼しました。何が言いたいかというと、

総合計画の目標数値を設定しているのであれ

ば、同じことを取り組んでいてもなかなかこ

の数値に届かないと思うんですね。ですから、

新しい案を市役所職員全体で取り組んでほし

いという、それが私が聞きたかったことです。

例えば総合計画の中でいうと、ＣＯ２を削減

していくとかというのが書かれているのです

が、それを取り組むために、私が前回提案し

ていたフードロスとかフードバンク、そうい

う新しいものもしっかりと取り組んでいただ

きたいと思っての質問でしたので、ぜひそこ

を市役所職員、議会もそうですし、みんなで

意識して大事なまちづくりという部分におい

て取り組んで行けたらと思いますので、お願

いしたいと思います。 

 ②に移りたいと思います。②後期基本計画

の策定状況（タイムスケジュール含む）を伺

います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 昨年度、令和７年２月12日にキックオフイ

ベントとして、第５次豊見城市総合計画後期

基本計画等の策定に係る方針説明会を開催し、

これまで課長等ヒアリング、作業部会や策定

委員会において、前期基本計画の振り返りや

課題等の抽出を庁内作業として実施してまい

りました。また、去る９月11日には、外部有

識者で構成される総合計画等審議会を開催し、

第５次豊見城市総合計画後期基本計画及び第

３期豊見城市人口ビジョン次期総合戦略の策

定についての諮問を行ったところです。今後

も作業部会での作業や策定委員会及び審議会

での審議を進め、年内には第５次後期基本計

画の素案を取りまとめ、パブリックコメント

の実施を経て、来年２月末までには後期基本

計画を策定していきたいと考えております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 ③に行きたいと思います。③新たな後期基



― 176 ― 

本計画策定の際に新たな計画案を盛り込むこ

とは可能なのか伺います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 後期基本計画の策定では、10年計画である

基本構想の実現に向けて、施策の体系や取組

内容、目標指標を改めて検討していくことに

なります。新たな計画案についても、基本構

想を踏まえて検討していきたいということを

考えております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 この質問の趣旨としては、令和５年２月１

日にクロツラヘラサギを市の鳥に制定して、

上位計画である総合計画にクロツラヘラサギ

を活用してのまちづくりというものを盛り込

むことはできないのかと思っての質問なので

すけれども、いかがでしょうか。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 宜保龍平議員がおっしゃるとおり、令和５

年２月１日にクロツラヘラサギを市の鳥とし

て制定したところでございますので、令和３

年度をスタートとする前期基本計画において

は、市の鳥クロツラヘラサギを活用した取組

は盛り込まれていない状況です。後期基本計

画の策定時には様々な活用が検討できますの

で、何らかの形で市の鳥クロツラヘラサギを

活用した取組を検討してまいりたいと考えて

おります。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。ぜひ検討していた

だきたいと思います。 

 今答弁でもあったように、クロツラヘラサ

ギは市のＰＲ、環境保全、教育、交流という

形で本当に幅広く活用できるのがこのクロツ

ラヘラサギなんですね。そういう中で基本計

画の中に５本の柱があるじゃないですか。そ

ういう中で５本の柱に横差しというんですか。

こういう形で盛り込むことは可能なのかとい

うところが分かれば、教えていただきたいで

す。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（15時36分） 

再  開（15時36分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 総合計画は施策、分野ごとに５つの柱に分

かれております。この５つの分野ごとに、今

回議員がおっしゃっているクロツラヘラサギ

がどの施策にどう盛り込めるかということに

ついては、それぞれの中で判断していきたい

ということを考えております。ですので、盛

り込むことはもちろん可能だということで考

えております。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 ぜひ検討していただいて、後期計画にクロ

ツラヘラサギを盛り込んでいただいて、みん

なで市の鳥を活用できればと思いますので、

ありがとうございます。よろしくお願いしま

す。 

 最後に、④後期基本計画策定に際しての市

長の見解を伺います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 後期基本計画の基本方針としては、基本構

想のまちづくりのテーマ、「Ｗｅｌｃｏｍｅ

な思いでハートがつながり みんなで彩るま

ち とみぐすく」を実現するための３つの基

軸と５つの政策を基に、後期基本計画及び総
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合戦略を策定することになります。前期基本

計画の施策をベースとして、これまでの施策

等の実施状況及び前期基本計画策定以降の社

会情勢や市の情勢などの状況変化を踏まえた

検討や国の地方創生2.0基本構想、また沖縄

県の沖縄21世紀ビジョン「ゆがふしまづくり

計画」を勘案しながら策定することにより、

これまでの取組にデジタル技術を取り入れ施

策展開を加速化・深化を図るものとしており

ます。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。地方創生2.0とい

うふうにおっしゃっていたのですが、この総

合計画は上位計画と先ほどからもずっと言っ

ているのですけれども、大事な計画の前期が

今年度で終わって、次年度から後半に入って

いくという中で、後期基本計画では市長が先

頭になってまちづくりを展開していくわけで

すが、改めて市長のまちづくりに対しての思

いをお聞かせ願えますか。まちづくりという

か、この総合計画に対しても含めて。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 10年計画である総合計画は最上位計画であ

るのですが、後期がこれから始まるというと

ころにおいて、そこにもっと必要であろうと

いうことは私なりにも、もちろん職員とも相

談しながら盛り込んでいきたいと思いますし、

今宜保龍平議員がご提案いただいているクロ

ツラヘラサギ、市の鳥制定のときにはすごく

ご尽力いただいて、このような結果になって

いるので、これは我々だけのＰＲ活動だけで

はなくて、もちろんクロツラヘラサギを大事

にする団体とか、漫湖水鳥湿地センターの

方々とか、あるいは海外においてクロツラヘ

ラサギを大事にしてくれている街、国もあり

ますので、そういうところをしっかり手を組

めるような形で計画に盛り込めれば、もっと

もっとアピールもできるし、それからのつな

がりでいろいろ枠組みが広がっていくと思い

ますので、そこを展開させていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○（２番）宜保龍平議員 －再質問－ 

 市長ありがとうございます。ぜひお願いし

たいと思います。答弁の中にもあったように

市職員と一体となって、計画が策定された際

には取り組んでいくのだということもおっ

しゃっておりました。私の個人的な思いでは

ございますが、まちづくりは遊び心もたまに

は必要なのかと。こういうことをやってみよ

う、こういうのをやってみようぜ。ただ、そ

れを上から蓋をするのではなくて、ああ、

じゃあやってみようかと。ここにも書いてあ

るのですが、Ｗｅｌｃｏｍｅな気持ちという

形で広く意見を聴取できるような組織づくり

というのが非常に大事になってくるのではな

いかと思っております。市長をはじめ職員、

そして議会もみんが一緒になって、まちづく

りというか、この計画に沿っていろいろやっ

ていければと思いますので、よろしくお願い

をして、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○ 議長 外間 剛 

 以上で本日の日程は、全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は９月19日、午前10時開

議といたします。お疲れさまでした。 

 

散  会（15時41分） 
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 地方自治法第123条第２項の規定により署

名する。 

 

豊見城市議会議長  外 間   剛 

 

署名議員（21番）  宮 城   恵 

 

署名議員（22番）  仲 田 政 美 
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令和７年第４回豊見城市議会定例会議事日程（第５号） 
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 本会議の次第 

○ 議長 外間 剛 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開  議（10時00分） 

 議事日程の報告であります。本日の議事日

程は、あらかじめお手元に配付したとおりで

あります。 

────── ◇ 日程第１ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第１、会議録署名議員の指名でありま

す。 

 会議規則第88条の規定により、本日の会議

録署名議員に宜保龍平議員、新垣繁人議員を

指名いたします。 

────── ◇ 日程第２ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順により順次質問を許します。 

── 通告番号16（９番）宜保安孝議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 はじめに、宜保安孝議員の質問を許します。 

○（９番）宜保安孝議員 －登壇－ 

 皆さん、おはようございます。城の風、４

日目トップバッター、宜保安孝でございます。

本日、通常初日とか２日目が多かったのです

が、今日は４日目を選んでゆっくり一般質問

ができると思いましたら、今日大勢の傍聴者

がいらっしゃいまして、ちょっと緊張してお

りますけれども、あと少し早く分かっていれ

ば一発芸も考えてきたのですが、ちょっと考

えておりませんので、そのまま続けさせてい

ただきたいと思います。今回の定例会におき

まして、皆さんが沖縄尚学高校の全国大会甲

子園優勝ということが本当に喜びの声として、

様々な皆さんも所見を述べておりましたけれ

ども、私も波平邦孝議員と同様、沖縄尚学高

校の野球部出身であります。ただ違うのは、

彼は甲子園まで行きました。私は高校１年で

野球をやめました。それを考えたときに沖縄

尚学高校が全国の頂点になりましたけれども、

県大会においてもエナジック高校がすごく健

闘されて、沖縄県で何十校の頂点に立ったの

が沖縄尚学高校。全国で言えば4,000校余り

の学校の中で、最後に戦えるのが沖縄尚学高

校と日大三高でありますけれども、トップに

立った沖縄尚学高校は今後歴史に残っていき

ますし、皆さんの歴史に刻まれることだと

思っております。日本で一番高い山はどこか

と言ったら富士山は分かりますけれども、２

番目に高い山、３番目に高い山はどこかと

言ったらなかなか分からないと同時に、やは

り頂点を目指すということは大事なことだと

思います。しかしながら、今回いろいろな表

敬訪問の生徒たちが豊見城出身の阿波根選手、

宮城選手が役所に来たときに、子どもたちの

期待の声を見ていると、もちろん子どもたち

も甲子園を目指したい、優勝したいという思

いがあると思いますが、そのときの質問の中

に、はいとすぐ、元気よく１番目に手を挙げ

た子が「僕も沖縄尚学高校に行きたいのだけ

れども、勉強できないと入れないですよね」

と言ったときに、会場がわーと湧きましたけ

れども、私たちの頃は本当に野球さえできれ

ば入れて、野球ができなかったらやめていっ

て、私もあのときは悔しい思いをしながら、

逆にそれが負けん気根性というか、野球は負

けたけれども、野球以外のところで負けたく

ないという気持ちが常にあって、今でも甲子

園を見ると、そういう思いで見てしまうとこ

ろがあって、野球では挫折したけれども、そ

れ以外のところで挫折しないで、今できると

ころは今で、例えば議員だったら議員として、
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また議員になる前までは一経営者としてやっ

ていましたけれども、そのときも何か負けた

くないという気持ちがあって、それが原動力

になっているというのがあります。そういう

意味でも今回、沖縄尚学高校の球児は本当に

一生懸命がんばりましたけれども、そこで優

勝できなかった、また１回戦で負けた。そう

いう選手でも自分の様々な捉え方によって将

来につながっていくこともありますので、そ

ういう意味でも沖縄尚学高校の野球、それを

県民全体で応援したというのはすごく意義深

いものだと思っております。そういうことも

含めて、今回子どもたちのこと、学校教育の

こと、そして豊見城の未来のことについても

質問させていただきますので、よろしくお願

いします。ちょっと順番を変えますが、(5)

であります。 

 (5)ふるさと納税について。 

 ふるさと納税は、本市の自主財源確保や産

業振興に直結する重要な制度であるが、全国

的な競争が激化する中で寄附額を増やすには

「選ばれる商品」の開発が不可欠である。そ

こで以下を伺います。 

 「選ばれる商品」の開発について。 

 (ｱ)本市の返礼品の開発・選定はどのよう

な基準で行っているのか、伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 おはようございます。お答えいたします。 

 ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさ

とに貢献できる制度、自分の意思で応援した

い自治体を選ぶことができる制度として創設

されております。返礼品は寄附に対する感謝

の気持ちを贈るものです。本市では、多様な

返礼品を用意することで、寄附者の皆様に

様々な形で感謝の意をお伝えしたいと考えて

おります。議員ご質問の返礼品の開発、選定

の基準については、返礼品を提供する際、提

供する返礼品は国の定める地場産品基準に合

致している必要があります。また、地場産品

基準には域内において生産された商品や提供

されるサービスなどといった厳格な条件が設

けられており、この基準を満たすことで、地

場産品として認められることになります。ま

た市が独自で定める豊見城市ふるさと納税返

礼品公募取扱い要領において、返礼品提供事

業者及び返礼品の登録要件を設けております。

公募は随時行っておりますが、市において、

返礼品等が基準を満たしているか否かを審査

した後、国へ申請を行い、承認を受けた品の

みを返礼品として提供しております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 本市の返礼品として、例えば市で作ってい

る特産品だったり、一時期はアウトレット

モールあしびなーの商品を展開しましたけど、

あれはまた国からの指摘がいろいろあって、

豊見城市で売ってはいるかもしれませんが、

それは全国的な商品であったりということで、

それでがくんと売上げが下がった経緯があり

ます。 

 次、(ｲ)ですが、私も経験あるのですが、

例えば姉妹都市交流をしている美郷町だとか、

高千穂町、そういうところに少額ではありま

すけれども、寄附をして、その返礼品として

特産物をいただいたりということがありまし

たが、大体１万円の寄附をすると2,500円

だったりという特産物が送られてきます。そ

ういう中で、豊見城市を応援したいという方

もいれば、商品が目的で、例えば泡盛が欲し

いから、探したら忠孝酒造さんを見つけたと
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か、マンゴーが欲しいということでマンゴー

を探したら見つけたという方もいますし、

様々な形があると思います。 

 (ｲ)高額寄附者をターゲットとした返礼品、

いわば「一本釣り商品」の開発について、本

市の考え方をお伺いします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 議員ご提案の高額寄附者をターゲットとす

る返礼品の開発についてですが、本市オリジ

ナルの商品として実現することができれば、

多額の寄附を検討されている方々に対して、

感謝の気持ちを十分に伝えることができるも

のと考えております。また多額の寄附が集ま

ることで、本市にとって貴重な財源の取り込

みにつながるとも考えており、効果的、効率

的な受入れにつながるという戦略になるもの

と考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 対象となる商品は本市にあるのでしょうか。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 現在高額返礼品として、トレーラーハウス

の取扱いに向けた調整を進めているところで

あり、全国的にも珍しい取組になるため、高

い注目度と訴求力を持つ商品になるものと考

えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 このトレーラーハウス、豊見城市内で製造、

販売も行っている会社があると。そこが全国

の高額納税者がせっかく税金を払うのであれ

ば、一部地域を応援する意味も含めて、また

トレーラーハウス、そういう商品があるとい

うのであれば、多額な寄附をして、その分豊

見城市も潤いますし、高額寄附をされた方も

様々な利用ができると思っておりますが、こ

のトレーラーハウスは具体的に金額がどれぐ

らいのもので、寄附額も含めて、それを教え

ていただきたいと思います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 トレーラーハウスの寄附総額を申し上げま

すと、寄附金額といたしましては、4,000万

円を想定しております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 4,000万円というと、私たちからするとと

んでもない金額ですが、私も調べましたら、

全国には何％の方は持っていらっしゃる中で、

その方々は様々なものを探してやっているよ

うです。今、様々な沖縄の不動産物件とかを

紹介するサイトがあったり、あとテレビ番組

だったりとかいろいろありますけれども、こ

れは一般的に公募するのではなくて、そうい

うターゲットを絞る意味でも話題づくりが大

事になると思っております。 

 (ｳ)「新たな富を生み出す街とみぐすく」

をコンセプトに本市は動き出しております。

今後のふるさと納税戦略の中で「高額寄附者

の獲得」をどのように具体化し、トップセー

ルスしていくのか市長の考えを伺います。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えいたします。 

 本市独自の高額寄附者への対象商品が実現

することができれば、多額の寄附を検討され

る方々への感謝の意を深く示すとともに、他

自治体との差別化を図り、本市にとって貴重

な財源確保に資するものと考えております。

現在、市内事業者と意見交換を進めている高

額寄附者向けの返礼品につきましても、一定

の見通しがついたところです。今後、本市の

魅力発信とともに、当該返礼品等を広く周知

すること。さらにターゲティング精度の向上
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を図ることで、高額寄附者の応援したいとい

う気持ちを喚起し、本市との長期的な関係性

構築につなげることで、さらなる支援の輪を

広げてまいりたいと考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 再質問です。 

 どのようにＰＲしていくのか、これは市長

のほうからお答えください。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 ふるさと納税寄附額については、年々下が

り続けているところで、大変私自身も危惧し

ていたところであります。ですので、どうす

れば寄附額が伸びていくのか。少額商品をた

くさん売るのか、はたまた今、手がけようと

しているところで、高額商品が数少なくても

大きな財源になるのではないかということも

考えまして、担当職員ともいろいろ話合いを

重ねてきました。このトレーラーハウスが商

品化できるということについては、職員が自

ら飛び込んで持ち込んできた成果であります

ので、少しでも形になるということで私も大

変うれしく思っていますが、これからの販売

なので、それをしっかりアピールする。ＰＲ

していくということについては、あらゆる手

法を使って、先ほど宜保安孝議員からも提案

があったとおり、テレビだとか、そういう全

国でも珍しい取組なので、注目度が高いから

こそ、いろいろな手法、あらゆる手法を使っ

て全国に告知をして、１件でも多く高額商品

が全国に展開されるようにやっていきたいと

思いますので、とにかくそのトレーラーハウ

スをきっかけに豊見城市を知っていただくパ

ターンもありますから、それを徹底的に推し

進めていきたいと考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 トップセールスマンの徳元市長に目標売上

げ台数はと聞きたいところでありますが、そ

れは市長のみならず、我々議員も、そして職

員の皆さんも一緒になって、そういう場面が

ありましたら、豊見城市ではこういうものを

やっていますということをＰＲして、１台で

も多く販売ができて、喜んでいただいて、そ

のふるさと納税が豊見城市の様々な事業に反

映できればいいなと思っておりますので、頑

張っていきましょう。 

 続きまして、(1)学校体育館の空調整備に

ついてであります。 

 学校体育館は、児童生徒の学習環境の場で

あると同時に、災害時には地域住民の主要な

避難所となる重要な施設です。文部科学省の

通知（2023年７月12日）でも防災機能の強化

として体育館への空調設置を推進すべきとさ

れています。しかし、これまでの各議員への

一般質問の答弁を聞く限り、教育委員会によ

る熱中症対策の観点を主とし、避難所として

の機能強化の視点が十分とは言えません。市

として、防災の観点から空調整備をどのよう

に進めるのかについて以下を伺います。 

 ①体育館空調の位置づけについて（熱中症

対策か、防災対策か）、お伺いいたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 学校体育館の空調整備については、避難所

となる小中学校の体育館等への空調設備を加

速するため、国の補正予算において、空調設

備整備臨時特例交付金が創設されております。

学校施設の避難所機能の強化と耐災害性の向

上を図ることに加え、熱中症対策や体育館利

用拡大に伴うカリキュラムの重要度に拡大を

目的としております。本市では、災害時の避

難施設として活用する防災対策と、子どもた
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ちの学習、生活の場における熱中症対策の両

面から捉え、市民の安全安心を守るための施

設として位置づけております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ②文部科学省（2023年７月12日通知）が示

す「避難所としての体育館空調設置推進」を

本市はどのように受けとめているか、お伺い

します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 災害時において、慣れない環境での避難生

活等により熱中症のリスクが高まるため、避

難所における熱中症対策として空調設備の整

備は必要だと認識しております。しかしなが

ら、空調設備の整備には多額の費用が想定さ

れておりますので、整備費用やランニングコ

スト等を調査研究していきたいと考えており

ます。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 空調整備につきましては、国のほうで半分

持つと。そして残り４分の１も臨時特例交付

金で戻ってくるという中で、市の負担は25％、

しかしながら、多額な費用を要するというこ

とで、慎重に動いていると思います。今現在、

南城市だとか、沖縄県の県立学校が導入に向

けて先んじて動いているようでありますが、

私も19歳のときに大阪に出まして、そのとき

には１年ちょっと前に阪神大震災があった後

ですから、大阪市内はそこまでではなくても

兵庫県神戸市に遊びに行くと、まだまだ復旧

ができていない状況があったと聞きました。

そういう中で、熊本地震とか、中越地震とか

があって、災害があって、最近では石川県能

登半島もありました。特に能登半島に関しま

しては、商工会の理事会での研修でも視察、

また生の声を聞きましたが、体育館は冬の寒

さが大変だったということを聞いています。

大阪、神戸、その辺が全国で体育館に空調が

導入されているというのは、その経験がある

からです。しかし、買い替えの時期だったり

とか、そのときに冷房しか入れなくて、あー

ということがあったりとか、そういうのが

あったと聞いております。そういう中で、沖

縄は確かに暑いかもしれませんが、私も子供

会の活動の中で体育館に１泊泊まったときが

ありました。秋だから涼しいだろうというこ

とでやったら、みんな寒くて、秋でも寒いよ

うな体育館の状況であります。 

 そこで③冷房だけでなく暖房も必要とする

考え方について、お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 冷暖房設備の整備につきましては、市場に

流通する空調設備の多くが冷暖房機能を備え

ている現状や、避難所としての機能を考慮い

たしますと、冷房機能だけではなく、暖房機

能を備えることが望ましいと考えており、本

事業においては、冷房と暖房の両方の機能を

備えた空調設備を整備する方針であります。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 はい、安心しました。体育の授業では暑く

なりますので、暖房は要らないと思います。

しかし、もともとが災害があったときの避難

所対策ということで考えると、やはり暖房が

必要となってきますので、安心しました。 

 続きまして、⑤人命救助の観点から、災害

時に最低72時間空調を稼働できる仕組みを検

討しているか伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時19分） 

再  開（10時20分） 
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○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 訂正します。⑤を伝えましたが、④に戻り

ます。④冷房主体で暖房性能が低く、体育館

全体を均等に空調することが弱点と言われる

スポット空調の評価について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 スポット空調につきましては、簡易的な移

動式のスポットクーラーではなく、体育館ア

リーナ１階の特定エリアに対し、集中的に空

調する備え付けタイプの機種を前提にご説明

したいと思います。まず、スポット空調の特

性でありますが、冷房時には冷たい空気が下

にたまるという物理的特性を生かしまして、

大空間である体育館においても主たる活動場

所である１階部分を効率的に冷房することが

可能となっております。そのため体育館全体

を冷房する方式と比較いたしまして、ランニ

ングコストが抑えられるメリットがございま

す。一方で、暖房時には暖かい空気は上昇す

るという特性があることから、議員ご指摘の

とおり、体育館全体を均等に暖める性能に課

題があるものと認識しております。体育館全

体を均等に空調する方式は、快適性の面で優

れるものの、多額の費用を要することや、沖

縄の冬は本土の冬と比べ温暖であることを考

えますと、設置コストやランニングコスト、

大空間における冷暖房の効率性などを総合的

に勘案した結果、現状においてはスポット空

調が費用対効果の面で評価できるものと考え

ております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 教育委員会でも視察に行かれたと思います。

その視察先ではスポット空調だったと思いま

す。しかしながら、そうでないところは逆に

言えば見ていないということもあるのかと思

いますが、これからまた他市町村、沖縄でも

先行事例が出てくると思いますが、それも含

めて見ていただいて、本当に豊見城市の体育

館は何がいいのかというのを鋭意検討してい

ただきたいと思います。これについては⑥で

も少し再質問があるかと思います。 

 ⑤人命救助の観点から、災害時に最低72時

間空調を稼働できる仕組みを検討しているか、

お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 災害発生時の停電化においても避難所の環

境維持のため、空調設備の稼働は市民の皆様

の生命と健康を守る上で極めて重要であると

認識しております。特に近年は気候変動の影

響もあり、熱中症対策や防寒対策として、そ

の必要性が高まっております。現在、停電時

には非常用発電機、災害時協定によるポータ

ブル電源の活用、電気自動車からの電力供給

などにより電力を確保しておりますが、大規

模災害時の長時間停電への対応は困難であり

ます。そのため大規模災害時に備え、空調設

備と非常用発電機、蓄電池などの導入を検討

しておりますが、多額の費用が必要となるた

め、予算の確保のめどと、他防災備品等の整

備との優先順位を慎重に検討する必要がある

と考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ⑥電気式（ＥＨＰ）とガス式（ＧＨＰ）の

空調の違いをどのように比較検討しているか

伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 電気式、ガス式ともに様々な機種やメー
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カーがあり、詳細な価格検討内容をご説明す

ることは難しいところでありますが、受変電

設備、いわばキュービクルと言われている改

修の必要性なども含め、複数の機種方式につ

いて比較検討し、各学校施設の状況に合った

空調方式での整備の検討をしてまいりたいと

思っております。また一般的に電気式とガス

式の空調の違いということでありますが、ま

ずガス式の場合は、豊崎地区以外の都市ガス

が整備されていない地域にある学校におきま

しては、学校敷地内にガスボンベ置き場や、

ガスバルクタンク、大きなタンクの整備が必

要になりまして、設置スペースの確保やガス

設備の整備費用が課題と考えております。ま

た一方、電気式の場合は、空調設備の増設に

より、既存の受変電設備、キュービクルの容

量が不足した場合、改修工事が必要となる可

能性がございます。その点ガス式の場合は、

電気式と比較して電気使用量が約10分の１程

度と言われており、受変電設備、キュービク

ルの改修をせずに設置できることが想定され

ます。受変電設備の改修の要否は、整備費用

に大きく影響するものと考えております。避

難所の観点から申し上げますとガス式空調に

は停電時でもバッテリーで起動し、空調運転

と発電を行い、発電した電力を照明や通信機

器、コンセントに供給できる発電機能を持っ

た停電対応型の機種がございます。しかしな

がら、体育館でガス式空調を可動させるには

大量のガスを必要とするため、大規模災害時

に市場のガス供給に不安定な状況の中で、発

電機や炊き出し、温水シャワーなどにも使用

できる貴重なエネルギー源であるガスを体育

館の空調に使用してよいものなのか、現実的

に難しい判断が求められるものだと考えてお

ります。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 今の答弁を聞いてますと、ガスは停電時も

確保ができる。しかしながら、大量のガスを

必要とするため、大規模災害時に市場のガス

供給が不安定な状況下で、発電機や炊き出し、

温水シャワーなどにも使用できる貴重なエネ

ルギー源であるプロパンガスを体育館の空調

に使用してよいものか、現実的に厳しい判断

が伴うと考えていますとありますが、実は沖

縄ガスプロパンに確認したら、災害時に供給

が不安定になることはないと言っております。

今の答弁を聞いていると、まず、ガスの炊き

出しだったり、発電機を使った炊き出しとか、

温水シャワーが先だからということはありま

すが、やはり避難してきて、食べるのも大事

かもしれませんが、そこで暖をとったりとい

うときに、暑い中でそのままいる状況も大変

であと思います。車の中で避難してもそれな

りのリスクもあります。そういう意味では、

この辺も逆に今すぐどうというわけではなく

て、ガス屋さんと本当にそれが供給困難なの

かというのを確認していただいて、またガス

と電気、またスポットいろいろな形の機種選

びの中に、私も調べてみましたら、キュービ

クルだったりとか、そういうものも３年前、

４年前とは格段に違う金額になっているそう

です。というのが、豊見城市同様に、全国の

小中学校の体育館に入れようという話になる

と、供給が間に合わないというのが現状らし

いので、その現状も踏まえた見積りなのかと

いうことを考えたときに、ほかの市町村では

どうせやるのだったらガス式で安心安全なも

のを最初でやっておこうというのが主流に

なっていると聞いておりますので、その辺も

研究していただきたいと思います。 

 ⑦総務課（防災危機管理班）の役割につい
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て伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 議員ご質問の学校体育館の空調設備におい

ては、総務課防災危機管理班の役割は、教育

委員会と連携し、学校施設の避難所機能の強

化と耐災害性の向上を図ることでございます。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ⑧教育委員会と総務課が「子どもの学習環

境の充実」と「住民の命を守る避難所機能の

強化」を連携して検討する体制を今後しっか

り構築するためには市長が先頭に立ってリー

ダーシップを図ることが大事だと思います。

どうしても教育委員会、総務部、縦割りの中

で、本当はこうしたいけれども、ここはどう

かといろいろあると思うのです。それを調整

するのが市長、そしてまた全庁会議があると

思いますので、それについてお伺いいたしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 学校施設は子どもたちの学習生活の場であ

るとともに、地域コミュニティの拠点であり、

災害時には避難所としての役割を果たすこと

から、避難所を強化し、耐災害性の向上を図

ることが求められております。今回の交付金

により整備した体育館の空調設備は、災害時

のみならず、通常の教育活動においても使用

が可能であるため、教育委員会との緊密な協

力体制の下で進めていく必要があります。一

方で、多額の財政負担の課題もございますの

で、教育委員会と防災担当部署が緊密に連携

し、情報共有を行い、導入に向けて取り組ん

でまいります。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 今、宜保安孝議員ご指摘のとおり、バラン

スを取るのは大事で、もちろんその役割は

担っていきたいと思いますし、災害に備える

こと、それから教育環境を整えること、これ

はどれも重要なことでありますので、しかし

ながら、総務部長の答弁にもあったとおり、

多額の費用を用意しなければいけないことも

事実であります。ですが、この交付金の活用

については、後ろが決まった期限があること

なので、慎重かつ早急にスピード感を持って、

今後豊見城市内全体をどう網羅すべきかとい

うことも役割として果たしていけるように、

これから取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。よろしくお願いし

ます。 

 続きまして、(2)本市における英語教育の

現状と成果について。 

 文部科学省は全国的に「英語教育の強化」

を掲げており、豊見城市においても子どもた

ちの将来を見据え、より実践的な英語力を養

成するための教育環境整備が求められている

と考え、以下を伺います。 

 ①現状と成果について。 

 (ｱ)小中学校での英語教育の内容について

伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 英語教育を通したグローバル人材の育成に

関しましては、徳元市長、赤嶺教育長をとも

に、推進の立場で今、積極的な施策展開をし

ております。小中学校での英語教育の内容に

つきましては、小学校におきましては、３・

４年生において外国語活動、５・６年生にお

きましては、教科としての英語を実施してお

ります。児童が英語に親しみ意欲的に学習に
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取り組めるよう、市内全ての小学校に英語が

堪能な日本人英語補助員、ＪＴＥを１名ずつ

配置いたしまして、授業支援を通じて英語教

育の充実に努めております。一方、中学校に

おきましては、原則として英語による授業を

基本とし、聞く、話す、読む、書くの４技能

をバランスよく育成する授業を展開しており

ます。加えて市内全中学校に英語を母国語と

する外国人英語補助員ＡＬＴを１名ずつ配置

いたしまして、実際の英語によるコミュニ

ケーション能力の育成に力を入れております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 再質問ですが、豊見城市独自の取組につい

てお伺いいたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 本市独自の取組といたしまして、アメリカ

ンスクールとの交流や、台湾、香港の児童・

生徒との国際交流を推進しており、異文化理

解の促進と国際感覚の醸成を図ってきており

ます。また令和６年度から市内在住の中学生

を対象に英語検定補助事業を実施しており、

年々受検者が増加し、英語学習への意欲が高

まっていると捉えております。夏季休業期間

には、中学生を対象とした２日間のイング

リッシュサマースクールを継続して実施して

いるほか、今年度からは新たに小学生を対象

としたサマースクールも開始いたしました。

加えて新規事業といたしまして、アミークス

インターナショナルが主催するサマーキャン

プ、これは英語のイマーシブに取り組むとい

うところで、そういう事業を本市児童・生徒

の参加支援を行って、より実践的な英語体験

の機会、特にアウトプットの機会を提供する

ということで、集中的に取り組んでおります。

さらに教育委員会では、英語教育の質的向上

を図るため、中学校英語科教員、小学校外国

語担当教員、外国人及び日本人英語補助員を

対象とした研修を継続的に実施しております。

研修では専門講師による講義や公開授業を通

じて、指導力の向上と授業改善に努めており

ます。また赤嶺教育長もこの講師の中に加

わって講義もしているということで、陣頭に

立って資質向上にも努めております。今後と

も児童・生徒の英語力向上と国際的視野の育

成に向け、英語教育のさらなる充実に努めて

まいりたいと考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。 

 (ｲ)小・中学生それぞれの学年において過

去３年間で英語検定３級を取得した児童・生

徒数の推移について、お伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 小中学生それぞれの学年におきまして、過

去３年間で英語検定３級を取得した児童・生

徒数の推移につきましては、小学生につきま

しては、教育委員会で把握していないため、

把握している中学生の英語検定３級の取得状

況について報告いたします。令和５年度、令

和６年度、そして令和７年度についての現時

点での状況は、令和５年度は１年生５名、２

年生45名、３年生86名、合計136名となって

おります。令和６年度は１年生10名、２年生

64名、３年生127名、合計201名となっており

ます。令和７年度につきましては、５月の第

１回検定終了時点で１年生が０名、２年生が

20名、３年生が64名、合計84名が取得してお

り、今後さらに９月の検定が予定されており

ますので、その中で数字の積み増しができる

ものと考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 
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 ありがとうございます。本当に赤嶺教育長

が就任された後、また徳元市政におきまして

も、英語検定に力を入れて、補助金を出して、

今まで自己負担だったのが１回までは市のほ

うで負担をするということで、右肩上がりに

合格者数が上がっている。今後もそれが続く

限り、いい影響があると思います。 

 そういう中で、(ｳ)現在の取り組みをどう

評価しているか。今後の強化策についてとい

うことは、これまでほかの議員も含めて、ま

た私のほうでもある程度、一定納得いく答弁

をいただきましたので、ほかの質問のことを

考えてちょっと飛ばしたいと思います。 

 続きまして、②ＡＬＴ教師の配置と課題に

ついて。 

 (ｱ)欧米・アジアから招聘している教師数

（国別内訳）について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 ＡＬＴの任用、外国人の英語教師の任用配

置につきましては、欧米・アジアに限らず、

様々な国々の出身者を任用しております。令

和７年４月１日現在、任用しているＡＬＴを

国別で申し上げますと、ジャマイカ１名、エ

チオピア１名、南アフリカ共和国１名、

ニュージーランド１名、合計４名で市内の中

学校に各１名ずつ配置しております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 (ｲ)です。すみません、これは本市ではあ

りません。他市町村でそういうことがあると

いうことを聞いて、途中で帰国や辞職する教

師がいるのかどうか、どのような具体策が講

じられているのか伺いますと聞きましたが、

本市においてはそういう事例がなく、安定的

に先生方が頑張っているということですので、

こちらも飛ばしたいと思います。 

 (ｴ)に飛びます。(ｴ)教師の指導技術力に関

するチェックや研修は行っているのか。現場

任せになっていないか、その実態をお伺いし

ます。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 ＡＬＴの指導技術力に関するチェックや、

研修は行っているかということにつきまして

ですが、まずＡＬＴの評価につきましては、

他の会計年度任用職員と同様に人事評価を毎

年実施しております。また研修につきまして

は、市主催の英語教員向けの研修会や授業研

究会の参加を促しているほか、市内ＡＬＴの

連絡会を適宜開催し、情報交換やワーク

ショップを通じて、指導力の向上を図ってお

ります。今後もＡＬＴが教育現場で、より効

果的に活用できるよう研修機会の充実に努め

てまいります。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 ありがとうございます。今、各中学校に１

人ずつとありましたが、予算さえあれば、あ

と１人ずつだったりとか、逆に小学校にとい

うこともあってもいいかと思いますが、１人

当たりの給与面を考えても莫大なお金になる

と思います。そういう中で、今後また情報提

供したいと思いますが、国の補助金を活用し

て、１人当たり約90万円程度、講師を派遣で

きる事業がありますので、その辺も少し研究

しながら、また情報交換できればと思ってお

りますので、もしそれができるのであれば１

人分の給与で２人、３人ということができる

のです。完全に充実もできますし、夏休み期

間中は先生方が保育園とかに出向いて、子ど

もたちと一緒に遊べるとか、そういうことも

今フィリピンであったり、インドネシアだっ

たり、国との連携協定が必要になるのですが、
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その辺もまた情報提供していきますので、よ

ろしくお願いします。 

 続きまして、(3)不登校児童・生徒対策に

ついて。 

 不登校児童・生徒とは年間30日を超えて欠

席した場合に該当するとされています。本市

の現状について以下を伺います。 

 ①不登校児童・生徒の現状について。 

 (ｱ)市内小学校ごとの直近の最新データに

ついて伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 市内小学校の過去３年間の不登校児童数に

つきましては、令和４年度87名、令和５年度

133名、令和６年度140名となっております。

令和６年度と令和７年度の７月末時点を比較

いたしますと、令和６年７月末時点では42名、

令和７年７月末時点では41名となっておりま

す。小学校におきましては、今年度より校内

支援教室を設置したことにより、学校に来る

ことができても教室にはなかなか入れていな

かった児童の対応や、登校支援員と連携し、

学校に足が向かない児童の対応が可能となっ

てきたのではないかと思います。少しずつで

ありますが、取り組みの成果が見られている

ものと考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 (ｲ)市内中学校ごとの直近の最新データに

ついて伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 市内中学校の過去３年間の不登校生徒数に

つきましては、令和４年度152名、令和５年

度207名、令和６年度185名となっております。

令和６年と令和７年の７月末時点を比較いた

しますと、令和６年の７月末時点では79名、

令和７年の７月末時点では76名となっており

ます。中学校におきましては、校内自立支援

室を中心に、集団が苦手で教室になかなか入

れない生徒や学校に足が向かない生徒を受入

れ、多様な学びに対応できる教室環境をつく

り個別に対応しております。学校のきめ細や

かで、継続した取組があり、７月末時点にお

いて新規の不登校児童・生徒の数は前年度６

名に対し、今年度は３名と一定程度の成果が

出ているものと考えております。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 不登校の背景について伺うということにな

りますが、数値等につきましては、昔とは変

わってきているようで、情緒不安定が40％、

遊びや非行が９％、10年前、20年前とは逆転

している状況があると思います。またその他

に関しても登校しぶりや、体調不良、不安な

どが挙げられているということで、そういう

ことも背景に挙げて、②であります。 

 ②宜野湾市での新しい取り組みと豊見城市

での可能性について。 

 (ｱ)宜野湾市では、保健室登校児への学習

支援や学習塾とのタイアップ、カウンセラー

協力のもと基礎学力補習から高校受験対策ま

で行う包括的事業が開始されております。豊

見城市においても参考にして学習支援事業を

検討すべきではないか、見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 これまでも述べました不登校対策と合わせ

て、11月からは業者に委託をいたしまして、

豊見城市学力強化支援事業、受験対策講座も

開始することとなっております。議員ご提案

の宜野湾市が実施している学習支援事業につ

きましては、その取り組みの効果やメリット、

デメリットを注視しながら、今後の本市の学
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習支援の在り方について調査、研究を進めて

まいりたいと思います。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 びっくりしたのが、今、高校受験、私たち

のときはクラスで高校受験をしない、学校に

行かないという子どもは２、３名でした。今

79％の子どもしか県立学校に行かない。では

21％は高校に行かないかといったらそうでは

なくて、21％の子どもが通信制の学校に行か

れています。結局、不登校児の受け皿がそこ

に行ってしまって、結局高校生になっても外

に出られずに家の中で授業を受けているとい

う現状があるのです。それをぜひ予算をつけ

て、外に出して、環境を変えれば、その子ど

もたちも、中学校はやはり少し行きづらいと

いうのがあっても、ちょっと離れた地域に

行ったりすると生き生きする子どもも出てく

るのです。そういうことも含めて、来年度か

らの実施も可能と考えるが、教育長の見解を

伺います。 

○ 教育長 赤嶺美奈子 

 お答えいたします。 

 今年度より不登校対策で市内小中学校にサ

ポートルームを設置しています。委員会のほ

うには不登校担当指導主事の配置と保護者の

対応の事業が始まっています。その取組を充

実させたいと思っておりますので、宜野湾市

は追ってまた研究していきたいと思います。 

○（９番）宜保安孝議員 －再質問－ 

 また鋭意検討をよろしくお願いします。本

日はありがとうございました。傍聴席の皆様、

ありがとうございました。 

── 通告番号17（14番）瀬長 宏議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、瀬長宏議員の質問を許します。 

○（14番）瀬長 宏議員 －登壇－ 

 多分時間が足りないと思いますので、すぐ

質問に入ります。 

 (1)立体駐車場整備についてです。 

 これについては情報公開請求を８月12日に

行いました。本来であれば14日以内に開示す

るというのが規定ですが、それからすると８

月27日頃には、情報公開されるものと期待し

ておりましたが、延長されて９月10日になり

ましたが、今回の一般質問に間に合うと喜ん

でいましたが、さらに延長されて９月24日以

降にしか情報公開できないとなりました。不

十分な内容で質問をすることになりますが、

①１階の外食産業店舗（マクドナルド）整備

が緊急防災・減災事業債の対象事業にならな

かった理由をお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和７年第２回市議会定例会において、瀬

長恒雄議員の一般質問で答弁しましたが、本

市が地方債を発行する場合、県知事の協議を

要するため、地方財政法や地方債同意基準、

地方債同意等基準運用要綱に基づき、県と協

議を行っております。本件に係る県と一次分

の起債協議におきましては、臨時的な救援物

資の集積拠点の機能を有する施設として説明

を行い、令和６年９月30日に起債の同意を得

たものであります。地方債同意等基準運用要

綱では、防災・減災のために必要な施設の整

備の一例として、災害時に災害対策拠点とな

る公用施設における災害応急対策に係る施設

として定められており、地方財政法及び地方

債の同意等基準運用要綱を踏まえ、災害時の

炊き出し拠点を有する施設も公用施設におけ

る災害応急対策に係る施設整備と理解し、緊
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急防災・減災事業債の対象となるものと認識

したところであります。その後、県と二次の

起債協議におきまして、新たに追加した炊き

出し機能を有する場所は、平時はテナントが

利用する計画として協議しておりましたが、

県から公用施設は目的外利用を当初から想定

して整備する場合は、その施設に係る費用は

緊急防災・減災事業債の対象にならないとの

見解が示されたことから、緊急防災減災事業

債の対象経費から除くことになりました。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 結局は公用施設ではないということで、県

にも聞いたのですが、対象外になったと県も

説明しておりました。お伺いしますが、緊急

防災・減災事業債、これは傍聴されている皆

さんに分かりやすく補助制度とご理解してい

ただきたい。緊急防災・減災事業債の対象に

ならないマクドナルドの施設整備費は幾らか

お伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時47分） 

再  開（10時48分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 まず、テナント部分につきましては、県と

の協議の中で、面積あん分で起債協議をする

ということで、起債を受けることになりまし

た。テナント部分につきましては、12.33％

となっており、今後は起債対象外経費と整理

されております。金額にしましては、３億

3,695万9,000円となります。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 マクドナルドを利用する方々の駐車スペー

スというのは何台と考えていますか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時49分） 

再  開（10時51分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 １階の部分につきましては２台、防災型立

体駐車場の部分については11台を予定してお

ります。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 その部分については、当然緊急防災・減災

事業債の対象外だと思いますが、どうでしょ

うか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 はい、対象外となっております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 時間がありませんので、③に行きます。③

立体駐車場整備費の起債対象となる部分につ

いて、お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 県と起債協議した防災型立体駐車場に係る

緊急防災・減災事業債の対象経費は、解体工

事、調査・設計業務、建設工事となります。

令和６年度の県との起債協議において、緊急

防災・減災事業債の対象経費について、延べ

床面積の面積比であん分して算出することに

決まりました。事業が完了していないことか

ら、確定したものではないということを前提

としまして、全体の延べ床面積9,855.82平方

メートルのうち、１階のテナント専用部分と

２階の駐車場の一部を合わせて、1,215平方

メートル、約12.33％が起債対象外経費と整
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理されております。起債対象経費は約

87.67％となります。令和６年度から令和８

年度までの起債契約書では、総事業費27億

9,100万円に対し、24億5,704万1,000円が起

債対象額として試算しております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 総務省の緊急防災・減災事業債への補助対

象についていろいろ調べてくると、擁壁、外

構工事、排水路、そういうものまで対象にな

るかとても疑問で、その辺は県とどういう協

議をしたのでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時53分） 

再  開（10時53分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 擁壁や外構工事などについても緊急防災・

減災事業債の対象となります。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 実は総務省としては、緊急防災・減災事業

債の対象には駐車場は除いていたのですが、

内閣府が津波避難ビル等に係るガイドライン

の見直しを行って、津波避難ビルの事例集に

自走式駐車場を明記したことで、総務省も対

応を一部変更して、緊急防災減災事業債の対

象施設がほかの施設と複合化している場合は、

施設全体ではなく、対象施設部分の整備費に

限り、緊急防災減災事業債の対象にすると変

更しています。それではお伺いしますが、市

の職員、あるいは役所利用者及びそれ以外の

利用者の台数について、何台を想定している

のでしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時55分） 

再  開（10時56分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 先ほどのマクドナルドが利用する部分を除

きますと、350台を見込んでおります。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 実は私は赤嶺政賢衆議院議員の事務所を通

じて、総務省にまた問合せをしました。市の

立体駐車場整備のどの範囲まで緊急防災・減

災事業債の対象になるのか、それに対して回

答としては、いわゆる自走式立体駐車場につ

いては、津波避難タワー等として整備した部

分で、津波からの避難に必要な避難スペース

や経路について、合理的な方法に基づき算出

した部分に係る経費のみ緊急防災・減災事業

債の対象になるという回答が来ました。ここ

で津波避難タワーと皆さん申請しているのか、

これは津波避難タワーとして整備した部分と

総務省が答えていますが、この場所は津波避

難タワーにはなり得ません。津波のときに浸

水の危険の可能性がある部分に造る避難ビル、

避難タワーが津波避難タワーという定義があ

りますので、そういうことからすると、津波

避難タワーではないし、ここからすると、い

わば駐車場全てが緊急防災・減災事業債対象

にはなりませんと。細部については、これか

ら県と協議するにしても工事の契約をする場

合、県とある程度の共通認識を持って、起債

対象範囲を掴んで契約すべきと考えますが、

駐車場何台分を起債対象に考えているのか。

というのは、職員が使う部分は、公用施設と

して認められるのか。あるいは皆さんは議会
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で80台ぐらいはＪＡ関係も定期使用の答弁を

しておりますが、役所を利用する方が使う部

分については、公用施設として認められるに

しても、役所を利用しない皆さんの利用ス

ペースについても緊急防災・減災事業債の対

象になるのか、お伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時59分） 

再  開（10時59分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 この防災型立体駐車場につきましては、

おっしゃったように、前回、平時と緊急時、

災害時の扱い方は違うとお答えしていること

については、瀬長宏議員もご理解していると

思います。緊急時や災害時においては、この

立体型駐車場につきましては、応援職員の駐

車場、避難者の車上避難、あと臨時的な救援

物資の集積場所、拠点として、また平時につ

きましては、庁舎の駐車場として起債申請の

中で協議を行っております。 

○ 市長 徳元次人 

 誤解のないように説明をさせていただきた

いと思いますが、そもそもこの場所について

は、民間提案制度で、豊見城市にどう寄与で

きるかということを募集させていただきまし

た。そうすると３社公募がありまして、その

中から我々が資するであろう１社を決めて、

そこからスタートした話であったのです。そ

の中身が災害時には緊急避難場所としても使

えるであろうというところから始まりました。

その中から通常この場所にあった、この中心

市街地にもともと課題であった駐車場不足。

最近は私、企業から聞いたのですが、駐車場

がないからここから出ざるを得ないという企

業もおりました。そういう部分からスタート

した話であって、でもやはり公共施設、公用

施設として使う部分で多額の費用がどうして

も発生します。そのときに議会からありがた

いことに、にぎわい施設を創出してくれない

かということもありまして、それを受けたか

らこそ、実はこのマネタイズの部分なのです

が、費用対収支でいくと、通常緊急防災・減

災事業債でありますから、国に対して借金を

起こして行う事業、27億円程度ありますが、

実は毎年1,700万円ほどの収支で、払うお金

を払った後に我々が得られる収支を計算する

と、年間1,700万円得るわけであります。

1,700万円を得て、この払った後にです。豊

見城市は毎年1,700万円、それが17年目にな

ると全てが返済し終わって、そこから収益に

なります。31年目からは全体的に２億4,400

万円がこの建物から得られる収益になるわけ

です。それは最終的に、いや、これは絶対説

明しないといけないと思います。なぜやるか

ということですが、最終的に瀬長宏議員が

おっしゃっていることは、この収益を生む施

設になる。しかも災害時に命を守る施設にな

る。それをどうやったら与党議員の皆さんの

ように、マクドナルドを入れたほうが収益に

なるだろうという提案を本来すべきであって、

できないこととか、足を引っ張るようにしか

動いていないので、今、誤解のないように私

は答弁をさせていただいています。というこ

とを含めて、今言ったように、しっかり我々

も根拠を持って、このように提案をさせてい

ただきますので、ぜひこれから先は協力体制

を構築していただければありがたいと思いま

す。以上でございます。 
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○ 総務部長 内原英洋 

 答弁漏れがありましたので、説明したいと

思います。 

 この緊急防災型立体駐車場におきましては、

令和６年度におきましても、県と協議を行い、

県は国と協議を行って、起債の同意を得てい

ます。令和７年度におきましても、先月末に

県のほうから起債の同意をもらっております。

先ほど瀬長宏議員は起債の協議の話をされて

いましたので、県からしっかり私たちは同意

を得ておりますので、この事業については進

めていきたいと考えております。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時04分） 

再  開（11時07分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 聞いていることに答えないで、いろいろと

人の時間を奪うような答弁をしていますが、

要するに公用施設が起債対象になるというの

は、総務省の明確な基準です。そうした場合

には、ＪＡのスーパーを利用する皆さんが使

うスペースも公用施設になり得るのかといっ

たらなり得ません。一つは、役所の職員が使

うスペースが公用施設に該当するのか、そこ

は意見が分かれるところです。それははっき

りした答えが出ていません。公用施設という

のは、行政の業務を行うために必要な施設と

いうことで定義がありますので、それに80台

余りが起債対象にならないというのがあり得

るので、そこは引き続き厳しくチェックをし

ていきたいと思います。 

 (2)ハラスメントに関するアンケート調査

について。 

 令和４年２月に行われた第三者委員会のア

ンケート調査では、469名が回答しています

が、今回は、①回答数が262名（33％）と少

な過ぎる原因をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 議員がおっしゃる回答数が少な過ぎる件に

つきましては、ご指摘のとおり、低い数字に

なったと認識しており、真摯に受け止めてお

ります。回答率が低かった要因について分析

をしておりますが、ハラスメントは自分とは

関係ないと考える職員が一定数存在し、関心

が低かった可能性もあります。またアンケー

トを実施する意義が十分に伝わっていなかっ

た可能性やハラスメントに対する心理的な抵

抗感があった可能性、アンケート回答に割く

時間が十分でなかった可能性があったのでは

ないかと考えております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 第三者委員会のアンケート調査から大きく

改善したと６月定例会で部長答弁しておりま

すが、何が大きく改善したのか、お伺いしま

す。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時09分） 

再  開（11時10分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 前回のアンケートと比較しての話だと思い

ますので、今回ハラスメントを自身が受けた

ことがあると回答した件数が大きく減少して

おり、回答数を母数とした比較では、31％減

少しております。 
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○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 回答が前回より半分近く少なくて、それで

比較ができること自体が私は大変懸念します

が、もう一つは、ハラスメントを受けたこと

も、見たり、相談を受けたこともない回答が

最も多いとなっておりますが、なぜ結果表を、

何名が回答したという数値を示さなかったの

でしょうか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時11分） 

再  開（11時11分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今回のアンケートは、市のこれまでの取組

の実績、効果検証と改善点を把握するための

ものであり、個別具体的な事案を調査するも

のではありません。またアンケートの性質上、

回答の中には厚生労働省が定めるパワーハラ

スメントの３要件に合致しない事案や、その

判断が難しい事案もハラスメントに該当する

と認識され、回答されているケースも少なか

らず含まれております。そのためアンケート

で得られた件数をそのままハラスメント件数

として公表することは、正確性や実態との乖

離が生じる可能性があり、誤解を与えるおそ

れがあると認識しております。市では、今年

度より対面によるハラスメント研修を実施し、

職員等の教育の機会の充実に努めております。

正しい認識の下、ハラスメントを絶対にしな

い、させない、安心して働ける職場環境を整

備するために取り組んでいます。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 これは議会及び市民が見て、評価できるも

のにはなっておりません。そういう数値を入

れないというのは、大変不誠実な結果報告に

なっておりますが、外部相談窓口の認知度が

低いとなっておりますが、その原因をお伺い

します。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時12分） 

再  開（11時12分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和６年度より外部窓口相談を設置してお

ります。その辺の認知度が低いというのが今

回のアンケートで確認できましたので、それ

については今後しっかり周知に向けて取り組

んでいきたいと考えております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 ②ハラスメントを受けた、見た、相談を受

けたと回答した方に、誰からハラスメントを

受けたのか、行為を行った役職を調査しな

かった理由について、お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 ハラスメントの行為を行った役職を調査し

なかった理由につきましては、今回のアン

ケート調査は、厚生労働省が示すハラスメン

ト対策取組実施後の効果把握アンケート、事

後調査のひな型を参考に令和４年２月の第三

者委員会の報告における提言を踏まえ、市が

これまで実施してきたハラスメントに関する

取組に対する効果を確認するとともに、必要

な改善を行うために実施したものであり、個

別の事案について調査するものではなかった

ことから、ハラスメントの有無についてのみ
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調査を行ったところでございます。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 ３年前、市のハラスメントのアンケート調

査、これを第三者委員会がやったときには、

市長、副市長、教育長などからハラスメント

を受けたと回答した方が90名いました。部長

から受けたが17名、課長から48名が受けた。

議員から19名がハラスメントを受けたと回答

があった。要するに行為を行った役職を今回

の設問に入れなかった。こういうアンケート

調査には、いわば市の職員が期待しない。こ

ういう懸念でもってアンケートの回答数が激

減した。要するに半分近くにまでアンケート

に回答する人が少なくなった。このことでア

ンケート結果から見えてくる課題というのは、

皆さんはどう見ていらっしゃいますか。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時15分） 

再  開（11時16分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今回のアンケート調査は、第三者委員会が

実施したアンケート調査とは性質が異なるも

ので、前回のアンケート調査が実態把握に主

眼を置いたものに対し、今回は当初より説明

しているとおり、前回のアンケート調査以降

の本市の取組に対する理解度と評価でありま

す。前回のアンケート以降、ハラスメント研

修を実施するとともに、防止規程の改正、分

かりやすいフロー図の作成、さらには補助機

関としてハラスメント調査委員会の設置、外

部相談窓口の開設などと、多岐にわたってお

ります。その認識と評価のため、アンケート

調査がありますので、ハラスメントの件数を

公表せずとも、アンケートの調査の目的は達

成できているものと認識しています。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 誰からハラスメントを受けたのかというア

ンケートになっていない。これについては、

職員にとっては何の改善にもならないだろう

と。期待しない皆さんが回答を控えたと私は

懸念しております。 

 ③職員のハラスメント防止等に関する規程

第３条(2)問題が生じたとき、所属長は迅速

かつ適切に対応するとともに、再発防止に向

けて職員の意識啓発その他の必要な措置を講

じること。これは私は２月定例会、このアン

ケートが実施される前に、こういう設問を入

れてくれと要求しましたが、それは要するに

規程に対応が十分なのか、不十分なのか、職

員はどう見ているのか、そういう設問をしな

かった理由をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 ハラスメント防止等に関する規程第３条に

おいて、所属長の責務に関する設問がなかっ

た理由につきましては、先ほどの答弁にあり

ましたとおり、今回のアンケート調査が市の

ハラスメントの取組に対する効果の確認、必

要な改善を行うためのものであり、個別の事

案について調査を目的としたアンケート調査

でないため、議員ご質問の所属長の対応に関

する設問の用意はしておりませんでした。な

お、個別の規定の遵守状況の把握につきまし

ては、より踏み込んだヒアリングなど、別の

手段で対応する必要があると認識しておりま

す。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 私たちが指摘されることをおそれて、そう
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いう設問を入れなかったと。今回令和６年度

より新たに設置した外部相談窓口に対する認

知度が低いという確認ができた。あるいは研

修受講対象者の拡充について、今後検討する

必要がある。あるいは市のハラスメントに関

する取り組みについて分からないという回答

が最も多かった。このアンケート結果からし

て、課題として今後どう取り組むのか、私は

再度アンケートを取るべきだと思います。糸

満市などはしっかり数字を示して、そして特

別職、市長、副市長、教育長から16名がハラ

スメントを受けた。あるいは議員から14名が

ハラスメントを受けたというアンケート結果

を公表しています。豊見城市は数値、何人が

答えたということも公表しないし、こういう

特別職、議員などのハラスメントを受けたか

どうかも全く調査しない。そういうことでは、

前回３年前にやったアンケートと比較対象が

全くできないアンケート結果になっています

ので、再度アンケートを取り直すということ

を求めたいと思います。糸満市であれば、回

答率が57％でした。第三者委員会、前回３年

前にやった豊見城市でも57％、今回は30％台、

とても回答者が少ないという点でいうと、実

態把握のために皆さんはアンケートを取ると。

職場環境の実態環境をつかむ目的からすると、

全くそういう結果にはなっていないので、ア

ンケートを再度やり直すことを求めて、次の

質問に移ります。 

 (3)教職員の働き方改革について。 

 ①昨年策定された業務改善計画において、

月の時間外勤務80時間以上をゼロにする取組

みについてお伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 本市教育委員会におきましては、令和２年

度策定の豊見城市学校現場の業務改善計画を

令和６年度に改定いたしまして、引き続き働

き方改革を進めております。学校閉庁日やリ

フレッシュウィークの設定、土日、祝日につ

いては、部活動の練習場所を除き、全終日閉

庁すること。留守番電話の整備・運用、登校

時間の設定、試験的な春休み延長を行ってお

ります。また小中学校に各種支援員を配置し、

また中学校におきましては、部活動指導員の

配置をしまして、授業の準備や部活動、クラ

ブ活動の業務等の分担をすることにより、業

務負担を軽減させる取組を行いまして、教職

員の在校時間の減少に努めております。その

他労働安全衛生管理体制の整備、充実、産業

医等による支援相談活動と、メンタルヘルス

対策の充実により、健康的に業務に従事でき

るよう支援し、休職の未然防止に努めており

ます。また50名以上の大きな学校につきまし

ては、産業医の配置をしまして、できるだけ

教職員の皆さんが働きやすい環境づくりに努

めております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 聞いているのは、80時間以上の解消につい

てどうなっていますかと聞いています。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 今述べました施策を展開しながら進めてお

りますが、それをゼロにできたかという質問

でございますが、その辺については今、令和

５年度と比較して令和６年度は小中学校とも

に減少しておりますが、解消には至っていな

いという状況にございます。そのような状況

を踏まえながら、さらに歩を進めてまいりた

いと考えております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 業務改善計画の中でいうと、45時間以上が
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中学校で43％いますと。これについてはその

計画を作る前に、文部科学省は2020年４月に

指針を出しまして、それは給与特別措置法の

改正に伴って、そしてこうあるべきだと。そ

の中では超勤４項目以外の業務を行う時間も

含め、超勤４項目というのは、生徒の実習、

あるいは学校行事、職員会議、災害時の必要

な業務、それには残業命令が出せる。だけど

それ以外は残業命令は出せないとなっていて、

そういう４項目以外の教育職員が学校教育活

動に関する業務を行っている時間として、外

形的に把握することができる時間を在校等時

間として勤務時間の上限を45時間以内と、

2020年１月には指針を出しました。それから

すると45時間以上が中学校で43.5％、そこは

ある程度解消できているのか、そこはどうで

すか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 全て解消しているというところには至って

おりませんが、徐々にその時間については

減ってきていると考えております。ただ中学

校に関しましては、部活動の指導やその他の

要因がありまして、なかなかそこの劇的な減

少というところまでは至っていない状況であ

ります。今後、現在部活動指導員等の配置、

また先生方の負担軽減も含めて取り組んでお

りますが、そこのさらに踏み込んだ施策につ

きましては、財政的な大きな負担も伴うこと

から、そこはその状況も踏まえながら、今年

度さらに改革に向けた取組の話合いを持つ場

を設けながら、どのような形で進められるか、

積極的な促しをしていきたいと思います。ま

た県教員におきましても働き方改革で教育事

務所単位に推進会議を開いて、本腰を入れて

取り組むということになっておりますので、

その辺の知見を得ながら、進めてまいりたい

と考えております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 2020年４月に出された文部科学省の指針の

中では、持ち帰り業務についてもきちんとし

た指針が出されております。業務の持ち帰り

は行わないことが原則。仮に業務の持ち帰り

が行われている実態がある場合には、その実

態把握に努めるとともに、業務の持ち帰りの

縮減に向けた取組を進めるという方針が出さ

れております。豊見城市は学校は夜８時にな

ると、先生方は出ないといけない。機械警備

のために、ほかの学校と違って、９時、10時

まで学校で業務、仕事ができるところと違っ

て、豊見城市は８時になると学校を出ないと

いけない。そういう中で、持ち帰りについて、

皆さんとしてはどうカウントしていこうとし

ているのか、そこはどうですか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えします。 

 議員ご指摘のとおり、持ち帰りというのは

原則ないほうが好ましいということになって

おります。そのために取組を進めるというこ

とで、各種の取組を進めておりますが、ただ

一方では、先生方はいろいろな事情があって、

持ち帰りをして落ち着いて教材研究をしたい。

また作業に取り組みたいという要望も寄せら

れていて、なぜそういうことを申し上げてい

るかというと、今、校務支援システム、その

他のネットワーク環境の見直しを進めるとい

うことで、いろいろな意見を伺っております

が、やはり自宅からシステムにネットワーク

を通してアクセスできるような仕組みを整え

てほしいという声も上がっております。そう

いう声もありますので、教育現場の先生方の

意見も拝聴しながら、現状として、今、勤務

時間内に教材研究を含めたその他の活動に時
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間を取ることが難しい現状もございます。そ

ういうことも踏まえながら、そのバランスを

見ながら把握しながら、教育現場がより働き

やすい環境になるように取組を進めてまいり

たいと考えています。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 ②教職員の業務量管理・健康確保措置実施

計画の策定について、お伺いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 今年度学校教職員の給与特別措置法改正法

が成立いたしまして、令和８年に施行される

ことに伴いまして、市町村教育委員会におき

ましては、長時間労働解消と健康管理の促進

に向けた業務量管理・健康確保措置実施計画

の策定と公表が義務づけとなりました。今年

度９月頃、国より計画のひな型が示されると

いうことになっておりますので、そのひな型

を参酌しながら、年度末には策定し、公表と

いうことを考えております。先ほど来答弁し

ていますとおり、先生方との意見交換もその

間に計画策定の間を挟みながら、意見を伺い

ながら、反映していきたいと考えております。

また令和８年度の制定以降、毎年度実施計画

の実施状況の公表、また市長、教育長、教育

委員で構成されます総合教育会議におきまし

ても、その議題として報告をしていくという

ことになっておりますので、そういう仕組み

づくりも含めて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 今給与特別措置法の話でしたけれども、こ

れが制定されたのは1971年頃、そのときには

１か月先生方の残業時間は８時間ぐらいとみ

られていて、それで４％台、私たちＰＴＡ活

動をしていて馴染み深い言葉として調整額、

これは４％を今後６年かけて10％まで引き上

げるという話ですが、それよりも先生方が望

んでいるのは、職場にもっと教職員を増やし

てほしい。業務を軽減してほしい。実は教師

の離職率、せっかく学校の先生になったけれ

ども、辞めてしまう。それは10年前に比べた

ら今現在1.8倍に増えています。特に若い先

生方の離職率は10年前に比べて3.8倍増えて

いる。そのしわ寄せが子どもたちに向いてい

る。不登校が過去最高の34万人を超えたと。

こういう学校現場の実態からすると、今回の

目的としては、給与特別措置法の改定の附則

の中に、時間外在校等時間を月平均30時間程

度に削減するために、職員１人当たりの担当

する授業時間を削減する。もう１つは、教員

定数の改定と指針で示されている計画策定に

現場の教職員の参加を求めるというのが課題

として一つあって、教育委員会と学校長だけ

でつくるのではなくて、現場の先生方も入れ

て実施計画の策定には、ぜひとも先生方の参

加も得て、策定に向けていただきたい。令和

６年度の児童・生徒の自殺数は527名、いじ

めの件数とかもあると思いますが、そういう

学校現場の大変な状況の中で、先生方の意見

も反映した形での計画の策定に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 あと(4)我那覇後原について。 

 ①議会において、那覇市への編入を求める

陳情が全会一致で採択されたことに対し、那

覇市、区画整理組合とどのような協議が行っ

たのか、お伺いします。 

○ 総務部参事監（企画部参事監兼務） 奥

濱真一 

 お答えします。 

 令和４年第４回豊見城市議会定例会におい

て採択されました陳情第17号につきましては、
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本市ではこれまで当該陳情の内容を踏まえな

がら、沖縄県、那覇市、那覇市宇栄原南土地

区画整理組合と連携し、那覇市宇栄原南土地

区画整理事業の円滑な推進に向けた協議を適

宜進めてまいりました。なお、区画整理事業

における境界変更につきましては、令和元年

度に那覇市との変更案の合意に至っており、

この内容を受けて、本市からも事業の施工者

である組合と連携しながら、事業の早期完了

に向けた協議を実施してきました。今後も那

覇市とも協力しながら、那覇市宇栄原南土地

区画整理事業の円滑な完了に向け、積極的に

取り組んでまいります。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 (5)側溝の蓋について。 

 ①子どもたちの足が入ってしまうほどに大

きくなった側溝の蓋の穴が見受けられます。

近くで女性の方が穴に足が入ってしまって、

けがをしたというのがあって、調べてみたら

大分側溝の蓋の穴が大きくなっているところ

があります。市内でどれくらいあるか把握し

ているか、お伺いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の側溝の蓋の破損について、全

てを把握することはできておりませんが、職

員による日頃のパトロールや現場作業員によ

る目視確認、市民等の道路利用者からの通報

を受け、現場を確認して緊急性が高い場合は

早急に対応措置を行っております。道路の維

持管理におきましては、側溝蓋の修繕、路面

の穴や段差、ガードレールやカーブミラーな

ど、安全施設の破損、路面や側溝の清掃、倒

木や除草依頼、不法投棄など、様々な内容に

対応している状況であります。道路の不具合

につきましては、今後も現場を確認して、緊

急性が高い場合は早急に対応してまいりたい

と考えております。 

○（14番）瀬長 宏議員 －再質問－ 

 我那覇、名嘉地、平和台の写真を撮って道

路課に写真を提供して、こういうふうに危険

な場所が何箇所もありますと言って、そうし

たら必要なところは早急に木を挟んで足が入

り込まないように緊急対応もしていただきま

した。今、経済建設部長の答弁で、必要に応

じて対応はきちんとやりますということなの

で、できるだけ事故につながらないように早

急に対応することを求めて、質問を終わりた

いと思います。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時36分） 

再  開（11時45分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

── 通告番号18（16番）伊敷光寿議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、伊敷光寿議員の質問を許します。 

○（16番）伊敷光寿議員 －登壇－ 

 本日一般質問を始めさせていただきます。

豊寿大学の皆様が時間の都合もあり退席をさ

れております。少し寂しい気持ちではありま

すが、気持ちを切り替えて質問をさせていた

だきたいと思います。会派粋和会の伊敷光寿

です。通告の６項目、質問を行いますので、

答弁をよろしくお願いいたします。始める前

に、質問の順番を入れ替えます。(2)から始

めまして、(6)まで行い、最後に(1)を質問し

ます。それでは、これより質問を行います。 

 (2)道路行政について。 

 車社会の今日、道路は市民が日常生活を送

る上で移動など生活道路となり、また人が行
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き来する命の道でもあります。それゆえに、

安心安全な環境整備が求められ、市民皆様か

らの切実な要望も多くある中でございます。

迅速な対応を求めまして、質問を行います。 

 ①市道28号線（字平良）は道幅が狭く、対

向車との接触や通学時、子どもたちを心配す

る声が寄せられています。改善の必要がある

と考えますが、見解をお伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 市道28号線は、市道27号線と旧県道７号線

を結ぶ延長約500メートルの道路であります。

当該道路におきましては、地域の生活道路と

して利用されているほか、特に朝の通勤・通

学時間帯には那覇方面及び那覇空港自動車道

へ向かう車両の抜け道として利用されており

ますが、道路幅員が狭く歩道もないため、歩

行者や道路利用者へご不便をおかけしている

ことから、「スピード落とせ」や「飛び出し

注意」などの電柱幕による注意喚起のほか、

路上駐車抑制のためのラバーポールの設置を

行っております。今回現地確認を行ったとこ

ろ、電柱幕の経年により文字が薄れているも

のが複数枚確認されたことから、順次取り換

えなどの対応を行ってまいります。現時点に

おきましては当該道路の拡幅整備等の予定は

ないことから、引き続き周知看板等による注

意喚起を行ってまいりたいと考えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 私も現場を確認し、電柱幕の交換が今現在

されているところです。しかし、既存のやり

方ではなくて、抜本的な改善をする必要があ

ると考えます。拡幅整備、またはカラー舗装

などの通行区分の明確化や注意帯の設置をす

るべきだと考えますが、見解をお伺いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 現在実施しております電柱幕による注意喚

起と併せて、グリーンベルトによる通行帯の

明確化につきましても検討してまいりたいと

考えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 こちらの道路は、相談をいただいた方から

は、長年不安を感じており、改善を強く求め

ていました。引き続き対応をよろしくお願い

いたします。 

 ②市道77号線（字平良）は県道７号線への

抜け道として利用者が多く、道幅が狭い中で

の対向車との接触など不安の声が寄せられて

います。改善の必要があると考えますが、見

解をお伺いします。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の箇所につきましては、地域の

生活道路として利用されているほか、特に朝

の通勤・通学時間帯には市道215号線を通じ

て那覇方面へ向かう車両の抜け道として利用

されておりますが、道路幅員が狭く歩道もな

いため、歩行者や道路利用者へご不便をおか

けしていることから、「スピード落とせ」や

「徐行」の電柱幕による注意喚起を行ってお

ります。今回現地確認を行ったところ、電柱

幕の経年により文字が薄れているものが複数

枚確認されております。順次取り換えなどの

対応を行ってまいりたいと考えております。

現時点におきまして当該道路の拡幅整備等の

予定はないことから、引き続き周知し、看板

等による注意喚起を行ってまいりたいと考え

ております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 
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 こちらも公民館の前の道路であります。引

き続き地域の皆様と意見交換していただきな

がら、安全対策を図るよう要望しまして、次

の項目に移ります。 

 (3)公営住宅について。 

 毎年生活困窮者をはじめ、高齢の方や体の

不自由な方が市営住宅に申込みをされていま

す。入居募集には限りがあり、何回応募して

も抽選で外れることで、生活に不安を抱えて

いる切実な声が寄せられています。住宅確保

に向けた対策を求めまして、質問を行います。 

 ①公営住宅の役割について伺います。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えします。 

 公営住宅とは、地方公共団体が建設及び管

理する賃貸住宅であり、公営住宅法に規定さ

れた住宅施設であります。その役割といたし

ましては、国及び地方公共団体が協力し、住

宅に困窮する低所得者の方々に対して、健康

で文化的な生活を営むに足りる住宅を低廉な

家賃で提供することにより、国民生活の安定

と社会福祉の増進に寄与することを目的とし

ております。公営住宅の入居資格につきまし

ては、公営住宅法第23条に定められておりま

して、現に住宅に困窮していることが明確な

ものとされております。豊見城市内における

公営住宅は、沖縄県において建設及び管理す

る住宅として、６施設ございます。一方、豊

見城団地の改良住宅につきましては、住宅地

区改良法に基づき整備された住宅であり、本

市及び沖縄県において所有し、管理を行って

おります。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 執行部との質問の事前の調整で、公営住宅

は県営のためすぐには把握が厳しいとありま

したので、今回は現在市が運営している市改

良住宅について質問を行います。 

 ②入居状況について伺います。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 市改良住宅の入居状況につきましては、令

和７年８月末現在において、全419戸のうち、

411戸が入居しており、入居率は98.1％と

なっております。現在空き部屋は８戸ござい

ます。なお、この８戸の空き部屋のうち、９

月には２世帯、11月には３世帯が入居を予定

しており、これにより合計416戸が入居する

こととなる見込みとなっております。残りの

３戸につきましては、今後、修繕を行ってい

く予定となっております。例年、年間を通し

て、約10世帯程度の退去と新規入居が行われ

ており、入居世帯数に大きな変動はなく、常

に高い入居率を維持している状況でございま

す。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 次に、③空き部屋の管理について伺います。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 市改良住宅における空き部屋の管理につき

ましては、入居者の退去に伴い、速やかに必

要な修繕を施し、次の方に入居いただけるよ

う努めております。修繕費用につきましては、

入居の際に家賃の３か月相当分を敷金として

納入いただいたものから修繕費に充てており

ます。通常の修繕であれば、最短で約３か月

程度で次の入居が可能となります。しかしな

がら、修繕箇所が多岐にわたる場合や大規模

な修繕が必要となる場合には、敷金で賄いき

れないケースも発生しているところです。そ

の際は、退去者に修繕費用を負担いただくこ

ととなりますが、その調整や費用の準備に時

間を要すること、また修繕に係る日数も長期
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間となることから、次の入居まで約９か月程

度の期間を要する空き部屋も現状として発生

しております。また、これとは別に本市では、

新型コロナウイルス感染症の流行や県外での

地震など、国内における大規模な災害が発生

した際には、緊急時の避難者受入体制を確保

するため、一部の部屋を空き室として確保す

る場合もございます。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 再質問ですが、郵便ポストの閉鎖が多くあ

るとお聞きしております。私もそう感じてい

ますが、空き部屋が目立つ印象を受けており

ます。どのような状況なのか、見解を伺いま

す。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、郵便ポストが閉鎖さ

れている箇所については、空き部屋となって

いる可能性がございます。ポストの閉鎖によ

り空き部屋が多く感じられることにつきまし

ては、先ほど②の入居状況のご質問において

答弁したとおり、市改良住宅においては、年

間を通して約10世帯程度の入退去があります。

基本的には入居者の退去に伴う修繕期間につ

きましては、郵便物や広告物などの投入を防

ぐため、ポストを閉鎖しており、このことに

より退去者ごとに修繕期間が変わってくるこ

とが要因だと考えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 適正な対応をされているとの答弁でしたが、

引き続き修繕期間の対応を迅速にしていただ

きますようお願いいたします。 

 ④入居希望者が抽選に外れた場合について、

どのような救済措置があるのか、お伺いしま

す。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 市改良住宅におきましては、抽選に外れた

方に対する直接的な救済措置は現在設けてお

りません。そのため大変恐縮ではございます

が、入居を希望される方々には、次回の募集

時に改めてお申込みをいただくこととなりま

す。昨年度の定例会におきましても伊敷光寿

議員や吉濱智也議員からは救済に関してのご

質問を受けており、本市といたしましても、

住宅に困窮されている方々への支援をよりき

め細やかに行うことは重要な課題であると認

識しております。そのことから今後複数回に

わたり募集に応募されながらも入居に至って

いない方々に対しまして、応募回数に応じた

優遇措置を講じることについて、現在具体的

な対応を検討しております。取り組みに関し

ましては、応募したことを証明できる書類が

応募者及び募集者、お互いに必要と考えてお

りますので、この優遇措置の開始年度につい

ても指定管理者である公社と連携しながら取

り組んでまいりたいと考えております。なお、

市の改良住宅につきましては、住宅供給公社

と連携し、市の責任において、これからも住

宅提供の支援に努めていきたいと考えており

ます。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 前回多くの議員が質問をされております。

この優遇措置ですが、答弁では実施されると

前向きな答弁で安心をしました。引き続き市

民皆様が安心して住宅確保ができるよう求め

まして、次の項目に移ります。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（12時00分） 

再  開（13時30分） 

○ 議長 外間 剛 
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 再開いたします。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 (4)防災行政について。 

 昨今地震や台風、豪雨、洪水、土砂崩れな

ど、自然災害の猛威は年々高まるばかりです。

経済的な被害も膨大なものとなっており、そ

の中で防災無線は災害警報の情報伝達手段の

一つとして、そして中心的な役割を果たす整

備と考えられます。市民の命に関わる重要な

整備の運用を求めまして、質問を行います。 

 ①災害時における自治体の役割をお伺いし

ます。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 災害時における自治体の役割は、地域住民

の生命と安全を守るため、迅速かつ的確な対

応を行うこととなっております。主な役割と

しましては、１つ目に、災害対策本部の設置

と運営、２つ目に、避難所の開設と生活環境

の確保、３つ目に、正確な情報の収集と発信、

４つ目に、近隣自治体からの職員派遣、自衛

隊、警察、消防等の応援部隊、民間企業から

の支援などの応援受入れの体制の整備、５つ

目に、ボランティアや関係機関との連携など

が挙げられます。これらを通して地域の防災

力を高め、災害により人的、物的な被害の軽

減に努めることとなっております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 次に、②災害時に情報を伝達する方法につ

いて、お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 本市では災害発生時における市民の皆さん

への迅速かつ的確な情報伝達のため、多様な

手段を講じて、状況に応じ活用しております。

１つ目には、屋外放送として、防災無線や自

治会の放送設備により情報を伝達しておりま

す。２つ目に、市民の皆さんの個人端末向け

に緊急速報メールを配信するほか、ご登録い

ただいた方には登録制の防災情報メールや市

公式ＬＩＮＥを通じた情報発信も行っており

ます。３つ目に、広報媒体として、市のホー

ムページにて最新情報を随時公開するととも

に、災害協定を提携しているＦＭとよみによ

るラジオ放送の割り込み放送、市庁舎の電光

掲示板などの活用を考えております。４つ目

に、庁内及び市内関係機関との連携手段とし

て、迅速な情報共有、連携手段としてＩＰ電

話や簡易無線機を配備しております。これら

の多様な手段を組み合わせることによって、

災害時においても市民の皆さんが情報収集で

きるように努めております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 次に、③防災無線の設置状況について、お

伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 豊見城市の防災無線の設置状況について、

ご説明しますと、現在本市では主に２種類の

防災無線システムを運用し、災害時の情報伝

達体制を構築しております。まず、沖縄県が

整備した防災行政無線については、土砂災害

警戒区域に屋外拡声子局が21か所設置されて

おります。次に、本市が整備した豊見城市防

災行政システムは、屋外の拡声子局、あとは

公共施設、自治会公民館、小中学校、保育園

など、合計122か所に設置し、広範囲な情報

伝達網を構築しております。これらのシステ

ムを適切に運用することで、災害時における

市民の皆さんへの迅速な情報伝達を行ってい

きます。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 
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 次に、④防災無線に対し「放送が聞こえな

い」との不安の声があります。改善が必要だ

と考えますが、見解をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 防災無線については、聞こえないとの市民

の声があることは確認しております。以前の

定例会でもご説明いたしましたが、本市では

この課題に対し、これまでも補完する対策と

しまして、豊見城市防災情報メールシステム

を運用し、防災無線放送と同時に、メールで

情報をお届けし、メールに添付されたＵＲＬ

から放送内容を聞き直せるようにしておりま

す。またフリーダイヤルでも放送内容を確認

できる体制を整えております。しかしながら、

屋外拡声子局からの音声放送は、天候や屋内

の状況により聞きにくい場合があるほか、防

災情報メールやフリーダイヤルでの確認には

即時性や利便性の面で課題があることも認識

しております。この課題の根本的な解決に向

けては、スマートフォン向け防災アプリや防

災ラジオの活用が有効な手段であると認識し

ております。現在、防災行政システムの機能

強化整備事業において、導入に向けた基本設

計業務を今年度実施しております。市民の皆

さんへ、より確実な情報伝達のため、これら

の新たな手段の導入を含め、必要なシステム

整備を検討して進めたいと思います。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 重複すると思いますが、スピーカーの放送

が届かない範囲にある住宅と判断されるエリ

ア、今、既存の設備でも届くのが厳しいとい

うのは分かっていると思いますが、その場所

についてはどのような対応をされているのか

伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 防災無線については聞こえないという市民

の声があることは、先ほども答弁したように、

確認はできております。先ほどの答弁の繰り

返しになりますが、こうした状況を踏まえ、

本市では屋外防災無線の放送を補完する対策

として、新たな情報伝達手段の導入を現在、

検討しているところでございます。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 スピーカーの調整や増設などを行う必要が

あると考えますが、見解を伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 屋外の拡声子局の増設につきましては、災

害警戒区域への重点配置も含めて検討するな

どの余地があるかと存じておりますが、その

整備には多大な費用を要するだけではなく、

その後の維持管理費用の増加が見込まれます。

さらには複数の子局から音声が干渉し、か

えって聞きにくくなる可能性といった技術的

な課題も懸念されるため、現状では慎重に検

討する必要があると考えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 今、慎重な検討という答弁がありました。

市民皆様の命を守る観点からも既存の設備、

聞こえない、分からないでは意味がないと思

います。聞き取れるよう努力はしていただき

ますよう求めまして、次の項目に移ります。 

 (5)市職員の働く環境について。 

 市職員の働き方はそのまま市民の福祉や生

活に直結すると考えます。例えば市民の幸福

度が高くても、それを支える立場にある市職

員の犠牲の上に成り立っているのであれば、

その幸福度は真実のものではないと考えます。

市職員の皆様が生き生きと働けるように、ま

ずは現状の課題をしっかりと捉えて、持続可
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能な働き方を追求されますよう求めまして、

質問を行います。 

 ①安全衛生委員会の役割について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 安全衛生委員会の役割につきましては、労

働安全衛生法第19条に基づき、労働者の危険

または健康障害を防止するための重要事項を

調査審議することを目的として、設置が義務

付けられている委員会となります。本市にお

きましては、豊見城市職員安全衛生管理規則

第９条の規定に基づき衛生委員会を設置し、

職員の健康障害を防止するための対策につい

てや、職員の健康の保持・増進を図るための

基本となるべき対策に関すること、労働災害

の原因及び再発防止対策へ衛生に係るものに

関することについて調査・審議を行っており

ます。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 次に、②安全衛生委員会の実施状況を伺い

ます。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 本市の安全衛生委員会の実施状況につきま

しては、定期健康診断及び人間ドックの受診

率の改善策について、ストレスチェックの実

施及び活用方法の検討、長時間勤務に対する

改善策と面談実施の徹底、執務室内の衛生環

境の改善等について調査・審議を行っており

ます。しかしながら、労働安全衛生規則であ

る月１回以上の開催頻度を生かせておらず、

現状では年２回程度の実施にとどまっており

ます。職員の衛生管理体制を確立する上でも

早急に改善すべき重要な課題であると捉えて

おります。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 休憩お願いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（13時41分） 

再  開（13時42分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えします。 

 教育委員会におきましては、教育部長、教

育総務課長、教育各課の班長級を構成員とし

た安全衛生委員会を設置しております。委員

会は毎月１回を目標に開催しており、休職者

の状況、産業医の面談の状況、各課の長時間

労働者、労働安全衛生に関する知識の共有の

ほかに、各課における職場の課題等について

議論をしております。また職場の巡視も定期

的に行っております。ちなみに令和５年度は

６回、令和６年度は３回程度、今年度は先月

１回開催しております。 

○ 消防長 髙良 寛 

 お答えいたします。 

 消防本部の安全衛生委員会の実施状況につ

きましては、委員会を年度内に３回から４回、

委員会事務局と衛生管理者による職場巡視を

月２回以上、産業医による面談を月１回実施

しており、必要に応じてそれぞれの回数を増

やし、安全衛生管理に努めている状況でござ

います。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 この取り組みですが、引き続き改善に取り

組んでいただいて、また労働安全衛生法令で

は、月１回以上の委員会の開催をしなければ

ならないと定められています。開催頻度を増

やすよう求めまして、次の③職場環境の改善

等の取り組み実績を伺います。 
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○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 職場環境の改善等の取組の実績としまして

は、定期健康診断及び人間ドックの受診率向

上については、未受診防止対策として規則の

改正や職場健診実施の回数の拡充のほか、会

計年度任用職員の人間ドックの受診の機会の

拡充や、健康診断受診予定管理票を導入し、

受診率の向上に努めております。またストレ

スチェックの実施方法をこれまで紙ベースで

やっていたものをウェブベースへ変更すると

ともに、高ストレス者に対する相談体制を整

備するとともに、メンタルヘルスマネジメン

ト研修を実施し、ラインケアの体制強化も

図ってきております。さらに長時間労働者へ

の対応としましては、産業医を２名体制とし

て、対象者へのケアを充実させております。

また産業医以外にも公認心理士や心理カウン

セラーによる面談を実施するなど、相談体制

を充実させております。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 教育委員会におきましては、安全衛生委員

会の中で職員のストレスチェック、集団分析

結果や時間外勤務状況等を共有し、業務分担

や働き方の見直しと職場環境の改善を促して

いるところでございます。また委員会の委員

よりパソコン等の業務作業時、窓からの日光

の入射が眩しいという意見があり、職場巡視

で産業医同行の下確認したところ、慢性的な

目の病気につながる可能性があるという意見

をいただきましたので、各課の窓に遮光のた

めのブラインドを設置するなどの改善をして

おります。また前回は職場内を巡視して、い

ろいろな改善点を洗い出しして、今後、委員

会の中で改善を図っていくということが確認

されております。 

○ 消防長 髙良 寛 

 お答えいたします。 

 消防本部の安全衛生委員会では、職員の健

康と安全を確保し、快適な職場環境の整備に

努めております。これまでの主な取組の実績

としては、職員からの要望に基づき、繰り返

し故障した洗濯機の更新を行い利便性の向上

を図りました。また定期的な職場巡回チェッ

クを実施し、危険箇所や不衛生箇所を写真で

具体的に共有することで速やかな改善につな

げております。ソフト面におきましても、職

員の心身の健康維持、増進のため、月１回の

産業医面談を職員の希望や衛生管理者の推薦

に基づき実施しております。これによりメン

タルヘルスを含めた職員の健康管理を支援し

ております。その他安全衛生に関する研修の

実施や健康診断後のフォローアップ体制の強

化なども行っており、これらの取組を通じて、

職員一人ひとりが健康で安心して業務に取り

組める職場環境の実現に引き続き努めてまい

ります。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 次に、④労働基準法の義務において36協定

締結状況について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 労働基準法第36条に基づく協定締結、いわ

ゆる36協定の締結状況についてですが、地方

公務員の勤務条件等につきましては、労働基

準法の規定が直接適用されるものではなく、

地方公務員法に基づき、各地方団体の条例や

規則で定められております。また労働基準法

第33条第３項では、公務のために臨時の必要

がある場合においては、官公所の事業に従事

する公務員及び地方公務員については、労働
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時間を延長し、または休日に労働させること

ができると規定されております。そのため本

市では、豊見城市職員の勤務時間休暇等に関

する条例及び関係する規則において、勤務条

件等について適切に管理・運用しており、労

働基準法に基づく36協定は締結しておりませ

ん。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 職員の対象外の答弁がありました。労働基

準法にある36協定に必要な15業種では、教育

または調査の事業とあります。本市の保育所、

こども園は対象になるのか伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 教育、研究または調査の事業につきまして

は、本市では上田こども園が該当するものと

認識しております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 今後保育所やこども園、上田こども園、協

議の上、36協定を締結する必要があると考え

ますが、可能なのか見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 近隣の市町村の締結状況を確認するととも

に、関係課を含め、今後の対応について協議

していきたいと考えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 ぜひ話合いの上、判断をされて、残業時間

の上限とか審議していただきたいと思います。

次の項目に移ります。 

 (6)教職員の働く環境について。 

 2023年度の教職員の精神疾患による病気休

職者数は、全国で7,119名、沖縄県は268名で、

過去最多、17年間全国ワーストが続いており、

増加の一途をたどる厳しい状況にあります。

また教職員の労働環境と子どもの豊かな学び

は表裏一体の関係にあります。教職員が心身

ともに健康で児童・生徒の心身の成長を十分

支援できる環境づくりを求めまして、質問を

行います。 

 ①教職員の多忙化の要因など認識について

伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 教職員の多忙化の要因につきましては、令

和６年度中央教育市議会の答申、「令和の日

本型学校教育を担う質の高い教師の確保のた

めの環境整備に関する総合的な方策について」

によりますと、子どもたちが抱える課題が複

雑化、困難化するとともに、保護者や地域か

らの学校や教師に対する期待が高まっている

ことなどから、結果として業務が積み上がり、

学校や教職員の負担が増大していること、教

員不足等が掲げられております。教員不足の

理由といたしましては、文部科学省令和４年

１月に行った教師不足に関する実態調査にお

きましては、産休・育休取得者数、特別支援

学級数の増加、病休者の増加等により代替す

る臨時的任用教員等の確保ができず、学校へ

配置する教員の数に欠員が生じている状況が

理由となっているものと理解しております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 次に、②働き方改革の認識について、お伺

いします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 本市といたしましては、教職員の働き方を

改善することを通して、健康的に従事できる

環境を整備し、先生方の業務の質を高めると

ともに、子どもたちと向き合う時間を十分に

確保することが必要であると認識しておりま

す。そのため教職員が教職員でなければなら
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ない業務に集中できるよう、これまで学校、

教職員が担ってきた業務の優先順位を踏まえ

た精選・見直し等を行い、児童・生徒への指

導や教材研究等に注力できる体制整備に取り

組むところでございます。しかしながら、

担った業務を誰かに変えていくという行為は

財政的な負担を伴うとともに、いろいろな課

題もございますので、そこを踏まえながら働

き方改革を着実に進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 働きやすい環境づくりに取り組んでいただ

きたいと思います。 

 ③どのような効果や実績があったのか伺い

ます。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 本市教育委員会では、令和２年度策定の豊

見城市学校現場の業務改善計画を令和６年度

に改正いたしまして、引き続き働き方改革を

進めているところであります。学校閉庁日や

リフレッシュウィークの設定、土日、祝日に

ついては、部活動の練習場所を除き終日閉庁

すること。留守番電話の整備・運用、登校時

間の設定、試験的な春休み延長等を行ってい

るところでございます。また各学校に各種支

援員、部活動支援員等を配置いたしまして、

授業準備や部活動・クラブ活動の業務等を分

担することにより業務負担を軽減させる取組

を行い、教職員の在校時間数を減少させるよ

う今、努めております。その他労働安全衛生

管理体制の整備・充実、産業医等による支援

相談活動等、メンタルヘルス対策を充実させ

ることによりまして、健康的に業務に従事で

きるよう支援し、休職の未然防止に努めてお

ります。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 例えば残業時間が減少された。また翌日の

授業の準備の確保ができたという声など効果

があったのか伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 実際、今、勤務時間については出勤から退

勤までタイムカードのほうで実質的に管理を

しております。その管理時間でいいますと、

小学校については減少傾向にあるものと理解

しております。依然として、中学校に関して

は、残業時間の多い、学校にいる時間が長い

先生が多い現状がございます。引き続き今年

度働き方改革を進める中で、できるだけ残業

時間が減るような形で取り組んでまいりたい

と考えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 本日の新聞の紙面でも学校の問題が載って

おりました。本当に関心が高く、切実な状況

だと思います。先ほどの答弁で残業時間は減

少傾向であるとの答弁でしたが、仕事を持ち

帰っていないかなど、これからも職員の働き

方を注視されて、基本的に業務は時間内に終

了できるよう、働きやすい環境づくりの取組

をよろしくお願いいたします。 

 ④学校におけるフッ化物洗口について見解

を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 令和５年１月６日付、事務連絡にて文部科

学省からの通知「学校における集団フッ化物

洗口について」におきましては、厚生労働省

の推進に係る基本的な考え方を参考とするよ

うに示されており、その中で保育所、幼稚園、

認定こども園、小学校及び中学校等で行う

フッ化物洗口等が地域の実情に応じ行われた
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成果として、虫歯罹患率は全体として減少傾

向ではあるが、他方で社会経済因子や地域差

による健康格差が指摘されておりまして、健

康格差の縮小に向けて、生涯を通じた虫歯予

防へのさらなる取組が必要とされております。

本市といたしましても、学校においてフッ化

物洗口を実施することは、家庭環境によらず

全ての子どもに効果的な予防を実施し効果を

得ることができるため、その格差の縮小につ

ながるものと理解しておりますが、事業実施

に伴う教育現場の負担への懸念等もあります

ことから、今後教職員の負担にならないよう

な取組を含めて、対応を進めていきたいと考

えております。 

○（16番）伊敷光寿議員 －再質問－ 

 新たな事業、子どもたちのためではあるの

ですが、やはりフッ化物洗口を導入するとし

て、現場の先生方の理解が必要だと考えます。

教職員へのアンケートを取り、判断するべき

だと考えますが、見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 現時点ではどのような形で理解を求めてい

くかということについては、決まっておりま

せんが、その気持ちは受け止めて、先生方の

負担にならないような形での取組を推進する

ことを旨として、検討したいと思います。 

── 通告番号19（21番）宮城 恵議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、宮城恵議員の質問を許します。 

○（21番）宮城 恵議員 －登壇－ 

 皆さん、こんにちは。会派公明党、宮城恵

です。本日もどうぞよろしくお願いいたしま

す。最近、宮城恵の一般質問は防災について

の質問が多くなったと思いませんか。そうな

のです。実は私、防災士の資格を取得したの

です。試験を受ける際には、前もって教材が

届いてレポートを提出、みっちり資格取得に

必要な講座を受講し、最終日に試験を受験し

ます。11月８日、９日にはいよいよ豊見城市

主催の防災士養成講座が開催され、執行部か

らも何名か受講されると聞きました。合格し

たので言えますが、勉強したら合格できます。

頑張ってください。ともに豊見城市の防災力

アップを目指してまいりましょう。 

 それでは通告に従って、一般質問をさせて

いただきます。順番を変えて質問させていた

だきます。まず最初に(3)、その後(1)(4)(2)

の順番で質問させていただきます。 

 (3)子どもの居場所事業について。 

 (ｱ)子どもの居場所事業はどのような目的

を持って実施されているのか伺う。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 沖縄県は１人当たりの県民所得が全国最低

水準にあり、また、ひとり親家庭の割合が多

いといった厳しい状況となっていることから、

沖縄の子どもの貧困という喫緊の社会課題に

対応するため、本市は内閣府の沖縄子どもの

貧困緊急対策事業の子どもの居場所事業を実

施しております。地域における居場所づくり

として、食事の提供、生活指導、学習支援等

を行いながら、子どもが安心して過ごせるこ

とのできる居場所を提供する事業所により事

業が実施されております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｲ)市内に何か所あるのか、どのような形

態で運営されているのか、お伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 現在子どもの居場所は市内に５か所ござい
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ます。形態につきましては、豊見城市子ども

の貧困緊急対策事業補助金交付要領に基づき、

子どもの居場所の運営支援として事業を実施

する事業所に対し補助金の交付を行い、また

事業の事業主体につきましては、市社会福祉

協議会や民間の事業所が中心となって運営を

行っております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｳ)何名の子どもたちが利用しているのか、

お伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 子どもの居場所の利用者数は、令和７年８

月１日現在で94名の子どもが利用している状

況です。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 再質問をさせていただきます。 

 その中で子どもの広場たいらの利用者数を

お伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の居場所を利用している利用人

数につきましては、15名が利用しております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｴ)利用者や運営団体から寄せられている

課題がないか、お伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 課題といたしましては、運営していただい

ている団体のマンパワー不足により居場所の

数が減少していることや、子どもの受入れに

当たり、特に発達に特性があり、より手厚い

支援を必要する子どもたちに対応できる専門

的人材の配置の必要性などについて課題がご

ざいます。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｵ)真嘉部コミュニティセンターとわくわ

く児童館にあった居場所が社会福祉協議会の

下側のスペースに移り、通えなくなった利用

者がいると聞きました。市は把握をしている

のか伺います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 子どもの居場所の運営団体のマンパワー不

足等の影響があり、令和７年４月より真嘉部

コミュニティセンターとわくわく児童館の２

か所にあった子どもの居場所を一つに統合し、

場所を豊見城市社会福祉協議会内に移して運

営しております。本市においては、担当部署

の子育て支援課において子ども支援員を配置

しており、子どもの居場所を利用する子ども

と保護者との面談や子どもの居場所の運営団

体との定期的な支援会議を開催しております

ので、状況について随時の把握に努めており

ます。今回、社会福祉協議会の２か所を１か

所に統合するに当たりまして、居場所を利用

していた子どもと保護者に対し新しい子ども

の居場所へ移転することなどを説明し、継続

して通われるかどうかについての判断をお願

いいたしました。子どもの居場所の利用に当

たっては、基本子どもたちの送迎サービスを

利用しており、引き続き移転後の新しい場所

でも送迎サービスを利用しながら通っている

子どもたちもおります。議員ご指摘のように、

移転のタイミングで利用を終了された子ども

がいるということも把握しておりますが、従

来より居場所を利用する子どもたちの中には、

部活動を始めたり、放課後等デイサービスを

併用する子もおり、それにより居場所の利用

が減ったり、利用自体を終了するケースもご

ざいます。また子どもの発達の特性によって

は、新しい環境の場に慣れることに大変時間
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を要する子どももおり、移転がきっかけとな

り新しい居場所の利用を選択しないケースも

あったものと考えております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 私も実際に移転した子どもの広場たいらを

見てきました。社協の下側の部分でとても

埃っぽくて暗いイメージで、子どもの居場所

としては適さない場所だと私は感じました。

歩いて放課後に通えるからとてもよかったの

にと移転を残念がる学校関係者の声も届いて

おります。ただでさえ、とても慎重にサポー

トをしていく必要のある子どもたちが通う子

どもの居場所が移転によって通えなくなった

ということ自体、私はとても大きなことだと

考えます。一人でも通えなくなった子がいる

としたら、とても大きな問題だと考えます。

子どもたちの状況はいろいろあると思います

が、場所が変わって何名の子どもが通えなく

なってしまったのかもお伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 世帯数といたしましては２世帯、子どもの

数といたしましては４名の子どもが新しい居

場所の利用を希望せず終了しております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 真嘉部コミュニティセンターもしくはわく

わく児童館のどちらかにしなかったのはなぜ

なのか伺います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 ２つの施設を運営主体となって活動してい

ました市社会福祉協議会からの説明としまし

ては、２施設の運営において以前より指導員

等の確保が困難となっている状況、それから

指導員の駐車場の確保に課題があったこと、

また２施設の中間地点として市の社会福祉協

議会での運営が適当であるとの理由により、

施設を統合し社会福祉協議会に移したという

経緯がございます。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 利用者のことを考えて移動したのかをお伺

いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 議員ご質問の利用者の声を拾ってというこ

とですが、利用者からは、どのような声が上

がっていたかということで、答弁いたします

と、利用者からは児童館は室内の広い空間を

生かした遊びの部分が十分に確保されていた

のに対し、市の社会福祉協議会の居場所は、

児童館に比べて手狭であるということや、移

転後は学習支援に力を入れた運営方針となっ

たことで、子どもによってはメリットが感じ

られず、利用を希望しなかったケースもあっ

たことは確認しております。現在、市社会福

祉協議会の居場所においては、隣接する総合

公園を活用した遊びのプログラム等、多様で

工夫した支援が提供されております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 場所が変わって通えなくなった子へのアプ

ローチはどのようにされているのか伺います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 居場所の利用終了後も先ほどお話しました

子育て支援課内の子ども支援員による保護者

への定期的な連絡により、生活の状況の把握

や困り事などの相談や助言、別の居場所の案

内などを行っており、保護者とのつながりは

現在も継続しております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｶ)運営団体はどのように選定され、市は

評価をどのように行っているのか、お伺いし

ます。 



― 216 ― 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 運営団体の選定につきましては、食事の提

供、共同での調理、生活指導、学習支援及び

就学継続のための支援を行うとともに、子ど

ものキャリア形成などの支援を随時行うこと

ができる運営団体に対し補助金を交付してお

ります。評価についてですが、定例として、

２か月に１度、運営団体と支援員、また担当

職員で情報共有会議を実施し、運営状況、対

象児童の支援状況を把握し、改善に向けた協

議を行っております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 先月、糸満市において、今年６月３日に開

所した民間が糸満市から委託されて運営する

子どもの居場所「ふらっとココに」というと

ころを新垣繁人議員、長嶺吉起議員と視察を

してきました。この取組は糸満市が昨年公募

をし、そこに複数の民間団体が手を挙げて、

今年１月のプロポーザルで社会福祉法人たま

ん福祉会が選定され、運営をしています。そ

んなに広い場所ではないので、１日当たりの

人数の制限も30名と決められていますが、開

所２か月たった８月で登録している小中高校

生は66名、夏休みも様々なイベントが企画さ

れ、飛行場へ社会見学のような企画もされて

いました。 

 そこで(ｷ)子どもの貧困対策を推進してい

くためにも、子どもの居場所は大切だと考え

ます。そろそろいろいろな意味で、今の時代

に合った居場所づくりに変えていかないとい

けないのではないかと考えますが、持続可能

にしていくために市としての改善策を伺いま

す。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 子どもの居場所は支援を必要とする子ども

たちに学習支援や体験活動、食事提供などを

し、子どもたちが安心して過ごせるための重

要なものであります。現在、運営団体のマン

パワー不足などにより子どもの居場所が減少

したことや、より専門性を高めた居場所の必

要性などが課題となっております。今後、子

どもの居場所を継続していく上でも補助金交

付等の在り方、新たな運営団体の公募の検討、

既存の居場所とのさらなる連携強化について

検討をしております。今後とも本市の地域特

性や子どもたちのニーズに合致する子どもの

居場所の運営に向けて改善を図ってまいりた

いと考えております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 先日視察したときに、このような糸満市が

出しているパンフレット、「子どもの居場所

食堂マップ」というのをもらったのですが、

たくさんの子どもの居場所や子ども食堂、そ

れから拠点型子どもの居場所というのが載っ

ていて、全部で20か所ぐらいあります。うる

ま市のほうには令和４年に開所した官民一体

型のうるま子どもステーションというのがあ

り、子ども発達支援センターや親子通園ぽか

ぽか、喜屋武児童館が整備されていて、市内

の子育ての拠点となっています。来月視察を

予定しております。県内自治体の様々な取組

を調査して、平成28年度にスタートした沖縄

子どもの貧困対策事業で10年間やってきた今、

市として、どのように変革をしていくのか、

今後もぜひ情報交換をしながら、有効性のあ

る入り口だけではない、出口をしっかり見据

えた貧困対策を市として進めていけるように

共に歩んでいきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 続けて、(1)に移ります。(1)シングルママ
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支援事業について。 

 ６月定例会で取り上げた若年シングルママ

への運転免許取得事業について。ぜひ早期に

事業実施をしていただきたい思いで、９月定

例会でも引き続き取り上げさせていただきま

す。 

 (ｱ)６月定例会の答弁で、調査研究すると

答弁していたが、その後調査研究はされたの

か伺います。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えします。 

 県内における類似事業や他自治体での実施

状況について情報収集を行っておりますが、

県内では一般社団法人おきなわ子ども未来

ネットワークによる先進的な取組が行われて

おりますが、同様の事業を実施している自治

体は現時点では確認できておらず、先行事例

としては、その一般社団法人のみとなってお

ります。沖縄県においては、若年出産の率が

全国平均の２倍以上であることや、高校中退

により就職の機会が狭まること、経済的な困

窮により次世代に貧困が引き継がれる貧困の

連鎖が発生するリスクが高まるなど、沖縄の

特異的な課題であると認識しております。運

転免許取得の助成につきましては、その有効

性や費用対効果、さらには財政的な影響や若

者の就労支援などの既存の施策との整合性な

ど、多角的な視点から検討する必要があると

考えておりますので、引き続き調査研究を進

めていきたいと考えております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 先ほど(3)の質問の子どもの居場所事業の

出口がなかなか見えないの改善策に、このシ

ングルママへの運転免許取得支援事業は大変

効果があると考えます。執行部の皆さん、議

員の皆さん、2022年に上映された映画「遠い

ところ」は見られたことがあるでしょうか。

沖縄市コザを舞台に17歳の少女あおいが幼い

息子を抱えながら、貧困、パートナーからの

暴力、生い立ちの問題など、過酷な現実と向

き合う姿を描いた映画なのですが、とても壮

絶で、私は議員になる前に、高校生の娘とこ

の映画を見に行きまして、こんな現実を送っ

ている沖縄の同世代の子がいると思うと、何

とも言えないどんよりした気持ちに二人でな

り、「でも私たちの周りにはそういう子はい

ないよね」とのんきなことを言っておりまし

た。いないのではないのです。見えていない、

声を上げられない。苦しんでいる子がここ豊

見城市にもいるという現実があるのです。こ

れら問題がより深刻になっているのは、沖縄

ならではの社会的、歴史的、経済的な背景が

関係しています。負の連鎖をどう断ち切って

いくか、断ち切るための実効性のある支援だ

と私は考えます。その理由を３つ上げさせて

いただくと、①沖縄では特に自動車の運転免

許の有無が就職の条件になっているケースが

多い。②免許がないことで、応募ができる仕

事が限られ、収入の安定につながりにくい。

③運転免許の取得は非正規雇用から正規雇用

への移行や収入増につながるチャンスを広げ

る。単に資格取得の補助ではなく、負の連鎖

を断ち切るための実効性のある支援策として

位置づけられると考えます。 

 そこで(ｲ)県内の一般社団法人が合宿型で

の運転免許取得の支援を行っているが、合宿

型は一般社団法人おきなわ子ども未来ネット

ワークがやってくれているので、豊見城市独

自で合宿型ではなくて、自分の家から通う、

通所型の運転免許取得の助成ができないか伺

う。家から通いたいという方も多いそうです。 

○ こども未来部長 上地五十八 
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 お答えいたします。 

 本市において助成事業を実施するとなる場

合は、議員からありました通所型での対応を

検討する必要があります。その場合、支援の

範囲、サポート体制並びに事務手続などにつ

いて、引き続き調査研究を進めてまいりたい

と思っておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 沖縄県のように免許がないと移動が厳しい

地方都市での先進事例もあります。岐阜県可

児市、シングルママを対象に運転免許取得費

用を一部助成、就労の安定につながった事例

が報告されている。熊本県人吉市では、子ど

もの貧困対策の一環として、シングルママに

対する資格取得支援補助制度を運用、運転免

許取得も対象となり就職率の向上に効果あり

と報告。福岡県飯塚市では、若年シングルマ

マ自立支援プログラムの一環として、運転免

許取得費用を支援、取得後の就業マッチング

まで市がサポートする仕組みを導入。一般社

団法人が募集する若年シングルママの運転免

許取得事業で、昨年、令和６年も令和７年も

豊見城市在住のママが応募しているという現

実もあります。令和６年度は６名枠のところ

67名の応募者、令和７年度は３名枠のところ

41名の応募者と、免許が取りたいのに取れな

い。こぼれてしまった方がかなりの人数おり

ます。ぜひ豊見城市独自で自宅から通う通所

型での運転免許の助成をしてほしいと強く願

います。八重瀬町は３名分、約100万円で３

名のシングルママが福祉依存からの自立を後

押しできると考えると、大変費用対効果があ

ると令和８年度から３名に対して助成を行う

と決めたと聞いております。 

 そこで(ｳ)こども未来基金の趣旨である

「子育て支援・子どもの育成」は、親の安定

した就労基盤があってこそ成り立つと考えま

す。免許取得助成は母子の暮らしを守るこど

も未来基金の目的に合致すると考えますが、

こども未来基金を利用して運転免許取得助成

事業ができないか、市の見解をお伺いします。 

○ こども未来部長 上地五十八 

 お答えいたします。 

 まず助成事業の在り方について、これまで

も答弁いたしましたが、多角的な視点から検

討が必要であると考えているため、引き続き

調査研究をしてまいりますが、議員のご提案

の助成事業を実施するということとなった場

合におきましては、こども未来基金やその他

の財源などの活用を含めて検討をしていきた

いと考えております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 前向きな答弁ありがとうございます。市長、

７月に行われた第75回社会を明るくする運動

那覇保護区大会で推進委員長として市長も参

加され、一般社団法人おきなわ子ども未来

ネットワーク山内優子氏の「子どもを貧困か

ら守る。負の連鎖を断ち切るには」の講演を

聞かれたと思います。講演の中でも免許を取

得して変わっていく若年シングルママの話が

報告されていました。豊見城市として運転免

許取得助成を早期に実施していただきたいと

強く要望いたしますが、ぜひ市長のお考えを

お聞かせください。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 今お話があった山内優子先生のお話も、私

は３回ほど聞かせていただいて、沖縄県にお

ける若年妊産婦、シングルママの皆さんの現

状というのは聞いたこともありますし、実際

私自身、うるま市にある拠点施設に視察に
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行ったことがあります。そのときに助産師さ

んだとか、スタッフの皆さんから聞く話は壮

絶でした。当然数字にすると豊見城市よりは

はるかに多い中部の地域ではあったのですが、

でも宮城恵議員がおっしゃるとおり、豊見城

市にもいることは事実であります。ですので、

どう救っていくか、もちろん免許取得の事業

だけではなくて、それを例えばこれから支援

の一つとして実施をしていった場合でも、そ

の後にこの方々がどういう生活になっていく

かというのは、一連として、もう免許さえ取

れればオーケーではもちろんないですから、

そういう自立、自走に向けた取組をどう一貫

して見るかというのは、ぜひ検討させていた

だきながら、これが必要と判断をしたときに

は、スピーディーにやっていきたいと考えて

おります。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 ぜひ前向きに検討をよろしくお願いいたし

ます。 

 (4)に移ります。(4)豊見城市の防災力アッ

プについて。 

 ①本市は海外からの観光客や就労者も多く

居住していることから、国籍を問わず誰もが

容易に避難できる環境整備は必要不可欠なこ

とです。避難誘導標識や避難所案内板は、災

害時に迅速かつ安全に避難するために重要な

役割を果たす命綱となると思われます。 

 (ｱ)観光客が多く訪れる豊崎エリアや瀬長

島エリアの避難誘導標識の設置数を伺う。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 避難誘導看板については、豊崎地区に13基、

瀬長島に３基設置しております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 豊崎エリア、瀬長島エリアの１日の観光客

数と面積、そのうちの外国人観光客数を把握

しているか、お伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 まず面積につきましては、豊崎地区が約

160ヘクタール、瀬長島が18ヘクタールと

なっております。また瀬長島観光拠点整備事

業目的達成度調査によりますと、令和３年度

の瀬長島の年間来島者数は、約273万人だっ

たと推測しております。豊崎地区の観光客及

び外国人観光客数については把握しておりま

せん。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 豊崎エリアへの来訪者数も大変多いのでは

ないかと推測されます。豊崎エリアの具体的

な観光客数が把握されていないとのことです

が、広大な敷地にはショッピングモールや、

飲食店、レンタカー事業者や工場で働く方々、

そして県内最大級の人工ビーチ、豊崎美らＳ

ＵＮビーチにも多くの家族連れや観光客が訪

れています。そのことから災害時の避難につ

いては、スピーディーに行わなければなりま

せん。しかし、同地区は埋立地でもあり、大

規模な地震災害では液状化現象か発生するお

それがあることも想定されています。そこで

避難誘導標識や海抜表示板は誰もが一見して

理解できるものでなくてはならず、また夜間

においても容易に確認できる構造であるべき

だと考えます。全ての人の避難完了を考える

と、豊崎エリアで13基、瀬長島エリアで３基

が妥当な数と考えるのか、市の見解をお伺い

します。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 避難誘導看板につきましては、先ほど答弁

したとおり、豊崎13基、瀬長島３基となって
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います。そのほかに海抜標示板を豊崎地区に

約150か所、瀬長島に10か所設置しておりま

す。海抜標示につきましては、避難場所と避

難所までの距離を標示しており、避難誘導看

板を補完する役割を果たしております。これ

らの表示板は災害発生時に有効な避難誘導標

識となります。避難誘導看板の増設につきま

しては、必要に応じて検討をしていきたいと

考えております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 豊崎美らＳＵＮビーチから避難をする場合、

豊見城中央病院附属健康管理センターが津波

避難ビルとなっていますが、ビーチからの駐

車場出口付近に避難誘導看板があり、そこを

通り橋を渡り、イーアスを見ながら左に曲

がっていくとセンターがあります。そこの駐

車場出口からの次に看板や海抜表示板は、私

が確認したところどこにも設置がなく、次に

あるのはセンターの前、果たして観光客や地

元以外の方はたどり着けるのか不安です。豊

崎エリアもですが、瀬長島エリアも再度点検

をして、増設を検討していただきたいと要望

いたしますが、見解を伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 今、宮城恵議員議員からお話があった件に

つきましては、しっかり豊崎地区、瀬長島地

域は観光客が多い場所でもありますので、そ

の辺については確認をしていきたいと思いま

す。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 (ｲ)市内に設置されている避難誘導標識や

避難所案内板は多言語表記がされているか伺

います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 本市では外国人観光客や居住者を含む多様

な方々が災害時に迅速かつ適切に避難できる

よう配慮し、避難誘導看板及び海抜標示板に

は、日本語と英語を併記しております。これ

により災害時の円滑な避難誘導が図られると

考えております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｳ)日本語と英語表記だけでは、円滑な避

難誘導につながらないと思われますが、今後

新設や更新を行う際に、中国語、韓国語・ア

ラビア語など多言語化を進める計画はあるの

か伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 避難誘導看板は災害時における命を守るた

めの重要な情報伝達手段となっております。

そのため簡潔で分かりやすく表示が求められ、

情報量が多過ぎるとかえって困難を招く可能

性もあります。今現状は日本語と英語の併記

で情報伝達が可能と考えておりますので、現

時点においては多言化の予定は考えておりま

せん。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 災害時における情報伝達では、全ての人を

避難させることが重要だと考えます。日本語

と英語以外の言葉を話す方々や、特に観光客

が、在住外国人が標識を理解できなければ、

迅速かつ的確に避難ができないことになり兼

ねません。日本語、英語で情報伝達可能との

ことですが、英語が理解できない、読めない

観光客も多くいると聞いております。若い世

代は英語が読める方も多いが、年齢層が上が

ると難しくなるという調査結果も出ています。

いま一度お聞きします。 

 今後新設、または更新もしくは現存の案内
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板に補足をする等して、多言語標記を増やす

考えがあるか、お伺いいたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 避難誘導看板につきましては、まず簡潔で

分かりやすいというのが一番いいのかと思っ

ております。あまり表示する情報量が多過ぎ

ると、先ほど言いましたように混乱を招くお

それがあります。そうすると、それを盛り込

むことは大きくなるということも考えられま

すので、何らかの手段がもし検討できれば、

その際に検討し設置していきたいと考えてお

ります。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 情報量が多過ぎると、かえって混乱をまね

く可能性がありますとのことですが、これま

で国内の災害で混乱した事案やエビデンスが

あるのでしょうか。視覚的誘導を最優先にし

つつ、観光地である豊崎エリア、瀬長島エリ

アでは最低限の多言語、せめて英語に加えて

中国語、韓国語の標記は必要だと考えます。

災害時に外国人観光客の間で混乱が生じ、被

害者が出た場合、観光地なのに豊見城市は外

国人への配慮が足りないと問題にならないで

しょうか。豊見城市を訪れる全ての方々が笑

顔あふれる時間を過ごせるためにも、多言語

標記を検討いただきたいと考えます。再度見

解をお伺いします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、多

言語標記は、今、日本語と英語。英語は共通

語と今、世間では言われています。それ以外

の標記については、例えば中国語や韓国語な

どで標記するには、スペースが取れるかどう

かも含めて検討するとともに、またＱＲコー

ドを使ったやり方等も考えられます。その辺

を含めて考えてみたいと思います。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 ぜひ前向きに検討をよろしくお願いしたい

と思います。 

 次に移ります。②災害時、断水が続くと避

難所での生活に大きな影響が出ます。避難所

指定されている小中学校の水の確保は命に直

結する課題です。 

 (ｱ)市で給水車を保有しているか伺います。 

○ 上下水道部長 大城 堅 

 お答えいたします。 

 現在、給水車につきましては、本市の水道

事業体においては保有しておりませんが、給

水車に代わり利用できる２トンタンクは保有

しております。近年、地震や津波・豪雨・洪

水など自然災害に伴う断水が全国的に発生し

ている状況も承知しております。議員ご質問

のとおり、災害時における断水につきまして

は、市民の生活に与える影響が大きいことか

ら、水道事業体としても非常に重要な課題と

考えております。また、今後起こり得る災害

に備えるためにも給水車の導入や応急給水機

材などの整備に向けた検討は必要と考えてお

ります。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 豊見城市では給水車は保有していない。で

は、県内ではどれぐらいあるか調べました。

那覇市が２台、県企業局で１台、宜野湾市が

１台、県内の自衛隊では、確認したところ台

数ははっきりしませんが、多くは保有してい

ないということでした。陸上自衛隊第51普通

科連隊第２中隊は１回1,000リットルの給水

支援は可能とのことでした。しかし、沖縄県

全域が被害に遭った場合、給水における優先

順位が決められているわけではないことから、

ほかの自治体や自衛隊から豊見城市に来る可
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能性は極めて低いと考えます。２年前台風６

号が上陸して、もう一度戻ってきたときのこ

とを覚えていらっしゃいますか。あのとき豊

見城市改良住宅と県営豊見城団地で停電が最

大５日間も続き、くみ上げポンプが停電で作

動しなくなったため、４階より上の階が停電

プラス水も使えなくなる事態になりました。

あのときはまだ豊見城市に松田防災マネ

ジャーが就任する前で、市民の意識も自助の

意識がまだまだなかったときであり、自治会

での水の備蓄もなく、給水車を手配してほし

いとの声も届かず、自治会長は水を売ってい

るところを探し回り購入、役員と協力をして

住民へ届けたそうです。市としては、給水車

の導入を検討しているのか、お伺いします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時36分） 

再  開（14時36分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 上下水道部長 大城 堅 

 水道事業体といたしましては、先ほども答

弁しましたが、重要な課題と認識しておりま

すので、今後導入に向けた検討も必要と考え

ております。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｲ)避難所指定されている小中学校の校庭

に水源を確保するための井戸や非常用給水設

備はどの程度整備されているか、お伺いしま

す。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 小中学校の校庭には井戸は整備されており

ません。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 (ｳ)今後設置する計画があるか、お伺いし

ます。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 現在本市では避難所指定校の校庭に井戸や

非常用給水設備の整備は行っておりませんが、

災害時の水源確保は重要な課題と認識してお

ります。大規模地震等による断水を想定し、

学校プールの水や災害時の協力井戸の活用な

どにより生活用水の確保に努めてまいります。

引き続き新たな生活用水の水源確保について

調査研究を進めてまいります。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 例えば300名避難所に避難してくると考え

ても１日１人５、６回トイレを使用するとし

て、１日１人25リットル使用、プールの水は

25メートルプールで約62万5,000リットル、

約80日分、トイレだけを考えればしばらくは

大丈夫かと思われますが、よく考えてくださ

い。プールの水で洗濯や洗面、シャワーがで

きるでしょうか。豊見城市では先進的に災害

時協力井戸の応募もスタートしています。し

かし、登録はまだ１か所と聞きました。井戸

の場所にもよりますが、避難所となる小中学

校で使用できるとは限りません。沖縄全域が

被災する事態になれば、水の確保は容易では

なく、本土からの輸送にしても沖縄に届くま

でどれぐらいの日数がかかるか定かではあり

ません。過去の大震災からも飲料水や洗濯、

トイレ、お風呂等の生活用水の課題はあるも

のの、進展していないと言われています。井

戸を掘削する施工費は、掘る深さにもよりま

すが、ボウリング調査費、用水試験、井戸工

事費、手動式だと１個当たり300万円、ポン

プ式だと400万円程度だそうです。文部科学

省学校施設環境改善交付金や国土交通省緊急
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時給水拠点確保事業等の補助金が使えれば、

市の負担は軽減できます。先進事例もさいた

ま市や千葉市、東京都武蔵野市でもあります。

避難所で確実に使える水源を整備することは、

行政の責任と考えます。県内ではまだ整備し

ている自治体はありません。防災に強いまち

豊見城市を目指すためにも、ぜひ先進的に進

めていただきたい。もう一度お聞きします。

市として、計画的に小中学校に井戸を整備す

るお考えはないでしょうか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 学校の校庭に井戸の整備につきましては、

まず学校でありますので、子どもたちの安全

確保が第一という考えもあります。例えばど

の場所に掘るかとか、その次には財政的な負

担もありますので、学校に掘ることについて

は、教育委員会の施設でありますので、その

辺はお互い協議しながら、できるところから

できればやっていきたいという認識でありま

す。 

○（21番）宮城 恵議員 －再質問－ 

 次の(2)市民の安心・安全についてをやり

たいところですが、時間的にちょっと厳しい

ので、また次回にやっていきたいと思います。

こんなに早口でしゃべったのは初めてと思う

ぐらい頑張って早口でしゃべりましたが、間

に合いませんでした。本日もどうもありがと

うございました。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時41分） 

再  開（14時50分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

── 通告番号20（３番）新垣繁人議員 ── 

○ 議長 外間 剛 

 次に、新垣繁人議員の質問を許します。 

○（３番）新垣繁人議員 －登壇－ 

 改めまして、こんにちは。会派城の風、新

垣繁人です。今日が今定例会での一般質問最

後となります。実は約10年近く市議会議員を

させていただいている中で、今日の一般質問

のほうが一番緊張しています。これは本当の

話であります。シビアな案件もありますし、

そういうところに質問していくというには、

慎重丁寧にお互いに確認し合いたいというと

ころでありますので、よろしくお願いします。

そしてまた今定例会、仲田政美議員から始ま

りまして、まずは沖縄尚学高校の優勝という

ことで、本当におめでとうございます。また、

沖縄尚学高校の優勝の後に末吉選手がアン

ダー18に選ばれまして、そしてまた世界戦も

沖縄で行われたということは、戦後80年を迎

えるこの年に平和を含めて意義あるものだと

思っております。そしてまたアンダー18の

方々は平和記念公園も訪問されたということ

で、この節目の年にしっかり私たち大人も政

治家として、この平和を築いていただいた先

人の方に改めて感謝すると同時に、この平和

をしっかり維持していくことをお約束いたし

まして、質問させていただきたいと思います。 

 それでは通告ですが、順番をちょっと悩ん

でいます。(1)、そして(3)(2)の順で順番を

変えさせていただきます。流れの状況を見て、

また変更があるかと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

 それでは早速でありますが、(1)これまで

の過去の一般質問について。以下について進

捗状況を伺います。 

 (ｱ)土地利用の見直し（県道東風平・豊見
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城沿線等）について伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 当局の答弁を許します。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 県道東風平・豊見城線沿道地区は、那覇広

域都市計画区域区分の第７回定期見直しにお

きまして、土地区画整理事業での整備を前提

に特定保留地として位置づけられておりまし

たが、令和５年度に目標達成が困難との報告

があり、準備会は解散しております。これに

より土地区画整理事業によるまちづくりは一

区切りついたものと認識しております。今定

例会において、ある程度の宅地化が進んでい

る状況を考慮しつつ、新たな土地利用の可能

性や課題を整理し土地区画整理事業に代わる

手法の検討が必要なことから、委託業務費を

補正予算として計上しております。具体的な

業務内容といたしましては、約20ヘクタール

を対象に区域区分見直し基準や地区計画制度

導入の検討、整備の概算費用や実現までの期

間を検討する予定となっております。今後は

本業務の成果を踏まえ、関係部署も含め、本

市として方針を定め、沖縄県とも調整を図っ

てまいりたいと考えております。なお、前回

の提起区分の見直しが令和４年度に行われて

いることから、次回の見直しは令和９年度を

想定しております。そのため市街化区域の編

入を視野に入れながら、まちづくりを進めて

まいりたいと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 まず、今定例会、補正予算の中で委託費用

を上げていただきまして、ありがとうござい

ます。前定例会の中でもしっかり補正予算を

含めた対応をしていく必要があるのではない

かという個人見解を言わせてもらった中で、

まずは早速のご対応本当にありがとうござい

ます。これはこれまでも訴えてきていますよ

うに、市長の公約でもあります一丁目１番地

にも近いぐらいの案件だと思っています。土

地利用の見直しというところで。ただ、待っ

たなしだというところは、市長も、そし私た

ちも今、共有はできているものだと思ってお

ります。そういう中で、今回委託料を補正で

上げていますが、やはり気になりますのが、

今現在もリミットがあるのは間違いないです。

そういう中で、今、答弁でもありましたよう

に、約20ヘクタールを対象として検討してい

くというところですが、まずは(3)組織体制

というところを含めての質問にもつながって

くるのですが、今現在、豊見城市の職員は人

数が足りているかというと、これまでの答弁

を聞きますと、足りていません。そういう中

で緊急性がある業務をやっていく中で、今、

政策推進課も出来上がっている中で、担当部

署として、この業務が本当に体制的に大丈夫

なのかというところをもう一度聞かせてくだ

さい。 

○ 都市計画部長 嘉川聡子 

 お答えいたします。 

 今回の補正において計上しております業務

を今後進めていくわけですが、今、都市計画

課の職員としては、体制としては十分とは言

えませんが、まずは今いる職員でこの業務に

取り組んでいきたいと思います。今現在進め

ております都市計画マスタープランの改定作

業でも関係各課と意見交換を進めております

ので、その辺も踏まえつつ、庁内で連携しな

がら進めていきたいと思います。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 どの業務もそうですが、体制的なところで

ヒューマンミスにつながるというのは、一番
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やってはいけないことでありますし、またそ

の業務ができなくなる。遅れるということも

やってはいけないことだと思っております。

市長は、公約を掲げる前に、当時の出馬表明

でもしっかり職員の疲弊を抑えていくのだ。

体制を強化していくのだという意味では、そ

こも公約の一つかなということでありますか

ら、組織体制として今、大丈夫かというとこ

ろは、十分ではないところもあるという答弁

であります。自信を持って、市長にこれを

しっかり成し遂げるためには、これだけの体

制が必要なのだというのはしっかり訴えてい

ただきたい。私たち市議会としてもそこは

バックアップしていきますので、しっかりと

した体制でもって臨んでいただきたいという

ところです。そして今、政策推進課ができて

います。この案件と私はこれまでもコラボし

ていくべきではないかということを言ってい

ますが、その辺は今どのようになっているの

か、お聞かせください。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（14時58分） 

再  開（14時58分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 企画部長 翁長卓司 

 お答えします。 

 ただいまの案件につきましては、都市計画

部と連携をしながら進めていきたいと考えて

おります。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 しっかりまた連携して対応していただけた

らと思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

 あと１点、ここはちょっと重要なところで

すが、期間が確かにないのはあります。だか

らといって、慌てて、市街化編入をしていく

本来の趣旨というのがあると思います。特定

保留地区を受けているヘクタール、ここが変

わることのないように、やはり都市計画マス

タープランとして、本市はこれだけ必要なの

だということは一度示しておりますから、手

法によって諦めないでいただきたいというと

ころがあります。そこは市長の見解をお聞か

せください。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 当然おっしゃるとおり、スピードだけだと

か、期限を見据えて何でもいいや、えいや、

いけということではもちろんないですし、後

に20年後振り返っても、あのときの判断はよ

かったのだということをしっかりと見据えた

上で整備をしていきたいと考えています。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 当初予定していた特定保留地区が特定でな

くて、一般保留地区でありますけれども、こ

の20ヘクタールをしっかり豊見城市の先につ

なげていただけるように、また汗をかいてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、(ｲ)防災型機能を備えた立体

駐車場整備について伺います。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 令和６年度から事業に着手していましたが、

詳細設計が進捗し、主要部分であります仮称

防災型立体駐車場整備事業建設工事費の見積

額25億696万6,000円が算出されております。

現在仮契約を締結し、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決に付して議決
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を得る必要があるため、今議会に議案第50号

として、９月16日に提出しております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 この案件もしっかり自信を持って進めてい

ただきたいと思います。私たち市議会の中に

おいても、予算決議も含めまして、議会とし

てもしっかり認めた中で今、走っているわけ

ですから、中には起債が該当しないだろうと

かいう意見はありますけれども、でもこの意

見もある意味、尊重していただきながら、

しっかりとこの事業を進めていただけたらと

思います。ここはちょっと重要なところです

が、確かに防災機能を有した駐車場整備に当

たって、当初マクドナルドが入ってくる箇所

については緊急防災・減災事業債が該当しな

いというのは市議会の中でも説明は以前から

受けております。ただ、気になりますのが、

今回いろいろ一般質問の中でも言われている

中で、ただ、一つ変わっていないかどうか確

認したいのが、マクドナルドが当時、家賃等

も含めて大体200万円ぐらいという話もあっ

たと思いますが、あれはあれでそのまま協議

はされているのか、まず聞かせてもらっても

いいですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 防災型立体駐車場に入るテナントにつきま

しては、提案業者を含め、市と三者で協議を

しているところであります。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 あと１点だけ、大事なところの念のための

確認ですが、今回先ほど言った追加議案のほ

うで、議案第50号で工事請負契約ということ

で約25億円が上がっております。工事にして

も今年度やるもの、来年度につながるもの、

その総額が約25億円だと思っております。そ

の中からマクドナルドは外したにしても、ま

ず今年度やるものに関して、工事が始まると

思いますが、もちろんそこも含めて、国から

の同意は得ているという私たちは認識がある

のですが、その認識でよろしいですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 お答えします。 

 新垣繁人議員がおっしゃるように、これに

ついては先日県のほうから起債の同意を得て

います。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 これは沖縄県知事から公文として同意が届

いているということでよろしいですか。 

○ 総務部長 内原英洋 

 新垣繁人議員がおっしゃるとおりでありま

す。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 しっかり自信を持って進めていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、(ｳ)与根体育施設の代替施設

整備について伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員ご質問の与根体育施設の代替施設整備

につきましては、令和７年８月18日に市サッ

カー協会と生涯学習振興課におきまして、１

回目の意見交換を行いました。その後、令和

７年８月28日に同協会と市長、副市長、教育

長を含め、２回目の意見交換を行ったところ

でございます。１回目の意見交換におきまし

ては、陳情書の内容の確認、２回目におきま

しては、市長、副市長、教育長を交えながら、

今後の項目ごとの優先順位、また今後どのよ

うに取り組んでいくかという方向性について、

自由闊達な議論が展開され、その中で、これ
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から後につきましては、生涯学習振興課を含

め、実務クラスのほうでどのような形で事業

を進めていくか詰めていくというところが確

認されました。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 前定例会、サッカー協会の方々から要望書

が上がりまして、今、吉濱智也議員を先頭に、

よろしくお願いしますということで動いてい

ただいています。前定例会のときも私が訴え

たのは、まずサッカー協会の要請も大切なと

ころですが、もともと利用されている地域振

興の場でもありますから、そういう方々と漁

業者も含めた話合いというのはどうなってい

るのか伺ってもよろしいですか。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 与根多目的広場をサッカー場の代替施設と

して使用するに当たり、夜間のナイター設備

の設置等が必要となることから、令和７年７

月28日に農林水産課において糸満漁協与根支

部と話合いの場を設け意見交換を行っており

ます。与根支部からはナイター設備による照

明が夜間の漁業操業に支障をきたさない範囲

であれば夜間使用を行っても問題はないとの

回答を得ましたので、話合いの内容について、

生涯学習振興課と共有したところでございま

す。当該広場を夜間開放していくことについ

ては、今後必要に応じて地域住民への周知を

行ってまいりたいと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 今、夜間照明の答弁が出ておりました。当

時、この与根体育施設を廃止したときに補償

があったと思います。約5,000万円ぐらい

だったと思いますが、この補償金額のように

今、扱われているのか、答弁をいただいても

よろしいですか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 補償金につきましては、令和５年度に約

5,800万円を歳入として受入れ、教育関連施

設等整備基金に積み立てを行っております。

令和７年３月末日現在、基金残高は約１億

1,000万円となっておりますが、令和７年度

に緊急を要する伊良波中学校長寿命化基本計

画・基本設計におきまして、当初予算で約

9,700万円を基金から繰り入れることとなっ

ております。伊良波中学校における事業は緊

急的な事業のため、当該基金から繰入れをし

ておりますが、補償金につきましては社会体

育施設の環境整備に利用していくということ

を考えているため、その整備のタイミングで

補償金額相当額につきましては、基金への繰

出しや一般財源からの歳出など、市長部局と

調整をしていきたいと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 これからいろいろ調整が始まっていく中で、

照明なのか何なのかというところも、サッ

カー協会の方々の意見もしっかり聞いていた

だいた中で、しっかり活用していただければ

と思っておりますので、よろしくお願いしま

す。前定例会、この案件はこれまでの重要異

例な案件であると。前市政からの流れもある

ということを私は訴えました。６回ぐらいで

すか、与根体育館廃止において議案が上程が

されたということは、重要異例な案件だとい

うことで、その中で特別委員会に対して、前

政権のときの当時のやり取りが虚偽答弁でも

あったのではないかというところで、いろい

ろ検証していただくということで、現在もそ

の検証は続いているものだと私は思っており

ます。この案件は特別な案件だと思っており

まして、引き継ぎが今回なされた、前定例会
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ですか、されたにしても、通常の案件ではな

いと私はずっと思っています。ここは市長と

しても特別な案件として、再度取り上げてい

ただいている中で、この業務を検証していき

ながら進めていく必要があると思いますが、

その辺の見解をお聞かせください。 

○ 市長 徳元次人 

 お答えしたいと思います。 

 ただいまの件については、幾度となく特別

委員会における六度の廃止条例案の否決、二

度の補正予算の修正、多くの課題がある中で

進めてまいりました。その途中で私が引き継

ぐことになったのですが、行政は継続という

ことで、その後もなかなか遅々として進まず、

議会からは幾度となくご指摘、ご質問をいた

だき、関係者の皆さんを含めて、大変なご心

配をかけている今の現状があります。それは

大変心苦しく思っておりますが、今、新垣繁

人議員がおっしゃるとおり、全ての状況、こ

こまでの経緯というものを深く検証している

ところですが、本当にそうだったのか、当時

明るみになっていたこと、その裏側のことだ

とか、全てを把握しないとちゃんとした着地

点に下りないだろうと思っていますので、そ

こは今後も引き続きしっかりと推進体制も含

めて、体制を整わせていただきたいと思いま

す。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 ここはぜひよろしくお願いしたいと思って

おります。 

 続いて、(ｴ)については、いろいろ答弁の

中でもしっかり整備していくということをい

ただいておりますので、割愛します。 

 (ｵ)指定管理者の自主事業（しおさい公園

等）について伺います。 

○ 経済建設部長 城間保光 

 お答えいたします。 

 字与根に立地するしおさい公園につきまし

ては、現在、指定管理者制度を活用し管理を

行っております。その指定管理者の自主事業

の一環として、しおさい公園内でバーベ

キュー施設の整備を計画しており、現在は整

備着手に向けて随時市と指定管理者で協議を

重ね、必要な申請書類等の確認をしている段

階でございます。このバーベキュー施設の整

備により、市民及び観光客のさらなる誘客が

見込まれ、よりにぎわいのある魅力的な公園

となると考えております。今後も指定管理者

とも鋭意協議を重ね、可能な限り早急な開業

を目指してまいります。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 しおさい公園だけではないのですが、公園

とか、そういうところを指定管理していく中

で、今後の在り方の見直しも必要なのかと。

ただ、このしおさい公園というのは、逆に緊

急防災・減災事業債の駐車場のときもそうで

すが、民間活力導入として実は公募をかけて

いる場所でもあったのです。でも最終的には

指定管理があって、自主事業としてやってい

くということで方向が定められたと思います。

ただ、指定管理として自主事業をするときに

気をつけないといけないのは、民民のやり取

りが出てくると思います。民民のやり取りに

もしっかりチェック機能としては、担当部署

として入っていく必要があるのかと。それが

しっかり民民のためのものでなくて、その先

にあるのは、ここを活用する。そして市民の

ため、利用者のため、観光客のためのものに

なるので、そういうところをしっかり……。

そういうことは今、起きていないと思います

が、そういうことがないように、民民の問題

が生じないように、市としてもしっかり
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チェックしていただけたらと。それがすばら

しい施設になると思っていますので、ここは

また早ければ早いほど、しおさい公園が輝く、

輝くというか、何といいますか、いろいろ様

変わりすると私は期待していますので、そこ

は楽しみにしていますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは(2)の教育行政について。 

 ①教育基本法第１条（教育の目的）につい

て、本市の見解を伺うのですが、ここは確認

に関しては丁寧なやり取りをしていきたい。

それだけではないのですが。これは戦後80年

を迎える年の中で、前定例会ですか、私たち

は国に対しても史実検証を求めるということ

で、豊見城市議会で可決し、意見書を出して

おります。それからつながる云々ではないの

ですが、私としても子どもたちに勉強を教え

ていく中でいろいろ気づかされること、また

気づくこともあって、そこは今、豊見城市と

して、教育の在り方がどうなのかというとこ

ろを質問させていただきたいと思っています

ので、何かを押しつけるものではありません

ので、よろしくお願いしたいと思います。す

みませんが、①について見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 教育基本法第１条が掲げる人格の完成と平

和で民主的な国家及び社会の形成者として、

必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の

育成という教育の根本的な目的を深く認識し、

これを教育行政の基盤としているところでご

ざいます。本市の豊見城市教育大綱では、こ

の普遍的な目的を実現するため、「ゆめ・ま

なび・ひとを大事にする響むまち」の教育を

重要な教育理念として掲げております。まず、

「ゆめ」という目標設定や探求心、創造性・

国際性をはぐくむことで予測不能な未来を生

き抜く力を養います。「まなび」では、生涯

学習社会の実現を見据え、社会の変化に対応

できる学びを推進いたします。そして「ひと」

では、郷土への誇りを持ち、心身の健康と協

調性を育み、地域や社会に貢献できる市民の

育成を目指します。同法の精神に基づき、未

来を担う子どもたちの健やかな成長を全力で

支援してまいりたいと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 続きまして、②です。教育基本法の第１条

が目的です。第２条が目的を達成していくた

めにいろいろ目標を掲げていくと思いますが、

そこで質問です。 

 ②教育基本法第２条（教育の目標）第１項

第５号「伝統と文化を尊重し、それらをはぐ

くんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与

する態度を養うこと」と明記されていること

について、以下を伺います。 

 (ｱ)教育基本法第２条第１項第５号につい

て、本市の見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 教育基本法第２条第１項第５号に明記され

ている内容は、先ほど新垣繁人議員が読み上

げられたとおりだと思っております。豊見城

市教育大綱では、教育の目標、人として郷土

の自然や文化に誇りを持ち、社会に貢献する

市民の育成を掲げ、地域とともに伝統・歴史

に親しむ機会を創出し、郷土への深い愛情と

アイデンティティを育みます。同時に、教育

目標、ゆめの国際性を響む児童・生徒の育成

における英語を介した国際交流の充実を通じ

まして、他国の文化を理解し、尊重する心を

養い、国際社会に貢献できる人材の育成を目

指してまいります。郷土愛と国際性を育むバ
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ランスの取れた教育を推進してまいります。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 教育基本法第２条のほうで学習指導要領で

もつながっているということで、明記とか、

いろいろされていますが、我が国と郷土を愛

するということは、まず、ある意味、愛国心

を養うとも受け止められるのですが、この辺

の教育委員会としての見解を聞かせてもらっ

てもよろしいですか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 これは非常に大きな言葉であると考えてお

ります。教育基本法第２条第１項第５号に我

が国と郷土を愛するという文言がございます。

この条文は、平成18年に改正された教育基本

法において新設されました。当時の国会審議

や文部科学省の見解におきましては、この規

定は排他的なナショナリズムではなく、国際

協調の精神と両立する自国や郷土を大切にす

る健全な心を育むことを意としていると説明

されております。具体的には自国の歴史や文

化、伝統を理解し、尊重すること。地域社会

の一員として、郷土の発展に後見する意識を

持つことなどが含まれるものと考えておりま

す。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 この愛国心、私もそうなのですが、もちろ

ん日本人として、日本国民として愛着心、愛

国心があります。ただ、この言葉というのは

使っていいものなのか何なのかというところ

で、タブーなのかとか、この政治の世界に

入っていろいろ分かってくるわけなのです。

気づかされる。先ほども言ったように気づい

てくると。だけど今の時代において、大人も

含めてですけれども、これを本当に堂々と言

える。例えば目の前に国旗があります。私は

何といいますか、小学校、中学校、高校の校

歌の１番は何となく覚えていて歌えるのです

が、恥ずかしながらといいますか、今、国歌

の１番を歌えるかとなると、そばで流れたと

きに口合わせでやることはできるのですが、

暗記もあって覚えているかというとできてい

ないというところでは、その辺のこれまでの

私の人生環境もあったと思います。ただ、子

どもたちがこの日本を愛して、私たち大人も

国民であることをしっかり誇りに思って、生

きていくということはとても大切なことなの

ではないかと思っていまして、この気持ちが

しっかりあることによって、この日本の発展

につながると思っています。間違いなく地方

創生というのは、そういうところも大事なの

ではないかと。いろいろな教育で課題がいっ

ぱいあります。地方創生もあります。この日

本をどうやって立て直していくのか、そして

少子化対策にも全部つながっていくと思いま

す。そういうところを家庭教育だけではなく

て、学校現場の中でもそういう教育の中で自

分たちの生まれ育った国をしっかり誇りに思

うという教育があるということはいいなと

思っていますので、これからも豊見城市の市

長をはじめ、教育委員会としても日々頑張ら

れておりますから、引き続きお願いしたいと

思います。気づく場所が大事なのかというと

ころで、Ａが正しい、Ｂが正しいではなくて、

場合によってはＡもＢも正しいと。そこから

学ぶもの、気づくことというのはあると思い

ます。そこからつながる平和教育だと思って

います。やはり自分の生まれ育った場所、も

ちろん豊見城市大好きだと。沖縄県大好き、

そして日本大好きだというところから、この

国をどう発展していくのか。そしてこの国を

どう守り続けていくのか、その辺を継続する
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にはどうしたらいいのかというところに入り

込めていけるのかと思っていますので、ここ

はまたよろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、(ｲ)本市の取組み内容を伺います。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（15時21分） 

再  開（15時21分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 教育基本法第２条第１項第５号に関する本

市の取組につきましては、豊見城市では教育

基本法第２条第１項第５号に示された目標を

踏まえ、具体的な取組を推進しております。

伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度の育成

といたしまして、ハーリー発祥の地である本

市の特色を生かし、児童・生徒が乗船体験及

び豊見城ハーリーへの参加、また漫湖公園、

漫湖水鳥湿地センターを活用したＳＤＧｓ探

求学習や、海洋教育等の学習を通じて、地域

の歴史や伝統、自然を肌で感じ、郷土への誇

りと愛着をはぐくむ機会としているところで

ございます。また中学校におきましては、地

元企業と連携した探求学習を実施することで、

地域社会の営みや産業への理解を深め、将来

の地域貢献への意識を醸成しているところで

ございます。これに加えまして、国際社会の

平和と発展に寄与する態度の育成といたしま

して、ハワイへの青少年育成国際交流事業を

通しまして異文化理解を深め、国際的な視野

を広げているところでございます。またア

ミークス英語サマーキャンプや、イングリッ

シュサマースクールの開催、さらに小中学校

における交流事業といたしまして、アメリカ

ンスクールとの学校交流香港、台湾等のアジ

ア各国との学校交流や、オンラインでの部活

動を通じた交流により、実践的な英語力の向

上と異文化交流の機会を提供し、グローバル

なコミュニケーション能力と国際理解を促進

しております。これらの取組は、豊見城市教

育大綱が掲げる「ゆめ・まなび・ひとを大事

にする響むまち」の教育理念、特に郷土愛と

国際性の育成に合致し、教育基本法の精神を

具現化するものと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 続きまして、③中学校学習指導要領社会の

歴史的分野の目標について以下を伺います。 

 (ｱ)教育基本法第２条第１項第５号との繋

がりについて本市の見解を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 中学校学習指導要領社会の歴史的分野の目

標とご指摘の条文に関しましては、密接に連

関しているものと認識しております。歴史分

野の目標に、我が国の歴史に対する愛情、国

民としての自覚、国家及び社会並びに文化の

発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の

人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようと

することの大切さについての自覚などを深め、

国際協調の精神を養うとあり、これは教育基

本法第２条第１項第５号に示される伝統と文

化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷

土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社

会の平和と発展に寄与する態度を養うことの

精神を実現することを意味していると捉えて

おります。歴史の授業では、郷土や日本の伝

統文化が育まれた背景を深く学ぶことで、子

どもたちは地域への愛着や誇りを育み、これ

は教育基本法に掲げる郷土を愛する態度につ

ながるものと考えております。これは将来的
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に地元に定着し、地方創生に貢献する人材育

成のための学習指導の一つとなります。同時

に、世界の歴史や他国の文化を学ぶことで、

国際協調の精神や他国を尊重する態度を養い、

グローバルな視点を持つ市民を育成いたしま

す。本市の豊見城市教育大綱におけるひとの

育成、郷土愛とゆめの育成、創造性・国際性

は歴史学習を通して、これらの教育基本法の

目標を具体化し、郷土愛と国際社会への貢献

につながるものと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 ここはちょっと再質問になりますが、今、

答弁の中でもあったように、学習指導要領の

中でも国民としての自覚を養うというところ

があったと思います。こういうところも大事

なところなのかということで、なぜかという

と、実はあまり知られていないことだと思い

ますが、私もこの世界に入っていろいろ気づ

いたこととかいっぱいありまして、実は沖縄

の人々を先住民族とする勧告が国連のほうか

ら日本政府に出されております。これは何か

というと、沖縄の人々は先住民族ですという

ことが国連を通して、国連から勧告が行って

います。勧告というのは国連勧告です。これ

が日本政府に。もちろん日本政府はそうでは

ないとやっていますが、こういうことも今、

学習指導要領の中で国民としての自覚を養う

ということはとても大事なことだと思います。

私ははっきり言います。日本国民であります。

これを私たち沖縄県民でもありますけれども、

そういうのが分からないところで、何といい

ますか、やり取りが世界でされているという

ことがまず恐ろしいなというところもありま

す。だからこそ今、子どもたちにはよく公民

の授業、中学３年で公民でやります、情報リ

テラシーとか、メディアリテラシー、そうい

うところも重要になってくるのかというとこ

ろで、今言う国民としての自覚については、

歴史の授業を通して養うとの認識でよいのか、

再度見解を聞かせてください。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 先ほど来申し述べております教育基本法を

めぐるところにつきましては、やはり歴史だ

けではなくて、全ての教育活動の中を通じて

実現されていくものだと理解をしております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 続いての質問が(ｳ)ですが、これは教科書

採択に当たって本市はどういう基準でやって

いるのかというところですが、前議会でも言

いました。今いろいろな文部科学省の検定の

合格を通った教科書がある中で、子どもたち

にはＡだけではないよ、Ｂだけではないよで

はなくて、ちゃんと史実に基づいて、いろい

ろな情報を与えていくのもありかというとこ

ろでの質問を上げていますが、今回は割愛し

ます。 

 ④平和学習について、本市の取り組み内容

を伺います。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 小中学校での平和学習につきましては、児

童・生徒の発達段階に応じて、各学校が工夫

を凝らし取り組んでおります。具体的には総

合的な学習の時間や社会化、道徳科などの教

科を中心に、戦争や人権、国際理解、命の尊

さというテーマを扱いながら、平和の大切さ

について学ぶ特設授業の機会を設けておりま

す。また、地域の平和資料館等を見学する体

験学習や、戦争体験者の話を聞く講演会等の

機会を設けるなど、教科の枠を超えた学習も

積極的に取り入れられております。さらに文

化課のデジタル博物館事業の一環として、戦
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後80年に合わせて制作されました沖縄戦平和

学習ＶＲコンテンツ「時空記者」が各学校に

提供されまして、豊崎中学校、長嶺小学校、

伊良波小学校で平和学習に利用されておりま

す。児童・生徒のタブレット端末や電子黒板

を活用して３Ｄで再現した沖縄戦前後の地域

の状況を再現して、その観察をしつつ、戦争

に向かう中で社会がどんなに変わっていった

のか、戦争により失われたものを証言等を踏

まえながら、学習できる内容となっており、

令和７年７月１日よりホームページで公開を

始め、一般の利用者でも活用可能となってお

ります。このような教育活動全体を通じまし

て、児童・生徒が平和の大切さを学ぶととも

に、自分自身の生き方や社会との関わり方を

見つめ直すきっかけとなるよう、各学校にお

いて持続的かつ多面的に実施されております。

また日常の学校生活における友達との人間関

係、いじめ、差別などの出来事と平和を結び

つけ、多角的に考えることも平和学習の大切

な部分であるものと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 平和教育、平和学習は本当に大変でありま

して、何といいますか、第二次世界大戦も過

去の話ではなく、今、世界情勢を見たときに、

いまだにロシアとウクライナも戦争をしてお

ります。そしてまたこれはネットで見ればす

ぐ分かるのですが、日本国内においてもスク

ランブル発進というのがあります。これは何

かというと、他国の飛行機等が日本の領空の

侵犯を犯すだろうということで、自衛隊の

方々が警告をしながらスクランブル発進があ

りますが、なかなか報道されません。これが

2024年度航空自衛隊の戦闘機が行ったスクラ

ンブル、イコール緊急発進が実は昨年度です

が、704回行われております。これは昨年で

す。2023年度に比べると35回増えています。

国別では推定を含めて、中国機が464回、ロ

シア機が237回、この２か国で全体の99％を

占めています。こういう世界情勢があるとい

うことは、本当に危機感を感じますし、だか

らこそ今、平和を守らないといけないという

ところも含めて、平和教育をしていただけた

らというところであります。今、平和学習で

ありますので、この戦争の悲惨さというのは

もちろんつなげていかないといけない。なぜ

当時、第二次世界大戦、アジア太平洋戦争が

起こってしまったのかというところも平和学

習の中で子どもたちに問いながら、そういう

平和につなげる教育を学習としてやっていく

必要があるのではないかと思いますが、そこ

はいかがでしょうか。 

○ 教育部長 赤嶺太一 

 お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおりだと考えております。 

○（３番）新垣繁人議員 －再質問－ 

 私たちは先ほど冒頭でも言いましたように、

先人の方々がつなげてきた今の日本、そして

平和をしっかり守っていく責任がありますの

で、そこはしっかり平和教育を通していきな

がら、私たちが今できることを一生懸命頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。今回、質問が組織改革に入りた

いのですが、ここはもう市長に訴えたいと思

います。来年市長選挙がある中で、多くの職

員が今、市長に期待して、この３年間を迎え

ている中で、職員の疲弊緩和が全てにおいて

できているかといったら、できていない現状

があります。徳元市長だからこそ、もう一度

原点に戻って、初心に戻って、みんなの声が

少しでも聞けるようなことは努力していただ

けたらと。私たちに届いた声は市長にも執行
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部の皆様にもしっかり届けていきますので、

そういう組織体制、職員の疲弊緩和、できる

だけみんなで待ってよと、ステイだよと、ス

テイ、みんなでもう一回、一生懸命頑張ろう

ということでやっていきましょう。よろしく

お願いします。 

────── ◇ 日程第３ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第３、議案第50号 工事請負契約の締

結についてを議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 議案第50号 工事請負契約の締結につきま

しては、（仮称）豊見城市防災型立体駐車場

整備事業建設工事の工事請負契約を締結する

ことについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

 なお、詳しい内容等につきましては、総務

財政常任委員会において担当部長が説明いた

しますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となって

おります議案第50号 工事請負契約の締結に

ついては、総務財政常任委員会へ付託いたし

ます。 

○ 議長 外間 剛 

 以上で本日の日程は、全部終了いたしま

した。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は９月26日、午前10時開

議といたします。お疲れさまでした。 

 

散  会（15時35分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署

名する。 

 

豊見城市議会議長  外 間   剛 

 

署名議員（２番）  宜 保 龍 平 

 

署名議員（３番）  新 垣 繁 人 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
令和７年第４回 

 

  

豊見城市議会（定例会）会議録（第６号） 

令和７年９月26日（金） 
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令和７年第４回 

 
  

豊見城市議会（定例会）会議録（第６号） 

令和７年９月26日（金曜日）午前10時開議 

 

 

出席議員 20人 

（１番）外 間   剛 議員  （12番）波 平 邦 孝 議員 

（２番）宜 保 龍 平 議員  （14番）瀬 長   宏 議員 

（３番）新 垣 繁 人 議員  （15番）要   正 悟 議員 

（４番）長 嶺 吉 起 議員  （16番）伊 敷 光 寿 議員 

（５番）新 垣 龍 治 議員  （17番）大 田 善 裕 議員 

（７番）瀬 長 恒 雄 議員  （18番）楚 南 留 美 議員 

（８番）吉 濱 智 也 議員  （19番）大 田 正 樹 議員 

（９番）宜 保 安 孝 議員  （20番）赤 嶺 吉 信 議員 

（10番）川 満 玄 治 議員  （21番）宮 城   恵 議員 

（11番）新 垣 亜矢子 議員  （22番）仲 田 政 美 議員 

 

欠席議員 １人 

（13番）真栄里   保 議員   

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 

事務局長 比 嘉   豊  主 査 屋 良 章 太 

次 長 比 嘉   剛  主任主事 盛 島 愛 乃 

班 長 比屋根 由 香    
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地方自治法第121条による出席者 

市 長 徳 元 次 人  副 市 長 大 城   正 

教 育 長 赤 嶺 美奈子  総 務 部 長 内 原 英 洋 

企 画 部 長 翁 長 卓 司  市 民 部 長 森 山 真由美 

 
福祉健康部長兼 
社会福祉課長 

金 城 博 文  こども未来部長 上 地 五十八 

都市計画部長 嘉 川 聡 子  経済建設部長 城 間 保 光 

上下水道部長 大 城   堅  消 防 長 髙 良   寛 

教 育 部 長 赤 嶺 太 一  
 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

髙 良   忍 

総 務 課 長 上 原 元 樹  財 政 課 長 宜 保 友 司 

 

本日の会議に付した事件 

日程第１．  会議録署名議員の指名 

日程第２． 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第２号） 

 議案第50号 工事請負契約の締結について 

 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

     以上３件一括上程 

日程第３． 認定第１号 令和６年度豊見城市育英会特別会計歳入歳出決算 

 陳情第４号 令和２年12月24日付採択された陳情第７号「日常生活用具給付等

事業の排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう求める陳

情」の実施について（陳情） 

     以上２件一括上程 

日程第４． 議案第48号 令和６年度豊見城市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

 議案第49号 令和６年度豊見城市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 

     以上２件一括上程 

日程第５． 認定第２号 令和６年度豊見城市一般会計歳入歳出決算 

 認定第３号 令和６年度豊見城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

 認定第４号 令和６年度豊見城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 認定第５号 令和６年度豊見城市公営墓地事業特別会計歳入歳出決算 

   以上４件一括上程 

日程第６． 報告第12号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について 

日程第７． 
 

議 員 提 出 
議 案 第 ４ 号 

豊見城市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について 
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日程第８． 決議案第３号 岡波島の帰属を巡る境界調停への適切な対応に関する決議 

日程第９．  閉会中の継続審査の申し出について（総務財政常任委員会） 

日程第10．  閉会中の継続審査の申し出について（教育民生常任委員会） 

日程第11．  閉会中の継続審査の申し出について（経済建設常任委員会） 

 

 

 

  



― 238 ― 

令和７年第４回豊見城市議会定例会議事日程（第６号） 

 

令和７年９月26日（金） 午前10時 開 議 

日程 

番号 
議 案 番 号 件        名 備  考 

１  会議録署名議員の指名  

２ 議案第 4 0 号 令和７年度豊見城市一般会計補正予算（第２号） 
 

総財委員長 
報告後議決 

 議案第 5 0 号 工事請負契約の締結について 〃 

 承 認 第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて 〃 

     以上３件一括上程  

３ 認 定 第 １ 号 令和６年度豊見城市育英会特別会計歳入歳出決算 
 

教民委員長 
報告後議決 

 陳 情 第 ４ 号 令和２年12月24日付採択された陳情第７号「日常生活用

具給付等事業の排泄管理支援用具の給付対象者を拡充す

るよう求める陳情」の実施について（陳情） 

〃 

     以上２件一括上程  

４ 議案第 4 8 号 令和６年度豊見城市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について 

 
経建委員長 
報告後議決 

 議案第 4 9 号 令和６年度豊見城市下水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

〃 

     以上２件一括上程  

５ 認 定 第 ２ 号 令和６年度豊見城市一般会計歳入歳出決算 
 

予算決算特別 
委 員 会 付 託 

 認 定 第 ３ 号 令和６年度豊見城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 
 

教 育 民 生 
委員会付託 

 認 定 第 ４ 号 令和６年度豊見城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算 

〃 

 認 定 第 ５ 号 令和６年度豊見城市公営墓地事業特別会計歳入歳出決算 〃 

     以上４件一括上程  

６ 報告第 1 2 号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率の報告について 

報 告 

７ 
 

議 員 提 出 
議 案 第 ４ 号 

豊見城市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正

について 

即 決 

８ 決議案第３号 岡波島の帰属を巡る境界調停への適切な対応に関する決

議 

〃 
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日程 

番号 
議 案 番 号 件        名 備  考 

９  閉会中の継続審査の申し出について（総務財政常任委員

会） 

 

10  閉会中の継続審査の申し出について（教育民生常任委員

会） 

 

11  閉会中の継続審査の申し出について（経済建設常任委員

会） 
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 本会議の次第 

○ 議長 外間 剛 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開  議（10時00分） 

 議事日程の報告であります。本日の議事日

程は、あらかじめお手元に配付したとおりで

あります。 

────── ◇ 日程第１ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第１、会議録署名議員の指名でありま

す。 

 会議規則第88条の規定により、本日の会議

録署名議員に長嶺吉起議員、新垣龍治議員を

指名いたします。 

────── ◇ 日程第２ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第２、議案第40号 令和７年度豊見城

市一般会計補正予算（第２号）、議案第50号 

工事請負契約の締結について、承認第７号 

専決処分の承認を求めることについて、以上

３件を一括して議題に供します。 

 本案は総務財政常任委員会へ付託しました

ので、委員会における審査の経過と結果につ

いて、委員長の報告を求めます。 

○ 総務財政常任委員長 新垣亜矢子議員 

  

令和７年９月26日 

豊 見 城 市 議 会 

議長 外 間   剛 殿 

 

豊見城市議会総務財政常任委員会 

委員長  新 垣 亜矢子 

 

委員会の審査報告について 

 

 本委員会に付託の案件は審査の結果、次の

とおり決定したので会議規則第39条の規定に

より報告します。 

１．付託案件 

議案第40号 令和７年度豊見城市一般会

計補正予算（第２号） 

議案第50号 工事請負契約の締結につい

て 

承認第７号 専決処分の承認を求めるこ

とについて（令和７年度豊

見城市一般会計補正予算

（専決第１号）） 

 

２．審査の経過 

 本委員会に付託の案件は、令和７年第４

回定例会開会中に関係部課長等の説明を受

け審査を行った。 

 なお、審査の内容につきましては、お手

元に配付されております委員会審査記録の

とおりでございます。 

 

３．審査の結果 

 議案第40号については、賛成多数により

原案可決すべきものと決定した。 

 議案第50号については、賛成多数により

可決すべきものと決定した。 

 承認第７号については、賛成多数により

承認すべきものと決定した。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 これより討論に移ります。 

 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計

補正予算（第２号）について、はじめに反対

討論の発言を許します。 
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（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

○（２番）宜保龍平議員 －賛成討論－ 

 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計

補正予算（第２号）について、賛成の立場で

討論をしたいと思います。 

 今回の補正の歳入予算については、地方交

付税の本算定に基づく交付決定と物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金の追加などが

主な補正内容となっておりました。審議を経

て、まず補正の中に市長車の購入に係る予算

で515万円が計上されておりました。昨年度

の当初予算のときの決議で市民感情に考慮し

てということで私、提出者として議会の議決

も得て、しっかりとした市長車選定に至った

ことについては評価したいと思っております。 

 次に、補正予算の中で瀬長島野球場代替地

検討業務委託料103万5,000円の増額について

は、地権者の意向調査等を行うということで

ありました。私も一般質問で訴えたのですが、

瀬長島野球場の４面球場というのは、本当に

思い入れのある地であります。そういうこと

も鑑みて、市長をはじめ執行部には丁寧に、

慎重に進めていただきたいと。私は、ここは

強く要望しておきたいと思っております。 

 次に、冒頭申し上げた物価高の対応といた

しまして、児童扶養手当受給者に対する児童

１人１万円を上乗せするための1,600万円と、

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

活用した保護者負担軽減を図り、従来の栄養

バランスを保った給食等が提供できるように

支援するための4,417万2,000円が計上されて

おります。もう一つ、農業に関わる方々と畜

産業経営への影響を緩和するために、これも

地方創生臨時交付金を活用した92万5,000円

の増額についても、執行部の皆様に関しまし

ては柔軟なご対応を検討いただき、心から感

謝申し上げたいと思っております。ただ、今

後も物価高というのはまだ落ち着きを見せて

おりませんので、そういう形で幅広く市民の

皆様に少しでも支援できるような対応という

のを今後も心がけてほしいと思っております。

この件に関しても本当に評価したいと思って

おります。 

 もう一点、私が補正予算の中で非常にいい

と思ったのが、与根漁港内に設置する海藻の

モーイの養殖。これについては本当に素晴ら

しいと。モーイの養殖、とても期待もしてお

りますし、もしかしてモーイが、豊見城市の

海産物と言えばモーイというふうになってい

くのではないかと期待をしております。です

ので、これも赤嶺吉信議員も一緒になって、

よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほど申し上げましたが、今回交付税の再

算定ということで３億円余りが増額になって、

財政調整基金に２億円を戻したという執行部

からの説明がありましたが、実際に今回の補

正予算が通った後の現在高が17億円余りとい

うことで、令和７年３月末時点では20億円を

超えていた財政調整金が17億円ということな

ので、財政調整基金は財源の不均衡や災害、

経済不況、不測の事態に備えるために必要と

いうことは皆さんもご承知だと思っておりま

す。財政調整基金の積み立てもしっかりやり

ながら、財政運営に対応してほしいという、

これは私の個人的な意見ではありますが、今

回の９月補正予算はいろいろと期待が持てる

予算になっているということで、私の賛成討

論としたいと思います。 

○ 議長 外間 剛 

 次に、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 
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 次に、賛成討論の発言を許します 

○（10番）川満玄治議員 －賛成討論－ 

                     

                     

                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時12分） 

再  開（10時18分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（10番）川満玄治議員 －発言取消－ 

 ただいまの賛成討論は、全て取り消しをし

たいと思います。 

○ 議長 外間 剛 －許可－ 

 ただいま川満玄治議員より、賛成討論につ

いての発言を取り消したいとの申し出があり

ました。 

 お諮りいたします。これを許可することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、川満玄治

議員からの発言取消の申し出を許可すること

に決しました。 

 次に、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します 

○（３番）新垣繁人議員 －賛成討論－ 

 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計

補正予算（第２号）につきまして、賛成の立

場で討論をさせていただきます。 

 一点だけであります。今回の補正に上がっ

ているものの中に都市的土地利用検討委託料

というものが711万7,000円入っております。

これは何かといいますと、東風平豊見城沿線

の市街化編入。これまで大田善裕議員もそう

ですし、私もそうですし、ずっと訴えてきた

ものであります。ただ、これは本当に待った

なしの事業であります。令和９年度ですか、
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目安として那覇市都市計画審議会がある中で、

ここ盛り込まなければもう間に合わないと。

ただ、人口減少の時代の中で、その那覇市都

市計画審議会を逃してしまうと事実上、もう

厳しいのかというところで、来年度ですか、

令和８年度に豊見城市の都市計画マスタープ

ランの改定もあります。そこにも盛り込んで、

影響が出てくるものであります。この委託料

というのは、どういう形で土地利用の見直し

をしていくのか。当時は区画整理で考えてい

ましたけれども、事実上それは厳しいと。そ

うであれば地区計画なのか、どういうものな

のかということをまず調査するものでありま

す。ただ、徳元次人市長に、また執行部のほ

うに賛成する前に本当に訴えたいのは、待っ

たなしではありますけれどもしっかり調査す

る中で、当初予定していた約20ヘクタールで

すか、この部分は豊見城市としても必要な市

街化編入面積ということで捉えているわけで

すから、調査するにしてもしっかりと当初予

定していた面積も含めて、ぜひ段階的なこと

も含めてやっていただきたいと。あまり焦る

がゆえに、本来やるべき面積ではなくて縮ま

るということがないように、ここは政策推進

課ともコラボをしていただきながら、しっか

りと業務をしていただきたいということで、

賛成討論とさせていただきます。 

○ 議長 外間 剛 

 次に、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します 

（賛成討論なし） 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計

補正予算（第２号）について、委員長の報告

は原案可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することに賛成の議員は賛成ボタ

ンを押し、反対の議員は反対ボタンを押して

ください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第40号 令和７年度豊見城市一般会計

補正予算（第２号）については、賛成多数で

あります。よって、本案は原案可決と決しま

した。 

 議案第50号 工事請負契約の締結について、

はじめに反対討論の発言を許します。 

○（７番）瀬長恒雄議員 －反対討論－ 

 日本共産党の瀬長恒雄です。議案第50号 

工事請負契約の締結について、反対の立場で

討論をいたします。 

 今回の立体駐車場建設事業についての問題

点の一つは、民間活力導入制度で公共工事を

採用した点にあると考えます。民間活力導入

制度では、市有地であるＩＴ産業振興セン

ター跡地を民間が借りる、あるいは買い取る

ことを前提として、民間事業者が事業費を全

て負担するという提案を募集しており、公共

工事は提案の対象外で採用できないという条

件がつけられています。今回の大和リースの

提案は、市が緊急防災・減災事業債で起債を

行い、防災型の立体駐車場を造るという公共

工事の提案です。民間活力導入制度では、提

案の対象外の提案であり、採用できないと考

えます。公募型プロポーザルでは、市と利害

関係のない選定委員が評価基準に基づき、厳

正に評価し審査をするべきです。今回の大和

リースの選定に当たっては、提案の受付を行
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い、業者と事業についての協議を行った事務

局が採点の基準をつくり、事務局が採点を行

い、市の内部委員だけで業者の決定を行った

とされています。このような選定方法では、

公平・公正な競争が確保されたとは言えない

のではないでしょうか。 

 市民の皆さんからは、大和リースありきの

選考方法が取られたのではないかとの話があ

りました。市民から疑いの声が上がるような

事業採択の手続は行うべきではないと考えま

す。また、今回大和リースと随意契約を行う

としていますが、立体駐車場建設工事は特殊

な工事ではなく、一般の事業者であれば施工

できる工事であり、本来競争入札で事業者を

選定すべき事業だと考えます。工事費につい

ても、業者を選定した後に大和リースの提案

額をそのまま予算化しています。市の契約規

則では、随意契約であっても２者以上から見

積もりを取り、市が積算を行い予定価格を決

めなければなりません。それも行っておらず、

契約規則に反すると考えられます。 

 事業については、令和６年の２月定例会で

は約18億円の提案で、職員駐車場とＪＡおき

なわの職員の駐車場として224台の定期貸し

を行い、駐車場不足を解消するとして議決を

もらっております。令和７年の９月定例会で

は、公用施設の庁舎駐車場としての整備を行

うので定期貸しはできないと答弁しています。

公募のテーマであった職員駐車場の確保は、

結局必要なかったということでしょうか。ま

た、収支については、30年で約２億4,402万

円の収益があると今年の２月定例会で説明を

していました。今回の一般質問で、旧ＩＴ産

業振興センター跡地には、更地で210台の駐

車が可能だと答弁がありました。仮に上田保

育所跡地と同じように、210台を月6,000円で

定期貸しにすれば、30年間で４億5,360万円

の収益がある計算になります。29億円をかけ

て立体駐車場を造り、30年間で２億4,002万

円の収益、旧ＩＴ産業振興センター跡地を更

地で貸し出し、４億5,360万円の収益がある。

あえて29億円をかけて５階建ての立体駐車場

を建設しても、費用対効果は低いのではない

でしょうか。 

 当局は防災型立体駐車場として災害時には

362台車で避難できるとしていますが、上田

小学校と豊見城中学校を避難場所として指定

した場合、上田小学校に497台、豊見城中学

校に584台の駐車が可能だと答弁がありまし

た。庁舎の隣に上田小学校、豊見城中学校を

合わせて1,081台車で避難できる場所があり、

避難してきた方々もそれぞれの体育館に避難

することができます。庁舎の隣に1,081台車

で避難場所が確保できる状況で、あえて29億

円も予算をかけて立体駐車場を建設する必要

性があるのでしょうか。立体駐車場は備蓄倉

庫、マンホールトイレを整備する計画です。

市庁舎には既に備蓄倉庫、マンホールトイレ

はあり、立体駐車場に造る必要性があるのか

疑問であります。 

 今回防災型立体駐車場を整備するとしてい

ますが、先ほども説明したように、市庁舎の

隣の上田小学校、豊見城中学校に1,081台車

で避難できるグラウンドがあり、備蓄倉庫、

マンホールトイレは既に市庁舎にある。本当

に29億円の事業費をかけて立体駐車場が必要

でしょうか。税金の無駄遣いだと市民からの

声が上がっています。 

 以上のことから、今回の議案第50号 工事

請負契約の締結については、反対の立場であ

ります。議員各位のご賛同をよろしくお願い

いたします。 
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○ 議長 外間 剛 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

○（10番）川満玄治議員 －賛成討論－ 

 おはようございます。ただいま議題となっ

ております議案第50号 工事請負契約の締結

について、私は賛成の立場で討論をしたいと

思います。 

 この防災型立体駐車場は、災害時には避難

場所や防災拠点として機能し、また市民の命

を守る施設であると同時に、平時には上田周

辺の市民の皆様も、また職員の皆様もそうで

すが、駐車場問題ということで困っていて、

市役所来庁者や周りの市民の利便性を高める

役割も果たしていくと思います。 

 今回の事業総額は、約27億円から28億円余

りでありますが、そのうち25億は緊急防災・

減災事業債を充当し、残り３億円を一般財源

で賄う計画ということです。収支計画では、

30年間の元利償還金と維持管理費を含めても

交付税措置や収入を差し引いた結果、最終的

に２億4,400万円ほどの収益が見込まれてい

るということでした。特に注目すべきは、テ

ナント収入であります。テナントの入居によ

りマクドナルドが入るということですが、毎

月220万円、年間で2,640万円、これが30年間

で７億9,200万円の収入が確実に見込まれる

と思っております。これは単なる駐車場整備

にはとどまらず、持続的な市の財源確保につ

ながるものであり、私は大変意義深いものだ

と思っております。さらに、このテナントが

入ることで、まず雇用が生まれます。そこで

地域経済の活性化も期待されます。私たちは

そういうことを議会として、にぎわいのある

まちづくりということで２月定例会に提案を

いたしました。そういうことも期待され、さ

らに法人市民税、また消費税交付金など、さ

らに市の財政収入面でもプラスの効果が見込

まれると思っております。防災拠点として市

民の命を守る役割に加え、財政面、経済面に

おいても大きな意義を持つこの事業は、豊見

城市にとっては必要不可欠なものだと思って

おります。 

 一方で、先ほどから共産党議員からは、委

員会の時にもでしたが、継続審査にすべきと

の意見も出されました。しかし、私はそれに

も強く反対をいたしました。なぜかといいま

すと、継続審査となれば少なくとも３か月、

また、さらに継続審査をすれば６か月事業が

遅れることになります。その間に最低でもマ

クドナルドがもし入ってきた場合、月220万

円、３か月であれば660万円、６か月であれ

ば1,320万円の収入が入ってこないことにな

ります。さらに、現在は急激な物価高騰、ま

た建築資材の価格も上昇しており、工事費の

増加につながるおそれもあります。市民の命

を守る防災拠点の整備を遅らせることは、市

民にとって不利益であるばかりか財政的にも

大きな損失になると思っております。また、

沖縄県は台風の襲来も多い地域でございます

ので、一刻も早く防災型立体駐車場の建設を

急ぐべきだと思っております。政策的な是非

を問うのは、ぜひ予算段階で行うべきだと

思っております。それを契約案件に至って、

なお反対や継続審査を主張するというのは、

結果として市民の安全を守る事業を妨げるも

のだと思っております。議会としてしっかり

市民の安全と地域の未来を守るために、速や

かにこの契約を進めるべきだと思います。 

 以上をもちまして、議案第50号 工事請負

契約の締結について、私の賛成討論といたし

たいと思います。ご審議のほどよろしくお願

いします。 
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○ 議長 外間 剛 

 次に、反対討論の発言を許します。 

○（14番）瀬長 宏議員 －反対討論－ 

 議案第50号 工事請負契約の締結について

は、反対の立場で討論をいたします。 

 私たちは、この件については起案の時期か

ら契約に至るこういう流れを知りたいという

ことで情報公開請求を行いました。８月12日

に情報公開請求をしましたが、委員会の結論

を出す時点までには公開されませんでした。

それで十分な判断ができないということで継

続審査を申し入れましたが、多数でもってそ

れは認められないということで採決に至った

という経緯があります。 

 今回の事業については、住民監査請求が起

こるだろうと思われるような大変な問題に

なっております。先ほど討論がありましたが、

応募要項には、明確に３つの視点で公募しま

す。その３つの視点をルール化し、要項に10

項目の対象外規定を設けました。そして一つ

でも該当したら対象外規定に引っかかって採

用されないと応募要項ではうたわれています。

まず１つ目に、民間事業者等が実施主体とな

ることを前提とした提案と規定し、公共工事

となる今回の提案は採用されないルールと

なっていますが、これについて原則には例外

があるとして、ただし書がないのに対象外の

提案を採用したということです。こんなこと

が許されたら、ただし書のない条例、規則も

行政に都合のいいように運用されるというこ

とが懸念されます。 

 もう一つは、先ほどもありましたが、この

採否を決定したのは市有地利用対策委員会、

これは副市長をはじめ部長、政策調整監、こ

ういう身内だけで構成された組織ですが、私

たちは全国のこういう民間公募型の事業につ

いて調べましたら、基本的にいうと採否を決

定するのは第三者、それもその専門的な知見

を持った皆さんに委ねる。大学の先生、弁護

士、あるいはそういう事業の知見を持った専

門家、こういう人たちを選考委員に入れて、

そしてその一人ひとりに点数を与えて、それ

で点数をあげてもらって、一番大きい点数を

得たところが採用される。ところが今回は、

聞いたところによると事務局が点数をつけた。

95点、65点、そしてそれに委員会の皆さんは

オーケーを出したという、こういうやり方が

本当に公平な手続かというと、とてもそのよ

うには私は理解できません。 

 もう一つは、契約規則に反して２人以上か

ら見積もりを取って、その示された金額が妥

当かどうか検証するというのが市の契約規則

にうたわれておりますが、ところがこれまで

の運用を変えて、何とほかの見積もりは取ら

なくていいという立場を取っておりますが、

これは市の契約規則に反する行為であって、

自分たちの都合のいいように運用を変えるよ

うなやり方は認められませんし、１者からの

大和リースからの提案額だけで予算化するこ

とによって高い事業費になっているという見

方が当然出てまいります。 

 もう一つは、緊急防災・減災事業債の運用

要綱、分厚い要綱なのですが、それを読み解

くと、一つの条件としては指定避難所になっ

ていなければならないというのがあります。

ところが、まだ立体駐車場は指定避難所には

なっておりません。そういうことでいうと、

要綱に反する事業になっております。 

 私はいろいろと今回市民からの声も聞きま

した。そして、私たちはビラも出しました。

そうしたら市民からは、意図的に大和リース

ありきで事を進め、ほかの提案を排除するた
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めに募集要項を利用したとしか見えないとい

う強い批判の声も上がっております。市が

2017年３月にこの場所を豊見城市の「まちの

顔」と位置づけ、市民の誰もが集い、にぎわ

いと安らぎを感じる求心性のある「まちの顔」

の整備計画を策定しました。ですから、マク

ドナルドではなくて、子どもの居場所として

の児童館の整備が本来求められていると思い

ます。調べてみますと、那覇市と浦添市は児

童館が11館あります。そして、うるま市、南

城市は７館の児童館があり、宜野湾市、宮古

島市は６館、お隣の南風原町も４つの児童館

がありますが、豊見城市はいまだ２つの児童

館しかありません。市の方針と、この「まち

の顔」という方針とはかけ離れた立体駐車場

整備は、市民の理解は得られないと考え、反

対討論としたいと思いますが、市民からは、

なぜ地元の業者を使わないで、217億円とい

う本土の大企業に、そういう事業をさせるの

か理解できないという、本当に厳しい声が

多々上がっております。そういうことも胸に

秘めて、私たちは今後ともこの問題は徹底的

に解明していき、そして市民の負担が多くな

るような事業の流れを絶対つくらない。そう

いう対応をやっていきたいと考えております。 

 今回については契約案件ですから、これが

通ったら本契約になって、事業が始まります。

そういう意味でいうと市民の理解を得られな

いような事業については、議会としては止め

ることを強く求めて、私の討論とさせていた

だきます。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（10時42分） 

再  開（10時44分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

○（14番）瀬長 宏議員 －反対討論－ 

 先ほどの討論の中の217億円というのは、

大和リースの資本金のことであります。一番

直近の金額を調べてみましたら、217億円の

資本金だったということで、追加の討論とさ

せていただきたいと思います。 

○ 議長 外間 剛 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

○（３番）新垣繁人議員 －賛成討論－ 

 議案第50号 工事請負契約の締結について、

賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 今回の案件は、豊見城市の防災型立体駐車

場整備事業という中身になっております。こ

こに至るまでの背景は、昨年の議会の中で私

たち市議会のほうで「まちの顔」としてしっ

かりにぎわいにつなげてほしいということも

含めて、今回の流れまでに至っております。

これまで本会議もそうですし、私の一般質問

でもそうですし、各委員会でもそうです。プ

ロセスも含めて全てチェックしております。

何ら問題ありません。要項からしましても本

当に問題ありませんし、市民に誤解を招くよ

うな発言をされることもあるだろうと思うの

ですが、ここはしっかり自信を持っていただ

きたいと思っております。 

 まず、この事業に対して国からの緊急防

災・減災事業債ですか、該当するしないとか、

そういう意見もありますけれども、実際にも

う該当しております。今回あくまでもといい

ますか、約25億円の契約の締結となっている

のですが、この25億円の中でも今年度、この

中から工事も始まります。今年度の工事にお

いても、国のほうから緊急防災・減災事業債

に該当するかどうかも含めて、同意するとい

うことで公文書でも届いております。なので、
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この事業はもう走っていくわけであります。

ですから、プロセスがどうかというのであれ

ば、ここはしっかり議員としてチェック機能

を続けていただきたいと思うのですが、何ら

問題はありません。そこはしっかり申し上げ

て、問題あるものに対しては、そもそも私た

ち市議会は賛成しませんから。そういうとこ

ろも含めて一般質問等も通して、今回の契約

に至るまでのところに来ておりますので、こ

こは市民の皆さん、もし、この契約は起債が

該当するのかとか、そういうことであれば、

ここは全く心配しないで、しっかり国からの

同意が公文書で届いています。そういうとこ

ろも情報公開制度で見れますので、起債が該

当するということは安心していただきたいと。

令和７年度に始まる工事に関しては同意を得

ていますから、来年度はまた来年度で同意を

得ないといけないと。ただ、この工事を認め

て令和８年度は同意しませんというのは、な

かなかあり得ないような話かと思っておりま

す。この事業は本当に重要な事業ですよね。

今、防災がいろいろ真剣に全国的にうたわれ

ている中で、豊見城市は緊急防災・減災事業

債を活用しながら、公共ではなく公用施設と

しても目的外利用も含めて考えているという

ところで、そこも含めて問題ありませんので。

チェック機能としていろいろ方向はあると思

うんですよね。なので、チェック機能として

は続けてください。そういうところも含めて、

プロセスに関しても何ら問題ないですし、対

象外とか見積もりとか言っていますけれども、

そもそも今回民間活力導入制度の中で事業が

行われております。該当しないという方々に

対しては、そういうところも、もう一度精査

していただきたいと。そこも含めて、私の賛

成討論とさせていただきたいと思っておりま

す。この事業は今年度から工事が始まります

し、ここはしっかり内閣府も含めて、これか

ら県ともしっかり調整は続いていくものであ

りますから、いろいろ課題が出たにしても、

しっかり市議会として、ここは早めの整備と

いうところも含めて、賛成討論とさせていた

だきたいと思っております。 

○ 議長 外間 剛 

 次に、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第50号 工事請負契約の締結について、

委員長の報告は可決であります。本案は委員

長の報告のとおり決することに賛成の議員は

賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタン

を押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第50号 工事請負契約の締結について

は、賛成多数であります。よって、本案は可

決と決しました。 

 承認第７号 専決処分の承認を求めること

について、はじめに反対討論の発言を許しま

す。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電
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子表決システムで行います。 

 承認第７号 専決処分の承認を求めること

について、委員長の報告は承認であります。

本案は委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は

反対ボタンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 承認第７号 専決処分の承認を求めること

については、賛成多数であります。よって、

本案は承認と決しました。 

────── ◇ 日程第３ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第３、認定第１号 令和６年度豊見城

市育英会特別会計歳入歳出決算、陳情第４号 

令和２年12月24日付採択された陳情第７号

「日常生活用具給付等事業の排泄管理支援用

具の給付対象者を拡充するよう求める陳情」

の実施について（陳情）、以上２件を一括し

て議題に供します。 

 本案は教育民生常任委員会へ付託しました

ので、委員会における審査の経過と結果につ

いて、委員長の報告を求めます。 

○ 教育民生常任委員長 楚南留美議員 

  

令和７年９月26日 

豊 見 城 市 議 会 

議長 外 間   剛 殿 

 

豊見城市議会教育民生常任委員会 

委員長  楚 南 留 美 

 

委員会の審査報告について 

 

 本委員会に付託の案件は審査の結果、次の

とおり決定したので会議規則第39条の規定に

より報告します。 

１．付託案件 

認定第１号 令和６年度豊見城市育英会

特別会計歳入歳出決算 

陳情第４号 令和２年12月24日付採択さ

れた陳情第７号「日常生活

用具給付等事業の排泄管理

支援用具の給付対象者を拡

充するよう求める陳情」の

実施について（陳情） 

 

２．審査の経過 

 本委員会に付託の案件は、令和７年第４

回定例会中に陳情者、関係部課長等の説明

を受け審査を行った。 

 なお、審査の内容については、お手元に

配付されております常任委員会審査記録の

とおりであります。 

 

３．審査の結果 

 認定第１号については、賛成多数により

認定すべきものと決定した。 

 陳情第４号については、賛成多数により

採択すべきものと決定した。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 これより討論に移ります。 

 認定第１号 令和６年度豊見城市育英会特

別会計歳入歳出決算について、はじめに反対
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討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 認定第１号 令和６年度豊見城市育英会特

別会計歳入歳出決算について、委員長の報告

は認定であります。本案は委員長の報告のと

おり決することに賛成の議員は賛成ボタンを

押し、反対の議員は反対ボタンを押してくだ

さい。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 認定第１号 令和６年度豊見城市育英会特

別会計歳入歳出決算については、賛成多数で

あります。よって、本案は認定と決しました。 

 陳情第４号 令和２年12月24日付採択され

た陳情第７号「日常生活用具給付等事業の排

泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう

求める陳情」の実施について（陳情）につい

て、はじめに反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 陳情第４号 令和２年12月24日付採択され

た陳情第７号「日常生活用具給付等事業の排

泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう

求める陳情」の実施について（陳情）につい

て、委員長の報告は採択であります。本案は

委員長の報告のとおり決することに賛成の議

員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボ

タンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 陳情第４号 令和２年12月24日付採択され

た陳情第７号「日常生活用具給付等事業の排

泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう

求める陳情」の実施について（陳情）につい

ては、賛成多数であります。よって、本案は

採択と決しました。 

────── ◇ 日程第４ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第４、議案第48号 令和６年度豊見城

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、議案第49号 令和６年度豊見城市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて、以上２件を一括して議題に供します。 

 本案は経済建設常任委員会へ付託しました

ので、委員会における審査の経過と結果につ

いて、委員長の報告を求めます。 

○ 経済建設常任委員長 宜保安孝議員 

  

令和７年９月26日 

豊 見 城 市 議 会 

議長 外 間   剛 殿 

 

豊見城市議会経済建設常任委員会 

委員長  宜 保 安 孝 
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委員会の審査報告について 

 

 本委員会に付託の案件は審査の結果、次の

とおり決定したので会議規則第39条の規定に

より報告します。 

１．付託案件 

議案第48号 令和６年度豊見城市水道事

業会計利益の処分及び決算

の認定について 

議案第49号 令和６年度豊見城市下水道

事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

 

２．審査の経過 

 本委員会に付託の案件は、令和７年第４

回定例会開会中に関係部課長等の説明を受

け審査を行った。 

 なお、審査の内容については、お手元に

配付されております常任委員会審査記録の

とおりでございます。 

 

３．審査の結果 

 議案第48号及び議案第49号については、

賛成多数により原案可決及び認定すべきも

のと決定した。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 これより討論に移ります。 

 議案第48号 令和６年度豊見城市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について、は

じめに反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第48号 令和６年度豊見城市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について、委

員長の報告は原案可決及び認定であります。

本案は委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は

反対ボタンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第48号 令和６年度豊見城市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、

賛成多数であります。よって、本案は原案可

決及び認定と決しました。 

 議案第49号 令和６年度豊見城市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について、

はじめに反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議案第49号 令和６年度豊見城市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について、

委員長の報告は原案可決及び認定であります。

本案は委員長の報告のとおり決することに賛

成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は

反対ボタンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ
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んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議案第49号 令和６年度豊見城市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、

賛成多数であります。よって、本案は原案可

決及び認定と決しました。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時03分） 

再  開（11時15分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

────── ◇ 日程第５ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第５、認定第２号 令和６年度豊見城

市一般会計歳入歳出決算、認定第３号 令和

６年度豊見城市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算、認定第４号 令和６年度豊見城市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認定第

５号 令和６年度豊見城市公営墓地事業特別

会計歳入歳出決算、以上４件を一括して議題

に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 認定第２号 令和６年度豊見城市一般会計

歳入歳出決算、認定第３号 令和６年度豊見

城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、認

定第４号 令和６年度豊見城市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算及び認定第５号 令

和６年度豊見城市公営墓地事業特別会計歳入

歳出決算につきましては、地方自治法第233

条第３項の規定により、監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付し、併せて主要な施策の

成果を説明する書類を提出するものでありま

す。 

 それでは主な内容を説明いたします。歳入

歳出決算書１ページの決算総括表をご覧くだ

さい。一般会計につきましては、収入済額

327億5,914万8,583円、支出済額321億8,875

万6,051円、差引残額５億7,039万2,532円と

なっております。 

 国民健康保険特別会計につきましては、収

入済額68億9,371万9,409円、支出済額68億

8,462万30円、差引残額909万9,379円となっ

ております。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、

収入済額７億5,980万8,852円、支出済額７億

5,295万9,381円、差引残額684万9,471円と

なっております。 

 公営墓地事業特別会計につきましては、収

入済額377万9,203円、支出済額304万3,739円、

差引残額73万5,464円となっております。 

 なお、詳しい内容等につきましては、予算

決算特別委員会及び教育民生常任委員会にお

いて担当部署が説明をいたしますので、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております認定第２号 

令和６年度豊見城市一般会計歳入歳出決算に

ついては、予算決算特別委員会へ付託いたし

ます。 

 認定第３号 令和６年度豊見城市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算、認定第４号 令

和６年度豊見城市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算、認定第５号 令和６年度豊見城

市公営墓地事業特別会計歳入歳出決算、以上

３件については、教育民生常任委員会へ付託
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いたします。 

 お諮りいたします。ただいま付託しました

認定第２号、認定第３号、認定第４号及び認

定５号については、委員会で審査をする時間

的な余裕がありませんので、閉会中の継続審

査に付することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認定第２号、

認定第３号、認定第４号及び認定第５号につ

いては、閉会中の継続審査に付することに決

しました。 

────── ◇ 日程第６ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第６、報告第12号 令和６年度決算に

基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 市長 徳元次人 

 報告第12号 令和６年度決算に基づく健全

化判断比率及び資金不足比率の報告につきま

しては、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び同法第22条第１項の

規定により、令和６年度決算の健全化判断比

率及び資金不足比率を監査委員の審査に付し、

その意見をつけて議会に報告するものであり

ます。 

 なお、詳しい内容等につきましては、総務

部長が説明をいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

○ 総務部長 内原英洋 

 先ほど市長から提案のありました報告第12

号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率の報告についてご説明しま

す。 

 健全化判断比率及び資金不足比率につきま

しては、地方公共団体の財政状況を統一的な

指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必

要な場合に迅速な対応を図るため、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律に基づき、

監査委員の審査を付した上で議会に報告し、

公表するものであります。 

 それではページをめくっていただき、２枚

目の健全化判断比率について説明します。実

質赤字比率につきましては、最も主要な会計

である一般会計等に生じる赤字の大きさを財

政規模に対する割合で表したもので、本市に

おいては実質赤字がないため、実質赤字比率

は算定されておりません。 

 続きまして、連結実質赤字比率は、全ての

会計に生じる赤字の大きさを財政規模に対す

る割合で表したもので、本市においては連結

実質赤字がないため、連結実質赤字比率は算

定されておりません。 

 次に、実質公債費比率は、借入金の返済額

の大きさを財政規模に対する割合で表したも

ので、本市における実質公債費比率は8.9％

で対前年度0.1％の増となっており、早期健

全化基準の25％を下回っております。 

 次に、将来負担比率は、一般会計等の借入

金や将来支払っていく可能性のある負担等を

財政規模に対する割合で表したもので、本市

における将来負担比率は97.6％で対前年度

1.6％の減となっており、早期健全化基準の

350％を下回っております。 

 次に、下段の資金不足比率につきましては、

公営企業の資金不足を公営企業の事業規模で

ある料金収入の規模と比較し、経営状況の悪

化度合いを示すものとなりますが、本市の水

道事業会計、下水道事業会計の公共下水道事

業、農業集落排水事業ともに資金不足額がな

いため、資金不足比率は算定されておりま
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せん。 

 次に３枚目の監査委員の審査意見書におき

ましては、４枚目のほうにあります健全化判

断比率については２の審査の結果の（３）是

正改善を要する事項においては、指摘すべき

事項は特にないとなっております。 

 次に５枚目の資金不足比率においても、２ 

審査結果の（３）是正改善を要する事項にお

いては、指摘すべき事項は特にないとなって

おります。 

 以上が報告第12号の説明の説明となります。 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 本案は報告案件のため、討論、表決は要し

ませんので、以上をもって報告第12号 令和

６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率の報告についてを終了いたします。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時25分） 

再  開（11時26分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

────── ◇ 日程第７ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第７、議員提出議案第４号 豊見城市

議会の個人情報の保護に関する条例の一部改

正についてを議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 議会運営委員長 仲田政美議員 

  

議員提出議案第４号 

令和７年９月26日 

豊見城市議会 

議長 外 間   剛 殿 

 

提出者 豊見城市議会 

議 会 運 営 委 員 会  

委員長 仲田 政美 

 

豊見城市議会の個人情報の保護に

関する条例の一部改正について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14

条第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るためのデジタル社会形

成基本法等の一部を改正する法律の施行（令

和６年法律第46号）により、所要の改正を行

う必要が生じたため、豊見城市議会の個人情

報の保護に関する条例の一部改正することに

ついて、本案を提出する。 

 １ページをお開きください。 

 

豊見城市議会の個人情報の保護に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊見城市議会の個人情報の保護に関する条

例（令和５年豊見城市条例第11号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第10項中「第２条第８項」を「第２

条第９項」に改める。 

 第12条第５項の表第38条第１項第１号の項

中「第２条第９項」を「第２条第10項」に改

める。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 説明は以上となります。 

○ 議長 外間 剛 

 休憩いたします。 

休  憩（11時29分） 

再  開（11時34分） 

○ 議長 外間 剛 

 再開いたします。 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 討論なしと認め、これにて討論を終結いた

します。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 議員提出議案第４号 豊見城市議会の個人

情報の保護に関する条例の一部改正について、

これを原案のとおり可決することに賛成の議

員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボ

タンを押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 議員提出議案第４号 豊見城市議会の個人

情報の保護に関する条例の一部改正について

は、賛成多数であります。よって、本案は原

案可決と決しました。 

────── ◇ 日程第８ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第８、決議案第３号 岡波島の帰属を

巡る境界調停への適切な対応に関する決議に

ついてを議題に供します。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

○ 議会運営委員長 仲田政美議員 

  

決議案第３号 

令和７年９月26日 

 

豊 見 城 市 議 会  

議長 外間  剛 殿 

 

提出者 豊見城市議会 

議 会 運 営 委 員 会  

委員長 仲田 政美 

 

岡波島の帰属を巡る境界調停へ

の適切な対応に関する決議 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14

条第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 令和７年９月８日糸満市長が同市議会へ提

出した「議案第94号 糸満市と豊見城市の境

界に関する争論の調停の申請について」が、

同日上程されたところであるが、豊見城市議

会における過去の審議、決議等の経緯から、

本市議会も岡波島が豊見城市域に帰属すると

いうことは明白であるという認識に立つ。

よって、当該調停について、適切な対応をす

ることを求めるため、本案を提出する。 
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岡波島の帰属を巡る境界調停へ

の適切な対応に関する決議（案） 

 

 今般、糸満市が沖縄県に対して、岡波島を

巡る境界調停申請の議案上程がなされたとこ

ろである。 

 既知の通り、岡波島は、琉球政府の頃より

豊見城村（当時）帰属となっているばかりで

なく、国土地理院においても長年にわたり豊

見城市域に帰属する表記となっていることは

周知の事実。その根拠は、昭和51年６月25日

豊見城村議会（議案第41号 岡波島の確認に

ついて）においても、新たに生じた土地とし

て議決した経緯が証左である。 

 また、100万年前のものと推定されるクジ

ラの化石について、これまで豊見城市議会で

もその保存などについて議論が行われてきた

ところで、平成22年６月22日、決議案第２号、

岡波島のクジラ化石保護を求める要請決議が

可決された経緯もある。 

 このように、岡波島をめぐる歴史的な背景

や貴重な資源を考えていくうえで、豊見城市

議会においても、明確に「豊見城市帰属」と

し、県とも連携しながら資源の有効活用に取

り組めるよう、当該境界調停事案における豊

見城市主張について法律顧問、識者等との連

携を図ったうえ、適切に対応するよう強く求

める。 

 

 以上、決議する。 

 

令和７年９月26日 

沖縄県豊見城市議会 

 

宛先 

 豊見城市長 

○ 議長 外間 剛 

 本案に対し質疑を許します。 

（質疑者なし） 

 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いた

します。 

 これより討論に移ります。 

 はじめに、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

○（20番）赤嶺吉信議員 －賛成討論－ 

 皆さん、こんにちは。今回の決議第３号 

岡波島の帰属を巡る境界調停への適切な対応

に関する決議について、賛成の立場で討論を

いたします。 

 先ほど議会運営委員長からの説明もありま

したが、私が同決議案に賛成する根拠は、次

のとおりであります。昭和46年の琉球政府発

行5000分の１の地形図で岡波島は、豊見城村

として表記されていること。次に、国土地理

院が発行する地図にも、昭和50年以降から現

在に至るまで、所属表示は豊見城市となって

いること。このことに関して、糸満市は昭和

52年に至るまで異議申し立ての行動を起こし

ていないこと。さらに、昭和51年６月25日の

豊見城村議会において、岡波島を新たに生じ

た土地として決議をしていること。糸満市か

らこれに対する異議申し立て行動もないこと

になります。また、与根漁民からの話であり

ますが、平成24年に実施された不発弾処理の

爆破作業には、与根漁港から４隻の漁船を出

して自衛隊、消防と市が主体となって爆破処

理をしたということであります。私が準備し

ました爆破処理の様子の写真であります。後

で事務局に届けておきますので、じっくり見

ていただきたいと思います。 

 このように糸満市は、潮平地先の埋め立て
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を計画するまで、岡波島の帰属について異議

申し立ても行っていません。このほど糸満市

長が同市議会へ、糸満市と豊見城市の境界に

関する調停の提起を提出しております。提

出・上程したことに対して、何で今頃なのか

ということを痛感しているところであります。

豊見城市に帰属する法的にも認定されている

ことを当局は強く認識していただいて、糸満

市が何をしたとしても断固として反論してい

ただくことを願います。本議案に対して、賛

成の立場での討論を終わります。 

○ 議長 外間 剛 

 次に、反対討論の発言を許します。 

（反対討論なし） 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

（賛成討論なし） 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。この採決は、電

子表決システムで行います。 

 決議案第３号 岡波島の帰属を巡る境界調

停への適切な対応に関する決議について、こ

れを原案のとおり決することに賛成の議員は

賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタン

を押してください。 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませ

んか。電子表決システムの受付を終了いたし

ます。 

（賛成多数） 

 決議案第３号 岡波島の帰属を巡る境界調

停への適切な対応に関する決議は、賛成多数

であります。よって、本案は原案可決と決し

ました。 

────── ◇ 日程第９ ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第９、委員会の閉会中の継続審査の申

し出についてを議題に供します。 

 総務財政常任委員会委員長から総務財政の

所管事務に係る行政視察について、閉会中の

継続審査の申し出があります。その理由は、

今後の委員会活動に役立てるためとなってお

ります。 

 お諮りいたします。本件は委員長の申し出

のとおり、閉会中の継続審査に付することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本件は委員

長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に

付することに決しました。 

────── ◇ 日程第10 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第10、委員会の閉会中の継続審査の申

し出についてを議題に供します。 

 教育民生常任委員会委員長から目下、委員

会において審査中の請願第２号 学校給食費

無償化の実現を求める請願、陳情第３号 夜

勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護

の実現を求める陳情書、陳情第10号 若い人

も高齢者も安心できる「最低保障年金制度」

を求める陳情、陳情第11号 物価上昇に見合

う公的年金の引き上げを求める陳情、以上４

件については、会議規則第111条の規定によ

り、閉会中も引き続き審査したい旨の申し出

があります。その理由は、なお慎重審査を要

するためとなっております。 

 また、教育民生の所管事務に係る行政視察

についても、閉会中の継続審査の申し出があ

ります。その理由は、今後の委員会活動に役

立てるためとなっております。 

 お諮りいたします。以上の件は委員長の申

し出のとおり、閉会中の継続審査に付するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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 ご異議なしと認めます。よって以上の件は、

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続

審査に付することに決しました。 

────── ◇ 日程第11 ◇ ────── 

○ 議長 外間 剛 

 日程第11、委員会の閉会中の継続審査の申

し出についてを議題に供します。 

 経済建設常任委員会委員長から、目下、委

員会において審査中の陳情第８号 瀬長船溜

まり場、航路、河川の浚渫と護岸整備ほかに

ついて（陳情）については、会議規則第111

条の規定により、閉会中も引き続き審査した

い旨の申し出があります。その理由は、なお

慎重審査を要するためとなっております。 

 また、経済建設の所管事務に係る行政視察

についても、閉会中の継続審査の申し出があ

ります。その理由は、今後の委員会活動に役

立てるためとなっております。 

 お諮りいたします。以上の件は委員長の申

し出のとおり、閉会中の継続審査に付するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって以上の件は、

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続

審査に付することに決しました。 

○ 議長 外間 剛 
 次に、議決事件の字句及び数字等の整理に

ついてお諮りいたします。 

 本定例会において議案等が議決されました

が、その条項、字句、数字、その他の整理を

要するものについては、その整理を議長に委

任されたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、

数字、その他の整理は、議長に委任すること

に決しました。 

 以上をもって、本日の日程は全て終了いた

しました。 

 これにて、令和７年第４回豊見城市議会定

例会を閉会いたします。 

 

閉  会（11時51分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署

名する。 

 

豊見城市議会議長  外 間   剛 

 

署名議員（４番）  長 嶺 吉 起 

 

署名議員（５番）  新 垣 龍 治 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

議 案 等 処 理 一 覧 表 
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議 案 等 処 理 一 覧 表 
 

── 令和７年第４回豊見城市議会定例会 ── 

 

１ 議案処理状況 

(1) 市長提出議案 18件 

(2) 議員提出議案 ２件 

(3) 処理状況 

区  分 件  数 原案可決 適  任 同  意 可  決 修正可決 否  決 報  告 承  認 継続審査 
原案可決

及び認定 
認  定 未  了 

予  算 ５ ５            

条  例 ３ ３            

諮  問 １  １           

同  意              

承  認 １        １     

認  定 １           １  

報  告 ４       ４      

議決事件 ４    ２      ２   

意 見 書              

決  議 １ １            

計 20 ９ １  ２   ４ １  ２ １  

 

２ 請願及び陳情処理状況 

(1) 付託件数 

○前定例会からの継続     ○今会期の付託      ○計 

請 願  ０件        請 願  １件      請 願  １件 

陳 情  ３件        陳 情  ２件      陳 情  ５件 

 

(2) 処理内容 

請 願 

前会期
からの
継 続 

今会期
委員会
へ付託 

採 択 
一 部 

 
採 択 

趣 旨 
 

採 択 
不採択 未 了 

取 り 
 

下 げ 

継 続 
 

審 査 

０ １   
 

   １ 
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陳 情 

前会期
からの
継 続 

今会期
委員会
へ付託 

採 択 
一 部 

 
採 択 

趣 旨 
 

採 択 
不採択 未 了 

取 り 
 

下 げ 

継 続 
 

審 査 

３ ２ １      ４ 

 

３ 委員会への継続審査事件 

 (1) 予算決算特別委員会（１件） 

認定第２号 令和６年度豊見城市一般会計歳入歳出決算 

 

 (2) 総務財政常任委員会（１件） 

 総務財政の所管事務に係る行政視察について 

 

 (3) 教育民生常任委員会（８件） 

認定第３号 令和６年度豊見城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

認定第４号 令和６年度豊見城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

認定第５号 令和６年度豊見城市公営墓地事業特別会計歳入歳出決算 

請願第２号 学校給食費無償化の実現を求める請願 

陳情第３号 夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳情書 

令 和 ６ 年 
陳情第10号 若い人も高齢者も安心できる「最低保障年金制度」を求める陳情 

令 和 ６ 年 
陳情第11号 物価上昇に見合う公的年金の引き上げを求める陳情 

 教育民生の所管事務に係る行政視察について 

 

 (4) 経済建設常任委員会（２件） 

令 和 ５ 年 
陳情第８号 瀬長船溜まり場、航路、河川の浚渫と護岸整備ほかについて（陳情） 

 
経済建設の所管事務に係る行政視察について 
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 (5) 議会運営委員会（１件） 

 各定例会及び臨時会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に

関する事項等について 

 

４ 審議未了事件（０件） 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

資 料 
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議 長 諸 般 の 報 告 （ ９ 月 定 例 会 ） 
 

令和７年６月～令和７年８月 

月 日 件    名 主催団体名・場所等 備 考 

６月４日 令和６年度沖縄県市議会議長会会計監査 那覇市役所  

６月６日 
「第39回とみぐすく祭り・第10回とみぐす

く産業フェスタ」 第１回実行委員会 
４階第１会議室  

６月13日 
シルバー人材センター 令和７年度定時総

会 
豊見城市立中央公民館  

６月15日 
那覇空港国際線ターミナル前高架道路開通

式典 
那覇空港ターミナルビル  

６月16日 

豊見城市サッカー協会「豊見城市陸上競技

場及び多目的広場の施設整備に係る陳情

書」に係る署名 議長手交 

応接室  

６月20日 

豊見城市社会福祉協議会 チャンプルー交

流会 
豊見城市立中央公民館  

一般社団法人豊見城市観光協会 懇親会

（副議長対応） 
できすぎ屋  

６月21日 
令和７年度沖縄ジョン万次郎会定期総会、

勉強会、懇親会 
豊見城市社会福祉センター  

６月23日 戦後80年沖縄全戦没者追悼式 平和祈念公園  

６月25日 
例月現金出納検査（令和７年４月分）の結

果報告 
豊見城市監査委員  

６月26日 
令和７年度豊見城市交通安全推進協議会功

労者表彰及び総会 
５階多目的室  

７月１日 
豊見城市商工会会長ほか 来訪（地元産品

奨励及び地元企業優先使用の要請） 
４階第１会議室  

７月４日 
豊見城市建築業協会令和６年度通常総会懇

親会 
居酒屋ヴィエント  

７月７日 
県産品奨励月間実行委員会会長ほか 

来訪（県産品優先使用の要請） 
５階多目的室  

７月10日 令和７年夏の交通安全県民運動出発式 ２階保健センター  

７月11日 
例月現金出納検査（令和７年５月分）の結

果報告 
豊見城市監査委員  
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月 日 件    名 主催団体名・場所等 備 考 

７月14日 
沖縄県農林水産部と南部市町村との行政懇

談会、交流会 
沖縄県市町村自治会館 

 

７月16日 令和７年夏の交通安全県民運動街頭指導 豊見城交差点  

７月22日 那覇空港拡張整備促進連盟令和７年度総会 
中小企業振興会館（那覇商

工会議所） 

 

７月31日 令和７年度市内事業者団体との懇親会 豊見城市中央公民館  

８月１日 姉妹都市 高千穂町、美郷町表敬訪問 宮崎県高千穂町、美郷町  

８月２日 
第35回うなま地蔵夏祭り＆第14回エイサー

交流祭うなま 
宮崎県美郷町 

 

８月４日 
例月現金出納検査（令和７年６月分）の結

果報告 
豊見城市監査委員 

 

８月５日 
令和７年第２回沖縄県市町村総合事務組合

議会 定例会 
沖縄県市町村自治会館 

 

８月10日 高安自治会令和７年度綱引き＆夏まつり 高安公民館前広場  

８月18日 第184回沖縄県市議会議長会 定期総会 沖縄空手会館  

８月19日 行政視察受入（宜野湾市） ５階全員協議会室  

８月22日 
第45回宮崎県美郷町（姉妹都市）交流事業

「受入歓迎式・懇親会」 
豊見城市中央公民館 

 

８月27日 
第20回全国市議会議長会研究フォーラムin

札幌  
札幌文化芸術劇場 hitaru 

 

８月28日 
第20回全国市議会議長会研究フォーラムin

札幌 
札幌文化芸術劇場 hitaru 

 

８月29日 

ハワイ移民125周年記念式典、豊見城村人会

との協定締結式アメリカ合衆国ハワイ州出

張（９／４まで） 

アメリカ合衆国ハワイ州 

 

８月31日 
第二十八回日米ジョイントコンサート（副

議長対応） 

沖縄コンベンションセン

ター 
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市 長 の 市 政 一 般 報 告 （ ９ 月 定 例 会 ） 
 

令和７年６月～令和７年８月 

番号 月 日 件       名 主催団体名・場所等 

１ ６月１日 豊見城市子ども会定期総会及び懇親会 中央公民館 

２ ６月２日 

（株）南成建設から地域再生計画基金へ寄附金贈呈 応接室 

豊見城市地域見守り隊に関する連携協定式（株式会社

リウボウストア・豊見城市商工会） 
応接室 

３ ６月３日 
第95回全国市長会議（通常総会等） 東京都出張（６

／５まで） 
東京都 

４ ６月６日 

自衛官募集相談員連名委嘱状交付式 応接室 

とみぐすく祭り・とみぐすく産業フェスタ第１回実行

委員会 
４階第１会議室 

ハーリー大会の民生支援にかかる表敬訪問 陸上自衛隊那覇駐屯地 

花漣港区ロータリークラブ創立48周年記念式典祝賀会 
サザンビーチホテル＆

リゾート沖縄 

５ ６月11日 

民生委員一斉改選における市長との意見交換 応接室 

スポーツＤＸによる地域コミュニティ活性化をめざし

た取組に関する連携協定書締結式 
４階第１会議室 

６ ６月12日 平和の礎名前読み上げる集い １階市民交流スペース 

７ ６月13日 

豊見城市シルバー人材センター令和７年度定時総会 中央公民館 

第55回旧海軍司令部壕慰霊祭 
海軍壕公園「海軍戦没

者慰霊之塔」前 

８ ６月14日 

第19回豊見城市保育研修会 中央公民館 

第10回ボランティアピエロ企画 歌と踊りのチャリ

ティーコンサート 

沖縄県男女共同参画セ

ンターてぃるる 

９ ６月15日 那覇空港国際線ターミナル前高架道路開通式典 那覇空港 

10 ６月20日 ちゃんぷるー交流会 中央公民館 

11 ６月21日 

マンゴーのはさみ入れ式 糸満市阿波根地内圃場 

マンゴーの里宣言16周年記念祭・豊見城マンゴー防犯

パトロール出発式 
菜々色畑 

沖縄ジョン万次郎会 定期総会 
豊見城市社会福祉協議

会 
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12 ６月22日 

自衛官候補生課程修了式 那覇駐屯地体育館 

青年フォーラムｉｎ2025沖縄 
南風原町中央公民館黄

金ホール 

第13回台湾戦没者慰霊顕彰祭 平和祈念公園 

13 ６月23日 

戦後80年沖縄全戦没者追悼式 平和祈念公園 

2024～25年度那覇南ロータリークラブ 最終夜間例会 
パシフィックホテル沖

縄 

14 ６月24日 

災害時における被災者に対する防災活動協力に関する

協定調印式（コカ・コーラ） 
４階第１会議室 

豊見城中学校女子サッカー部 ＯＦＡ第17回沖縄県中

学校女子夏季サッカー大会優勝報告 
応接室 

豊見城中学校女子バスケットボール部 第51回島尻地

区中学校夏季バスケットボール大会優勝報告 
応接室 

豊見城中学校島尻地区中学校英語スキットコンテスト

出場者 第６回島尻地区中学校英語スキットコンテス

ト優秀賞受賞報告 

応接室 

豊崎・美らＳＵＮ会第13回定期総会・懇親会 
ホテルグランビュー

ガーデン沖縄 

15 ６月26日 

豊見城市畜産共進会 総会 ３階第３会議室 

ＦＭとよみ「ハイサイ市長室」収録 応接室 

響（とよ）む記者懇談会 応接室 

令和７年度豊見城市交通安全推進協議会 総会 ５階多目的室 

16 ６月27日 第73回農業クラブ連盟大会 中央公民館 

17 ６月29日 沖縄空手道剛柔流明武舘三代目館長襲名披露宴 ロワジールホテル那覇 

18 ６月30日 

商工会青年部有志の会による絵本製作寄贈式 応接室 

ＦＭとよみ平田様 2025年防災士表彰「防災士功労賞」

受賞報告 
応接室 

沖縄県園芸農業振興基金協会総会 理事会 ＪＡ会館 

沖縄県農業振興基金協会総会 理事会 ＪＡ会館 

19 ７月１日 

社会を明るくする運動那覇保護区大会 出発式 パレット久茂地 

2025県産品奨励月間に係る「地元産品奨励及び地元企

業優先使用の要請」 
４階第１会議室 

浦添市市制施行55周年記念式典 
アイム・ユニバースて

だこホール 
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20 ７月３日 

総合計画策定委員会 報告会 ５階多目的室 

豊崎小学校男子ミニバスケットボール部 第36回島尻

地区ミニバスケットボール夏季大会（中城杯）優勝報

告及び九州大会派遣報告 

応接室 

21 ７月４日 

凛道場 第21回沖縄県少年少女空手道選手権大会優

勝・準優勝報告、令和７年度沖縄県スポーツ少年団空

手道交流大会団体総合２位報告 

応接室 

22 ７月５日 バレーボール男子日本代表歓迎セレモニー 豊見城市民体育館 

23 ７月７日 

2025県産品奨励月間に係る県産品優先使用の要請行動 

訪問受入 

５階多目的室 

伊良波小学校 城間一歩輝様 第35回児童・生徒の平

和メッセージ展最優秀賞受賞、沖縄全戦没者追悼式に

おいて平和の詩朗読の報告 

応接室 

伊良波中学校男子バレーボール部 第51回島尻地区中

学校夏季バレーボール大会優勝報告 

応接室 

24 ７月８日 第154回沖縄県町村土地開発公社 幹事会 自治会館 

25 ７月９日 南部市町村会重点要望等 東京都出張（７／11まで） 東京都 

26 ７月12日 

第17回ドラゴンボート世界大会日本代表壮行セレモ

ニー 
那覇空港 

令和７年度「若い経営者の主張発表県大会」に係る情

報交換会 

ＭＥＧＡドン・キホー

テ豊見城店５階 

27 ７月14日 

令和７年夏の交通安全県民運動街頭指導 豊見城交差点 

マネジメント研修 ５階多目的室 

令和７年度沖縄県農林水産部と南部市町村との行政懇

談会・交流会 
自治会館 

28 ７月15日 

マンゴーの日セレモニー 
道の駅豊崎情報ステー

ション 

商工会女性部講演会 豊見城市商工会 

全国市長会理事・評議員合同会議 経済委員会 東京

都出張（７／16まで） 
東京都 

29 ７月17日 スパルタンレース開催記者発表 応接室 
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30 ７月18日 

ＤＭＭかりゆし水族館新エリア記者発表 ＤＭＭかりゆし水族館 

「大規模な災害時等における遺体の取扱い等に関する

協定」調印締結式（沖縄県霊柩葬祭事業協同組合） 
４階第１会議室 

サマーフェスタ2025 航空自衛隊那覇基地 

31 ７月20日 
第18回豊見城ハーリー大会オープニング式典 

豊崎美らＳＵＮビーチ

前の水路 

与根綱引き子ども角力大会 与根公民館 

32 ７月21日 第18回豊見城ハーリー大会 
豊崎美らＳＵＮビーチ

前の水路 

33 ７月22日 

第１回介護保険広域連合 運営会議 庁議室 

民生委員による子ども遊び場・通学路を中心とした危

険箇所点検報告 
応接室 

第18回沖縄県マンゴーコンテスト受賞報告 応接室 

34 ７月23日 

職員講演会（オガールプロジェクトに学ぶエリア価値

を高めるまちづくり） 
５階多目的室 

剛柔流仲本塾スポーツ少年団 令和７年度第21回沖縄

県少年少女空手道選手権大会優勝報告・令和７年度沖

縄県スポーツ少年団空手道交流大会優勝報告 

応接室 

35 ７月24日 第75回「社会を明るくする運動」那覇保護区大会 中央公民館 

36 ７月25日 

豊見城市青少年国際交流事業出発式 那覇空港 

第１回沖縄県市長会臨時総会 自治会館 

沖縄県国民健康保険団体連合会設立50周年記念式典・

祝賀会 
自治会館 

37 ７月28日 

ＦＭとよみ「ハイサイ市長室」収録 応接室 

響（とよ）む記者懇談会 応接室 

南部広域行政組合理事協議会 南部総合福祉センター 

38 ７月29日 

ハラスメント研修 ５階多目的室 

スポーツ関連展示会視察、沖縄振興予算要請活動 東

京都出張（７／31まで） 
東京都 

39 ８月１日 第35回うなま地蔵夏祭り 宮崎県出張（８／３まで） 宮崎県 

40 ８月４日 

東京グレートベアーズ合宿歓迎セレモニー 豊見城市民体育館 

伊波そろばん 珠算・暗算・フラッシュ暗算 オール

10段合格報告 
応接室 

自治会館管理組合 議会定例会 自治会館 
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41 ８月５日 

令和７年国勢調査豊見城市実施本部 会議 庁議室 

（株）興洋エンジニアリングから地域再生計画基金・

こども未来基金へ寄付金贈呈 
応接室 

豊見城地区安全なまちづくり推進協議会 定例会 豊見城警察署 

42 ８月６日 

「豊見城市地域開発プロジェクトに関する助言業務協

定」締結式（沖縄振興開発金融公庫） 
庁議室 

上田山川自治会自主防災会 防災士資格取得試験合格

報告 
応接室 

43 ８月７日 
令和７年度「豊見城市防災・減災標語コンテスト」入

賞者表彰式 
イーアス沖縄豊崎 

44 ８月８日 
第88回国民スポーツ大会・第33回全国障害者スポーツ

大会 沖縄準備委員会特別講演会及び第２回総会 
県立武道館アリーナ 

45 ８月９日 

県営真玉橋団地自治会 第34回団地まつり 
県営真玉橋団地自治会

集会所前広場 

長堂自治会夏祭り 長堂公民館 

平良自治会夏祭り 平良多目的広場 

46 ８月10日 
伊良波シューターズ30周年祝賀会 ＪＡホール豊見城支店 

高安自治会 綱引き＆夏祭り 高安公民館前広場 

47 ８月12日 交通安全祈願 
豊見城市役所前 交通

安全の塔 

48 ８月13日 沖縄県農業信用基金協会 第２回理事会 ＪＡ会館 

49 ８月14日 
長嶺中学校生徒、とよみ小学校児童 国連を支える世

界こども未来会議沖縄大会最優秀賞報告 
応接室 

50 ８月15日 宜保自治会自主防災会 設立報告 応接室 

51 ８月16日 
第３回豊見城市長杯ミニバスケットボール大会マン

ゴーカップ2025 
豊見城市民体育館 

52 ８月18日 
豊見城市民生委員推薦会への諮問 ４階第１会議室 

第184回沖縄県市議会議長会 沖縄空手会館 

53 ８月19日 

ひとり親家庭の自立支援に関する連携協定締結式（一

般社団法人ママヨロアカデミー） 
応接室 

「災害時における炊出し等の協力に関する協定」調印

締結式（豊見城市食生活改善推進員協議会） 
４階第１会議室 
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54 ８月20日 

社会福祉法人とよみ福祉会 ひまわりファクトリー 

第10回チャレンジドカップ～夢のパン・菓子コンテス

ト～出場報告 

応接室 

第１回豊見城市歯科口腔保健推進委員会 ５階多目的室 

55 ８月21日 
第39回全国青年市長会 総会 石川県出張（８／23ま

で） 
石川県 

56 ８月23日 上田山川自治会 夏まつり 上田保育所跡地 

57 ８月25日 
とみぐすく産キーツマンゴー販路拡大に向けた意見交

換会 京都府出張（８／26まで） 
京都府 

58 ８月27日 

ピカ１オートサービスからこども未来基金へ寄附金贈

呈 
応接室 

ＦＭとよみ「ハイサイ市長室」収録 応接室 

響（とよ）む記者懇談会 応接室 

59 ８月28日 沖縄県土木建築部長との意見交換会 沖縄県庁 

60 ８月29日 
ハワイ移民125周年記念式典、豊見城村人会との協定締

結式アメリカ合衆国 ハワイ州出張（９／４まで） 

アメリカ合衆国ハワイ

州 
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